
 

 

 

 

 

 

国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の 
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令和 8（（2026））年 2月 
 
 

○本冊子は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく

基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。 
○リサイクル適性表示：本冊子は印刷用の紙にリサイクルできます。 
本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、

印刷用の紙へのリサイクルに適した〔Aランク〕のみの資材を用いて作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省 大臣官房環境経済課 製品対策・グリーン契約推進係 

〒100-8975 
 東京都千代田区霞が関 1－2－2 中央合同庁舎第 5号館 25階 

E-mail：ek@env.go.jp 
電話 ：03-5521-8229 

ホームページ：https://www.env.go.jp/policy/ga/index.html 
よくある質問：https://www.env.go.jp/policy/ga/netfaindex.html 

（「「環環境境配配慮慮契契約約  よよくくああるる質質問問」」で検索） 
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－1－ 

国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の 
削減に配慮した契約の推進に関する基本方針 

 
１．温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 
（１）温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進の背景及び意義 
地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存

基盤に関わる最も重要な環境問題である。2021 年８月に公表された「気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）第６次評価報告書第１作業部会報告書政策決定者向
け要約」によれば、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには

疑う余地がなく、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化

が現れている。また、気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システ

ムの側面の現在の状態は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものであり、人

為起源の気候変動は、世界中の全ての地域で、多くの気象及び気候の極端現象に既

に影響を及ぼしていると報告されている。 
我が国においても平均気温の上昇、大雨、台風等による被害、農作物や生態系へ

の影響等が観測されており、個々の気象災害と地球温暖化との関係を明らかにする

ことは容易ではないが、観測値を基にした数値モデルによる解析では、地球温暖化

の進行に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予測されている。 
 
こうした状況を踏まえ、我が国は 2020年 10月に 2050年までに温室効果ガス排
出実質ゼロ、すなわち「2050 年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言する
とともに、2021 年４月に地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミットに
おいて、2050年目標と整合的で野心的な目標として、2030年度に温室効果ガスを
2013年度から 46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続
けていくことを宣言したところである。 
また、環境中に人類が大量に排出しているのは温室効果ガスに限らない。大量生

産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちに大きな恩恵をもたらす一方

で、地球上の有限な資源を浪費し、健全な物質循環を阻害する側面も有しており、

地球の環境に大きな負荷を与えている。 
 
我々は、こうした課題の解決を図ることによって人間社会の発展と繁栄を確保し

なければならない。このため、あらゆる分野において、温室効果ガス等環境への負

荷の原因となる物質（以下「温室効果ガス等」という。）の排出の削減を図る必要

がある。特に、契約の段階において、環境負荷の低減に配慮することにより、温室

効果ガス等の排出の削減を図ることは大変重要な課題である。 
本基本方針で温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約（以下「環境配慮契約」

という。）の具体的な方法を定める電力供給、自動車の購入等、船舶の調達、省エ

ネルギー改修及び建築物に関する温室効果ガスの排出量は、政府の温室効果ガス総
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排出量の９割程度に関係している。地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10
年法律第 117号）第 20条に基づく政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの
排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画（令和３年 10月 22日閣議
決定。以下「政府実行計画」という。）において、「2013 年度を基準として、政府
の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量を

2030年度までに 50%削減することを目標とする。」とされていることに鑑み、政府
は環境配慮契約の推進により、その事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減

等に確実に取り組み、更なる削減に努めるものとする。 
 
これらにより、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域まで保全される

とともに、それらを通じて世界各国の人々が幸せを実感できる生活を享受でき、将

来世代にも継承することができる社会、すなわち、持続的発展が可能な社会を構築

すべきである。 
経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して環境配慮契約を行い、企

業の知恵や努力を適切に評価することにより、環境効率性（一単位当たりの物の生

産やサービスの提供から生じる環境負荷）を高め、我々が生み出す豊かさ、経済の

付加価値が拡大しても環境負荷の増大につながらないようにすることが期待され

る。さらには、環境保全の観点から性能が優れた技術や製品をいち早く創り出すこ

とにより、新たな経済活動が生み出されることも期待される。 
国、独立行政法人等（国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約

の推進に関する法律（平成 19年法律第 56号。以下「法」という。）第２条第３項
に定める独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人

（以下「国等」という。）は、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置

を占めており、また国等の契約の在り方は他の主体の契約の在り方に対しても大き

な影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことによる市場への波及効

果は極めて大きい。環境基本法（平成５年法律第 91号）第 24条及び地球温暖化対
策の推進に関する法律第３条第３項の趣旨を踏まえ、国等は自ら率先して環境配慮

契約を推進し、これを呼び水とすることにより、民間部門へも取組の輪を広げ、我

が国全体の環境配慮契約への転換を促進することが重要である。 
 
（２）環境配慮契約の推進に関する基本的考え方 
各省各庁の長（法第２条第５項に定める「各省各庁の長」をいう。以下同じ。）

及び独立行政法人等の長は、法第６条の規定に基づき、本基本方針に定めるところ

に従い、環境配慮契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 
その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、契約を進めていくものと

する。 
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①環境配慮契約に当たっては、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考

慮することで、環境に配慮した物品や役務など（以下「物品等」という。）の

普及を市場にもたらすことが期待されることに配慮しつつ、できる限り広範な

分野で環境配慮契約の実施に努めるものとする。 
 
②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しなかった場合に、当該契約

に係る物品等の生産、使用等に際して温室効果ガス等がより多量に排出され、

結果として国等が負担する環境保全のための費用が増大する懸念があること

に留意するものとする。 
 
③環境配慮契約により、政府実行計画を効果的に推進する。また、独立行政法人

等において環境配慮契約を推進する際は、個々の法人の特性を踏まえつつ、政

府実行計画に準じ、計画的に取り組むことが望ましい。 
 
④調達に当たっての要求性能等を定める際には、行政目的等も踏まえて必要十分

かつ明確なものとし、契約に係る情報の公開に努めるものとする。また、要求

要件、評価方法、契約手続等を定める際その他の契約の実施の際には、中小企

業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するもの

とする。 
 
⑤環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、他の国等の契約に関す

る施策との調和を確保するものとする。 
 
⑥環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、エネルギー政策基本法

（平成 14年法律第 71号）第 12条第１項に規定するエネルギー基本計画に基
づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策との

調和を確保するものとする。 
 
⑦WTO 政府調達協定との整合性に配慮し、国際貿易に対する不必要な障害とな
らないように努める等、他の行政目的との調和に努めるものとする。 

 
２．温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき契約における温室効果ガス等

の排出の削減に関する基本的事項 
（１）電気の供給を受ける契約 
電気の供給を受ける契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本

的事項は以下のとおりとする。 

・電気の供給を受ける契約に当たっては、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数

が低い小売電気事業者と契約するよう努めるものとする。 
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・電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、当分の間、入札

に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数、環

境への負荷の低減に関する取組の状況（再生可能エネルギーの導入状況、未利用

エネルギーの活用状況）並びに電源構成及び温室効果ガス等の排出の程度を示す

係数の開示の状況等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうち、上記

資格を満足する者の中から当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式

（以下「裾切り方式」という。）によるものとする。 
・裾切り方式による具体的な入札方法の検討に当たっては、公正な競争を確保する

とともに、当分の間、適切な地域ごとに検討するものとし、当該地域における電

気の供給状況及び小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す係数を参

考とするものとする。 
・電気の供給を受ける契約に当たっては、仕様書等に調達する電力に占める再生可

能エネルギー電気の最低限の割合を明記するとともに、契約期間中の契約電力、

予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と

契約することとする。 
・可能な限り再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電気

の調達に努めるものとする。 

・国及び独立行政法人等はエネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、

電気の供給を受ける契約の実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならな

いようにする等公正な競争の確保に留意するとともに、他の国等の契約に関する

施策及びエネルギー政策基本法第 12条第１項に規定するエネルギー基本計画に
基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との

調和を確保するものとする。 
 
（２）使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入等に係る契約 
①自動車の購入等に係る契約 
自動車の購入及び賃貸借に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に

関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・自動車の購入及び賃貸借に係る契約のうち、入札に付する契約の締結に当たって

は、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果がもっとも優れた提案を

した者と契約を締結する。 
・発注時の要求性能等に関しては、行政目的等を適切に勘案して定めるものとし、

必要以上に入札を制限することがないように配慮するものとする。 
・個別の入札の具体的な条件については、自動車の使用状況を踏まえつつ、調達者

において設定するものとする。 
 
②船舶の調達に係る契約 
船舶の調達に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的

事項は以下のとおりとする。 

・船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則
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として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む技術提案を求め、総合

的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式を採用するもの

とする。ただし、当該船舶の用途に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の
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ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶についてはこの限りではな
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３．省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項 
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て、事前に実施事業者との間で十分協議を行うものとする。 
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定め契約を行うものとする。 
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ついて、事業終了後に適切な維持管理を行うための要領の作成を実施事業者に求
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・電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、当分の間、入札
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ーの導入を図るものとする。 

・既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要

に応じ、ZEB化を見据えた中長期的な改修計画を検討するものとする。 

・建築物に係る契約に当たっては、建築物の企画・設計段階から維持管理の運用段

階、さらには建築物の改修段階に至るまでのライフサイクル全般において、建築

物の脱炭素化を図るため、エネルギー消費量等のデータ計測・分析等を踏まえた

各段階における対策・取組等の効果的な連携及び評価、要求性能の実現のための

プロセスの設定等について、専門家等の活用を含め、検討するものとする。 
 
①建築物の設計に係る契約 
建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。ただし、当

該事業の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先さ

れる事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業

等についてはこの限りではない。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として温

室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容（自然エネルギー等の積極的な利用を

含む。）を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行

った者を特定する方式（以下「環境配慮型プロポーザル方式」という。）を採用

するものとする。 
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、

設計成果に求める施設の長寿命化、省エネルギー・省資源、自然エネルギーの利

用、環境負荷低減に配慮した木材等の資機材の利用等を踏まえた環境保全性能を

契約図書に明記するものとする。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、建築物のライ

フサイクル全般におけるエネルギー消費量等のデータ活用等の重要性に鑑み、必

要に応じ、エネルギー管理機能の導入を契約図書に明記するものとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合であって、特定された者の技術提案

に盛り込まれた温室効果ガス等の排出の削減への配慮の内容が、経済性にも留意

して妥当と判断されるときは、その内容を契約図書に明記することにより、当該

技術提案の内容が設計成果に反映されるようにするものとする。 
・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合にあっては、特定された者と契約を

締結し、設計成果について総合的な環境保全性能とともに生涯二酸化炭素排出量

（LCCO2）の評価を契約の相手方（設計者）に求めるものとする。 
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、あらかじめその旨及び概

要を公表するものとし、また、概要を変更したときは変更後の概要を公表するも

のとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、技術提案の提出を求める

者に対し必要な情報を提供し、検討のための適切な時間を確保するように配慮す

るものとする。 
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、公平性、透明性及び客観
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性を確保するものとする。 
 
②建築物の維持管理に係る契約 
建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の

排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記するものとする。 
・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、対象となる施設のエネルギー使

用実態、特性等を踏まえ、複数年契約、複数施設の一括発注等、運用改善に資す

る契約方式の検討を行うものとする。 
・建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以

外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガ

ス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案を求めるものとする。 
・建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネ

ルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業

者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するもの

とする。 
・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、

調達者において設定するものとする。 
 
③建築物の改修に係る契約 
建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・建築物の改修は、ESCO事業又は ESCO事業以外の省エネルギー・脱炭素化に資
する改修事業（以下「その他の省エネ改修事業」という。）とする。 

・改修計画の検討に当たっては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ計

測・分析及びデータの分析結果等を踏まえ、ESCO事業の導入可能性判断を行う
等、総合的な観点から適切な建築物の改修事業（ESCO事業又はその他の省エネ
改修事業）を選択するものとする。 

 
ア．ESCO事業に係る契約 
上記３に掲げる省エネルギー改修事業に係る契約の基本的事項のとおりとする。 

 
イ．その他の省エネ改修事業に係る契約 
その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネ

ルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管

理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図るものとする。 
・その他の省エネ改修事業の発注に当たっては、当該施設の特性及び当該改修の目

的等に応じたエネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減に資する契

約方式を選択するものとする。 
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・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、技術提案の提出を求める

者に対し必要な情報を提供し、検討のための適切な時間を確保するように配慮す

るものとする。 
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、公平性、透明性及び客観
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・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該改修の目的等を踏まえ、調達者

において設定するものとする。 
 
（２）産業廃棄物の処理に係る契約 
産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・産業廃棄物の処理に係る契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加

する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並び

に適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等を定めた上で、裾切り方

式によるものとする。 
・裾切り方式による具体的な入札条件については、処理する産業廃棄物の特性を踏

まえ、調達者において設定するものとする。 
 
５．その他環境配慮契約の推進に関する重要事項 
（１）すべての契約における環境配慮契約の推進 
上記２から４に掲げた契約その他庁舎における設備の設置許可の付随契約等を

含むすべての契約に関し、契約に基づく事業及び契約に際しての事務の実施に係る

温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう、契約の内容を確保し、契約に係る物

品等を利用するとともに契約に際しての事務を行うことが望ましい。また、行政分

野における温室効果ガス等の排出削減が行政分野以外の温室効果ガス等の排出増

大を招くことのないように配慮するものとする。 
 
（２）契約の推進体制の整備 
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約を推進するための体制を

整備するものとする。原則として、体制の長は内部組織全体の環境配慮契約を統括

できる者（各省庁等にあっては局長（官房長）相当職以上の者）とするとともに、

体制にはすべての内部組織が参画するものとする。特に、環境担当部局や会計・調

達担当部局が主体的に関与するように努めるものとする。 
 
（３）締結実績の概要の公表等 
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約の締結実績の概要を公表

する際は、できる限り分かりやすい形で公表するように努めるものとする。 
 
（４）職員に対する環境配慮契約の推進のための普及啓発等の実施 
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、契約実務担当者を始めとする職員に対

して、環境配慮契約に係る普及啓発及び契約を結ぶ上で有効な技術的な知識の取得

促進に努めるものとする。 
 
（５）情報の整理等 
国は、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他国民におけ
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る環境配慮契約の促進に資するように、国及び独立行政法人等における環境配慮契

約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その情報を広く、分かりや

すい形で提供するものとする。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は当該情報を

含む既存の情報を十分に活用して、できる限り環境負荷の低減に資する契約を行う

ように努めるものとする。 
 
（６）他の施策との連携 

国は、率先的に環境に配慮する先行的な取組である国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律（平成 12年法律第 100号）の運用に当たっての体制と連携
し、情報の公表及び整理等について、合理的かつ効率的に取り組むものとする。 

 
（７）本基本方針の見直し 

国は、環境配慮契約の推進に資するように、（５）の情報等を踏まえつつ、本基

本方針の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行

うものとする。 
その際、国等における環境配慮契約の円滑な実施に資するよう、環境大臣は、本

基本方針の見直しに係る検討の段階から、各省各庁の長、独立行政法人等の長、地

方公共団体の長及び地方独立行政法人の長に対し、検討の対象となる事項に係る情

報を提供するものとする。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、検討の結果、

本基本方針が見直されることとなった場合に必要な措置を円滑に講ずることがで

きるよう、環境大臣から提供を受けた情報を活用しつつ、予め、現状把握等必要な

準備を行うよう努めるものとする。 
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国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の

削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料 
 

はじめに 
本解説資料は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契

約の推進に関する基本方針の内容や契約の方法について、環境配慮契約法基本方針検討会に

おける議論を踏まえ、環境省及び基本方針に定められる契約に係る事業を所管する省庁の考

え方をまとめた解説資料で、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人（以

下「国等」という。）が温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を実施する際の参考と

していただきたい。 
本解説資料に示した事例は参考例であり、具体的には調達者が適切に対応することが必要

である。 

 
 

ⅠⅠ．温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に

関する基本的方向 及び その他環境配慮契約の推進に関

する重要事項について 
 

１．環境配慮契約の推進に関する基本的考え方 

各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約法第 6 条の規定に基づき、基本

方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約（以下「環境配

慮契約」という。）の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
その際、基本方針に定められた基本的考え方に則り、契約を進めていくものとされてい

る。ここでは、基本方針「１．（２）環境配慮契約の推進に関する基本的考え方」につい

て解説する。 
 
①国等が経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮することで、環境に配慮した物

品や役務など（以下「物品等」という。）の普及をもたらすのは、通常の経済活動の主体

として国民経済に大きな位置を占める、国等の契約の在り方が他の主体の契約の在り方に

対しても大きな影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことにより、環境に

配慮した物品等が市場において一層普及していくことにつながることが期待されることに

よるものである。 
このため、できる限り広範な分野、すなわち基本方針に具体的に規定された種類、対象

以外の契約についても、環境配慮契約の実施に努めることとしている。 
 
②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しない場合には、温室効果ガス等の排出
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の削減が遅れ、結果として対策コストが増大する懸念に十分留意して、環境配慮契約に努

める必要がある。 
例えば、建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合には、現行の標準的な仕様

の建築物に比べ、単位面積当たり約 10%の二酸化炭素排出削減効果があることが報告され

ている。建築物寿命を 65 年と仮定し、2013（平成 25）年度において本府省及び地方支分

部局の主要な施設等（約 1,600 万 m2）が平均して建て替えられるものと仮定して二酸化炭

素の削減効果を試算すると、1 年目における年間の二酸化炭素の削減効果は約 1,900t-CO2

であるが、10 年目には年間約 1.9 万 t-CO2、30 年目には年間約 5.7 万 t-CO2の削減効果とな

り、建替えの完了時点においては年間約 12.4 万 t-CO2削減効果となる。さらに、建築物は

長期にわたり供用されるものであるため、供用期間中を通じて二酸化炭素排出削減効果が

累積されることとなり、設計段階において環境配慮を実施した場合の最終的な累積でみる

と 400 万 t-CO2を超える二酸化炭素削減効果となる。建築物の設計段階において温室効果ガ

ス等の排出の削減に配慮しなかった場合、400 万 t-CO2超を他の手段で削減するための対策

コストが必要になることになるが、設計段階において温室効果ガス等の排出の削減に配慮

した場合にかかる対策コストと比較して大きくなる可能性がある。 
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図Ⅰ－1 建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合の二酸化炭素削減効果の試算 

③基本方針で環境配慮契約の具体的な方法を定める電力の供給、自動車の購入等、省エネル

ギー改修及び建築物に関わる温室効果ガスの排出量は、政府実行計画1に定める削減目標

（2013（平成 25）年度比で 2030（令和 12）年度の温室効果ガス排出量を政府全体で 50%
削減2）の対象である調整後排出係数に基づき算出した場合の温室効果ガス排出量 1,741 千

 
1 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 20 条に基づく「政府がその事務及び事業に関

し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」（以下「政府実行計画」という。）。 
2 政府実行計画（令和 7 年 2 月閣議決定）においては、温室効果ガスの総排出量を 2013 年度比で 2030 年度までに
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図Ⅰ－1 建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合の二酸化炭素削減効果の試算 
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t-CO2 のほぼすべて3に関係している。これまで、基本方針に則って環境配慮契約を推進し

てきたところであるが、政府の削減目標の達成のために効果的な役割を果たす必要がある。

また、環境配慮契約の更なる推進は、地球温暖化対策計画に基づく温室効果ガスの排出の

削減等に資するものである。さらに、独立行政法人等においても、地球温暖化対策に関す

る計画を策定・実行することが期待されている中で、当該計画に定める目標の達成を効果

的に推進することにもつながると考えられる。 
 
④調達に当たっては、行政目的を踏まえた要求性能を示す必要がある。この要求性能を明確

にして公開することは、その条件の中で温室効果ガス等の排出の削減に配慮した提案等が

行われることに寄与すると考えられる。また、契約に係る情報の公開は、環境配慮契約に

ついて、公正な競争が行われていることも明らかにする効果も期待される。 
同時に、中小企業者が不利にならないようにするといった公正な競争の確保に留意する

必要があるという観点から、要求要件等について、例えば、以下のようなことがないよう

に努める必要がある。 
❑ 要求要件において、性能を証明するために過大な試験を求めることや、規模・

資本・実績等について不要な条件を設定すること 
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50%削減、2035 年度までに 65%削減、2040 年度までに 79%削減することを目標として掲げている。 
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千 t-CO2））の活動とされているが、これら削減目標の対象外の活動を含めた政府の総排出量 2,547 千 t-CO2の 26.0%
を占めている。 
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ることとする。 

２．その他環境配慮契約の推進に関する重要事項 

（（１１））すすべべててのの契契約約ににおおけけるる環環境境配配慮慮契契約約のの推推進進 

① すべての契約における環境配慮契約の推進 

基本方針に具体的に規定された種類、対象以外の契約の具体例としては、庁舎内の店舗

等の販売形態（消費者の環境に配慮した行動の励行を含む。）や照明、空調等について、

温室効果ガス等の排出の削減に努めることを契約内容に盛り込む等様々な契約において、

温室効果ガス等の排出の削減に配慮すること等が考えられる。 
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約の内容を確保することの具体例として

は、契約の成果が報告書である場合において再生紙の使用を指定する等、直接購入する物

品等に関して温室効果ガス等の排出の削減に配慮する取組を求めるほか、購入した物品を

輸送する際に可能な限り低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切なサイズの自

動車の使用を求める等、契約に基づく事業の実施に際して、温室効果ガス等の排出の削減

に配慮するような契約に努めることが考えられる。 
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に係る物品等を利用することの具体例

としては、国等の側で自動車を運転する場合にアイドリングストップの励行等のエコドラ

イブを実践する等使用方法やサービスの活用方法において、環境配慮契約の成果が温室効

果ガス等の排出削減に確実に繋がるよう努めることが考えられる。 
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に際しての事務を行う具体例としては、

不要な資料の提出を減らすことや電子媒体の活用の励行等が考えられる。 
行政分野における温室効果ガス等の排出削減が行政分野以外の温室効果ガス等の排出拡

大を招くことのないように配慮することの例としては、使用段階において温室効果ガス等

の排出の削減に資するだけでなく、リサイクルが容易な物品を購入することが考えられる。 

② PFI 事業における環境配慮契約の推進 

PFI は公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用し、効率的かつ効果的な社会資本整備を図ること等を目的としており、モニタリングを

通して、サービスの質の維持・向上を担保する長期契約等の特徴がある。2022（令和 4）
年度における PFI 事業の実施方針公表件数は、国及び独立行政法人等で 3 件、地方公共団

体等 66 件の計 69 件となっている（内閣府民間資金等活用事業推進室調査）。 
また、国及び独立行政法人等における PFI 事業は、大学・試験研究機関、宿舎・住宅、

庁舎等の相当程度規模が大きな事業が主たる対象4となっており、PFI 事業に伴う温室効果

ガス等の排出も相当程度多いと考えられている。 
平成 20 年 6 月に PFI 事業における地球温暖化防止に向けた課題と対応方針をまとめた

 
4 PFI 事業情報 https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jigyou/jigyou_index.html 

－14－



 

－14－ 

ることとする。 

２．その他環境配慮契約の推進に関する重要事項 

（（１１））すすべべててのの契契約約ににおおけけるる環環境境配配慮慮契契約約のの推推進進 

① すべての契約における環境配慮契約の推進 

基本方針に具体的に規定された種類、対象以外の契約の具体例としては、庁舎内の店舗

等の販売形態（消費者の環境に配慮した行動の励行を含む。）や照明、空調等について、

温室効果ガス等の排出の削減に努めることを契約内容に盛り込む等様々な契約において、

温室効果ガス等の排出の削減に配慮すること等が考えられる。 
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約の内容を確保することの具体例として

は、契約の成果が報告書である場合において再生紙の使用を指定する等、直接購入する物

品等に関して温室効果ガス等の排出の削減に配慮する取組を求めるほか、購入した物品を

輸送する際に可能な限り低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切なサイズの自

動車の使用を求める等、契約に基づく事業の実施に際して、温室効果ガス等の排出の削減

に配慮するような契約に努めることが考えられる。 
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に係る物品等を利用することの具体例

としては、国等の側で自動車を運転する場合にアイドリングストップの励行等のエコドラ

イブを実践する等使用方法やサービスの活用方法において、環境配慮契約の成果が温室効

果ガス等の排出削減に確実に繋がるよう努めることが考えられる。 
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に際しての事務を行う具体例としては、

不要な資料の提出を減らすことや電子媒体の活用の励行等が考えられる。 
行政分野における温室効果ガス等の排出削減が行政分野以外の温室効果ガス等の排出拡

大を招くことのないように配慮することの例としては、使用段階において温室効果ガス等

の排出の削減に資するだけでなく、リサイクルが容易な物品を購入することが考えられる。 

② PFI 事業における環境配慮契約の推進 

PFI は公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用し、効率的かつ効果的な社会資本整備を図ること等を目的としており、モニタリングを

通して、サービスの質の維持・向上を担保する長期契約等の特徴がある。2022（令和 4）
年度における PFI 事業の実施方針公表件数は、国及び独立行政法人等で 3 件、地方公共団

体等 66 件の計 69 件となっている（内閣府民間資金等活用事業推進室調査）。 
また、国及び独立行政法人等における PFI 事業は、大学・試験研究機関、宿舎・住宅、

庁舎等の相当程度規模が大きな事業が主たる対象4となっており、PFI 事業に伴う温室効果

ガス等の排出も相当程度多いと考えられている。 
平成 20 年 6 月に PFI 事業における地球温暖化防止に向けた課題と対応方針をまとめた

 
4 PFI 事業情報 https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jigyou/jigyou_index.html 
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「PFI における地球温暖化防止への対応」5（内閣府 PFI 推進室）においては、「PFI 事業に

おいても、地球温暖化防止に向けた取組は急務であり、実効性のある温室効果ガス排出削

減対策を推進していく必要がある」と明記されており、また、PFI 事業では「施設の設計・

施工・運営維持管理業務を含め包括的に民間事業者に委託し、民間事業者の創意工夫を引

き出すことにより、地球温暖化対策としての大きな効果が期待できる」と分析されている。

さらに、この際、光熱水費を事業費に含めれば、「エネルギー関連施設の運転維持管理を

通じて生じた光熱水費の削減メリットを民間事業者が享受できる仕組みが生まれることか

ら、より一層の省エネルギーが期待できる」としている。具体的には、「PFI における地球

温暖化防止への対応」及び「PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方

（案）」6において、「エネルギー（電気・ガス・水道等）の調達を民間事業者の業務範囲

とし、管理者等が支払うサービス対価に光熱水費を含め」ることにより「イニシャルコス

トが割高であっても、光熱水費を含めた PFI-LCC 低減が実現できる場合は、省エネルギー

設備の積極的な導入が期待できる」仕組みとすること等の対応策が示されている。 
このように PFI 事業の実施に係る契約に当たっては、本法の趣旨及び上記とりまとめに

示された対応策を踏まえ、適切に温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが望ましい。 
なお、環境に配慮した PFI 事業の事例としては、エネルギーの調達を民間事業者の業務

範囲としている事例7の他、事業者に求める提案に「地球環境への配慮に関する提案」を設

定している事例が多数あり、さらに事業において配慮すべき法令として本法を位置付けて

いる事例、生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）の算出を入札の際要請し、審査項目としてい

る事例8等がある。 

③ 環境マネジメントシステム、エネルギーマネジメントシステムの考慮 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境やエネルギー管理に関

する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくための仕組みであ

る環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムは、事業活動を環境に配

慮したものに変えていくために効果的な手法であり、幅広い事業者が積極的に取り組んで

いくことが期待される。 
温室効果ガス等の排出の削減を図るため、環境配慮契約の対象となる製品やサービスを

扱う事業者が製造工程等の事業活動全体の環境配慮を推進することが重要であり、そのた

めに ISO14001、エコアクション 21 や ISO50001 等の認証取得等、事業者が環境マネジメン

トシステムやエネルギーマネジメントシステムを構築することが有効であり、積極的に推

 
5 「PFI における地球温暖化防止への対応」（平成 20 年 6 月 PFI 推進室）

https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/archive/houkoku/ondanka/pdf/2006env.pdf 
6「PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方（案）」（平成 20 年 7 月 PFI 推進委員会） 

https://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/kaisai/iinkai/17kai/pdf/shiryo_a173.pdf 
7 PFI 事業において、「地球温暖化防止への対応」をテーマとした事例 
https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jigyou/jireishoukai/jirei/pdf/practice19.pdf 
8 PFI 事業において、事業において配慮すべき法令として本法を位置付けている事例、LCCO2の算出を入札の際要

請し、審査項目としている事例（銚子市立銚子高等学校施設整備等事業） 
http://www.city.choshi.chiba.jp/edu/education/ky_soumu/pfi/pfi.html 
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奨すべきものと考えられる。なお、環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメント

システムの認証取得は、認証取得者による環境配慮活動の内容が重要であることから、認

証取得自体が目的とならないよう留意する必要がある。 
このため、WTO 政府調達協定との整合性に十分配慮9しつつ、調達者の適切な判断の下、

プロポーザル方式や総合評価落札方式の契約において、入札等へ参加するための必須条件

とはしないものの、事業者を選定する場合の評価項目の一つとして必要に応じ、事業者の

環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステム構築の有無を取り上げ、適

切に評価することもできる。 

 
（（２２））契契約約のの推推進進体体制制のの整整備備 

できる限り広範な分野で環境配慮契約に努める観点から、各省各庁の長及び独立行政法

人等の長は、局長（官房長）相当職以上の者を体制の長とし、全ての内部組織が参画する

体制を整備する必要がある。特に、この点に関して知見や責任を有する環境担当部局や会

計・調達担当部局が主体的に関与するように努める必要がある。 

 
（（３３））締締結結実実績績のの概概要要のの公公表表等等 

環境配慮契約法第 8 条において、各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度

又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境配慮契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公

表するとともに、環境大臣に通知するものとされている。この公表においては、できる限

りわかりやすい形で公表するように努める必要があると基本方針では定めているが、例え

ば実績の対前年度比を示す等の形が考えられる。 

 
（（４４））職職員員にに対対すするる環環境境配配慮慮契契約約推推進進ののたためめのの普普及及啓啓発発等等のの実実施施 

環境配慮契約を締結する上では、基本方針の内容等について、十分な理解が必要になる。

また、一定の技術的な評価を行う場合があり、その際には、技術的な知識が必要になる。 
具体的には、環境省等が開催する説明会に職員の出席を促す等、契約に関わる職員に対

して環境配慮契約に係る普及啓発を行うことや、最新の技術的な知識の取得を促進するこ

とが必要である。 

 
（（５５））情情報報のの整整理理等等 

環境省において、各省各庁の長及び独立行政法人等の長から通知された環境配慮契約の

締結の実績の概要等を基にして、国及び独立行政法人等の環境配慮契約の締結に関する状

況等について整理及び分析を行う。その上で、国等だけでなく国民一般が温室効果ガス等

 
9 産品の特性に関連しない生産工程・生産方法（産品非関連 PPM：Processes and Production Methods）を考慮する

ことについては、市場参入の障壁となる可能性に関し、各国の解釈が分かれており、「同種の産品（like products）」

に対しては同等の待遇を与えるべきとの WTO の基本理念との整合性の観点からの指摘がある（経済産業省：2012
年版不公正貿易報告書他）。 
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9 産品の特性に関連しない生産工程・生産方法（産品非関連 PPM：Processes and Production Methods）を考慮する
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の排出に配慮した契約を行うことを促進するため、広く、わかりやすい形で関連の情報を

公表することとする。 
国及び独立行政法人等においては、当該情報や国及び独立行政法人等以外での取組状況

その他の情報を十分に活用して、できる限り環境配慮契約を行うように努めることとする。 

 
（（６６））他他のの施施策策ととのの連連携携 
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する法律（平成 12 年法律第 100 号。以下「グリーン購入法」という。）による環境物品等
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（（７７））基基本本方方針針のの見見直直しし 
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に資するよう、必要な情報を提供する。国及び独立行政法人等は、当該情報を活用しつつ、
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構築等の準備を行うよう努める必要がある。 
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ⅡⅡ．電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について 
 

背景と意義 

１１．．電電気気のの供供給給をを受受けけるる契契約約ににおおけけるる環環境境配配慮慮のの必必要要性性とと意意義義 

国及び独立行政法人等の施設において使用する電気の供給を受ける契約に当たっては、価

格のみで判断をするのではなく、温室効果ガス等による環境負荷についても適切に考慮した

上で契約を締結することが、施設全体の環境負荷低減を進めるために重要である。調達者側

から環境に配慮した契約を実施することにより、環境負荷低減の推進とともに、環境と経済

が両立する新しい社会づくりに資することが期待される。 

 
２２．．本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に

関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に電気の供給を受ける契約を締結する際の参考

として使用されることを想定したものであり、契約方式の基本的考え方や具体的な内容、実

際の事務手続等について説明している。 

 
令和 8 年 2 月現在、環境配慮契約法に基づく電気の供給を受ける契約に関する基本的事項

については、現行の裾切り方式から総合評価落札方式への移行10に向けた手続が進められてお

り、総合評価落札方式の具体的内容については最終的なとりまとめを行っているところであ

る。このため、本解説資料では、当面の契約実務において引き続き適用される裾切り方式に

関する解説を掲載し、総合評価落札方式に関する事項は別紙として整理することとする。ま

た、総合評価落札方式の制度内容が確定次第、環境省のホームページにおいて本解説資料を

更新・公表する予定である。 

 
本解説資料で説明する現行の裾切り方式は、あらかじめ排出係数のしきい値を設定した上

で、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況及び再生可能エネ

ルギーの導入状況を必須項目としてポイント制で評価し、一定以上のポイントを獲得した事

業者には入札参加資格を付与する方式である。これにより、環境負荷低減に向けた最低限の

水準を確実に担保することはできるが、最低限の水準をクリアした事業者間では環境性能の

差があったとしても価格のみの競争となっている。 

 
10 環境配慮契約法附則第 3 項において、「政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約に

おける電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況

（次項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。）を総合的に評価して落札者を決定する

方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発及び電源構成の変更に相当の期

間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。」とされている。 
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一方、総合評価落札方式は、価格に加え、二酸化炭素排出係数、再生可能エネルギーの導

入状況、再生可能エネルギーの追加性（新規性・上積み性）、地域との共生等の観点を総合

的に評価する方式である。環境価値を競争要素として組み込むことで、より高い環境性能を

有する事業者の選定が可能となり、政府実行計画が掲げる 2030 年度の温室効果ガス削減及び

調達電力に占める再エネ比率向上を実現する仕組みとなる。 
令和 8 年度は、令和 9 年度からの総合評価落札方式の本格導入に向けた移行期間として位

置づけられる。具体的には、準備が整った国の機関や独立行政法人等において総合評価落札

方式の先行的な導入を促す一方、多くの機関では従来の裾切り方式を引き続き実施すること

が想定される。このため、令和 8 年度は裾切り方式により最低限の環境性能を確保しつつ、

可能な機関から段階的に総合評価落札方式を導入することで、調達実務への円滑な移行と脱

炭素化の加速を図る期間と位置づける。 

 
以上を踏まえ、本解説資料では、移行期間における電気の供給契約で採用される以下の二

つの契約方式について説明することとする。 
Ⅱ-1．裾切り方式に関する基本的事項について 
Ⅱ-2．総合評価落札方式に関する基本的事項について 

ただし、前述のとおり、令和 8 年 2 月現在の本解説資料には、「Ⅱ-1．裾切り方式に関す

る基本的事項について」を掲載することとする。 

 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該地域の実情等を踏まえ、調達者が適

切に対応することが必要である。 
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ⅡⅡ-1．裾切り方式に関する基本的事項について 
 

１．裾切り方式の解説 

１１－－１１  裾裾切切りり方方式式のの基基本本的的考考ええ方方 

電気の供給を受ける契約に関する契約における裾切り方式の基本的な考え方は、以下のと

おりとする。 
❑ 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数（二酸化炭素排出係数）の低い小売電気

事業者との契約に努めるよう配慮する。 
❑ 温室効果ガス排出削減の観点から、二酸化炭素排出係数等による裾切り方式を採

用（法附則第 4 項参照）する。 
❑ 裾切り方式において、全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値（以下「排出係数

しきい値」という。）を設定し、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上

である小売電気事業者からの調達を原則として行わない。 
❑ 環境への負荷の低減に関する小売電気事業者の取組状況（未利用エネルギーの活

用状況、再生可能エネルギーの導入状況）並びに電源構成、非化石証書の使用

状況及び二酸化炭素排出係数の開示状況を考慮する。 
❑ 公正な競争の確保の観点も踏まえ、裾切り要件の設定に当たっては原則複数の小

売電気事業者の参入が可能であることを確保する。 
❑ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本としつつ、必要に応じて複数の供

給区域のグループ化を図る等適切な地域ごとに裾切り要件を設定する。 
❑ 当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等

を参考とする。 
❑ 仕様書等に調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の最低限の割合を明

記する。 
❑ 契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用電力量等を確実かつ

安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮する。 
❑ 再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電気の調達に

努める。 
❑ 小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。 
❑ 裾切り要件については毎年度見直しを検討する（排出係数しきい値については適

切なタイミング（少なくとも 2 年に 1 回程度）で原則引き下げることとする）。 
 

１１－－２２  裾裾切切りり方方式式 

基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示す。 
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（１）裾切り方式の具体的要件 

裾切り方式の具体的要件は、以下の 2 点とする。 
1. 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示11しているこ

と。 
2. 以下のアからウの３つの項目を「必須項目」としたポイント制により評価し、合計

点が一定の点数を上回ること。なお、調達者の判断により、「加点項目」を設定す

ることも可能である（後述「（３）加点項目について」参照）。 
ア. 二酸化炭素排出係数 

イ. 未利用エネルギーの活用状況 

ウ. 再生可能エネルギーの導入状況 

（２）必須項目について 

ア．二酸化炭素排出係数 

最も重要な評価項目の二酸化炭素排出係数については、以下の値を用いることとする。 

小売電気事業者の事業者全体の調整後排出係数12（地球温暖化対策の推進に関する法

律（以下「温対法」という。）に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの13

又は温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの14）。 

表Ⅱ－1.1－1 裾切り方式の評価に用いる事業者全体の調整後排出係数の年度及び適用時期（例） 

年　　度
月

公表されている
排出係数注注１１

裾切り評価に用いる
排出係数の年度

12～～3月月 4～～6月月 7～～11月月 12～～3月月

(X-2)年年度度

事事業業者者全全体体確確定定値値等等

（（X-1））年年度度 X年年度度

(X-2)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-1)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-3)年年度度又又はは

(X-2)年年度度
注注２２ （（X-2））年年度度

(X-2)年年度度又又はは

(X-1)年年度度
注注２２

 
注１：温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの（公表時期は前後する場合がある） 

 
11 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等や非化石証書の使用状況

の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気

事業者であって、電源構成等の情報を開示していない者は、事業開始日から１年間に限って開示予定時期（事業

開始日から１年以内に限る。）を明示することにより、適切に開示したものとみなすこととする。 
12 最新の「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」に基づき算定されたも

の。 
13 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係

数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものと

する。 
14 温対法に基づき算定される小売電気事業者の基礎排出係数及び調整後排出係数については例年 7月頃と 12月頃

の 2 回公表されている。7 月頃に公表される事業者全体の排出係数は前々年度のものである。他方、環境省が公表

する裾切り評価に使用する供給区域別の配点例（後述 p.25 参照）の作成に当たって参考とする調整後排出係数は、

12 月頃に公表される前年度のメニュー別排出係数、残差排出係数、及び小売電気事業者が温対法に基づき算定し

た排出係数であることから、裾切り方式の実施に当たっても、入札参加希望事業者に提出を求めるなど、可能な

限り最新の小売電気事業者が算定した調整後排出係数を使用するものとする。 
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注２：温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの 

また、区分・配点の設定において、排出係数しきい値（全国一律の二酸化炭素排出係数

の上限値）を設定し、排出係数しきい値以上の二酸化炭素排出係数である小売電気事業者

の配点を「0 点」とする。これにより、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上の小

売電気事業者には、入札参加資格を付与しないこととなる。 
なお、排出係数しきい値は、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の実績、再生

可能エネルギー電気の調達実績、地球温暖化対策計画や政府実行計画及びエネルギー基本

計画等の関連施策との整合を図りつつ、前年度の全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出

係数、電源構成及びその推移、供給区域別の参入状況等について点検・確認するとともに、

有識者の意見等を踏まえ適切に設定15するものとし、本解説資料において示すこととする16。

また、適切なタイミング（少なくとも 2 年に 1 回程度を想定）で原則引き下げることとす

る。 

イ．未利用エネルギー17の活用状況 

未利用エネルギーの有効活用の観点18から、前年度における未利用エネルギーの活用比率

を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。 
 

前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を前年度の供給電力量（需

要端）（kWh）で除した数値 
 

（算定方式） 

前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) ＝ 
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）(kWh) 

×100 
前年度の供給電力量（需要端）(kWh) 

 
未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しな

いものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃

焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに

該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当

 
15 X年度の契約において使用する排出係数しきい値は、原則としてX-1年度に有識者の意見等を踏まえ決定する。 
16 2026（令和 8 年）度分の契約における排出係数しきい値は 2023（令和 5）年度及び 2024（令和 6）年度におけ

る全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等（小売電気事業者自らの公表値を含む。）を踏まえ

0.520kg-CO2/kWh とする。 
17 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含む。（ただし、

インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。））をいう。 
①工場等の廃熱又は排圧 
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律

第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）第 2 条第 3 項において定める再生可能エネルギー源に該当する

ものを除く。） 
③高炉ガス又は副生ガス 

18 未利用エネルギーの活用に当たっては、発電への利用とともに、熱エネルギーとしての有効利用についても検

討することが望ましい。 
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注２：温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの 

また、区分・配点の設定において、排出係数しきい値（全国一律の二酸化炭素排出係数

の上限値）を設定し、排出係数しきい値以上の二酸化炭素排出係数である小売電気事業者

の配点を「0 点」とする。これにより、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上の小

売電気事業者には、入札参加資格を付与しないこととなる。 
なお、排出係数しきい値は、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の実績、再生

可能エネルギー電気の調達実績、地球温暖化対策計画や政府実行計画及びエネルギー基本

計画等の関連施策との整合を図りつつ、前年度の全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出

係数、電源構成及びその推移、供給区域別の参入状況等について点検・確認するとともに、

有識者の意見等を踏まえ適切に設定15するものとし、本解説資料において示すこととする16。

また、適切なタイミング（少なくとも 2 年に 1 回程度を想定）で原則引き下げることとす

る。 

イ．未利用エネルギー17の活用状況 

未利用エネルギーの有効活用の観点18から、前年度における未利用エネルギーの活用比率

を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。 
 

前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を前年度の供給電力量（需

要端）（kWh）で除した数値 
 

（算定方式） 

前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) ＝ 
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）(kWh) 

×100 
前年度の供給電力量（需要端）(kWh) 

 
未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しな

いものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃

焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに

該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当

 
15 X年度の契約において使用する排出係数しきい値は、原則としてX-1年度に有識者の意見等を踏まえ決定する。 
16 2026（令和 8 年）度分の契約における排出係数しきい値は 2023（令和 5）年度及び 2024（令和 6）年度におけ

る全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等（小売電気事業者自らの公表値を含む。）を踏まえ

0.520kg-CO2/kWh とする。 
17 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含む。（ただし、

インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。））をいう。 
①工場等の廃熱又は排圧 
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律

第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）第 2 条第 3 項において定める再生可能エネルギー源に該当する

ものを除く。） 
③高炉ガス又は副生ガス 

18 未利用エネルギーの活用に当たっては、発電への利用とともに、熱エネルギーとしての有効利用についても検

討することが望ましい。 
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しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分

を未利用エネルギーによる発電分とする。 

ウ．再生可能エネルギーの導入状況 

化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、前年度の供給電力量（需

要端）に占める再生可能エネルギー電気19の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下の

とおりとする。なお、再生可能エネルギーの導入状況における再生可能エネルギー電気、

国及び独立行政法人等が調達する電力における再生可能エネルギー電気及び非化石証書等

の関係は表Ⅱ－2－2 を参照されたい。 
また、裾切り方式における再生可能エネルギーの導入状況に係る評価については、前年

度の全国の小売電気事業者の再生可能エネルギーの導入状況の実績及び推移等を踏まえ、

継続的かつ適切に引き上げるものとする。 
 
（算定方式） 

前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) ＝ 
前年度の再生可能エネルギー電気の利用量（送電端）（①＋②＋③＋④＋⑤）(kWh) 

×100 
前年度の供給電力量（需要端）(kWh) 

 
再生可能エネルギー導入状況とは、次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用

量（kWh）を前年度の供給電力量（需要端）（kWh）で除した数値。ただし、①から⑤の

再生可能エネルギー電気の利用量は前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用

いたものに限る。 

①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再

生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定でき

る非 FIT 非化石証書の量（送電端（kWh）） 
②グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度20により所内消費分の電力に由来するもの

として認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証

書（電力）21の量（kWh） 
③J－クレジット制度22により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力

相当量（kWh） 
④非化石価値取引市場23から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に

係る非化石証書の量（kWh） 
⑤非化石価値取引市場から調達したトラッキング付非 FIT 非化石証書（再エネ指定）の量

（kWh） 

 
19 再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において

規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備（太陽光、風力、水力（30,000kW 未

満。ただし、揚水発電は含まない。）、地熱及びバイオマス）による電気を対象とする。 
20 民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書の CO2 排出削減価値を国が認証することにより、

温対法に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。 
21 グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2削減相当量については、当該削減相当量として認証された自

家消費電力量（kWh）とする。 
22 省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用による CO2等の排出削減量、適切な森林管理による CO2

等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度である。 
23 非化石価値取引市場には「再エネ価値取引市場」と「高度化法義務達成市場」があり、FIT 非化石証書は「再

エネ価値取引市場」で、非 FIT 非化石証書は「高度化法義務達成市場」でそれぞれ取り引きされている。 
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（３）加点項目について 

需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する「需要家に対す

る省エネルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポンスの取組」及び地域にお

ける再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する「地域における持続的な再生可能エネルギ

ー電気の創出・利用に向けた取組」の 2 つを加点項目の設定に当たっての大枠の方向性とし、

この方向性を踏まえ、調達者の判断により、裾切り方式のオプションとして評価する加点項

目とすることができる。具体的な評価内容の例としては、 
 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること 
 需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対

し経済的な優遇措置を実施すること 
 地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること 
 発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 

などが考えられる。 

（４）裾切り要件について 

裾切り要件である「各評価項目の区分・配点」及び「入札参加資格の裾切り基準」につい

ては、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者との契約に努めることを踏まえつつ、調達

者がそれぞれ、以下の観点から適切に判断の上、設定することとする。 
① 公正な競争の確保の観点から、原則として複数の小売電気事業者の参入が可能な

内容とすること。 
② 仕様書等に示された契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用

電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約で

きる内容とすること。 
③ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本に、施設固有の事情がない限り、

同一供給区域内の施設については設定する基準は同一にすること。さらに必要に

応じて複数の供給区域のグループ化も検討すること。 
④ 裾切り要件については毎年度見直しを検討すること。また、排出係数しきい値に

ついては適切なタイミング（少なくとも 2 年に 1 回程度を想定）で原則引き下げ

ることとする。 

 
裾切り要件の設定に当たっては、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者が全国から広

く入札に参加することを促すための動機付けとなるよう、地域の実情を踏まえた上で、可能

な限り一定レベル以上を目指すことが重要である。このため、必要に応じ、評価項目である

二酸化炭素排出係数の区分が概ね同程度であることを前提に、一般送配電事業者の供給区域

ごとの小売電気事業者の参入状況、販売電力量の状況及び入札参加者数等を参考として複数

の供給区域のグループ化を図るものとする。さらに、グループ化された地域を含め、各地域

において裾切り要件の継続的なレベルアップを図ることにより、二酸化炭素排出係数の低い

小売電気事業者の参入を促すことで、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出
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（３）加点項目について 
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ることとする。 

 
裾切り要件の設定に当たっては、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者が全国から広

く入札に参加することを促すための動機付けとなるよう、地域の実情を踏まえた上で、可能
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の削減につながる。 
なお、当該地域への小売電気事業者の参入状況、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等

の裾切り方式に使用している評価値が毎年変動すること等を考慮し、適切な契約期間を検討

する24とともに、裾切り要件については、毎年度見直しを検討することが望ましい。 
また、低圧電力において、みなし小売電気事業者はユニバーサルサービスが義務付け25られ

ており、排出係数の悪化があり得ると想定されるため、低圧電力を対象とした裾切り要件の

設定を検討する際は、当該地域において電気の供給を行うみなし小売電気事業者を含む複数

の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。 
 

以下に、上記の観点を踏まえて、70 点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与えること

とした場合の、具体的なポイント制の区分・配点の例を示す。 
なお、一般送配電事業者の供給区域ごとの配点例については、前年度の未利用エネルギー

の活用状況及び再生可能エネルギーの導入状況並びに 12 月頃に公表される前年度のメニュ

ー別排出係数、残差排出係数及び小売電気事業者が公表した排出係数を参考に作成し、環境

省のホームページ等で公表することとしているので参考にされたい（巻末の情報源を参照）。 

◇◇具具体体的的なな区区分分・・配配点点のの例例 
【【必必須須項項目目】】 

配配点点例例

0.350 未満 70
0.350 以上 0.375 未満 65
0.375 以上 0.400 未満 60
0.400 以上 0.425 未満 55
0.425 以上 0.450 未満 50
0.450 以上 0.475 未満 45
0.475 以上 0.500 未満 40
0.500 以上 0.520 未満 35
0.520 以以上上 0

②② 0.675 %以上 10
0 %超 0.675 %未満 5

0
③③ 15.0 %以上 20

8.0 %以上 15.0 %未満 15
3.0 %以上 8.0 %未満 10

0 %超 3.0 %未満 5
0

100－－

前前年年度度のの再再生生可可能能エエネネルルギギーー導導入入状状況況

導入していない

上上記記①①～～③③のの満満点点

要要 素素 区区 分分 例例

前前年年度度のの未未利利用用エエネネルルギギーー活活用用状状況況

活用していない

前前年年度度1kWh当当たたりりのの二二酸酸化化炭炭素素排排出出係係数数

（（調調整整後後排排出出係係数数））

（（単単位位：：kg-CO2/kWh））

①①

排排出出係係数数ししききいい値値

 
【【加加点点項項目目】】  ※※調調達達者者ににおおいいてて設設定定すするるかか否否かかをを判判断断すするるこことと 
④④ 5

0
・・省省エエネネにに係係るる情情報報提提供供、、簡簡易易的的DRのの取取組組

・・地地域域ににおおけけるる再再エエネネのの創創出出・・利利用用のの取取組組 取り組んでいない

取り組んでいる

 

 
24 複数年契約の場合は、毎年度調達先である小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等の裾切りの評価項目を確認

するとともに、各機関の排出量の変化を把握することが望ましい。また、複数年契約の場合にあっても、契約時

においては、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を評価した環境配慮契約を実施するよう努めるものとする。 
25 低圧電力については、当面の間は、みなし小売電気事業者が最終保障供給及びユニバーサルサービスの義務を

負う。 
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上記の例において、必須項目のみ設定した場合で、②で 5 点、③で 15 点を獲得した場合、

裾切り基準（70 点）を満たすために必要な二酸化炭素排出係数は 0. 450kg-CO2/kWh 未満とな

る。 
また、「需要家に対する省エネルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポン

スの取組」「地域における再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組」を加点項目

として設定した場合であって、②で 5 点、③で 15 点、④で 5 点を獲得した場合、裾切り基準

を満たすために必要な二酸化炭素排出係数は 0.475kg-CO2/kWh 未満となる。 
 

入札参加資格の裾切り基準は、前述のとおり、調達者が適切に設定することとなるが、現

在各府省庁等で実施されている裾切り方式においては、70 点を裾切り基準としている（70
点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与える）ものが多い。 

図Ⅱ－2－1 は、70 点を裾切り基準とし、①二酸化炭素排出係数の配点を 70 点、②未利用

エネルギーの活用状況の配点を 10 点、③再生可能エネルギーの導入状況の配点を 20 点とし

て、④需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組を加点項目（5 点）とし

た場合の具体的な裾切りのイメージである。 
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図Ⅱ－1.1－1 具体的な裾切りのイメージ 

 

１１－－３３  再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気のの調調達達 

国及び独立行政法人等の各機関は、原則として電気の供給を受ける契約ごとに調達する電

力に占める再生可能エネルギー電気の割合を仕様書等に明記することとする。対象となる契

約、調達する再生可能エネルギー電気の種類及び調達する電力に占める再生可能エネルギー
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電気の割合は、以下のとおりである。 
なお、電気の供給を受ける契約に関連する制度・計画等において再生可能エネルギー電気

の定義が整理された場合には、整合するよう見直すこととする。 

（１）対象となる契約 

仕様書等に再生可能エネルギー電気の割合を記載する対象となる契約は、環境配慮契約法

に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に係る基本的事項に示された、裾切

り方式の対象となる「入札に付する契約」とする26。なお、入札に付さない契約の場合にあっ

ても、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めるものとする。 
また、本解説資料の巻末に【参考】として、調達する電力に占める再生可能エネルギー電

気の割合を示した仕様書の例（概要）を掲載しているので参考にされたい。 

（２）調達する再生可能エネルギー電気の種類 

各機関が調達する再生可能エネルギー電気の種類（再エネ特措法施行規則において規定さ

れている交付金の対象となる再生可能エネルギー電源及び出力 3 万 kW 以上の水力発電（た

だし、揚水発電を除く。以下「大型水力」という。）は、表Ⅱ－2－2 に示す電気と証書等の

組み合わせとする。また、裾切り方式の評価項目である再生可能エネルギーの導入状況にお

ける再生可能エネルギー電源と調達電力における再生可能エネルギー電源の関係は、図Ⅱ－2
－2 のとおりである。 

表Ⅱ－1.1－2 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種

類及び非化石証書等との関係 

 
証証書書のの種種類類 相相対対取取引引

環環境境配配慮慮契契約約

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  のの導導入入状状況況※※１１ ○○※※３３ ○○※※３３ ○○ ○○※※４４ ×× ○○

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  電電気気のの調調達達※※２２ ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○

ググリリーーンン
エエネネルルギギーー
((電電力力・・熱熱))

証証書書

J-ククレレジジッッ

トト((再再エエネネ
電電源源由由来来))

非非FIT

FIT 電電気気ととｾｾｯｯﾄﾄ
又又はは

ﾄﾄﾗﾗｯｯｷｷﾝﾝｸｸﾞ゙付付

再再エエネネ指指定定
ななしし

市市場場取取引引

再再エエネネ指指定定

 
※１：「再生可能エネルギーの導入状況」は事業者の評価項目であって、再エネ特措法施行規則に規

定された電源（太陽光、風力、水力（30,000kW 未満。ただし、揚水発電を含まない。）、地熱

及びバイオマス）が対象 
※２：「再生可能エネルギー電気の調達」は国及び独立行政法人等が電気の供給を受ける契約によっ

て調達する再エネ電力（大型水力を含む） 
※３：グリーンエネルギー証書（電力）及び J-クレジットについては調整後排出係数の算定に用いた

ものに限る（前述１－２（２）ウ参照） 
※４：トラッキング付の再エネ指定の非 FIT 非化石証書のうち大型水力を除く 

 
26 沖縄電力の供給区域は系統が連系していないこと、供給している小売電気事業者が少ないこと等の地域特性に

より、必ずしも裾切り方式の実施を求めていなかったが、2025（令和 7）年度分の契約から調達電力に占める再生

可能エネルギー電気の割合を仕様書等に明記することとする。 
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調達電力の再エネ
 水力発電（3万kW以上。揚水発電を除く）
調達電力＝再エネ特措法の再エネ電源＋大型水力

再エネ導入状況（ ）の再エネ
再エネ特措法に定められた再エネ電源
 太陽光発電
 風力発電
 水力発電（3万kW未満。揚水発電を除く）
 地熱発電
 バイオマス発電

 
図Ⅱ－1.1－2 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種

類の包含関係 

なお、再生可能エネルギー電気の調達に当たっては、必要に応じ、調達対象となる電源の

環境負荷等を確認27するなど可能な限り再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可

能エネルギー電気の調達に努めることとし、PPA（Power Purchase Agreement）モデルの活用

についても積極的な検討を推奨するものとする28。 

（３）調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 

2026（令和 8）年度の電気の供給を受ける契約における調達電力に占める再生可能エネル

ギー電気の割合は、2025（令和 7）年度に引き続き、少なくとも 40%とし29、政府実行計画に

掲げられた目標の達成に向けて各機関の判断により、必要に応じ、より高い割合を設定する

ことは差し支えない。 
なお、調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、政府実行計画に掲げられた 2030

年度までに 60%以上とする目標達成に向けて、再生可能エネルギー電気の調達実績及びその

進捗状況並びに小売電気事業者の供給状況等を踏まえ、少なくとも 2 年に 1 回程度見直すこ

ととし、適切な再生可能エネルギー電気の割合を設定・提示するものとする。 

 
27 例えば、固定価格買取制度（FIT/FIP 制度）において、バイオマス発電に対する認定基準の一つである燃料の安

定調達確保の一部として、中長期的な観点から持続可能な形で生産された燃料を調達することを求めており（例

えば輸入バイオマス燃料の第三者認証など）、総合資源エネルギー調査会の下にバイオマス持続可能性ワーキン

ググループが設置され、議論が継続されている。 
28 現時点では、いわゆる「追加性」の基準は定まっていない状況にあるが、再生可能エネルギー電源の導入を促

す効果があるものとして、オンサイト PPA やオフサイト PPA 等があげられる。なお、RE100（後述 p.35「【参考】

公的機関のための再エネ調達実践ガイド」参照）の技術要件（Technical Criteria）においては、調達対象となる再

生可能エネルギー電気は、原則として運転開始又はリパワリングから 15 年以内であることとされている。 
29 設定された再生可能エネルギー電気の割合で調達が困難な場合にあっては、当該地域における小売電気事業者

の再生可能エネルギー電気の供給状況等を踏まえ、適切に再生可能エネルギー電気の割合を設定の上、調達する

ものとする。 
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 バイオマス発電

 
図Ⅱ－1.1－2 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種
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２．契約方法等について 

２２－－１１  契契約約のの対対象象 

当該地域において、電気の供給が可能な小売電気事業者が 3 社以上存在する場合に、本契

約方式を適用することとする。 

 
２２－－２２  仕仕様様 

裾切り方式により、電気の供給を受ける契約に係る仕様書の構成及び記載する内容例は、

表Ⅱ－1.2－1 のとおりである。また、裾切り基準を満たすことを証明する書類の提出方法等

については、入札公告及び入札説明書の中で必要事項を記載する。なお、仕様書例について

は、環境省のホームページにおいて公表することとしていることから、適宜参考とされたい。 

表Ⅱ－1.2－1 仕様書の構成及び記載内容の例 

記 載 項 目 記 載 内 容 等 （ 例 ） 

件名 （契約予定施設名）における電気の供給を受ける契約の旨記載 
需要場所等 需要場所、業種及び用途を記載 
契約期間 契約開始日から契約終了日 
供給電気方式等 供給電圧、計量電圧、供給電気方式、標準周波数等 
契約電力 契約電力（最大電力） 
予定使用電力量 予定使用電力量 
供給電気の要件等 供給電気の種類及び再生可能エネルギー電気の割合 
電力量等の検針 自動検針装置の有無、電力会社の検針方法、計量器の構成 
需給地点 需給地点の記載 
電気工作物の財産分界点 電気工作物の財産分界点の記載 
保安上の責任分界点 保安上の責任分界点の記載 
燃料費、力率 燃料費、力率の変動による契約価格の改定について記載 

電力使用実績 
各月の最大電力の実績データ 
電力使用量の実績データ（月別・日別・時間別等） 

 
２２－－３３  標標準準的的なな手手続続ととススケケジジュューールル 

本契約方式を適用する場合の標準的な流れは、図Ⅱ－1.2－1 のとおりである。 
以下に、図Ⅱ－1.2－1 に沿って、各段階における手続の概要を示す。 

（１）入札準備 

入札準備段階は、①裾切り要件の設定、②仕様書の作成、③予定価格の作成、④入札実施

に必要な事項の調整を実施する。 
① 「裾切り要件の設定」については、前述「１－２ 裾切り方式」を参考とし、適

切に裾切り要件を設定する。 
② 「仕様書の作成」については、上記「２－２ 仕様」のとおり、環境省のホーム
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ページで公表する仕様書例等を参考とし、必要事項（調達する電力に占める再生

可能エネルギー電気の割合を含む。）を記載した仕様書を作成する。 
③ 「予定価格の作成」については、前年度における電力使用量の実績データ等を踏

まえ、適切に予定価格を作成する。 
④ 「入札実施に必要な事項の調整」については、必要に応じ実施する。 

予定価格の作成

■入札準備

裾切り要件の設定

仕様書の作成（再エネ比率含む）

契　　　約

入札実施に必要な事項の調整

■入札公告・資格審査

入札公告（仕様書の提示）

入札参加資格の審査

■事業者決定・契約

入　　　札

開札（事業者決定）

 

図Ⅱ－1.2－1 裾切り方式に係る入札手続 

（２）入札公告・資格審査 

入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。 
① 「入札公告」については、裾切り方式による入札参加資格の審査及び入札までに

要する期間を勘案して、適切に実施する。 
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図Ⅱ－1.2－1 裾切り方式に係る入札手続 

（２）入札公告・資格審査 

入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。 
① 「入札公告」については、裾切り方式による入札参加資格の審査及び入札までに

要する期間を勘案して、適切に実施する。 
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② 「入札参加資格の審査」については、上記「（１）①裾切り要件の設定」におい

て設定した裾切り要件に照らし、入札参加希望者から提出された参加資格に係る

審査書類に基づき審査を実施する（審査結果については、入札参加希望者に対し、

速やかに通知する。）。 

（３）事業者決定・契約 

事業者決定及び契約段階は、①入札及び開札（事業者決定）、②契約を実施する。 
① 「入札及び開札（事業者決定）」については、裾切り方式による入札参加要件を

満たした事業者の中から最低価格落札方式によって決定する。 
② 「契約」については、落札者と落札決定から定められた期間内に契約を実施する。 

 
２２－－４４  低低圧圧受受電電施施設設等等ににおおけけるる環環境境配配慮慮契契約約のの運運用用 

（１）環境配慮契約を実施する場合 

環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に関する基本的事

項に示されたとおり、裾切り方式は、「入札に付する場合」に適用することとなっている。

このため、原則として低圧受電施設等についても、同様な考え方とし、入札に付する場合に

ついては、環境配慮契約を実施するとともに、仕様書等に調達する電力に占める再生可能エ

ネルギー電気の割合を明記するものとする。 
他方、低圧受電施設等の大部分は、入札に付す必要がある場合に該当する一定規模の電力

調達規模（予定価格が予算決算及び会計令又は当該機関の会計規程等に定められた少額随意

契約の対象に当たらない場合）に達しない状況にある。しかし、より低炭素な電気を調達す

る観点からは、環境配慮契約を実施することが重要であり、低圧受電施設等においても、可

能な限り環境配慮契約の実施を促す必要があるものと考えられる。このため、調達・供給双

方の入札手続の簡素化とともに、入札参加者の確保及び入札参加促進等の観点から、ある程

度対象となる施設等をまとめて発注することができる場合については一括発注を行うことが

現実的と考えられる。 
こうした考え方を踏まえ、ある低圧受電施設の契約が一定の電力調達規模に達しない場合

において、周辺の複数の低圧受電施設等における契約時期の調整30を行い、一括して発注を行

うことを検討するものとし、可能な施設等を対象として環境配慮契約の実施に努めるものと

する。 
具体的には、調達者は複数の低圧受電施設等をまとめた一括発注の可能性について、以下

の事項について検討の上、可能な範囲で環境配慮契約の実施に努めることが適当である。 
 原則として一般送配電事業者の供給区域内の低圧受電施設（従量電灯及び低圧電力）

のみをまとめること【同一地域・同一メニュー】 
 複数の施設の契約時期の調整を行い、同一契約期間とすること。また、原則として契

約期間は 1 年とすること【同一期間】 

 
30 複数の施設等の契約開始日を揃える又は契約開始時期の不一致への対応を含めた仕様書を作成する。 
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 電力使用実績及び予定使用電力量を提示すること 
低圧の電力小売自由化が始まったばかりのこともあり、今後、当該地域において、より低

炭素な小売電気事業者の参入もあり得ることから、毎年度見直しを行う裾切り要件の適用に

より、小売電気事業者の再評価を行うことが望ましい。 

（２）入札に付さない場合 

随意契約31等の入札に付さない場合（低圧受電施設等で予定価格が少額等の場合）は、環境

配慮契約（裾切り方式）の実施は求められてはいない。 
しかしながら、温室効果ガス排出削減の観点から、より二酸化炭素排出係数の低い電力の

調達を図ることが重要であるため、調達者は、当該地域に電力を供給していて当該施設に電

力を供給可能である小売電気事業者のうち、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者や再

生可能エネルギーの導入割合の高い事業者など、同地域における裾切り基準を満たす事業者

から選定して見積を徴する32ことで、より低炭素な電気が調達される可能性を増やす対応が求

められる。併せて、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めるものとする。 
なお、見積を徴する場合は、小売電気事業者が示す料金メニューを活用することも、手続

の簡素化等の観点から現実的な対応と考えられる。 

 

 
31 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわ

らず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる（会計法第 29 条の 3 第 5 項）。 
32 随意契約によろうとするときは、なるべく 2 人以上の者から見積書を徴さなければならない（予算決算及び会

計令第 99 条の 6）。 
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３．その他 

３３－－１１  調調達達者者のの役役割割 

調達者は、前項までの事項を踏まえ、以下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。 
❑ 公正な競争の確保のため、裾切り要件（区分・配点等）について、当該地域にお

ける電気の供給状況及び小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す

係数等を参考とし、適切に設定する。 
❑ 電気の合理的かつ適切な使用等に努め、特別な事情がない限り、使用する電力量

は予定使用電力量を上回ってはならない。 

 
３３－－２２  そそのの他他必必要要なな手手続続 

調達者が契約業務を実施するに当たって、その他に留意すべき手続や内容について例示す

る。 
❑ 仕様書の作成に当たっては、電気需給契約書（小売電気事業者と締結している契

約書）等を参考に現行の契約内容を把握することが可能である。 
❑ 入札参加資格の審査に当たっては、入札参加希望者に対し、参加資格に係る審査

書類について、その根拠資料とともに提出を求め、調達者が設定した裾切り基

準を満足するか確認する。 
❑ 年間契約の場合の予定使用電力量は、原則として前年の年間使用電力量を上回ら

ない範囲において、適切に設定するものとするが、契約期間内において契約施

設の増改築や設備の拡張・更新等の前年の使用電力量から大幅に変動すること

が予め判明している場合にあっては、当該事情を考慮した予定使用電力量を設

定する。 
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【参考】調達電力に再生可能エネルギー電気の割合を示した仕様書例 

調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割合を示した仕様書の例（概要）は、以

下のとおりである。 

１．概 要 
（１）件 名  令和○年度○○○○で使用する電気の調達 
（２）需 要 場 所  東京都△△区◇◇１丁目２番３号 ○○○○ 
（３）業種及び用途  官公署（庁舎） 

２．仕 様 
（１）供給電気方式等 

ア．供給電気方式     ：交流３相３線式 
イ．供給電圧（標準電圧） ：6,000V 
ウ．計量電圧（標準電圧） ：6,000V 
エ．標準周波数      ：50Hz 
オ．受電方式       ：１回線受電方式 
カ．蓄熱式負荷設備の有無 ：有 

（２）契約電力、予定使用電力量 
ア．予定契約電力     【略】 
イ．予定使用電力量    【略】 

（３）供給電気の要件等 
供給電力に占める再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気のの割割合合はは 40%以以上上※※とすること。なお、再生可

能エネルギーであることを証明する証書等は、以下のとおりとする。 
 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再

生可能エネルギー電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書（再エ

ネ指定） 
 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であって FIT 非化

石証書及びトラッキング付非 FIT 非化石証書（再エネ指定）、グリーンエネルギー証書

（電力）、再生可能エネルギー電気由来の J-クレジット 

（４）使用期間        ：自 令和○年 4 月 1 日 0 時 00 分 
至 令和○年 3 月 31 日 24 時 00 分 

（５）電力量等の計量     【略】 

（６）需給地点        【略】 

（７）電気工作物の財産分界点 【略】 

（８）保安上の責任分界点   【略】 

（９）対価の支払方法 
ア～イ    【略】 
ウ．乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料

を、甲に書面（様式自由）で提出することとする。 
エ～オ    【略】 

（10）その他 
ア～オ    【略】 
カ．その他、本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

※ 再生可能エネルギー電気の割合については、各機関の目標を踏まえ適切に設定 
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ネ指定） 
 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であって FIT 非化

石証書及びトラッキング付非 FIT 非化石証書（再エネ指定）、グリーンエネルギー証書

（電力）、再生可能エネルギー電気由来の J-クレジット 

（４）使用期間        ：自 令和○年 4 月 1 日 0 時 00 分 
至 令和○年 3 月 31 日 24 時 00 分 

（５）電力量等の計量     【略】 

（６）需給地点        【略】 

（７）電気工作物の財産分界点 【略】 

（８）保安上の責任分界点   【略】 

（９）対価の支払方法 
ア～イ    【略】 
ウ．乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料

を、甲に書面（様式自由）で提出することとする。 
エ～オ    【略】 

（10）その他 
ア～オ    【略】 
カ．その他、本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

※ 再生可能エネルギー電気の割合については、各機関の目標を踏まえ適切に設定 
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【参考】公的機関のための再エネ調達実践ガイド 

１１  環環境境省省ににおおけけるる RE100準準拠拠のの再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電力力のの調調達達ににつついいてて 

RE100 とは、企業が自らの事業の使用電力を 100％再生可能エネルギーで賄うことを目指

す国際的なイニシアチブで、世界や我が国の代表的な企業も多数参加しているグローバル規

模で注目される取組となっている。 
環境省は 2018 年 6 月に公的機関としては世界で初めてアンバサダーとして RE100 に参画

し、RE100 の取組の普及のほか、自らの官舎や施設において再生可能エネルギー電力の導入

に向けた率先的な取組やその輪を広げていくこととしている。 
この取組の一環として、2019（令和元）年度の新宿御苑における再生可能エネルギー比率

30%の電力の調達を端緒として、2030 年までの環境省 RE100 達成を目指し、2019 年 12 月に

「環境省 RE100 達成のための行動計画33」を策定し、取組を進めているところである。 
 
２２  公公的的機機関関ののたためめのの再再エエネネ調調達達実実践践ガガイイドド 

環境省においては、環境省 RE100 の実現に向けた、これまでの再生可能エネルギー由来の

電力調達の取組を通じて得られた知見等をまとめた公的機関のための再エネ調達実践ガイド

「気候変動時代に公的機関ができること～「再エネ 100％」への挑戦～34」を 2020 年 6 月に

作成・公表ししている。 
再生可能エネルギー電気の調達が必要となる国及び独立行政法人等はもとより、地方公共

団体等の公的機関においても、同ガイドを参考にして、再生可能エネルギー電力の導入に向

けた積極的な取組を期待する。 
 

 
33 https://www.env.go.jp/content/900448016.pdf 
34 https://www.env.go.jp/content/900515682.pdf 
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ⅢⅢ．自動車の購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事

項について 
 

１．背景と意義 

１１－－１１  環環境境性性能能をを考考慮慮ししたた物物品品調調達達のの必必要要性性とと意意義義 

自動車の購入及び賃貸借（以下「購入等」という。）に係る契約に当たっては、初期費用

のみを考慮した調達を行うのではなく、供用期間中における燃料の使用に伴う温室効果ガス

等の排出や燃料費用の支出等についても適切に判断した上で、契約を締結することが温室効

果ガス等の排出抑制の観点等から必要である。調達者側においてこうした環境に配慮した契

約を推進することが、環境への負荷の低減を図るとともに、環境と経済が両立する新しい社

会づくりのために役立つことが期待される。 

 
１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、自動車の購入及び賃貸借

に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に自動車の購入等に係る契約を締

結する際の参考として使用されることを想定したものである。 

 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、調達者は調達条件を踏まえて適切に対応

することが必要である。 
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２．契約方式の解説 

２２－－１１  自自動動車車のの購購入入等等にに係係るる契契約約方方式式のの基基本本的的考考ええ方方 

本契約方式は、購入等の後にエネルギーを大量に使用する自動車の調達に係る契約に適用

するものであり、調達に当たっては、初期価格のみならず、使用に伴い排出される温室効果

ガスに関する環境性能（燃費）を総合的に評価する。本契約方式の基本的な考え方は、以下

のとおり。 

① 契約締結の選定基準 

❑ グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合は、車種別の自動車35に係る判断

の基準を満足する車両であることが前提条件。 
❑ 価格のほかに価格以外の要素（環境性能）を評価の対象に加えて評価し、環境性

能と価格の両面から評価した結果として最も評価の高い案を提示した者と契約

を締結（総合評価落札方式）。 

② 入札時の考慮事項 

❑ 調達時の要求性能等に関しては、必要以上に入札を制限することがないように配

慮しつつも、行政目的等が確実に達成できるように適切に勘案し、入札者等に

誤解が生じないよう明確に定めること。 
❑ 具体的な条件については、使用状況を踏まえつつ、調達者において設定すること。 

 

２２－－２２  対対象象ととななるる車車種種のの考考ええ方方 

（１）総合評価落札方式の対象車種 

当分の間、何らかの基準により燃費が公表されているものに限ることとする。 
また、車種等の具体的な条件については、当該自動車を使用する行政目的や使用状況を踏

まえつつ、調達者において条件を設定し、その条件の下で選定基準に基づき契約者を選定す

る。その際、入札の公正な実施を確保するため、排気量、使用目的、要求性能等の入札条件

を事前に明確に示す必要がある。 
政府実行計画において、政府の公用車については、代替可能な電動車36がない場合等を除き、

新規導入・更新については 2022 年度以降全て電動車とし、ストック（使用する公用車全体）

でも 2030 年度までに全て電動車とすることとしており、令和 4 年 2 月のグリーン購入法に基

づく基本方針の改定により、電動車の普及状況等を踏まえ、自動車に係る判断の基準等の見

直しが実施されたところである。特に乗用車については全て電動車等37の調達を義務づけると

 
35 乗用車、小型バス、小型貨物車、バス等、トラック等及びトラクタの 6 車種 
36 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車及びハイブリッド自動車 
37 電動車及び水素自動車 
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ともに、併せてハイブリッド自動車については、排出ガス基準及び燃費基準を満たすことを

求めている。乗用車以外の 5 車種についても、基準値１38として電動車等、基準値２39として

次世代自動車40又は当該車種に係る燃費基準等への適合を求めている。 
本契約で採用する総合評価落札方式は、価格と環境性能を総合的に評価する方式であるこ

とから、価格面においても相応の競争力を有すること、すなわち、一定程度普及段階にある

自動車であることが、本契約方式による入札の前提の要件となる。このため、現段階におけ

る電動車等の普及状況を勘案して、電動車等においてはハイブリッド自動車のみを本契約方

式の対象として扱うものとする。なお、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリ

ッド自動車について本契約方式を実施する場合は、市場への普及状況及び価格面の競争力等

を踏まえ、基準値等を適切に判断するものとする。 
また、電動車等に代替が困難な用途の車両等（ガソリン自動車、ディーゼル自動車等）の

場合にあっては、引き続き本契約方式による調達を実施するものとする。 

 
（２）行政目的に応じた調達 

環境性能に優れた新たな自動車の普及促進、新技術の実証実験の支援といった行政目的を

持つ場合は、その目的に対応した条件を設定した調達（当該車種の指定等）が可能である。

また、燃料種が異なる場合（ガソリン、軽油等）においても、当該燃料種及び車両重量に対

応した燃費基準により比較評価が可能であるが、行政目的や使用用途、想定される走行距離

等により、燃料種別等ごとに異なる入札条件の設定が必要である場合、その実施を妨げるも

のではない。 
 

２２－－３３  総総合合評評価価落落札札方方式式 

（１）総合評価落札方式の考え方 

総合評価落札方式は、入札価格に係る評価点（入札価格点）のほかに、価格以外の要素に

係る評価点（技術点）を評価の対象に加えることで品質を総合的に評価し、技術と価格の両

面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。 
自動車の購入等に係る契約において、価格以外の要素として評価する環境性能として、本

契約方法にあっては、当分、使用段階の二酸化炭素排出量の削減とする。 

自動車の使用段階における二酸化炭素排出量は、燃料使用量と恒等であり、また、燃料使

用量は貨幣換算することができる。このため、自動車の環境性能の評価項目に係る指標は「燃

費（km/㍑）」とする。 

 
38 グリーン購入法に基づく基本方針において、基準値１は「判断の基準において２段階の判断の基準を設定して

いる場合に、当該品目におけるより高い環境性能の基準であり、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限

り調達を推進していく基準として示すもの」と定義されている。 
39 基準値２は「判断の基準において２段階の判断の基準を設定している場合に、各機関において調達を行う最低

限の基準として示すもの」と定義されている。 
40 電動車等、天然ガス自動車及びクリーンディーゼル自動車 
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ともに、併せてハイブリッド自動車については、排出ガス基準及び燃費基準を満たすことを

求めている。乗用車以外の 5 車種についても、基準値１38として電動車等、基準値２39として

次世代自動車40又は当該車種に係る燃費基準等への適合を求めている。 
本契約で採用する総合評価落札方式は、価格と環境性能を総合的に評価する方式であるこ

とから、価格面においても相応の競争力を有すること、すなわち、一定程度普及段階にある

自動車であることが、本契約方式による入札の前提の要件となる。このため、現段階におけ

る電動車等の普及状況を勘案して、電動車等においてはハイブリッド自動車のみを本契約方

式の対象として扱うものとする。なお、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリ

ッド自動車について本契約方式を実施する場合は、市場への普及状況及び価格面の競争力等

を踏まえ、基準値等を適切に判断するものとする。 
また、電動車等に代替が困難な用途の車両等（ガソリン自動車、ディーゼル自動車等）の

場合にあっては、引き続き本契約方式による調達を実施するものとする。 

 
（２）行政目的に応じた調達 

環境性能に優れた新たな自動車の普及促進、新技術の実証実験の支援といった行政目的を

持つ場合は、その目的に対応した条件を設定した調達（当該車種の指定等）が可能である。

また、燃料種が異なる場合（ガソリン、軽油等）においても、当該燃料種及び車両重量に対

応した燃費基準により比較評価が可能であるが、行政目的や使用用途、想定される走行距離

等により、燃料種別等ごとに異なる入札条件の設定が必要である場合、その実施を妨げるも

のではない。 
 

２２－－３３  総総合合評評価価落落札札方方式式 

（１）総合評価落札方式の考え方 

総合評価落札方式は、入札価格に係る評価点（入札価格点）のほかに、価格以外の要素に

係る評価点（技術点）を評価の対象に加えることで品質を総合的に評価し、技術と価格の両

面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。 
自動車の購入等に係る契約において、価格以外の要素として評価する環境性能として、本

契約方法にあっては、当分、使用段階の二酸化炭素排出量の削減とする。 

自動車の使用段階における二酸化炭素排出量は、燃料使用量と恒等であり、また、燃料使

用量は貨幣換算することができる。このため、自動車の環境性能の評価項目に係る指標は「燃

費（km/㍑）」とする。 

 
38 グリーン購入法に基づく基本方針において、基準値１は「判断の基準において２段階の判断の基準を設定して

いる場合に、当該品目におけるより高い環境性能の基準であり、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限

り調達を推進していく基準として示すもの」と定義されている。 
39 基準値２は「判断の基準において２段階の判断の基準を設定している場合に、各機関において調達を行う最低

限の基準として示すもの」と定義されている。 
40 電動車等、天然ガス自動車及びクリーンディーゼル自動車 
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ア．評価方式の概要 

総合評価落札方式においては、提案の内容は評価指標をもとに得点に換算され、この得

点と入札価格を比較した評価値を求めることによって、最もコストパフォーマンスの優れ

た提案を判断する。具体的な評価値は、以下の方法で算定する（式 1）。 

 
 
 
 

評価値 ＝ 
得点 

・・・（式 1） 
入札価格点 

 
 
 
 
イ．評価の考え方 

本契約で用いる評価方式は、入札説明書等に記載された要求要件（＝調達者が示す標準

案の状態）を満足しているかを判断し、満足している場合には、標準点（＝100 点）を与

える。さらに、環境性能について標準案の状態を上回る部分に対して、標準点を基準とし

て、評価に応じた加算点を与えるものとする。 
具体的な得点は、標準点と加算点の合計とする（式 2）。 

 

得点 ＝ 標準点＋加算点 ・・・（式 2） 

ウ．標準点と加算点 

上記のとおり、要求要件（＝調達者が示す標準案の状態）を満足している場合の標準点

を 100 点とする。 
また、加算点については、行政目的、使用状況等を踏まえ、以下の内容について調達者

が適切に設定する必要がある。 

 
❑ 評価指標 燃費（燃料 1 ㍑当たりの走行距離） 
❑ 標 準 点 要求要件の水準を満たしている場合の得点 
❑ 換算方法 評価指標を用いて最低限の要求要件を満足する状態を基準（標準

点が付与される状態）として環境性能の向上に応じて評価指標の

数値に比例して加算点を与える方法 

エ．選定方法 

本評価方式の場合、クリアすべき最低要件として、 

評価値が最も 
高い者が落札者 

あらかじめ定めた計算方法

により提案内容を得点換算 

例えば、１万円を１点にする 
など入札価格を点数化する 
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① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること 

② 技術提案が評価項目に関する最低限の要求要件を満たしていること 

③ その他、行政目的に応じて仕様に記載された事項に合致していること 

があげられる。 
上記①～③を満足するものの中から評価値の最も高いものを落札者とする。本方式の評

価値を用いた落札者選定のイメージは、図Ⅲ－2－1 のとおり。 

100点点＋＋δδ ☆ B
◆ C

○ A

● D

：要件①を満足しない領域（入札価格が予定価格を超過）

：要件②を満足しない領域（「最低限の要求要件」を満たさない）

例えば、Cは予定価格を超過、Dは標準点の状態を満たしていない。

Aは①及び②の基準を満足しているが、評価値がBを下回る。よって、Bが落札者となる。

標準点＋
加算点

予予定定価価格格 入札価格

0

100
（標準点）

評価値

δδ

 

図Ⅲ－2－1 総合評価落札方式で行う評価値を用いた落札者選定のイメージ 

 
（２）燃費基準値、燃費目標値及び加算点の考え方 

自動車の購入等に係る契約における環境性能の評価指標は燃費である。標準値はグリー

ン購入法に基づく基本方針に定める車種別・燃料種別の燃費基準値とし、目標状態の燃費

目標値は車種・燃料種によらず燃費基準値の 2 倍とする。なお、グリーン購入法の基本方

針を適用せずに発注する場合は、仕様書等に示した最低限の燃費値を燃費基準値（燃費目

標値は燃費基準値の 2 倍であることは同じ）として設定するものとする。 
加算点の満点は 50 点とし、燃費目標値以上の場合にあっても 50 点を上限（満点）とす

る。加算点は、当該自動車が評価指標において、目標値と基準値の間のどの位置にあるの

かを評価するものであり、具体的には以下の方法で求める。 
 

加算点 ＝ 加算点の満点 × 
提案車の燃費－燃費基準値 

・・・（式 3） 
燃費目標値－燃費基準値 
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① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること 

② 技術提案が評価項目に関する最低限の要求要件を満たしていること 

③ その他、行政目的に応じて仕様に記載された事項に合致していること 

があげられる。 
上記①～③を満足するものの中から評価値の最も高いものを落札者とする。本方式の評

価値を用いた落札者選定のイメージは、図Ⅲ－2－1 のとおり。 
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：要件②を満足しない領域（「最低限の要求要件」を満たさない）

例えば、Cは予定価格を超過、Dは標準点の状態を満たしていない。

Aは①及び②の基準を満足しているが、評価値がBを下回る。よって、Bが落札者となる。
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図Ⅲ－2－1 総合評価落札方式で行う評価値を用いた落札者選定のイメージ 

 
（２）燃費基準値、燃費目標値及び加算点の考え方 

自動車の購入等に係る契約における環境性能の評価指標は燃費である。標準値はグリー

ン購入法に基づく基本方針に定める車種別・燃料種別の燃費基準値とし、目標状態の燃費

目標値は車種・燃料種によらず燃費基準値の 2 倍とする。なお、グリーン購入法の基本方

針を適用せずに発注する場合は、仕様書等に示した最低限の燃費値を燃費基準値（燃費目

標値は燃費基準値の 2 倍であることは同じ）として設定するものとする。 
加算点の満点は 50 点とし、燃費目標値以上の場合にあっても 50 点を上限（満点）とす

る。加算点は、当該自動車が評価指標において、目標値と基準値の間のどの位置にあるの

かを評価するものであり、具体的には以下の方法で求める。 
 

加算点 ＝ 加算点の満点 × 
提案車の燃費－燃費基準値 

・・・（式 3） 
燃費目標値－燃費基準値 
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式 3 において、加算点の満点は 50 点、燃費目標値は燃費基準値の 2 倍であることから、

以下の式 4 のとおりとなる。 
 

加算点 ＝ 50 × 
提案車の燃費－燃費基準値 

・・・（式 4） 
燃費基準値 

 
また、図Ⅲ－2－2 は、燃費基準値と燃費目標値の関係を示したもので、左図が車両重量

区分（ステップ方式）ごとの燃費基準値・燃費目標値のイメージ（グリーン購入法におけ

る乗用車以外の 5 車種）であり、右図がステップレス方式の燃費基準値・燃費目標値のイ

メージ（同乗用車）である。 

（（km/L）） （（km/L））

y 

2y 

（（kg)

重重量量区区分分

（（kg)

燃燃費費目目標標値値

燃燃費費基基準準値値

Y 

2Y 

車両重量車両重量

燃

費

＝

燃

費

＝

＝

＝

 
図Ⅲ－2－2 燃費基準値及び燃費目標値のイメージ 

 
（３）評価値の算定例（購入の場合） 

○ハイブリッド乗用車の例 

以下に、自動車を購入（交換を含む）する場合の具体的な評価値の算定例を示す。算定

に当たっては、ハイブリッド乗用車で仮定の例を示すこととする。 
試算対象と評価値の試算結果は、表Ⅲ－2－1 のとおりである。 

表Ⅲ－2－1 ハイブリッド乗用車の評価の例 

 
注：得点＝標準点（100 点）＋加算点（以下の評価例において同じ） 

ステップ方式 
乗用車以外 5車種 

ステップレス方式 
乗用車 
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表Ⅲ－2－1 に示したハイブリッド乗用車の評価値の計算式は以下のとおり。 

◇車名 A 
標準点：100 点 加算点：50 点×（32.6－21.4）／21.4＝26.2 点 ←式 4 
得 点：100 点＋26.2 点＝126.2 点  ←式 2 
評価値：126.2 点／236 点＝0.535    ←式 1  

◇車名 B 
標準点：100 点 加算点：50 点×（20.5－20.3）／20.3＝0.5 点 
得 点：100 点＋0.5 点＝100.5 点 評価値：100.5 点／235 点＝0.426 

◇車名 C 
標準点：100 点 加算点：50 点×（27.8－21.0）／21.0＝16.2 点 
得 点：100 点＋16.2 点＝116.2 点 評価値：116.2 点／220 点＝0.528 

◇車名 D 
標準点：100 点 加算点：50 点×（22.0－20.5）／20.5＝3.7 点 
得 点：100 点＋3.7 点＝103.7 点 評価値：103.7 点／217 点＝0.478 

◇車名 E 
標準点：100 点 加算点：50 点×（22.2－21.7）／21.7＝1.2 点 
得 点：100 点＋1.2 点＝101.2 点 評価値：101.2 点／195 点＝0.519 

 
評価値は、A＞C＞E＞D＞B となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結

ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も高いが、燃費が最も優れ

た（加算点が最も多い）ものが選択された。 

○ハイブリッド軽乗用車の例 

ハイブリッド軽乗用車（排気量 660cc 以下）の仮定の算定例を示す。なお、グリーン購

入法では、軽自動車は乗用車として区分される。 
試算対象と評価値の試算結果は、表Ⅲ－2－2 のとおりである。 

表Ⅲ－2－2 ハイブリッド軽乗用車の評価の例 

順位評価値
（①/②）

②価格点
（1点/万円）①得点燃費目標値

（km/L）
燃費基準値
（km/L）

提案車燃費
（km/L）

車両重量
（kg）車名

10.899119107.045.622.826.0780A

30.885114100.945.222.623.0820B

50.790131104.645.222.624.7830C

70.780135105.345.222.625.0840D

60.781132103.145.022.523.9850E

20.886126111.645.622.828.1780F

40.866116100.445.222.622.8810G
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表Ⅲ－2－1 に示したハイブリッド乗用車の評価値の計算式は以下のとおり。 

◇車名 A 
標準点：100 点 加算点：50 点×（32.6－21.4）／21.4＝26.2 点 ←式 4 
得 点：100 点＋26.2 点＝126.2 点  ←式 2 
評価値：126.2 点／236 点＝0.535    ←式 1  

◇車名 B 
標準点：100 点 加算点：50 点×（20.5－20.3）／20.3＝0.5 点 
得 点：100 点＋0.5 点＝100.5 点 評価値：100.5 点／235 点＝0.426 

◇車名 C 
標準点：100 点 加算点：50 点×（27.8－21.0）／21.0＝16.2 点 
得 点：100 点＋16.2 点＝116.2 点 評価値：116.2 点／220 点＝0.528 

◇車名 D 
標準点：100 点 加算点：50 点×（22.0－20.5）／20.5＝3.7 点 
得 点：100 点＋3.7 点＝103.7 点 評価値：103.7 点／217 点＝0.478 

◇車名 E 
標準点：100 点 加算点：50 点×（22.2－21.7）／21.7＝1.2 点 
得 点：100 点＋1.2 点＝101.2 点 評価値：101.2 点／195 点＝0.519 

 
評価値は、A＞C＞E＞D＞B となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結

ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も高いが、燃費が最も優れ

た（加算点が最も多い）ものが選択された。 

○ハイブリッド軽乗用車の例 

ハイブリッド軽乗用車（排気量 660cc 以下）の仮定の算定例を示す。なお、グリーン購

入法では、軽自動車は乗用車として区分される。 
試算対象と評価値の試算結果は、表Ⅲ－2－2 のとおりである。 

表Ⅲ－2－2 ハイブリッド軽乗用車の評価の例 

順位評価値
（①/②）

②価格点
（1点/万円）①得点燃費目標値

（km/L）
燃費基準値
（km/L）

提案車燃費
（km/L）

車両重量
（kg）車名

10.899119107.045.622.826.0780A

30.885114100.945.222.623.0820B

50.790131104.645.222.624.7830C

70.780135105.345.222.625.0840D

60.781132103.145.022.523.9850E

20.886126111.645.622.828.1780F

40.866116100.445.222.622.8810G
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表Ⅲ－2－2 に示したハイブリッド軽自動車の評価値の計算式は以下のとおり。 

◇車名 A 
標準点：100 点 加算点：50 点×（26.0－22.8）／22.8＝7.0 点 
得 点：100 点＋7.0 点＝107.0 点 評価値：107.0 点／119 点＝0.899 

◇車名 B 
標準点：100 点 加算点：50 点×（23.0－22.6）／22.6＝0.9 点 
得 点：100 点＋0.9 点＝100.9 点 評価値：100.9 点／114 点＝0.885 

◇車名 C 
標準点：100 点 加算点：50 点×（24.7－22.6）／22.6＝4.6 点 
得 点：100 点＋4.6 点＝104.6 点 評価値：104.6 点／131 点＝0.790 

◇車名 D 
標準点：100 点 加算点：50 点×（25.0－22.6）／22.6＝5.3 点 
得 点：100 点＋5.3 点＝105.3 点 評価値：105.3 点／135 点＝0.780 

◇車名 E 
標準点：100 点 加算点：50 点×（23.9－22.5）／22.5＝3.1 点 
得 点：100 点＋3.1 点＝103.1 点 評価値：103.1 点／132 点＝0.781 

◇車名 F 
標準点：100 点 加算点：50 点×（28.1－22.8）／22.8＝11.6 点 
得 点：100 点＋11.6 点＝111.6 点 評価値：111.6 点／126 点＝0.886 

◇車名 G 
標準点：100 点 加算点：50 点×（22.8－22.6）／22.6＝0.4 点 
得 点：100 点＋0.4 点＝100.4 点 評価値：100.4 点／116 点＝0.866 

 
評価値は、 A＞F＞B＞G＞C＞E＞D となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契

約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格順位が 3 番目、燃費順位が

2 番目（加算点が 2 番目）のものが選択された。 

○小型貨物車の例 

以下では、電動車等に代替が困難な小型貨物車（最大積載量が 1 ㌧程度、バンタイプで

変速装置の方式はオートマチック）であって、ガソリン貨物車及びディーゼル貨物車が混

在する場合の仮定の算定例を示す。 
試算対象と評価値の試算結果は、表Ⅲ－2－3 のとおりである。なお、車名 A がディーゼ

ル貨物車であり、車名 B から車名 E までがガソリン貨物車である。 
表Ⅲ－2－3 に示した小型貨物車の評価値の計算式は以下のとおり。 

◇車名 A（ディーゼル貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（13.0－12.3）／12.3＝2.8 点 
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得 点：100 点＋2.8 点＝102.8 点 評価値：102.8 点／344 点＝0.298 

◇車名 B（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（10.2－9.5）／9.5＝3.7 点 
得 点：100 点＋3.7 点＝103.7 点 評価値：103.7 点／340 点＝0.305 

◇車名 C（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（11.2－9.5）／9.5＝8.9 点 
得 点：100 点＋8.9 点＝108.9 点 評価値：108.9 点／346 点＝0.315 

◇車名 D（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（9.7－9.5）／9.5＝1.1 点 
得 点：100 点＋1.1 点＝101.1 点 評価値：101.1 点／333 点＝0.304 

◇車名 E（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（10.9－10.0）／10.0＝4.5 点 
得 点：100 点＋4.5 点＝104.5 点 評価値：104.5 点／324 点＝0.323 

表Ⅲ－2－3 小型貨物車の評価の例 

車名 車両重量
（kg）

提案車燃費
（km/L）

燃費基準値
（km/L）

燃費目標値
（km/L） ①得点 ②価格点

（1点/万円）
評価値
（①/②） 順位

A注 1,840 13.0 12.3 24.6 106.0 344 0.298 5

B 1,790 10.2 9.5 19.0 105.4 340 0.305 3

C 1,780 11.2 9.5 19.0 110.9 346 0.315 2

D 1,780 9.7 9.5 19.0 101.1 333 0.304 4

E 1,700 10.9 10.0 20.0 106.8 324 0.323 1
 

注：「車名 A」はディーゼル貨物車、「車名 A」以外はガソリン貨物車 
 

評価値は、E＞C＞B＞D＞A となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶ

ことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も安く、燃費順位が 2 番目（加

算点が 2 番目）のものが選択された。 

（４）評価値の算定例（賃貸借の場合） 

自動車の賃貸借においても、上記（３）の購入に係る評価方式と同様の総合評価落札方式

を適用することとする。ただし、賃貸借の場合は、契約期間（＝供用期間）の長短に応じて、

使用段階における環境負荷が増減することから、加算点の満点を賃貸借の契約期間に応じて

変更する必要がある。具体的には、上記（３）のハイブリッド乗用車の例においては、購入

後の供用期間が 7 年間で加算点の満点を 50 点としているところであるが、例えば賃貸借の

契約期間が 3 年の場合は 3/7（加算点の満点は 21 点）を、5 年の場合は 5/7（加算点の満点

は 36 点）を乗じることとする。 
なお、契約期間が 3 年未満であって、かつ当該仕様を満たす車種間の燃費の差が小さい場

合など、評価に当たって環境性能がほとんど寄与しない場合は、調達者の判断により、必ず
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得 点：100 点＋2.8 点＝102.8 点 評価値：102.8 点／344 点＝0.298 

◇車名 B（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（10.2－9.5）／9.5＝3.7 点 
得 点：100 点＋3.7 点＝103.7 点 評価値：103.7 点／340 点＝0.305 

◇車名 C（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（11.2－9.5）／9.5＝8.9 点 
得 点：100 点＋8.9 点＝108.9 点 評価値：108.9 点／346 点＝0.315 

◇車名 D（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（9.7－9.5）／9.5＝1.1 点 
得 点：100 点＋1.1 点＝101.1 点 評価値：101.1 点／333 点＝0.304 

◇車名 E（ガソリン貨物車） 
標準点：100 点 加算点：50 点×（10.9－10.0）／10.0＝4.5 点 
得 点：100 点＋4.5 点＝104.5 点 評価値：104.5 点／324 点＝0.323 

表Ⅲ－2－3 小型貨物車の評価の例 

車名 車両重量
（kg）

提案車燃費
（km/L）

燃費基準値
（km/L）

燃費目標値
（km/L） ①得点 ②価格点

（1点/万円）
評価値
（①/②） 順位

A注 1,840 13.0 12.3 24.6 106.0 344 0.298 5

B 1,790 10.2 9.5 19.0 105.4 340 0.305 3

C 1,780 11.2 9.5 19.0 110.9 346 0.315 2

D 1,780 9.7 9.5 19.0 101.1 333 0.304 4

E 1,700 10.9 10.0 20.0 106.8 324 0.323 1
 

注：「車名 A」はディーゼル貨物車、「車名 A」以外はガソリン貨物車 
 

評価値は、E＞C＞B＞D＞A となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶ

ことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も安く、燃費順位が 2 番目（加

算点が 2 番目）のものが選択された。 

（４）評価値の算定例（賃貸借の場合） 

自動車の賃貸借においても、上記（３）の購入に係る評価方式と同様の総合評価落札方式

を適用することとする。ただし、賃貸借の場合は、契約期間（＝供用期間）の長短に応じて、

使用段階における環境負荷が増減することから、加算点の満点を賃貸借の契約期間に応じて

変更する必要がある。具体的には、上記（３）のハイブリッド乗用車の例においては、購入

後の供用期間が 7 年間で加算点の満点を 50 点としているところであるが、例えば賃貸借の

契約期間が 3 年の場合は 3/7（加算点の満点は 21 点）を、5 年の場合は 5/7（加算点の満点

は 36 点）を乗じることとする。 
なお、契約期間が 3 年未満であって、かつ当該仕様を満たす車種間の燃費の差が小さい場

合など、評価に当たって環境性能がほとんど寄与しない場合は、調達者の判断により、必ず
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しも本方式を適用しないものとする。 

◇保守業務等を含めた賃貸借契約の考え方 

自動車に係る賃貸借契約は、車両の点検等の保守業務等を含めた、いわゆるメンテナンス

リース契約を締結41する場合が多くあり、この場合、自動車本体価格（諸費用を含む）に加

え、保守業務等費用を合わせた契約となる。保守業務等が適切に実施されることにより一定

の燃費性能の維持・向上効果が見込まれる。そのため、保守業務等の適切な評価体制が構築

済又は構築が可能な場合は、調達者の判断により、契約に含める保守業務等の内容に応じて、

加算点に保守業務等で得られる環境性能を加えることができるものとする。 
 

環境性能 ＝ 燃費 ＋ 保守業務等 

なお、保守業務等に係る環境性能の加算点は、燃費の加算点の満点の 2 割程度（例えば燃

費の加算点の満点が 50 点の場合は保守業務等の満点は 10 点）が適当と考えられる。 
 

評価項目例（配点） 評価方法例 

法定点検以外の点検（7 点） 

○提案されたエンジン、動力伝達装置、電気装置、タイヤ・

ホイール等の点検内容、当該点検による想定される燃費の

維持向上効果及び点検頻度について審査により評価※する 
・エンジン洗浄、エンジン調整等による空燃費の改善の提案 
・潤滑系統洗浄（フラッシング）による燃費の改善、エンジン

出力の向上の提案 
・電気系統（点火系統）の強化による燃費の改善の提案 
・タイヤ空気圧点検、タイヤのローテーションの提案 等 

【評価例】 
最も優れた提案に 7 点を与え、以下 3 点ずつ減点し、

上位 3 位まで加点 
他の提案に比べ 

最も優れている   ：7 点 
２番目に優れている ：4 点 

  ３番目に優れている ：1 点 
   それ以外      ：0 点 
※法定点検の内容と比較し、当該提案が法定点検よりどの程度

優れているかという観点で審査することが考えられる 

 
41 （公社）リース事業協会調査によると、2023（令和 5）年 3 月末現在の会員事業者のリース車保有台数に占め

るメンテナンスリース契約の割合は 64.4%となっている。 
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評価項目例（配点） 評価方法例 

消耗品の交換等（3 点） 

○提案された消耗品（エンジンオイル、オイルフィルタ、エ

アエレメント、タイヤ等）の燃費向上効果及び交換頻度※

について審査により評価する 
・エンジンオイルの役割（潤滑、冷却、気密保持、清浄分散、

防錆防食等）を踏まえた適切なオイルの選択及び交換頻度の

提案 
・長期使用（リデュース・リユース）に配慮したオイルフィル

タやエアエレメントの選択及び交換頻度の提案 
・プラグやプラグコードの適切な交換の提案 
・転がり抵抗の低いタイヤの選択、適切な交換の提案 等 
※消耗品の交換に当たって不必要又は過度な交換頻度の提案は

環境負荷低減に逆行するため評価を下げる 

【評価例】 
最も優れた提案に 3 点を与え、以下 1 点ずつ減点し、

上位 3 位まで加点 
他の提案に比べ 

最も優れている   ：3 点 
２番目に優れている ：2 点 

  ３番目に優れている ：1 点 
  それ以外      ：0 点 

 
一般的なメンテナンスリース契約に含まれる保守業務等としては、継続車検、法定点検、

法定点検以外の点検、タイヤ、バッテリー、エンジンオイル等の消耗品の交換等が対象とな

る。これらの項目の中から、適切に評価項目を選定する必要がある。なお、継続車検及び法

定点検については、道路運送車両法に基づく検査、点検整備であることから、全車両におい

て実施すべきものであり、評価に含めないことが適当である。 
保守業務等の環境性能を評価するために、入札に当たって提案者に求める保守業務等の項

目として、例えば、以下のような項目が考えられる。 
❑ 法定点検以外の点検に係る内容（点検内容、頻度、燃費向上効果等） 
❑ 消耗品の交換等に係る内容（交換等の対象及び基準、燃費向上効果等） 

下表は、法定点検以外の点検に 7 点、消耗品の交換等に 3 点を与えた場合の具体的な評価

方法例である。 
提案内容の評価に当たっては、調達者の恣意を極力排除し、公正な評価を行うことが重要

である。このため、評価を実施するための審査会を組織する。審査会には、提案内容の適切

な審査が可能な人員を適切なバランスで配することが必要である。 

○ハイブリッド乗用車の例 

自動車の賃貸借契約を行う場合の具体的な評価値の算定例を示す。算定に当たっては、

上記（３）のハイブリッド乗用車を 3 年間（36 か月）の賃貸借契約で調達する場合の仮定
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評価項目例（配点） 評価方法例 

消耗品の交換等（3 点） 

○提案された消耗品（エンジンオイル、オイルフィルタ、エ

アエレメント、タイヤ等）の燃費向上効果及び交換頻度※

について審査により評価する 
・エンジンオイルの役割（潤滑、冷却、気密保持、清浄分散、

防錆防食等）を踏まえた適切なオイルの選択及び交換頻度の

提案 
・長期使用（リデュース・リユース）に配慮したオイルフィル

タやエアエレメントの選択及び交換頻度の提案 
・プラグやプラグコードの適切な交換の提案 
・転がり抵抗の低いタイヤの選択、適切な交換の提案 等 
※消耗品の交換に当たって不必要又は過度な交換頻度の提案は

環境負荷低減に逆行するため評価を下げる 

【評価例】 
最も優れた提案に 3 点を与え、以下 1 点ずつ減点し、

上位 3 位まで加点 
他の提案に比べ 

最も優れている   ：3 点 
２番目に優れている ：2 点 

  ３番目に優れている ：1 点 
  それ以外      ：0 点 

 
一般的なメンテナンスリース契約に含まれる保守業務等としては、継続車検、法定点検、

法定点検以外の点検、タイヤ、バッテリー、エンジンオイル等の消耗品の交換等が対象とな

る。これらの項目の中から、適切に評価項目を選定する必要がある。なお、継続車検及び法

定点検については、道路運送車両法に基づく検査、点検整備であることから、全車両におい

て実施すべきものであり、評価に含めないことが適当である。 
保守業務等の環境性能を評価するために、入札に当たって提案者に求める保守業務等の項

目として、例えば、以下のような項目が考えられる。 
❑ 法定点検以外の点検に係る内容（点検内容、頻度、燃費向上効果等） 
❑ 消耗品の交換等に係る内容（交換等の対象及び基準、燃費向上効果等） 

下表は、法定点検以外の点検に 7 点、消耗品の交換等に 3 点を与えた場合の具体的な評価

方法例である。 
提案内容の評価に当たっては、調達者の恣意を極力排除し、公正な評価を行うことが重要

である。このため、評価を実施するための審査会を組織する。審査会には、提案内容の適切

な審査が可能な人員を適切なバランスで配することが必要である。 

○ハイブリッド乗用車の例 

自動車の賃貸借契約を行う場合の具体的な評価値の算定例を示す。算定に当たっては、

上記（３）のハイブリッド乗用車を 3 年間（36 か月）の賃貸借契約で調達する場合の仮定
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の例を示すこととする。 
上記のとおり、賃貸借の契約期間が 3 年の場合、加算点の満点を 50 点×3/7（供用期間 7

年のため）≒21 点と設定し、加算点を算出する。 
試算対象と評価値の試算結果は、表Ⅲ－2－4 のとおりである。 

表Ⅲ－2－4 ハイブリッド乗用車の評価の例（賃貸借の場合） 

順位評価値
（①/②）

②価格点注

（1点/千円）①得点燃費目標値
（km/L）

燃費基準値
（km/L）

提案車燃費
（km/L）

車両重量
（kg）車名

31.61368.8111.042.821.432.61,100A

51.46368.5100.240.620.320.51,300B

21.66464.2106.842.021.027.81,180C

41.60463.3101.541.020.522.01,270D

11.76656.9100.543.421.722.21,040E
 

 
注：入札価格は 3 年（36 か月）のリース契約の月額リース料を想定 

表Ⅲ－2－1 に示したハイブリッド乗用車の評価値の計算式は以下のとおり。 

◇車名 A 
標準点：100 点 加算点：21 点×（32.6－21.4）／21.4＝11.0 点 
得 点：100 点＋11.0 点＝11.0 点 評価値：111.0 点／68.8 点＝1.613 

◇車名 B 
標準点：100 点 加算点：21 点×（20.5－20.3）／20.3＝0.2 点 
得 点：100 点＋0.2 点＝100.2 点 評価値：100.2 点／68.5 点＝1.463 

◇車名 C 
標準点：100 点 加算点：21 点×（27.8－21.0）／21.0＝6.8 点 
得 点：100 点＋6.8 点＝106.8 点 評価値：106.8 点／64.2 点＝1.664 
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評価値は、E＞C＞A＞D＞B となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結

ぶことになる。 
この例においては、価格が最も安い車名 E が選択された、環境性能の最も優れた車名 A

は、第 3 位の評価となった。賃貸借の場合は、契約期間の長短に応じて加算点の満点を定

めていることから、契約期間が 7 年に満たなければ、購入の場合に比べ、価格に重きが置
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かれることとなる。 

 
２２－－４４  燃燃費費基基準準をを満満たたししたた車車両両がが存存在在ししなないい場場合合等等 

グリーン購入法の特定調達品目の対象となる自動車のうち、ハイブリッド自動車等燃費基

準を満たすことが判断の基準となっている自動車については、総合評価落札方式において加

算点を算定する場合に用いる燃費基準値は、当該自動車の燃料種及び車種に対応する区分ご

との燃費基準としている。 
一方、行政事務の遂行に当たり、基準を満たす車両には目的に合致する適当な車両がない

特別な場合、例えば、小型バス、貨物車、重量車において基準を満たした車両が存在しない

場合等は、グリーン購入法の判断の基準によらない調達となることもやむを得ないこととし

ている。この場合は、発注者において具体的な発注要件を設定し、価格面だけでなく燃費性

能においても競争性の確保に留意した上で、総合評価落札方式の適否を判断する。総合評価

落札方式を実施する場合は、仕様書等に示した最低限の燃費値を燃費基準値として設定し、

評価を行うものとする。 

 
２２－－５５  燃燃費費試試験験法法及及びび表表示示方方法法のの移移行行 

「エネルギー使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」と

いう。）」に基づく燃費基準に係る乗用車等42の燃費試験方法については、平成 28（2016）
年 10 月から従来の JC08 モードに加え、国際基準に基づく測定法である WLTC モードによ

り実施することが可能となり、カタログ等への燃費表示についても、WLTC モード（併せて

走行環境に応じた HML 燃費表示の導入）が平成 29（2017）年 7 月から適用されている。さ

らに、平成 30（2018）年 10 月からは WLTC モードに切り替わっており、燃費試験方法につ

いても WLTC モードに切り替わりつつあるところである。 
乗用車に係る 2020（令和 2）年度の燃費目標値は JC08 モードで、2030（令和 12）年度の

燃費目標値は WLTC モードでそれぞれ設定されており、小型貨物車に係る省エネ法の目標

年度である 2022（令和 4）年度の燃費目標値は JC08 モードで設定されている。このため、

一定の期間において JC08 モードによる燃費値と WLTC モードによる燃費値が併存すること

となるが、多くの車種については JC08 モードによる燃費表示も続くものと考えられる。な

お、WLTC 燃費値のみの場合は、省エネ法における燃費目標の達成判定は、WLTC 燃費値に

より評価することとされており、本方式においても、省エネ法の評価と同様に WLTC 燃費

値を使用することとする。他方、WLTC モードの全体的な傾向としては、WLTC 燃費値は

JC08 燃費値と比較して同水準又はより低い（燃費悪化側）値となる傾向が確認されている。 

 
42 省エネ法による WLTC モード燃費の対象車種は、ガソリン、軽油又は LP ガスを燃料とする乗車定員 10 人以下

の乗用自動車（乗車定員 10 人以上かつ車両総重量 3.5 ㌧超の乗用自動車を除く。）及びガソリン又は軽油を燃料

とする車両総重量 3.5 ㌧以下の道路運送車両法に基づく型式指定を受けた貨物自動車。なお、本契約方式（総合評

価落札方式）の対象車種ではないが、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車について

も、試験方法は WLTC モードによる。 
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上記の WLTC モードの傾向を踏まえると、自動車の購入等に係る環境配慮契約（総合評

価落札方式）の評価において、燃費値を JC08 モードに替えて WLTC モードを採用すること

により、環境負荷（CO2排出量）をより重視した評価となること、その結果として燃料費用

の削減によりコストの削減にもつながることが期待される。 
このため、燃費試験方法及び燃費表示の移行期間において、乗用車等の環境配慮契約を行

う場合は、以下の対応を図ることを原則とする。 
① 評価する全ての自動車が WLTC モードによる燃費表示を行っている場合（JC08 モード

による燃費表示をともに行っている場合を含む。）は、WLTC 燃費値により評価する

ものとする。 
② 上記①以外の場合は、JC08 燃費値を優先するものとする（WLTC 燃費値のみ表示して

いる車両に限って WLTC 燃費値により評価）。 

 
２２－－６６  標標準準的的なな手手続続ととススケケジジュューールル 

自動車の購入等に係る契約の標準的な手続とスケジュールは、以下のとおり。 
入札公告から入札までの日数は約 10 日必要であること、入札公告時には、年間走行距離、

供用期間、車両形式や排気量等の仕様、使用目的、要求性能等の入札条件を明示すること

に注意を要する。 

約10日

約５日

約15日

約５日

仕様書の作成

入札実施に必要な事項の調整

予定価格の作成

入札公告

入札説明書の交付

質問・回答

入札（入札書及び性能等証明書の提出）

性能等証明書の審査

合否の通知

開　　札

契　　約
 

図Ⅲ－2－3 本契約方式による入札に係る手続 
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３．その他 

調達者は、前項までの事項を踏まえた上で、次の点に留意しながら契約業務を行うものと

する。基本的な事項は、以下のとおり。 
❑ 公正な競争の確保のため、算定方式及び評価結果について情報公開を行う。 
❑ 選定した自動車が購入等の後に適切な使用状況にあることを監視し、燃料使用量

の削減を推進する。 

 
 
 
 
◇◇資資 料料 編編 

◇総合評価落札方式による一般競争入札に付する事項（例） 
入札公告時に入札条件として明示する事項の例（交換を含まない場合）を以下に示す。 

 
表 総合評価方式による一般競争入札に付する事項の例 

名称 自動車購入契約 
購入物品の名称及び数量 乗用自動車（ハイブリッドの新車（未登録車に

限る）） 1 台 
購入物品の特質等 ・ 車体の形状：セダン 

・ 総排気量：1,800cc 程度 
・ 使用燃料：レギュラーガソリン 
・ 駆動方式：四輪駆動 
・ 変速機：AT 又は CVT 
・ グリーン購入法により定められた自動車

の判断の基準を満たすこと 
・ 年間走行距離：10,000km とする 
・ 供用期間：7 年とする 
（その他詳細略） 

納入期限 令和○年○月○日 
納入場所 ○○省車庫 
入札方法 総合評価落札方式による入札であること。 

入札に当たっては、入札書と併せて、燃費など

の環境性能を示した性能等証明書を提出する

こと。 
落札者の決定方法 次の要件に該当する者のうち、入札説明書に定

める総合評価の方法によって得られた数値の

最も高い者を落札者とする。 
①入札価格が予定価格の制限の範囲内である

こと。 
②納入しようとする自動車が仕様書に定める

要求要件を全て満たしていること。 
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◇グリーン購入法の自動車に係る判断の基準（燃費基準値） 
令和 6 年度以降の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の自動車に係る判断の基

準（燃費基準値）は、以下のとおり。なお、自動車の種類、構造等の定義、判断の基準等の

詳細については、同基本方針を参照のこと。 

 

乗用車に係る燃費基準値（WLTC モード燃費値）の算定方法は、次式による。なお、

次式において係数α及びβを乗ずる前に小数点以下第１位未満を四捨五入すること。 
FE＝（－2.47×10-6×M2－8.52×10-4×M＋30.65）×α×β （M＜2,759kg） 
FE＝9.5×α×β （M≧2,759kg） 

FE：燃費基準値（km/L） （小数点以下第１位未満を四捨五入） 
M ：車両重量（kg） 
α：燃費基準達成率であって 0.8 
β：燃料がガソリンの場合は 1.0、軽油の場合は 1.1、LP ガスの場合は 0.74 

 
表１ ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車及びLPガス乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費

基準43 

区 分 燃費基準値 
ガソリン ディーゼル LPガス 

車両重量が  741kg未満   24.6km/L以上   27.1km/L以上   19.2km/L以上 

車両重量が  741kg以上  856kg未満   24.5km/L以上   27.0km/L以上   19.2km/L以上 

車両重量が  856kg以上  971kg未満   23.7km/L以上   26.1km/L以上   18.5km/L以上 

車両重量が  971kg以上1,081kg未満   23.4km/L以上   25.8km/L以上   18.3km/L以上 

車両重量が1,081kg以上1,196kg未満   21.8km/L以上   24.0km/L以上   17.1km/L以上 

車両重量が1,196kg以上1,311kg未満   20.3km/L以上   22.4km/L以上   15.9km/L以上 

車両重量が1,311kg以上1,421kg未満   19.0km/L以上   20.9km/L以上   14.9km/L以上 

車両重量が1,421kg以上1,531kg未満   17.6km/L以上   19.4km/L以上   13.8km/L以上 

車両重量が1,531kg以上1,651kg未満   16.5km/L以上   18.2km/L以上   12.9km/L以上 

車両重量が1,651kg以上1,761kg未満   15.4km/L以上   17.0km/L以上   12.1km/L以上 

車両重量が1,761kg以上1,871kg未満   14.4km/L以上   15.9km/L以上   11.3km/L以上 

車両重量が1,871kg以上1,991kg未満   13.5km/L以上   14.9km/L以上   10.6km/L以上 

車両重量が1,991kg以上2,101kg未満   12.7km/L以上   14.0km/L以上   10.0km/L以上 

車両重量が2,101kg以上2,271kg未満   11.9km/L以上   13.1km/L以上    9.3km/L以上 

車両重量が2,271kg以上   10.6km/L以上   11.7km/L以上    8.3km/L以上 

備考） 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）第 1 条第 6 号に

規定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。 

 
43 グリーン購入法の乗用車のうちハイブリッド自動車に係る判断の基準は、表１に示された区分ごとの燃料種別

の燃費基準値を満たし、かつ、乗用車に係る燃費基準値（WLTC モード燃費値）を満たす必要がある。 
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表２ 小型バス（車両総重量3.5t以下）に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準値 
区 分 燃費基準値 

ガソリンを燃料とする小型バス     8.5km/L以上 

軽油を燃料とする小型バス     9.7km/L以上 

備考） 「車両総重量」とは、道路運送車両法第 40 条第 3 号に規定する車両総重量をいう。以下同

じ。 

 
表３―１ ガソリン及びディーゼル小型貨物車に係る JC08 モード又は WLTC モード燃費基準値 

区分 燃費基準値 

変速装置の方式 車両重量 自動車の構造 ガソリン ディーゼル 

 

741kg未満 

構造A 

25.3km/L以上 27.8km/L以上 
741kg以上  856kg未満 22.5km/L以上 24.8km/L以上 
856kg以上  971kg未満 20.4km/L以上 22.5km/L以上 
971kg以上1,081kg未満 18.7km/L以上 20.6km/L以上 

1,081kg以上1,196kg未満 16.7km/L以上 18.3km/L以上 
1,196kg以上 15.2km/L以上 16.7km/L以上 

手 動 式 

741kg未満 

構造B 

18.9km/L以上 20.8km/L以上 
741kg以上  856kg未満 18.4km/L以上 20.2km/L以上 
856kg以上  971kg未満 17.9km/L以上 19.7km/L以上 
971kg以上1,081kg未満 17.5km/L以上 19.2km/L以上 

1,081kg以上1,196kg未満 15.0km/L以上 16.5km/L以上 
1,196kg以上1,311kg未満 13.6km/L以上 14.9km/L以上 
1,311kg以上1,421kg未満 12.5km/L以上 13.8km/L以上 
1,421kg以上1,531kg未満 11.6km/L以上 12.8km/L以上 
1,531kg以上1,651kg未満 10.9km/L以上 11.8km/L以上 
1,651kg以上1,761kg未満 10.4km/L以上 15.1km/L以上 
1,761kg以上1,871kg未満 

9.9km/L以上 
14.3km/L以上 

1,871kg以上1,991kg未満 13.7km/L以上 
1,991kg以上 13.1km/L以上 

手動式以外のもの 

741kg未満 

構造B 

18.4km/L以上 20.2km/L以上 
741kg以上  856kg未満 17.8km/L以上 19.6km/L以上 
856kg以上  971kg未満 17.3km/L以上 19.0km/L以上 
971kg以上1,081kg未満 16.8km/L以上 18.5km/L以上 

1,081kg以上1,196kg未満 14.7km/L以上 16.1km/L以上 
1,196kg以上1,311kg未満 13.2km/L以上 14.6km/L以上 
1,311kg以上1,421kg未満 12.2km/L以上 13.4km/L以上 
1,421kg以上1,531kg未満 11.3km/L以上 12.4km/L以上 
1,531kg以上1,651kg未満 10.5km/L以上 11.6km/L以上 
1,651kg以上1,761kg未満 10.0km/L以上 12.6km/L以上 
1,761kg以上1,871kg未満 9.5km/L以上 12.3km/L以上 
1,871kg以上1,991kg未満 9.2km/L以上 12.2km/L以上 
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表２ 小型バス（車両総重量3.5t以下）に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準値 
区 分 燃費基準値 

ガソリンを燃料とする小型バス     8.5km/L以上 

軽油を燃料とする小型バス     9.7km/L以上 

備考） 「車両総重量」とは、道路運送車両法第 40 条第 3 号に規定する車両総重量をいう。以下同

じ。 

 
表３―１ ガソリン及びディーゼル小型貨物車に係る JC08 モード又は WLTC モード燃費基準値 

区分 燃費基準値 

変速装置の方式 車両重量 自動車の構造 ガソリン ディーゼル 

 

741kg未満 

構造A 

25.3km/L以上 27.8km/L以上 
741kg以上  856kg未満 22.5km/L以上 24.8km/L以上 
856kg以上  971kg未満 20.4km/L以上 22.5km/L以上 
971kg以上1,081kg未満 18.7km/L以上 20.6km/L以上 

1,081kg以上1,196kg未満 16.7km/L以上 18.3km/L以上 
1,196kg以上 15.2km/L以上 16.7km/L以上 

手 動 式 

741kg未満 

構造B 

18.9km/L以上 20.8km/L以上 
741kg以上  856kg未満 18.4km/L以上 20.2km/L以上 
856kg以上  971kg未満 17.9km/L以上 19.7km/L以上 
971kg以上1,081kg未満 17.5km/L以上 19.2km/L以上 

1,081kg以上1,196kg未満 15.0km/L以上 16.5km/L以上 
1,196kg以上1,311kg未満 13.6km/L以上 14.9km/L以上 
1,311kg以上1,421kg未満 12.5km/L以上 13.8km/L以上 
1,421kg以上1,531kg未満 11.6km/L以上 12.8km/L以上 
1,531kg以上1,651kg未満 10.9km/L以上 11.8km/L以上 
1,651kg以上1,761kg未満 10.4km/L以上 15.1km/L以上 
1,761kg以上1,871kg未満 

9.9km/L以上 
14.3km/L以上 

1,871kg以上1,991kg未満 13.7km/L以上 
1,991kg以上 13.1km/L以上 

手動式以外のもの 

741kg未満 

構造B 

18.4km/L以上 20.2km/L以上 
741kg以上  856kg未満 17.8km/L以上 19.6km/L以上 
856kg以上  971kg未満 17.3km/L以上 19.0km/L以上 
971kg以上1,081kg未満 16.8km/L以上 18.5km/L以上 

1,081kg以上1,196kg未満 14.7km/L以上 16.1km/L以上 
1,196kg以上1,311kg未満 13.2km/L以上 14.6km/L以上 
1,311kg以上1,421kg未満 12.2km/L以上 13.4km/L以上 
1,421kg以上1,531kg未満 11.3km/L以上 12.4km/L以上 
1,531kg以上1,651kg未満 10.5km/L以上 11.6km/L以上 
1,651kg以上1,761kg未満 10.0km/L以上 12.6km/L以上 
1,761kg以上1,871kg未満 9.5km/L以上 12.3km/L以上 
1,871kg以上1,991kg未満 9.2km/L以上 12.2km/L以上 
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1,991kg以上2,101kg未満 12.0km/L以上 
2,101kg以上 11.7km/L以上 

備考） １ 「構造 A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。以下同じ。 
ア 最大積載量を車両総重量で除した値が 0.3 以下となるものであること。 
イ 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外と

を固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。 
ウ 運転者室の前方に原動機を有するものであること。 

２ 「構造 B」とは、構造 A 以外の構造をいう。 

 
表３－２ LPガス小型貨物車に係る10・15モード燃費基準値 

区 分 
燃費基準値 

自動車の種別 変速装置の方式 車両重量 自動車の構造 

軽貨物車 

手 動 式 

  703kg未満 
構造A 15.8km/L以上 
構造B 13.3km/L以上 

  703kg以上  828kg未満 
構造A 14.1km/L以上 
構造B 13.1km/L以上 

  828kg以上  12.1km/L以上 

手動式以外のもの 

  703kg未満 
構造A 14.8km/L以上 
構造B 12.7km/L以上 

  703kg以上  828kg未満 
構造A 12.9km/L以上 
構造B 12.1km/L以上 

  828kg以上  11.7km/L以上 

軽量貨物車 
手 動 式 

1,016kg未満  13.9km/L以上 
1,016kg以上  12.3km/L以上 

手動式以外のもの 
1,016kg未満  11.7km/L以上 
1,016kg以上  10.8km/L以上 

中量貨物車（車

両総重量が2.5t
以下のものに限

る） 

手 動 式 
1,266kg未満 

構造A 11.3km/L以上 
構造B  9.6km/L以上 

1,266kg以上1,516kg未満   8.4km/L以上 
1,516kg以上   7.3km/L以上 

手動式以外のもの 
1,266kg未満 

構造A  9.8km/L以上 
構造B  8.8km/L以上 

1,266kg以上   8.1km/L以上 

 
表４ 路線バス、一般バス（車両総重量3.5t超）に係るJH25モード燃費基準値 

区 分 燃費基準値 
路線バス 一般バス 

車両総重量が3.5t超 6t以下 
   6.79km/L以上 

   9.06km/L以上 

車両総重量が  6t超 8t以下    7.34km/L以上 

車両総重量が  8t超10t以下    5.99km/L以上    6.05km/L以上 

車両総重量が 10t超12t以下    5.51km/L以上    5.76km/L以上 

車両総重量が 12t超14t以下    5.01km/L以上    5.03km/L以上 
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車両総重量が 14t超16t以下 
   4.29km/L以上 

   5.02km/L以上 

車両総重量が 16t超    4.88km/L以上 

 

表５ トラック等（車両総重量3.5t超）に係るJH25モード燃費基準値 
区 分 最大積載量 燃費基準値 

車両総重量が3.5t超7.5t以下 

最大積載量が1.5t以下   12.78km/L以上 

最大積載量が1.5t超2t以下   11.33km/L以上 

最大積載量が2t超3t以下   10.06km/L以上 

最大積載量が3t超    9.41km/L以上 

車両総重量が7.5t超8t以下     7.97km/L以上 

車両総重量が  8t超10t以下     7.09km/L以上 

車両総重量が 10t超12t以下     7.07km/L以上 

車両総重量が 12t超14t以下     6.10km/L以上 

車両総重量が 14t超16t以下     5.60km/L以上 

車両総重量が 16t超20t以下     4.64km/L以上 

車両総重量が 20t超     4.20km/L以上 

 
表６ トラクタ（車両総重量3.5t超のけん引自動車）に係るJH25モード燃費基準値 

区 分 燃費基準値 

車両総重量が20t以下のトラクタ    2.95km/L以上 

車両総重量が20t超のトラクタ    2.20km/L以上 
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車両総重量が 14t超16t以下 
   4.29km/L以上 

   5.02km/L以上 

車両総重量が 16t超    4.88km/L以上 

 

表５ トラック等（車両総重量3.5t超）に係るJH25モード燃費基準値 
区 分 最大積載量 燃費基準値 

車両総重量が3.5t超7.5t以下 

最大積載量が1.5t以下   12.78km/L以上 

最大積載量が1.5t超2t以下   11.33km/L以上 

最大積載量が2t超3t以下   10.06km/L以上 

最大積載量が3t超    9.41km/L以上 

車両総重量が7.5t超8t以下     7.97km/L以上 

車両総重量が  8t超10t以下     7.09km/L以上 

車両総重量が 10t超12t以下     7.07km/L以上 

車両総重量が 12t超14t以下     6.10km/L以上 

車両総重量が 14t超16t以下     5.60km/L以上 

車両総重量が 16t超20t以下     4.64km/L以上 

車両総重量が 20t超     4.20km/L以上 

 
表６ トラクタ（車両総重量3.5t超のけん引自動車）に係るJH25モード燃費基準値 

区 分 燃費基準値 

車両総重量が20t以下のトラクタ    2.95km/L以上 

車両総重量が20t超のトラクタ    2.20km/L以上 
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ⅣⅣ．船舶の調達に係る契約に関する基本的事項について 
 

１．背景と意義 

１１－－１１  船船舶舶のの調調達達にに係係るる契契約約ににおおけけるる環環境境配配慮慮のの必必要要性性とと意意義義 

国際海運における地球温暖化対策を加速するため、2018（平成 30）年 4 月に国際海事機関

（IMO）において、今世紀中可能な限り早期に温室効果ガス排出をゼロにする長期目標等を

含む「IMO GHG 削減戦略」を採択し、さらに、2023（令和 5）年 7 月には温室効果ガス（GHG）

排出削減目標を「2050 年頃までに GHG 排出ゼロ」へと強化した「2023 IMO GHG 削減戦略」

に改定された。我が国では、2021（令和 3）年 10 月に「2050 年までに国際海運からの GHG
排出ゼロを目指す」ことを公表しており、この目標に沿った形で、IMO における世界共通の

目標44に合意した。 
他方、政府における船舶の使用に伴う温室効果ガスの排出については、2023（令和 5）年

度の政府実行計画の実施状況によると、船舶由来の排出量は 663 千 t-CO2であり、削減目標対

象外の活動に伴う排出量を含めた政府全体の温室効果ガスの排出量の 26.0%を占めており45、

国及び独立行政法人等が船舶の調達においても環境配慮契約を検討することは極めて重要で

あるといえる。 
船舶は一般に 10 年以上の長期に渡って使用されるものであるため、船舶の調達に当たって

環境配慮契約を実施することは、長期的な視点での温室効果ガス削減に寄与することが期待

される。 

 
１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた船舶の調達に係る契約に関

する基本的事項を踏まえ、調達者が船舶の調達に係る契約を締結する際の参考として使用さ

れることを想定したものである。 
本解説資料は、船舶の調達に係る契約に当たっての考え方等について説明したものである。 

 

 
44 「2023 IMO GHG 削減戦略」に掲げられた国際海運の GHG 排出削減目標 

 IMO で策定する対策（ルール）により達成を目指す目標 
✓ 2050 年頃までに GHG 排出ゼロ 
✓ 2030 年までにゼロエミッション燃料等の使用割合を 5～10% 
✓ 2030 年までに CO2排出（輸送量当たり）を 40%削減（2008 年比） 

 GHG 排出ゼロ達成のための今後の削減目安 
➢ 2030 年までに GHG 排出を 20～30%削減（2008 年比） 
➢ 2040 年までに GHG 排出を 70～80%削減（2008 年比） 

45 政府実行計画における削減目標の対象となる活動に伴う温室効果ガス排出量は 1,741 千 t-CO2、削減目標対象外

の活動である東日本大震災関係の廃棄物焼却に伴う排出量及び船舶・航空機の使用に伴う排出量を加えた 2,547 千

t-CO2に占める割合である（排出内訳は脚注 3 参照）。 
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なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該船舶の用途・目的等を踏まえ、調達

者が適切に対応することが必要である。 

 

－56－



 

－56－ 

なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該船舶の用途・目的等を踏まえ、調達

者が適切に対応することが必要である。 
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２．環境に配慮した船舶の調達 

２２－－１１  船船舶舶のの調調達達等等にに係係るる契契約約のの基基本本的的考考ええ方方 

船舶の調達に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的な考え方

は、以下のとおり。 
❑ 船舶における環境配慮は設計段階での影響が大きいことに鑑み、船舶（小型船舶

を含む）の設計を事業者に発注する場合は、高速性、安全性等当該船舶に求めら

れる要件に加えて、環境配慮に関しても調達者の要求を満たした船舶設計が期待

される設計事業者を選定すること。 
❑ 小型船舶を調達する場合（推進機関のみを調達する場合を含む）は、推進機関の

燃料消費率等を当該船舶の要件に含めること。 
❑ 調達時の要求性能等に関しては、必要以上に入札を制限することがないように配

慮しつつも、行政目的等が確実に達成できるように適切に勘案し、入札者等に誤

解の生じないよう明確に定めること。 

 
２２－－２２  行行政政目目的的にに応応じじたた調調達達 

船舶の調達に係る契約においては、環境に配慮することにより行政目的の達成が困難とな

る場合等、環境に配慮した契約の適用が難しいものもあると考えられるが、「できる限り広

範な分野で環境配慮契約の実施に努めるものとする」とした基本方針を鑑み、国等の調達す

る船舶について一般に基本方針の対象とし、個々の契約においては可能な限り、基本方針の

基本的な考え方に基づいた環境配慮契約の実現に向けて調達者が検討することが適切である。 
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３．船舶の設計の契約に係る環境配慮 

３３－－１１  概概要要 

一般的に、国等が船舶を調達するに当たっては、まず、建造計画や基本設計を立案する。

船舶の温室効果ガス等の削減に対しては当該船舶の基本設計が大きく影響すると考えられる

ため、建造計画・基本設計の立案の段階で環境配慮を検討する必要がある。 
調達者が自ら基本設計を行う場合（下記フロー図参照）は、調達者が温室効果ガス等の削

減に対しても配慮することが重要である。 

 

 

図Ⅳ－3－1 調達者が概略設計、基本設計を行う場合の標準的なフロー 

 

官報公示・ 
仕様書提示 

・既保有船舶の代替など予算化に向け

た建造計画の立案 
・予算化 

・船舶の航行区域、用途、その他諸条

件を考慮して様々な要求項目を規定 
・船型を仮定して配置検討 
・容積の計算 
・諸数値（居室の寸法、貨物容積、燃

料油タンク容積、清水タンク容積、

総トン数等）の決定 
・要求速力に対する馬力検討、主機関

馬力の決定 
・一般配置図、建造仕様書、船価見積

等を作成 

要求項目の例

総トン数
○トン以上
（○トン以下）

材質 軽合金製

最高速力 ○ノット以上

必要な艤装品・・・

・・・

落札業者による 
 詳細設計の立案・ 

建造の開始 

建造計画・基本設計の

立案 

建造に係る 
契約(一般競争入札)

を締結 

・官報公示（船舶の用途、全長、定員

等）、仕様書の配布を行う 
・現場説明会を行う 

仕様書の策定 

応札者（供給者）は、競争参加資格を 
確認するための資料（技術調書を含 
む）を提出 

・詳細設計 
・ブロック分割、建造順序等の設計、

スケジュール化、資材発注、切断加

工、組立て、艤装品取付、ブロック

搭載 
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３．船舶の設計の契約に係る環境配慮 

３３－－１１  概概要要 
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図Ⅳ－3－1 調達者が概略設計、基本設計を行う場合の標準的なフロー 
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また、概略設計・基本設計を設計事業者に発注する場合（下記フロー図参照）は、契約の

際に、高速性、安全性といった当該船舶の要件についてはもちろん、環境配慮についても配

慮することができる設計事業者を契約の相手として選定することが重要である。 

 

 

図Ⅳ－3－2 調達者が設計者に概略設計、基本設計を発注する場合の標準的なフロー 
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(企画競争)を締結 
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官報公示・ 
仕様書提示 
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３３－－２２  環環境境配配慮慮型型船船舶舶ププロロポポーーザザルル方方式式 

（１）定義及び趣旨 

「環境配慮型船舶プロポーザル方式」を、本解説資料において、船舶に係る設計業務の発

注に当たって、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、

総合的に最も優れた者を特定するプロポーザル方式と定義する。 
環境配慮型船舶プロポーザル方式の趣旨については、Ⅴ-2．建築物の設計に係る契約に関

する基本的事項について ４．優れた環境配慮設計の推奨 ４－１（１）を参照されたい（そ

の際、「建築（及び大規模な改修）」及び「建築物」を「船舶」に読み替えられたい。以下

「Ⅴ-2．建築物の設計に係る契約に関する基本的事項について」を参照する場合について同

じ。） 

 
（２）適用範囲 

船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則として、

環境配慮型船舶プロポーザル方式を採用すること。ただし、当該船舶の用途に照らして温室

効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶、温室効果ガス等の削減について

設計上の工夫の余地がほとんどない場合についてはこの限りではない。 
なお、環境配慮型船舶プロポーザル方式の手続終了後に行われる契約手続は、会計法令等

に基づいて行うべきものであること及び本手続を採用できるのは、会計法第 29 条の３第４

項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合に限られることに留意されたい。 

 
（３）環境配慮型船舶プロポーザル方式の実施 

環境配慮型船舶プロポーザル方式の実施に当たっては、Ⅴ-2．建築物の設計に係る契約に

関する基本的事項について ４．優れた環境配慮設計の推奨 ４－３（２）及び５．環境配

慮型プロポーザル方式における設計者選定の手続を参照されたい。 

 
環境配慮型船舶プロポーザル方式においては、当該船舶の要求事項から設定される技術提

案項目のうち、必ず１つ以上の項目に、温室効果ガス等の排出削減に関する内容を盛り込む

こととする。また、その評価に当たっては、例えば以下のような方法が考えられるが、当該

船舶の用途・目的等を踏まえ、調達者が適切に評価するべきものであることに留意する。 

 
・温室効果ガス等の排出削減について、その的確性（与条件との整合が取れているか等）、

独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等）、実現性（提案内容が理

論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等）を考慮して総合的に評

価する。 
・省エネ船型であることを評価とする。 
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・エネルギー使用合理化事業者支援事業46の省エネ評価基準を満足している技術提案であ

る場合その点を評価する。 

 

 
46 事業概要：企業、大学、独立行政法人、地方公共団体等を対象とした公募による設備導入補助事業。事業者が

計画した総合的な省エネへの取組であって、省エネルギー効果が高く、費用対効果が妥当と認められるものに関

わる設備導入費について補助金を交付するもの。 
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４．小型船舶の調達に係る環境配慮 

４４－－１１  概概要要 

（１）推進機関の要件 

船舶の燃費は、一般に、推進機関単体での燃料消費率のほか、船型や補助機関といった様々

な要素を総合的に評価する必要があるが、小型船舶においては、推進機関単体の燃料消費率

が船舶全体の燃費に大きく影響しており、それと併せて、温室効果ガス等の排出についても、

同様の影響を及ぼしている。そのため、調達に係る契約（建造に係る契約の他、購入に係る

契約を含む）を締結する際には、調達者が当該船舶の用途・目的、航行区域等を鑑みて、推

進機関の要件に燃料消費率等を含めることが必要である。 

 
（２）対象とする小型船舶 

船舶安全法関連法令等において、小型船舶を総トン数20トン未満の船舶と定義しており、

当該法令を踏まえ、環境配慮契約法における小型船舶については、総トン数 20 トン未満の

船舶とする。 

 
（３）燃料消費率等 

船舶の推進機関においては、従来から窒素酸化物の排出削減への対策が実施されており、

窒素酸化物の排出量について、現在、ディーゼル機関（出力 130kW 以上）では海洋汚染防

止法47による規制が課せられていることに加え、ガソリン機関についても認定基準及び自主

規制等の基準48が存在している。 
二酸化炭素の排出と窒素酸化物の排出についてはトレードオフの関係であり、できる限り

両方の排出を削減することを踏まえ、調達に係る契約を締結する際、調達者は、推進機関の

燃料消費率に加え、窒素酸化物等の排出量に関する基準についても仕様書に含めることが望

ましい。ただし、燃料消費率等に関する基準の設定に当たっては、公正な競争の確保の観点

も踏まえ、原則複数の事業者の参入が可能であることを確保するとともに、事業者間の競争

を不当に阻害しないことに留意する必要がある。 

 
４４－－２２  推推進進機機関関のの燃燃料料消消費費率率等等のの基基準準のの設設定定 

推進機関の燃料消費率等の基準について、統一した水準がないことから、例えば以下の基

準とすることができる。 

 
 (a)ディーゼル機関 

 
47 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」（昭和 45 年法律第 136 号） 
48 「４－２ 推進機関の燃料消費率等の基準の設定」を参照のこと。 
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 ○燃料消費率 
  ・漁船用環境高度二次対応機関認定基準49（燃料消費率、排煙濃度） 
    型式認定の対象範囲： 
      漁船用推進機関として使用する船内機、船内外機並びに漁船に設置する発 
     電用機関を対象とする。 
 ○排出ガスに関する基準 
  ・海洋汚染防止法による規制（出力 130kW 以上のディーゼル機関が規制対象） 
(b)ガソリン機関 
 ○燃料消費率 
  ・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準50（燃料消費率、排出ガス） 
    型式認定の対象範囲： 

平成 14 年 4 月 1 日施行、平成 13 年農林水産省令第 153 号に基づく漁船法     

施行規則第 1条第 7項に規定する漁船用推進機関として使用する電気点火ガソ

リン船外機関を対象とする。 
 ○排出ガスに関する基準 
  ・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準（燃料消費率、排出ガス） 
  ・マリンエンジン排ガス低減自主規制51（一般社団法人日本マリン事業協会） 
    規制対象は炭化水素[HC]、窒素酸化物[NOx] 
    国内 5 社が参加 
    2011 年モデルより EPA の 2 次規制に準拠した自主規制移行を決定 

 
また、船舶の推進機関の要件について、上記の基準等を適用した場合の参考例を以下に示

す。 
例）ガソリン機関で定格出力が 60kW を超え 80kW 以下の推進機関を調達する場合、上記

の環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準を参考として、以下の基準を全て満足するもの

とする。 
・定格出力時燃料消費率が 380g/kWh 以下であること 
・排出ガス（炭化水素及び窒素酸化物の合計）が以下の式により算出した値以下で

あること（単位：g/kWh）。 
0.2 × （151 ＋ 557／P0.9）＋4.80  P：定格出力（kW） 

 
 

 
49 出典：「漁船法による推進機関の馬力数」（一般社団法人海洋水産システム協会、水産庁監修） 
50 出典：「漁船法による推進機関の馬力数」（一般社団法人海洋水産システム協会、水産庁監修） 
51 参考：一般社団法人日本マリン事業協会ホームページ http://www.marine-jbia.or.jp/jbia-j/eco/eco.html 
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５．調達者の役割 

（１）情報の把握と活用 

調達者は、船舶設計の準備段階において、技術動向の把握や事業者等との情報交換等、環

境配慮を含めた当該船舶に必要な要件等を十分検討することが必要である。 

 
（２）船舶の船体維持工事について 

船舶の消費エネルギーに関する情報が不足していることから、保有している船舶の運航状

況、燃料消費量等の把握に努めることが重要である。 
船舶の塗装や船底の清掃は、船舶のエネルギー効率に大きな影響を及ぼすと考えられるた

め、調達者は、船舶の船体維持工事についても、その内容や時期等について十分留意するこ

とが重要である。 
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◇◇資資  料料  編編  

  
◇◇環環境境配配慮慮型型船船舶舶ププロロポポーーザザルル方方式式のの例例（（概概要要））  

 

１．経緯 

  令和○年度 建造計画の立案：建造委員会を設置 
  令和○年度 予算要求・概算額決定 
  令和○年度 建造仕様書及び設計図面作成業務（企画競争） 
        建造仕様書に対する意見招請 
        建造仕様書確定 
        入札官報告示 
        建造関係入札（一般競争） 
 
２．業務概要 

（１） 業務名 
○○所属××調査船代船の建造仕様書及び設計図面作成業務 

（２） 公示 

令和○年○月○日 
（３）業務内容 

請負業者は，○○が組織する××調査船代船建造委員会，基本設計小委員会，

各作業部会（以下「建造委員会等」という。）の構成員となり，建造委員会等の

決定事項を正確に反映した代船建造着手に必要な建造仕様書及び一般配置図の

作成を行う。 
 
３．業務請負者の決定方法及び通知 

（１）○○審査委員会により業務請負候補者を決定し、文書にて全ての応募者に通知

する。通知期限は、平成 20 年×月×日とする。 
（２）（１）により決定された業務請負候補者の企画提案に基づき、詳細を確定し、

○○が予定価格を決定する。その後、業務請負候補者より見積書を聴取し、予

定価格の制限の範囲内であれば、その者を業務請負者とする。 
（３）ヒアリングの実施 
 
４．企画提案書記載項目 

（１）法人の概要等について 
（２）担当技術職員について 
（３）企画提案を求める技術的課題について 

①計画している調査船の概要について 
計画船は以下の概要を想定しているが、この可能性及びイメージ。 

・総トン数：約○○トン 
・船体材質：鋼 
・定員：××名 
・航行区域：近海区域(国際航海) 
・航海速力：１３ノット程度 
・推進器：可変ピッチプロペラ 
・甲板スペース 
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・研究室等：○○研究室、××研究室 
②船内騒音振動及び水中雑音を低減させる方策について 

・機関、空調機、冷凍機、ポンプ類等の騒音・振動発生の低減に関すること 
・各音響機器を同時使用した場合においても、機器の発する超音波の干渉を

防止する方法(機器選定やシステム構築等)に関すること 
③維持管理費の低減及び省エネ型の調査船とすることについて 

・建造費用に関すること 
・維持管理費(人件費、燃油等運航経費、修繕費等)に関すること 

④その他、調査船建造に当たって配慮すべき事項 
・船舶の建造費及び維持管理費の概算額 
・業務を受託した場合の行程計画、日程等の概要 
・その他 
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・研究室等：○○研究室、××研究室 
②船内騒音振動及び水中雑音を低減させる方策について 

・機関、空調機、冷凍機、ポンプ類等の騒音・振動発生の低減に関すること 
・各音響機器を同時使用した場合においても、機器の発する超音波の干渉を

防止する方法(機器選定やシステム構築等)に関すること 
③維持管理費の低減及び省エネ型の調査船とすることについて 

・建造費用に関すること 
・維持管理費(人件費、燃油等運航経費、修繕費等)に関すること 

④その他、調査船建造に当たって配慮すべき事項 
・船舶の建造費及び維持管理費の概算額 
・業務を受託した場合の行程計画、日程等の概要 
・その他 

  

 

 

－67－ 

ⅤⅤ-1．建築物に係る契約に関する基本的事項について 
 

１．建築物に係る契約の背景と意義 

１１－－１１  建建築築物物分分野野ににおおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出削削減減のの必必要要性性 

我が国は、2020（令和 2）年 10 月に 2050 年カーボンニュートラルを宣言し、これと整合

する 2030 年度の温室効果ガス総排出量を 2013 年度比で 46%削減、さらに 50%の高みに挑戦

すること、また、2035 年度、2040 年度において、それぞれ 60%、73%削減することを目指す

ことを掲げた地球温暖化対策計画を令和 7 年 2 月に閣議決定した。環境配慮契約法と直接関

連する業務その他部門における 2030 年度の温室効果ガス排出削減目標は、2013 年度比で 51%
削減となっており、排出部門別では家庭部門の 66%削減に次いで大幅な削減が求められてい

る。 
さらに、2050 年の脱炭素社会の実現を見据えた場合、設計段階における ZEB52水準の省エ

ネルギー性能の確保、再生可能エネルギーの最大限の導入等の省エネルギー・脱炭素対策と

ともに、建築物の維持管理を行う運用段階の取組、設備等の改修・更新時における最適な設

備等の選択（再生可能エネルギー設備を含む。）、導入判断等、建築物のライフサイクルに

おいて可能な限りの省エネルギー・脱炭素化を目指すことが不可欠である。 
このため、環境配慮契約法の基本方針に定められた建築物の設計に係る契約、建築物の維

持管理に係る契約及び建築物の改修に係る契約（省エネルギー改修事業（ESCO 事業）に係

る契約及びその他の省エネ改修事業に係る契約）の契約類型について、個々の取組の推進に

よる温室効果ガスの排出削減を図ることはもとより、建築物のライフサイクルにおいて効果

的・有機的に連携することにより、相乗効果による更なる温室効果ガス排出削減及び脱炭素

化を図り、2030 年度の中期削減目標の達成及び 2050 年カーボンニュートラルに貢献するこ

とを目指すものである。 

 
１１－－２２  建建築築物物にに係係るる契契約約にに関関すするる基基本本的的事事項項 

環境配慮契約法に基づく基本方針に位置づけられた各契約類型間の一層の連携を図る観点

から、建築物の設計に係る契約、建築物の維持管理に係る契約及び建築物の改修に係る契約

（ESCO 事業及びその他の省エネ改修事業）の 4 つの契約類型を合わせて「建築物に係る契

約」として整理しており、その基本的事項は、以下のとおりである。 

 
52 経済産業省「ZEB ロードマップ検討委員会とりまとめ」（平成 27 年 12 月）において ZEB（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ビル：Net Zero Energy Building）を「先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の

採用による自然エネルギーの積極的な活用、高効率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつつ

大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高

め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物」と定義している。また、4 段階の

ZEB 定義等については、本項の資料編にその概要を掲載している。 
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（１）建築物に係る契約 
建築物の設計に係る契約、建築物の維持管理に係る契約及び建築物の改修に係る契約（以

下「建築物に係る契約」という。）に関する基本的事項は以下のとおりとする。 
・建築物の新築に当たっては、原則として、建築物の ZEB 化及び再生可能エネルギーの導

入を図るものとする。 
・既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、

ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討するものとする。 
・建築物に係る契約に当たっては、建築物の企画・設計段階から維持管理の運用段階、さ

らには建築物の改修段階に至るまでのライフサイクル全般において、建築物の脱炭素化

を図るため、エネルギー消費量等のデータ計測・分析等を踏まえた各段階における対策・

取組等の効果的な連携及び評価、要求性能の実現のためのプロセスの設定等について、

専門家等の活用を含め、検討するものとする。 

 
１１－－３３  建建築築物物にに係係るる契契約約のの体体系系 

建築物の設計、維持管理及び改修に係る契約については、個別の環境配慮契約においても、

それぞれ温室効果ガス排出削減効果を発揮するものであるが、3 つの契約が建築物のライフ

サイクルにおいて効果的・有機的に連携することにより、一層の温室効果ガスの排出削減に

対する相乗効果が期待される。このため、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建

築物に係る契約について、図Ⅴ－1.1－1（本解説資料の構成）のとおり再整理を行った。 
なお、各契約類型の内容や契約手続等については、図Ⅴ－1.1－1 に示した各契約類型の項

において示している。 

ⅤⅤ-4．建築物の改修に係る契約

ⅤⅤ-2．建築物の設計に係る契約

ⅤⅤ-3．建築物の維持管理に係る契約

ⅤⅤ-4-1．省エネルギー改修事業に係る契約

ⅤⅤ-4-2．その他の省エネ改修事業に係る契約

ⅤⅤ-1．建築物に係る契約

 

図Ⅴ－1.1－1 建築物に係る契約の体系  
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２．建築物に係る契約に関する各契約類型間の連携 

２２－－１１  建建築築物物にに係係るる契契約約のの基基本本的的考考ええ方方 

建築物のライフサイクルにおいて、徹底的な省エネルギー対策を図るとともに、脱炭素化

を目指すことが必要であり、特に、省エネルギー対策の実効性をより高めるためには、企画・

設計段階、運用段階及び改修の各段階をデータの計測・分析結果等を通じて一体的にマネジ

メントしていくことが重要である。各契約類型における環境配慮の方向性を踏まえ、建築物

に係る契約の基本的事項に示された基本的な考え方及び対応の方向は、以下のとおりである。 
❑ 建築物の新築に当たっては、原則として、建築物の ZEB 化及び再生可能エネルギー

の導入を図ること。 
➔ 建築物の企画・設計段階における ZEB 水準（ZEB Oriented 相当以上）の省エネ

ルギー性能の確保、再生可能エネルギーの最大限の導入が必要であること 
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求性能の実現を図るプロセスである。 
既存建築物のコミッショニングは、現状の運用性能を検証・分析し、必要な改修や調整等

を提案し、より適切な省エネ運転を実現するプロセスである。 
建築設備コミッショニング協会53では、コミッショニングを行うことにより、次の効果があ

るとしている。 
 透明性の高いプロセスをとるため、発注者が求める満足度の高い建設プロジェクトが

実現できること 
 建設プロジェクトにおいて、設計や施工時の手戻り等が少なく、生産性の向上が期待

できること 
 データによる定量的な検証・確認ができるため、省エネルギーの達成とともに、確実

な性能実現と適切な維持管理が可能となること 
 環境負荷削減・省コスト・快適性向上により、不動産価値の増大につながること 
また、大規模公共建築物のコミッショニングとして、長崎県庁舎54（平成 24 年 7 月基本設

計方針策定。平成 26 年 12 月から整備を開始し、平成 29 年 11 月に竣工、平成 30 年 1 月より

供用開始）において実施した事例に関する実証結果について一連の報告55がなされており、そ

の中で、公共建築物におけるコミッショニングの効果として以下の内容を報告している。 
 

公共建築物、特に大規模庁舎においては、建築コストの縮減や環境負荷の低減を行いながら、業務

の効率性を最大限に引き出す執務環境を実現することが求められている。また、施工フェーズのみな

らず、運用フェーズにおける建物の適正な維持管理やライフサイクルコストの縮減が求められている。

従来の公共建築物の設計においては、省エネルギー・省資源について、発注者が独自で適切な目標設

定を行うことは困難であり、何らかの目標設定を行うとしても、どうしても設計者任せの目標設定に

なり、その結果、仕様の決定も設計者任せとなることが多かった。また、目標を設定しても、その達

成状況を検証する術も持たないというのが実状であった。 
今回の新庁舎の設計においては、コミッショニングを導入したことにより、性能検証管理チームの

助言を得て、妥当性のある高度な目標を設定し、客観的な評価を得た上で、熱源・空調システムの仕

様を決定することができた。さらに、施工フェーズから運用フェーズには、施工者を交えた会議の実

施により、設計意図の確実な具現化と庁舎完成後の機能性能試験を実施したことにより、目標達成の

検証を行うことができた。運用の初期フェーズで設備性能の最適化を図ることは、長いライフサイク

ルに亘り、機能的で経済的な運用につながると期待する。 
また、性能検証運営会議では、設計者から設計の過程や根拠を示した様々な文書が提出され、熱源

の構成のみならず再生可能エネルギーの活用等についても様々な議論が重ねられた。関係者が設計の

意図や内容を明確に把握し、第三者による客観的な検証を経ることによって、庁内の合意形成を円滑

に進めることが可能になり、県議会等の様々な場面においても説得力のある説明を行うことができた

ことが発注者として大きなメリットと考える。 
一方、コミッショニングの費用確保のための根拠がなく、庁内調整が困難であった。予算申請を行

う上で、コミッショニングの標準的な費用の算定基準が望まれる。 

 

 
53 特定非営利活動法人建築設備コミッショニング協会（Building Services Commisioning Association） 
54 行政棟（延床面積 46,718 ㎡）、議会棟（延床面積 6,699 ㎡）、駐車場棟及び警察棟の 4 つの棟からなる庁舎。 
55 「官庁施設におけるコミッショニングプロセス適用に関する実証的研究（第 1 報～第 6 報）」空気調和・衛生

工学会大会（札幌）（2019） 
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（２）コミッショニングプロセスの活用 

建築物のライフサイクル全般においてコミッショニングプロセスの適用を図ることにより、

建築物が本来有する環境性能を実現することにつながり、結果として建築物の徹底した省エ

ネルギー・脱炭素化につながるものと考えられる。また、コミッショニングプロセスは、建

築物のライフサイクルすべてにおいて適用することが最も望ましいものと考えられるが、建

設物の特性等を踏まえ、発注者の要求を満たす範囲で、適切に選択して実施することも可能

であり、部分的な適用であっても、適切な対応を図ることにより、大きな効果が期待できる

ものと考えられる。特に、発注者が自ら技術内容を理解し、発注仕様を作成することが困難

な場合等においては、技術的な中立性を保ちつつ、発注者の側に立った専門家の関与・活用

（コミッショニングプロセス）について検討を実施することが望ましい。 
なお、一般にコミッショニングの業務は、設計・施工、維持管理等からは独立したもので

あり、別途費用が発生56することに留意が必要である。 
図Ⅴ－1.2－1 は、新築建築物を想定し、企画・設計段階の ZEB 化、徹底した省エネルギー

対策、再生可能エネルギーの導入、運用段階の要求性能の実現・改善、改修段階の運用実績

データの活用など建築物のライフサイクルにおいて各契約類型が効果的・有機的に連携、脱

炭素化を推進するためにコミッショニングプロセスを活用する場合のイメージを示したもの

である。 

コミッショニングプロセスの仕組み
 

図Ⅴ－1.2－1 新築建築物の各契約類型間の効果的な連携のイメージ 

また、図Ⅴ－1.2－2 は、既存建築物を想定し、運用段階におけるデータ計測・分析等を通

 
56 コミッショニングを行うことにより、費用が発生し、イニシャルコストの増加は想定されるが、中立の立場で

データ分析等を実施し、維持管理段階の運用改善等を図ることにより、結果としてランニングコストの削減につ

ながる場合が多い。他方、コミッショニングをすべての建築物や調査フェーズ・段階等に適用することは困難で

あるため、例えば、設備の改修・更新時期に適用する、後述するベンチマーク指標を活用し、温室効果ガス排出

やエネルギー消費の指標の悪い建物から適用するなどタイミングや実施の優先順位の検討も重要と考えられる。 
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じた改善への取組、更新・改修に向けた運用実績データの積極的な活用等、要求性能実現の

ためコミッショニングプロセスを活用する場合のイメージを示したものである。 

 

図Ⅴ－1.2－2 既存建築物の運用段階と更新・改修の効果的な連携のイメージ 

 
２２－－３３  デデーータタ計計測測・・分分析析等等のの活活用用のの必必要要性性 

企画・設計段階、運用段階及び改修の各段階をエネルギー消費量等のデータの計測・分析

結果等を通じて一体的なマネジメントを行うことにより、建築物の省エネルギー対策の実効

性を高めることが可能となる。 
他方、データの活用を図るためには、建築物の設計段階又は改修段階において維持管理の

運用段階におけるデータ計測・分析結果等の他の契約類型への展開及び活用を想定した対策

が求められる。具体的には、エネルギー管理指標・目標等による要求性能の設定、要求性能

の実現に向け取得データの活用を図るためにも、建築物の建築に当たって、企画・設計段階

において、建築物に必要となるエネルギー管理機能が適切に検討されるとともに、管理レベ

ルに対応したエネルギー管理機能の導入することが望ましい。また、データ計測・分析結果

等を他の契約類型に効果的な展開に資するため、必要に応じ、維持管理とデータ分析に係る

業務の分業化を含めた専門家の活用等の取組を促進する等の検討が重要である。 
施設規模・運用管理体制に応じたエネルギー管理レベルの目安は表Ⅴ－1.2－1、施設の規

模等による管理レベル設定の目安は図Ⅴ－1.2－3 のとおりである。 
なお、本項及び後述の「Ⅴ-3．建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項について」

におけるデータ計測・分析等に関する記述は、国土交通省の「官庁施設におけるエネルギー

管理機能の計画・設計の手引き（案）」（以下「エネルギー管理機能の手引き」という。）

をもとに作成したものであるが、これらの資料の内容は、適宜見直しが行われることがある
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ことから、必要に応じ最新の資料を確認されたい。 

表Ⅴ－1.2－1 施設の管理レベル設定の目安、エネルギー管理の方法等 

 

 

図Ⅴ－1.2－3 施設の規模等による管理レベル設定の目安 
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３．建築物に係る契約に関する各契約類型の概要 

上記２のとおり、建築物に係る契約に関する各契約類型（建築物の設計に係る契約、建築

物の維持管理に係る契約及び建築物の改修に係る契約）は、個別の環境配慮契約においても、

それぞれ温室効果ガス排出削減効果を発揮するものであるが、これらの環境配慮契約が効果

的・有機的に連携することにより、一層の温室効果ガスの排出削減に対する相乗効果が期待

されるものである。建築物に係る契約に関する各契約類型の概要は、以下のとおりである。 

 
３３－－１１  建建築築物物のの設設計計にに係係るる契契約約のの概概要要 

建築物は、通常の物品等の購入とは異なり、設計者が発注者の企画意図を的確に把握し、

様々な要求事項を総合的にバランスさせて作成した設計図によって単品生産されるものであ

る。他方、建築物は何十年にわたり長期に供用されるものであるため、設計段階において温

室効果ガスの排出の削減等への配慮が不十分である場合は、その負の影響も長期にわたるこ

とになる。すなわち、環境保全性能の高い建築物の実現のためには、設計段階において設計

者に対し十分な環境配慮を求めることが極めて重要である。 
建築物における温室効果ガス等の排出の削減を推進するためには、設計段階において一定

の環境保全性能を求めるとともに、更に建築物における環境保全性を高めるため、設計者に

対し、ZEB 化や再生可能エネルギーの最大限の導入など求められる水準の確保を前提に、維

持管理の運用段階を視野に入れつつ、温室効果ガス等の削減に関する技術提案を求め、脱炭

素につながる優れた技術力を持つ設計者を積極的に活用することが適切である。 
また、より質の高い設計を進めていくためには、環境配慮に関する設計与条件を明確にす

ることが重要である。また、環境に配慮された設計については、設計の初期の段階から意匠・

構造・設備等からなる設計チームのバランスが取れた環境配慮に対する提案・検討がなされ、

実現されていくことが重要であり、これらの取組が推進されるように十分に配慮する必要が

ある。 
このため、環境配慮契約においては、設計者や設計組織の持つ創造力や確かな技術力、こ

れまでの経験の蓄積に基づく専門家としての豊かなノウハウを技術提案書から評価し設計者

を選定するために、環境配慮型プロポーザル方式を採用することとし、その適切な運用を図

ることにより、設計者に対して建築物の供用後を含めた長期にわたる環境配慮を求めるもの

である。 

 
３３－－２２  建建築築物物のの維維持持管管理理にに係係るる契契約約のの概概要要 

建築関連から排出される二酸化炭素排出量は、我が国全体の 40%程度を占め、そのうち、

建築物の運用段階における排出が 3 分の 2 程度との推計もあり、建築物の運用段階における

省エネルギー・脱炭素化に係る取組の推進が温室効果ガス排出削減に向けた大きな課題とな

っている。また、建築物に起因する温室効果ガス等の排出削減のためには、その運用に当た
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って現状維持に止まらず、エネルギー消費量等の計測・分析及び分析結果等を踏まえた運用

改善を図ることが極めて重要である。 
このため、国等の機関の建築物については、設計段階における環境配慮の重要性に加え、

維持管理を行う運用段階においても、設計段階の要求水準・要求性能を適切に発揮させる観

点から、施設規模・運用管理体制に応じたエネルギー管理レベルを設定するとともに、デー

タ計測・分析結果等を踏まえ、可能な限りの率先した省エネルギー対策の推進、更にはその

先の脱炭素化を目指すことが必要である。 

 
３３－－３３  建建築築物物のの改改修修にに係係るる契契約約のの概概要要 

新築建築物における ZEB 化とともに、国等の機関の建築物のうち、大部分を占める既存建

築物57についても、大幅な温室効果ガス排出削減を図るためには、改修のタイミングにおいて

徹底した省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入促進等のストック対策の推進が極め

て重要である。 
環境配慮契約法第 5 条第 2 項第 3 号において、省エネルギー改修事業（以下「ESCO 事業」

という。）とは「事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎58の供用に伴う電気、燃料等に

係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等（以下この

号において「設計等」という。）に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等

を行う事業をいう。」とされており、ESCO 事業が位置づけられているところである。しか

しながら、ESCO 事業は、光熱水費の削減額等により事業費を賄う仕組みであることから、

事業が成立するためには、一定以上のエネルギー削減余地及び光熱水費額が必要となるため、

ESCO 事業が成立しない場合が多い状況にある。いうまでもなく、建築物の省エネルギー・

脱炭素化に資する事業は、ESCO 事業に限ったものではなく、これらの ESCO 事業以外の省

エネルギー・脱炭素化に資する改修事業（以下「その他の省エネ改修事業」という。）につ

いても ESCO 事業とともに、「建築物に係る契約」の一つとして基本方針に位置づけ、国等

の機関の施設における温室効果ガス等の排出削減、更には脱炭素化に向けて環境配慮契約を

実施するものとする。 
また、既存建築物の ZEB 化を推進する観点から、大規模改修時における建築物の ZEB 化

実現（省エネ性能の ZEB 水準の確保）の可能性の検討、中長期的な改修計画において段階的

にエネルギー性能の向上を図り、ZEB 化を目指す等の検討を行うことも求められる。 
以下では、建築物の改修に係る契約である ESCO 事業に係る契約及び新たに基本方針に位

置づけられたその他の省エネ改修事業に係る契約の概要について示すこととする。 

 

 
57 建築年次別の官庁施設の延べ面積は、築後 10 年未満の施設は 5.6%に対し、築後 20 年を経過する施設が 76.5%、

さらに築後 30 年を経過する施設が 53.9%となっている（国土交通省「令和 7 年度各省各庁営繕計画書に関する意

見書」）。 
58 本資料における庁舎とは、宿舎以外の建築物とする。 
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３３－－３３－－１１  ESCO事事業業にに係係るる契契約約のの概概要要 

ESCO 事業は、施設管理者において新たな改修資金を必要としない省エネルギー推進方法

であり、国等の機関が ESCO 事業を率先して推進することにより、環境負荷低減に寄与する

ことが期待されるものである。 
また、環境配慮契約法第 7 条の規定により国の ESCO 事業の契約に当たっては、10 箇年度

以内の債務負担が可能となっている。 

（１）ＥＳＣＯ事業の概要 

① ESCO 事業の概要 

ESCO 事業は、設計、施工、及び保守・運転管理等を含む複数年のサービスを提供する

ものであり、事業費の支払いに当たっては、定期的に省エネルギー効果の計測・検証を行

い、保証された効果を確認することにより契約された額を毎年度支払うこととなる。基本

的に、この保証された光熱水費の削減額で、全ての事業費を賄うものである（図Ⅴ－1.3－
1）。 
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図Ⅴ－1.3－1 ESCO 事業のイメージ 

② 設備更新型 ESCO 事業の概要 

老朽化した設備機器がある場合には、その更新費用を別途積み上げ、通常の ESCO 事業

と一体的に発注する事業（設備更新型 ESCO 事業※１）を行うことができる。 
設備更新型 ESCO 事業59では、通常の改修工事と比較して、設備機器の更新による省エネ

 
59 以下、設備更新型 ESCO 事業と対比する場合、光熱水費の削減額で全ての事業を賄う通常の ESCO 事業を「従

来型 ESCO 事業」という。 
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② 設備更新型 ESCO 事業の概要 
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ルギー効果が保証されるとともに、設計、施工から維持管理まで包括的に事業者に委託す

ることで、事業者の創意工夫により、全体のコストを押し下げる効果も期待できるなどの

メリットも想定される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

図Ⅴ－1.3－2 通常の設備改修と設備更新型 ESCO 事業についての概念図 

※１ 条件とした設備の更新に要する費用は、環境配慮契約法第 5 条第 2 項第 3 号でいう「維持保全等」

及び「電気、燃料等」に係る費用に含まれる。 
※２ 条件とした設備の更新に要する費用は、一括払い。 

表Ⅴ－1.3－1 設備更新型 ESCO 事業の構成 

構 成 概 要 

設備更新部 
・発注者が指定した設備機器の更新（ただし、当該設備機器に係る維持

管理及び省エネルギー効果の計測・検証は除く。） 

ESCO 部 

・発注者が指定した設備機器に係る維持管理及び省エネルギー効果の計

測・検証 
・設備更新部に係る事業者の追加提案（効率の向上等） 
・設備更新部以外で、事業期間の光熱水費削減額により導入費用を賄う

ことが可能な技術提案 
※ 設備更新型 ESCO 事業は設備更新部に係る省エネルギー効果も含めて保証する事業である。 

（２）契約に関する留意事項 

① 一括契約について 

ESCO 事業の契約は、設計業務、施工（設備システムなどの改修）及び維持管理業務等

を一括として締結するものであるため、事業の全てを一社で実施することは少なく、複数

の企業から構成されるコンソーシアム等と契約を結ぶことが一般的である。 
国等においては、コンソーシアム等と契約を結ぶ際の制度として、設計・施工一括発注
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前 
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方式が導入されているところ60。ESCO 事業においても、このような場合には、設計・施工

一括発注方式の整理を準用し、コンソーシアムの各構成員の責任を明確にする必要がある。 

② 政府調達に関する協定 

ESCO 事業の契約は、設備改修、維持管理及び運用等を対象とするものであることから、

｢政府調達に関する協定」（平成 7 年条約第 23 号）が適用される調達の対象となるサービ

ス（「サービス」の適用範囲は、政府調達協定付属書Ⅰ付表 4 に特定されており、ESCO
事業に直接・間接に関連すると考えられるサービスの例としては、建設工事、建設のため

のサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス61が考えられる）及び対

象外のサービスの双方を包含する混合的な契約になる可能性がある。そのため、ESCO 事

業の実施に当たっては、導入可能性の判断やフィージビリティ・スタディ等の結果を踏ま

えて、いずれのサービスに該当するかを判断する必要がある。 

③ 契約方式 

ESCO 事業の契約方式には、表Ⅴ－1.3－2 に示す２つの方式がある。なお、これら２つ

の方式を１つにまとめた形で契約した事例62もある。 

表Ⅴ－1.3－2 ESCO 事業の契約方式の比較 

契約方式 特 徴 

ギャランティード･セ

イビングス契約 

・発注者が初期投資（設計・施工）に係る資金調達を行う。 
・発注者は ESCO 事業者と光熱費等の削減保証を行うためのパ

フォーマンス契約を結ぶ。 
・初期投資年度の予算支出が突出する。 

シェアード･セイビン

グス契約 

・ESCO 事業者が初期投資を含め必要な資金調達を行う。 
・発注者は ESCO 事業者と光熱費等の削減保証を行うためのパ

フォーマンス契約を結び、改修等の費用の対価を分割で支払

う。 
・契約期間内で予算支出の平準化が可能である。 

 

 
60 中央建設業審議会ワーキンググループ第二次中間とりまとめ（平成 19 年 3 月 15 日） 
61 建設サービスに関連する建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスに限る。

ただし、独立して調達される場合の次のサービスを除く。 
・建築設計サービスの実施設計サービス 
・契約管理サービス 
・基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン・サービス、建築物の機械及び電気の設備の

ためのエンジニアリングデザイン・サービス又は土木建設工事のためのエンジニアリングデザイン・サービ

スのうちいずれかの実施設計、仕様書の作成及び費用の見積りの一又はこれらの組合わせからなる設計サー

ビス 
・建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリングデザイン・サービス 

62 公立大学法人北九州市立大学において実施された ESCO 事業は、ギャランティード・セイビングス契約及びシ

ェアード・セイビングス契約をまとめた形の事例である。 
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３３－－３３－－２２  そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約のの概概要要 

省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業は、照明や熱源、空調設備等の更新、外壁や開

口部の断熱強化、エネルギーマネジメントシステムや再生可能エネルギー設備の導入等、改

修する部位によって多岐にわたる。また、設備の故障、老朽化、耐用年数の超過等のタイミ

ングで改修が必要となり、これらの事業と同時に省エネ設備等が導入される場合も少なから

ずあるものと考えられる。 
新たに基本方針に位置づけられたその他の省エネ改修事業は、ESCO 事業以外の省エネル

ギー・脱炭素化に資する改修事業を対象としている。 
また、その他の省エネ改修事業の実施に当たっては、下記の項目について検討を行い、可

能な限り、建築物の脱炭素化を目指すことが重要である。 
 改修による省エネルギー効果を踏まえ、必要に応じて中長期的な改修スケジュール

（ZEB 化改修を見据えた中長期計画）を検討すること 
 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 
 維持管理の運用段階におけるデータの積極的な活用を図ること（運用実績の改修計画

への活用） 
 維持管理の運用改善に資するエネルギー消費量等のデータ計測・分析ツール、制御シ

ステムの導入等のエネルギー管理機能の拡充を検討すること 
 改修事業終了後に適切な維持管理のため、必要に応じ、運転指針等を作成すること 
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◇◇資資  料料  編編  

  
現在、ZEB の実現及び普及に向けて、ZEB を 4 段階に定義しており、その概要は、以下の

とおりである。 
なお、平成 31 年 3 月の「ZEB ロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」において、

延べ面積が 10,000 ㎡以上の建築物を対象として、「ZEB Oriented」を追加するとともに、

これまで建築物全体（非住宅部分）のみで ZEB 評価を可能としていた複数用途建築物につい

て、建築物（非住宅部分）のうち、一部の建物用途においても評価可能となるよう拡充を図

ったところである。 

 

図 1 4 段階の ZEB の定義 
資料：環境省「ZEB PORTAL-ネット・ゼロ・エネルギービル（ゼブ）ポータル」 
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表 1 4 段階の ZEB の定義 

4段階のZEB 定性的な定義 定量的な定義（基準）

『ZEB』 年間の一次エネルギー消費量が
正味ゼロまたはマイナスの建築物

以下の➀及び➁ともに適合した建築物
① 基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減（再生可能エネルギー※１を

除く）
② 基準一次エネルギー消費量から100%以上の削減（再生可能エネルギー※１

を含む）

Nearly ZEB

ZEBに限りなく近い建築物として、
ZEB Readyの要件を満たしつつ、
再生可能エネルギーにより年間の
一次エネルギー消費量をゼロに近
付けた建築物

以下の➀及び➁ともに適合した建築物
① 基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減（再生可能エネルギー※１を

除く）
② 基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の削減（再生可能エ

ネルギー※１を含む）

ZEB Ready
ZEBを見据えた先進建築物として、
外皮の高断熱化及び高効率な省
エネルギー設備を備えた建築物

再生可能エネルギー※１を除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次
エネルギー消費量削減に適合した建築物

ZEB Oriented

ZEB Readyを見据えた建築物と
して、外皮の高性能化及び高効
率な省エネルギー設備に加え、更
なる省エネルギーの実現に向けた
措置を講じた建築物

以下の➀及び➁の定量的要件を満たす建築物
① 該当する用途毎に、再生可能エネルギー※１を除き、基準一次エネルギー消費

量から規定する一次エネルギー消費量を削減すること※２

A) 事務所等、学校等、工場等は40%以上の一次エネルギー消費量削減
B) ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等は30%以上の一次

エネルギー消費量削減
② 「更なる省エネルギーの実現に向けた措置」として、未評価技術（WEBPROに

おいて現時点で評価されていない技術）を導入すること※３

※１：再生可能エネルギー量の対象は敷地内に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含める。
※２： 一次エネルギー消費量の対象は、平成28年省エネルギー基準で定められる空気調和設備、空気調和設備以外の機械換

気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機とする（「その他一次エネルギー消費量」は除く）。
また、計算方法は最新の省エネルギー基準に準拠した計算方法又はこれと同等の方法に従うこととする。

※３：未評価技術は公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたものを対
象とする。
なお、未評価技術のリストは、今後、評価方法の更新や未評価技術の実証結果等を踏まえつつ、必要に応じて適宜見直
すこととする。  

資料：環境省「ZEB PORTAL-ネット・ゼロ・エネルギービル（ゼブ）ポータル」より作成 

 

図 2 ZEB の定義及び対応の方向 
資料：環境省「ZEB PORTAL-ネット・ゼロ・エネルギービル（ゼブ）ポータル」 
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ⅤⅤ-2．建築物の設計に係る契約に関する基本的事項について 
 

１．はじめに 

１１－－１１  建建築築物物のの設設計計にに係係るる契契約約にに関関すするる基基本本的的事事項項 

環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の設

計に係る契約の位置づけ、並びに建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は、以下のと

おりである。 

…

…

…

…

…

ⅤⅤ-1

ⅤⅤ-2

ⅤⅤ-3

ⅤⅤ-4

ⅤⅤ-4-1

そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 ⅤⅤ-4-2…

建築物の設計に係る契約

建築物の維持管理に係る契約

建築物の改修に係る契約

ESCO事事業業にに係係るる契契約約

建築物に係る契約

 

図Ⅴ－2.1－1 基本方針における建築物の設計に係る契約の位置づけ 

 

①建築物の設計に係る契約 

建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。ただし、当該事業

の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室

効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等についてはこの限り

ではない。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として温室効果

ガス等の排出の削減に配慮する内容（自然エネルギー等の積極的な利用を含む。）を含

む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方

式（以下「環境配慮型プロポーザル方式」という。）を採用するものとする。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、設計成

果に求める施設の長寿命化、省エネルギー・省資源、自然エネルギーの利用、環境負荷

低減に配慮した木材等の資機材の利用等を踏まえた環境保全性能を契約図書に明記する

ものとする。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、建築物のライフサイ
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クル全般におけるエネルギー消費量等のデータ活用等の重要性に鑑み、必要に応じ、エ

ネルギー管理機能の導入を契約図書に明記するものとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合であって、特定された者の技術提案に盛り

込まれた温室効果ガス等の排出の削減への配慮の内容が、経済性にも留意して妥当と判

断されるときは、その内容を契約図書に明記することにより、当該技術提案の内容が設

計成果に反映されるようにするものとする。 
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 要求環境保全性能の規定 
⇒ 設計業務を発注する際に環境保全性能を求めることにより、全ての設計の環境保
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63 温室効果ガス等の削減について、極めて高度な特定の機能に対する要求性能が温室効果ガス等の排出削減に優
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 優れた環境配慮設計の推奨 
⇒ 環境配慮型プロポーザル方式の導入により、温室効果ガス等の削減に関する技術

提案を求め、環境保全に対し優れた創造性、技術力、経験等を有する設計者を選定

することにより、建築物の環境保全性能を向上させる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※横軸は環境保全性能レベルの分布イメージ 

 

図Ⅴ－2.1－2 建築物の設計における環境配慮のイメージ 

 
１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物の設計に係る契約

に関する基本的事項を踏まえ、発注者が具体的に建築物の設計に係る契約を締結する際の参

考として使用されることを想定したものである。 
本解説資料は、建築物の設計に係る契約に当たっての考え方や具体的な内容、実際の事務

手続等について説明したものである。 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該地域の実情等を踏まえ、発注者が適

切に対応することが必要である。 

 

環環境境保保全全性性能能をを求求めめるるここととにによよるる全全ててのの設設計計のの環環境境保保全全性性能能向向上上 
 
→全ての建築物で最低限満たすべき水準を規定し、確実に環境と
調和の取れた施設整備を推進する。 

要要求求環環境境保保全全性性能能のの規規定定 

建建
築築
物物
のの
環環
境境
保保
全全
性性
能能 

環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式のの導導入入にによよるる技技術術力力向向上上 
 
→環境配慮型プロポーザル方式を活用することによ
り、環境保全に対し優れた創造性、技術力、経験
等を有する設計者を選定し、優れた手法の発掘と
環境配慮設計技術の向上を図り、建築物の環境保全
性能の向上を推進する。 

優優れれたた環環境境配配慮慮設設計計のの推推奨奨 

２２段段階階のの環環境境配配慮慮にによよっってて建建築築物物のの環環境境保保全全性性能能のの向向上上をを図図るる 

レレベベルルアアッッププ 

ボボトトムムアアッッププ 

本本解解説説資資料料のの対対象象 
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２．用語の定義 

本解説資料において使用している用語の定義は、以下のとおりである。 

建築物 

建築物とは、建築基準法上の「建築物」をいう。 
➔ 建築基準法第 2 条第 1 号において「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若

しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門

若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務

所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内

の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他こ

れらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。」と定められ

ている。 

建築 

建築とは、建築基準法上の「建築」をいう。 
➔ 建築基準法第 2 条第 13 号において「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移

転することをいう。」と定められている。 

大規模な改修 

大規模な改修とは、建築基準法上の「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」をいう。 
➔ 建築基準法第 2 条第 14 号において「大規模の修繕」とは「建築物の主要構造部

の一種以上について行う過半の修繕をいう。」第 15 号において「大規模の模様

替」とは「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。」

と定められている。 

環境保全性能 

「官庁施設の環境保全性に関する基準」（官庁営繕関係統一基準）に準拠する。 
➔ 「３．要求環境保全性能の規定について」を参照 

契約図書 

「公共建築設計業務委託共通仕様書」（官庁営繕関係統一基準）の定義に従う。 
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「公共建築設計業務委託共通仕様書」（官庁営繕関係統一基準）より抜粋 

１．２ 用語の定義 
４．「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 
５．「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様

書をいう。 
６．「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場
説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 

７．「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務
の契約条件を説明するための書面をいう。 

８．「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書
等をいう。 

９．「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 
10．「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 

 

プロポーザル方式 

プロポーザル方式は、そのプロジェクトにとって最も適切な創造力、技術力、経験などを

持つ「設計者（人）」を選ぶ方式。 
➔ プロポーザル方式については、「４－２ 建築の設計におけるプロポーザル方式

の意義」及び「４－３ 建築の設計におけるプロポーザル方式の適用範囲と配慮

すべき事項等」を参照 

環境配慮型プロポーザル方式 

建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務の発注に当たって、温室効果ガス等の排出

の削減に配慮する内容（自然エネルギーの積極的な利用を含む。）をテーマとした技術提案

を求め、総合的に最も優れた者を特定するプロポーザル方式。 
➔ 「４－１ 環境配慮型プロポーザル方式について」を参照 

生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO2） 

建設・運用・廃棄など建築物のライフサイクルを通じて排出される CO2 の総量をいう。 
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３．要求環境保全性能の規定について 

建築物の設計については、建設地の立地・入居者の使用目的・地域との調和・予算等様々

な設計条件を総合的に検討し、それらを高度にバランスさせた状態で取りまとめていくもの

である。このため、総合的には優れていても環境への負荷が比較的大きな設計となる場合が

起こりえる状況にある上に、設計者の考え方によってそのバランスが一様ではなく、バラツ

キをもっている状況にある。温室効果ガス等の削減は、地球環境に対して極めて重要な課題

であり認識も高くなりつつあるが、もっぱら総合性能に着目した自由な競争のみでは温室効

果ガスの排出増加を抑えることが困難である。このため、建築物の建築又はその他の省エネ

改修事業のうち大規模な改修の委託を行う場合にあっては、最低限必要とする環境保全性能

を設計委託段階で指定し、契約要件とすることで、著しく環境保全性能の悪い設計を排除す

ることが必要である。 
官庁施設については、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議において

「官庁施設の環境保全性基準」が統一基準として決定されていることから、設計業務の実施

に当たって同基準を適用することを設計仕様書に明記64すること等により設計成果に求める

環境保全性能を規定することができる。更に環境保全性能の上乗せを行う場合は、CASBEE
における BEE 値やエネルギー消費量、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO2）等の値を

設定し、設計成果に求める環境保全性能として設計仕様書に記載する。 
住宅の用途にあっては「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成 11 年法律第 81 号）

に基づく「評価方法基準」（平成 13 年 8 月 14 日国土交通省告示第 1347 号）があり、これら

を参考に設計成果に求める環境保全性能の最低水準を定めることが考えられる。 
以下に各基準の概要を示す。なお、研究施設及び医療施設等の特殊性のある建築物につい

ては、建築物の特性を踏まえつつ、これらの基準に準拠して設計成果に求める環境保全性能

の最低水準を適切に規定する必要がある。 

 
３３－－１１  官官庁庁施施設設のの環環境境保保全全性性基基準準 

「官庁施設の環境保全性基準」（官庁営繕関係統一基準、令和 4 年 3 月改定）は、環境負

荷の低減及び周辺環境の保全に配慮した官庁施設の整備を推進することを目的として、官庁

施設に求められる環境保全性の水準（新築の場合）及びこれを確保するために必要な技術的

事項等を定めている。 
○環境保全性に係る性能 
環境保全性に係る性能は、環境負荷低減性（長寿命、適正使用・適正処理、エコマテリア

ル、省エネルギー・省資源）及び周辺環境保全性（地域生態系保全、周辺環境配慮）とする。 

 
64 政府実行計画においては、「新築事業については原則 ZEB Oriented 相当以上とし、2030 年度までに新築建築物

の平均で ZEB Ready 相当となることを目指す」ことが掲げられており、「官庁施設の環境保全性基準」では確保

すべきエネルギー消費性能として原則 ZEB Oriented 相当以上とすることを規定している。また、「2030 年度には

設置可能な建築物（敷地を含む。）の約 50％以上に太陽光発電設備を設置することを目指す」こととされており、

太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの最大限の活用が求められている。 
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○環境保全性の水準 
（１）建築環境総合性能 

① 特定事務庁舎65を新築する場合 
建築物環境総合評価システム（CASBEE）による建築物の環境効率（BEE 値）が

1.5 以上となること。 
② ①以外 

建築物環境総合評価システム（CASBEE）による建築物の環境効率（BEE 値）が

1.0 以上となること。 
（２）建築物のエネルギー消費性能 

① 新築する場合 
原則として、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業

省・国土交通省第 1 号。以下「基準省令」という。）に基づく設計一次エネルギ

ー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。また、再生可能エネルギーに伴

う一次エネルギー消費量の削減分を含めない。）の値が、基準省令に基づく用途

に応じてそれぞれ次の値以下となること。 
a． 事務所等、学校等、工場等 

基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量

を除く。）の値に 0.6 を乗じて得た値 
b． a 以外 
基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量

を除く。）の値に 0.7 を乗じて得た値 
② ①以外 

省エネ性能の向上のための措置を講じること。 
（３）運用段階におけるエネルギー消費量（運用エネルギー）及びそれに伴う二酸化炭素

排出量（運用 CO2）、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO2）、ライフサイク

ル廃棄物最終処分量（LCW）並びにライフサイクル資源投入量（LCR）を算出する

方法、その他の方法により環境保全性を確認する場合は、（１）及び（２）に掲げ

る区分を考慮した水準を設定して行うこと。 
 

３３－－２２  住住宅宅のの評評価価方方法法基基準準 

「評価方法基準」（平成 13 年 8 月 14 日国土交通省告示第 1347 号）は「住宅の品質確保の

促進等に関する法律」に基づき、表示すべき住宅性能に関する基準を定めるものであり、評

価の方法の基準（総則）として次の３項目の基準を規定している。 
❑ 設計住宅性能評価 

 
65 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。）

第 12 条第 1 項（令和 7 年 4 月 1 日からは第 11 条第 1 項）に基づく、建築物エネルギー消費性能確保計画におけ

る建築物の用途の区分が「事務所」又は「税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの」のみに

該当する延べ面積が 2,000 ㎡以上の官庁施設をいう。 
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❑ 新築住宅に係る建築住宅性能評価 
❑ 既存住宅に係る建築住宅性能評価 

また、設計住宅性能評価は、設計図書を評価基準（新築住宅）に照合して行うこととされ

ており、評価の方法の基準（性能表示事項別）として 10 項目の基準を規定している。 
❑ 構造の安定に関すること 
❑ 災害時の安全に関すること 
❑ 劣化の軽減に関すること 
❑ 維持管理・更新への配慮に関すること 
❑ 温熱環境に関すること 
❑ 空気環境に関すること 
❑ 光・視環境に関すること 
❑ 音環境に関すること 
❑ 高齢者等への配慮に関すること 
❑ 防犯に関すること 

評価の方法の基準（性能表示事項別）の中では「温熱環境に関すること」が温室効果ガス

等の排出の削減に最も影響が大きいと考えられることから、「断熱等性能等級」及び「一次

エネルギー消費量等級」の規定における要件を契約図書に含めることも重要である。 

表Ⅴ－2.3－1 断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級 

項項      目目 結結      果果 

5.温熱環境・

エネルギー

消費量に関

すること 

5-1 断 熱 等

性能等級 

外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度 
地域の区分［１・２・３・４・５・６・７・８］ 
外皮平均熱貫流率【   W/(㎡･K)】 冷房期の平均日射熱取得率【   】 
７ 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている（8 地域を除く） 
６ 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている 
５ 熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている 

４ 熱損失等の大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物エネルギー消

費性能基準に相当する程度）が講じられている 
３ 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている 
２ 熱損失の小さな削減のための対策が講じられている 
１ その他 

5-2 一 次 エ

ネルギー消

費量等級 

一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度 
地域の区分［１・２・３・４・５・６・７・８］ 
床面積当たりの設計一次エネルギー消費量【   MJ/(㎡･年)】 
６ 一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策が講じられている 

５ 

一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物

のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準（その設定の

基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第12条第１項の規定により

求められたものであるものに限る。）に相当する程度）が講じられている 

４ 

一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物エネ

ルギー消費性能基準（その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準

省令第５条第１項の規定により求められたものであるものに限る。）に相当する

程度）が講じられている 
１ その他 

「設計住宅性能評価書（一戸建ての住宅）」より作成 
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４．優れた環境配慮設計の推奨 

４４－－１１  環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式ににつついいてて 

（１）趣旨 

建築物に要求される性能は、環境保全性、社会性、安全性、機能性、経済性など多岐にわ

たる。このため、建築物の設計に当たって一律に環境保全性能を求める訳にはいかないもの

の、温室効果ガス等の環境負荷低減の観点からは、設計者においては、様々な要求事項の中

で環境と高度に調和のとれた設計を行う高い技術力が要求される。このような状況から建築

物の設計にあっては、温室効果ガス等の排出削減に関する内容を盛り込んだ技術提案を求め

ることが適切である。 
また、より質の高い設計を進めていくためには、可能な限り事業の早い段階において環境

配慮に関する意思決定がなされることが重要である。環境に配慮された設計については、設

計の初期の段階から意匠・構造・設備等からなる設計チームのバランスが取れた環境配慮に

対する提案・検討がなされ、実現されていくことが重要であり、これらの取組が推進される

ように十分に配慮する必要がある。 
このような要請がある中、プロポーザル方式は、設計者や設計組織の持つ創造力や確かな

技術力、これまでの経験の蓄積に基づく専門家としての豊かなノウハウを技術提案書から評

価し設計者を選定するものであり、とりわけ建築物の設計において、敷地の条件や各種の要

求性能を考慮し、温室効果ガス等の排出量を有効に削減していく設計を行っていくには、立

地の特性等を踏まえた高度な技術的判断が必要なため、その活用が適切である。 
しかしながらプロポーザル方式の運用に当たっては、極めて高い公平性・透明性・客観性

が必要である66。 
このような観点から、環境配慮型プロポーザル方式の運用に当たっても、その基礎として、

公平性・透明性・客観性の高い手続のあり方について改善を逐次重ねている国土交通省で採

用されているプロポーザル方式に準じた運用を行うこととする。 

（２）適用範囲 

建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、環境配慮

型プロポーザル方式を採用する。建築物の設計において温室効果ガス等の排出削減に関する

内容について、それぞれの建築物の立地条件や様々な要求性能を考慮し、高度な技術的判断

を必要とする設計の場合には、環境配慮型プロポーザル方式の対象とするが、当該事業の主

目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室効果ガ

ス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等についてはこの限りではない。 
なお、環境配慮型プロポーザル方式の手続終了後に行われる契約手続は会計法令等に基づ

いて行うべきものであること及び本手続を採用できるのは、会計法第 29 条の 3 第 4 項の契約

 
66 一部の事業においては、適切な情報公開がなされていない等により、十分な透明性が確保されていない事例も

あり、一層の留意が必要である。 
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の性質又は目的が競争を許さない場合に限られることに留意されたい。 

（３）環境配慮型プロポーザル方式の実施 

環境配慮型プロポーザル方式の実施に当たっては、当該建築物の要求事項から設定される

技術提案項目のうち、必ず１つ以上に、温室効果ガス等の排出削減に関する内容（パッシブ

手法の省エネルギー対策や自然エネルギー利用を含む。）を盛り込むこととする。 
また、対象とする業務の公表についても併せて留意するものとする。 
❑ 各省庁等は、毎年度環境配慮型プロポーザル方式を行う業務を指定し、その業務

の概要とともに環境配慮型プロポーザル方式を行う旨を公表67するものとする。 
❑ 環境配慮型プロポーザル方式を行う旨公表した業務について、変更があった場合

には、変更後の概要を公表するものとする。 

 
４４－－２２  建建築築のの設設計計ににおおけけるるププロロポポーーザザルル方方式式のの意意義義 
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67 既に各府省庁においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法

律第 127 号）の規定等により、発注予定案件が四半期ごとに公表されていることから、こうした仕組みを利用す

ることが考えられる。なお、該当案件については、一般的に年度当初に公表されている。 
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また、平成 17 年に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成 17 年 3
月 31 日法律第 18 号）の第 9 条第 1 項に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を

総合的に推進するための基本的な方針」においても「公共工事に関する調査等の契約におい

ても、（中略）価格のみによって契約相手を決定するのではなく、技術提案を求め、その優

劣を評価し、最も適切な者と契約を結ぶこと等を通じ、その品質を確保することが求められ

る。」とされている。 

 
４４－－３３  ププロロポポーーザザルル方方式式のの適適用用範範囲囲とと配配慮慮すすべべきき事事項項等等 

（１）プロポーザル方式の適用範囲 

「公共事業の入札・契約手続きの改善に関する行動計画」（平成 6 年 1 月 28 日閣議了解）

において、「国及び一定の政府関係機関の公共事業に係る設計・コンサルティング業務で 45
万 SDR 以上のものの調達については、公募型プロポーザル方式又は公募型競争入札とする」

とされている。 
また、プロポーザル方式の手続終了後に行われる契約手続は会計法令等に基づいて行うべ

きものであり、本手続を採用できるのは、会計法第 29 条の 3 第 4 項の契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に限られる。 
これを受けて国土交通省では、プロポーザル方式の対象業務は表Ⅴ－2.4－1 に掲げる業務

のうち、地方整備局長又は事務所長が必要と認める業務について行うものとされ、入札・契

約手続の適正化に努めている（ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務を除

く。）68。 
表Ⅴ－2.4－1 プロポーザル方式の対象業務 

(1) 
都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、

意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と

豊かな経験を必要とする業務 

(2) 
重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設

計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術

を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務 

(3) 
景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次元解析調査、技術・管理

システム等の評価検討調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質

調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務 
(4) 計画から設計まで一貫発注する業務 

(5) 
象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術

的判断を必要とする設計業務(いわゆる設計競技方式の対象とする業務を除く。) 

(6) 
その他プロポーザルに基づき執行することが適当であると地方建設局長等が認め

る業務 

 
68 「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続について」（平成 6 年 6 月 21 日付け建設省厚発

第 269 号、建設省技調発第 135 号、建設省営建発第 24 号） 
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表Ⅴ－2.4－1 の(1)から(5)に規定されている業務に加え、標準的な業務の実施手法が定めら

れていない業務については、原則としてプロポーザル方式が適用されている69。 
表Ⅴ－2.4－1 の業務のうち予定価格が基準額以上のものは公募型プロポーザル方式の対象

であり70、予定価格が 5,000 万円以上、基準額未満のものは簡易公募型プロポーザル方式の対

象とされている71。 

 
（万円） 

 

 
公募型 

標 準 
 

 

 
簡易公募型 

 

 

 
標 準 

  政府調達協定 

対象業務 

政府調達協定 

対象外業務 

図Ⅴ－2.4－1 予定価格に応じたプロポーザル方式の分類 

※上記「公募型」「簡易公募型」「標準」とは「建設コンサルタント業務等の入札・契約手続き

の運用について」（平成 12 年 12 月 6 日付け、建設省厚契発第 43 号、建設省技調発第 191 号、

建設省営建発第 70 号）に規定されたプロポーザル方式。 
※上記「基準額」とは「工事又は業務等に係る通知等における基準額について」（令和 4 年 3 月

30 日付け、国官会第 23759 号、国官技第 377 号、国営管第 848 号、国営計第 214 号、国営整第

172 号、国港総第 750 号、国港技第 111 号、国北予第 75 号）に定める額。 

（２）プロポーザル方式で配慮すべき事項等 

① 公平性、透明性の確保 

プロポーザル方式では、一般競争入札方式のように単に入札金額で落札者を決定するもの

ではないため、設計者の提案を適切な体制で審査し、公平性、透明性、客観性を確保しなが

ら進める必要がある。 
併せて、提案者が審査結果に対して説明を求めること、及び一連の手続に関して苦情を申

し立てることができる仕組みの導入についても考慮する必要がある。 

② 設計意図の継承 

プロポーザル方式では、提案された技術提案書を審査し、当該業務に対し最も適した技術

提案者として選定された設計者と契約を締結し、設計業務を実施していく。 

 
69 「建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の改善について」（平成 12 年 7 月 26 日付け、建設省厚契発第

25 号・技調発第 119 号・営建発第 47 号） 
70 「公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・手続について」（平成 6 年 6 月 21 日付け、

建設省厚発第 270 号、建設省技調発第 136 号、建設省営建発第 25 号） 
71 「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続について」（平成 8 年 9 月 26
日付け建設省厚契発第 38 号、建設省技調発第 169 号、建設省営建発第 92 号） 

基基準準額額 

5,000 
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その実現には、設計の各段階及び施工・運営段階において、設計の意図が適切に継承され、

一貫した考え方で実施されていることが重要である。 
このため、基本設計、実施設計、施工、監理の段階において、適切に設計意図が継承され

るように十分配慮する必要がある。 
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５．環境配慮型プロポーザル方式における設計者選定の手続 

プロポーザル方式の手続の流れは図Ⅴ－2.5－1 のとおりである（各方式は「４－３（１）」

参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅴ－2.5－1 プロポーザル方式の手続の流れ 

プ ロ ポ ー ザ ル の 準 備 

手 続 開 始 の 公 示 

説 明 書 の 交 付 

参加表明書の受領 

技 術 提 案 書 の 提 出 者 の 選 定 

選定通知／ 
提出要請書の送付 

選定通知／ 
提出要請書の送付 

受 注 意 思 確 認 

技 術 提 案 書 の 受 領 

契 約 の 締 結 

ヒ ア リ ン グ の 実 施 

技 術 提 案 書 の 評 価 

技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知 

公募型（簡易公募型） 標 準 

■結果の公表について 
建設コンサルト業務における入札
及び契約の過程並びに契約の内容
等に係る情報の公表について(平成
14年9月5日付け国官会第 1211号、
国地契第 34 号を参照) 
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５５－－１１  ププロロポポーーザザルルのの準準備備 

プロポーザルの準備に当たっては、与条件等の整理が重要となる。少なくとも以下に示す

項目を適切に整理して、プロポーザルの提案者に提示する必要がある。 
❑ 基本構想又は整備方針（建築又は大規模な改修の目的等） 
❑ 敷地概要（所在地、敷地面積、用途地域、建ぺい率、容積率、防火地域の指定、

上下水道及びガス等の供給処理施設及び交通条件等） 
❑ 施設概要（用途、構造、利用状況及び今後の利用予測及び計画所要室等） 
❑ 大規模な改修の場合にあっては、現施設の概要等 
❑ 実施スケジュール（基本設計業務期間、実施設計業務期間、施工期間、供用開始

時期及び地質調査時期等） 
❑ 利用者、利用予定者等からの要望事項等 
❑ 技術提案を求める各テーマ（環境配慮を含む。）に関する項目 
❑ 審査基準及び審査体制 

 
５５－－２２  手手続続開開始始のの公公示示 

① 公募型又は簡易公募型プロポーザルの場合は、技術提案書の提出者を選定するため、

本手続への参加の希望を表明する書類（以下「参加表明書」という。）の提出を求

めるものとする。 
② 参加表明書の受領期限は、原則として、「５－４ ①」の説明書の交付を開始した翌

日から起算して 10 日とする。 
③ 参加表明書の提出を求める場合には、官報等に次に掲げる事項を公示するものとす

る。 
1) 業務名、業務内容及び履行期限 
2) 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するため

の基準 
   ※評価項目、評価の着目点、判断基準、評価のウェート 
3) 技術提案書を特定するための評価基準 
   ※評価項目、評価の着目点、判断基準、評価のウェート 
4) 担当部局 
5) 説明書の交付期間、場所及び方法 
6) 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 
7) 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法 
8) 手続において使用する言語及び通貨 
9) 契約書作成の要否 
10) 関連情報を入手するための照会窓口 
11) その他発注者が必要と認める事項 

④ ③の公示において、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。 
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❑ 大規模な改修の場合にあっては、現施設の概要等 
❑ 実施スケジュール（基本設計業務期間、実施設計業務期間、施工期間、供用開始

時期及び地質調査時期等） 
❑ 利用者、利用予定者等からの要望事項等 
❑ 技術提案を求める各テーマ（環境配慮を含む。）に関する項目 
❑ 審査基準及び審査体制 

 
５５－－２２  手手続続開開始始のの公公示示 

① 公募型又は簡易公募型プロポーザルの場合は、技術提案書の提出者を選定するため、

本手続への参加の希望を表明する書類（以下「参加表明書」という。）の提出を求

めるものとする。 
② 参加表明書の受領期限は、原則として、「５－４ ①」の説明書の交付を開始した翌

日から起算して 10 日とする。 
③ 参加表明書の提出を求める場合には、官報等に次に掲げる事項を公示するものとす

る。 
1) 業務名、業務内容及び履行期限 
2) 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するため

の基準 
   ※評価項目、評価の着目点、判断基準、評価のウェート 
3) 技術提案書を特定するための評価基準 
   ※評価項目、評価の着目点、判断基準、評価のウェート 
4) 担当部局 
5) 説明書の交付期間、場所及び方法 
6) 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 
7) 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法 
8) 手続において使用する言語及び通貨 
9) 契約書作成の要否 
10) 関連情報を入手するための照会窓口 
11) その他発注者が必要と認める事項 

④ ③の公示において、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。 
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1) 業務名 
2) 参加表明書及び技術提案書の受領期限 
3) 説明書を入手するための照会窓口 

 
５５－－３３  参参加加表表明明書書のの内内容容 

参加表明書には、当該業務の特性に応じて次に掲げる事項の中から選択したものを記載さ

せるものとする。 
①  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条に基づく登録状況等 
②  保有する技術職員の状況 
③  同種又は類似の業務の実績 
④  当該業務の実施体制 
⑤  その他必要と認められる事項 

 
５５－－４４  説説明明書書のの交交付付 

① 手続開始の公示後速やかに、②に掲げる事項を記載した説明書の交付を開始するも

のとし、技術提案書の受領期限の日の前日まで交付するものとする。 
② 説明書には、「５－２ ③」（「５－２ ③ 5)」を除く。）に掲げる事項及び次に掲

げる事項を記載するものとする。 
1) 業務の詳細な説明（要求すべき環境保全性能を含むものとする。） 
2) 参加表明書及び技術提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先 
3) 説明書に対する質問の受領期間、提出場所、提出方法及びその回答方法 
4) 支払条件 
5) 審査基準等 
6) その他必要と認められる事項 

③ ②に掲げるもののほか、説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとす

る。 
1) 受領期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び技術提案書の提出者とし

て選定された旨の通知を受けなかった場合は、技術提案書を提出できないこと 
2) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする

こと 
3) 提出された参加表明書は、返却しないこと 
4) 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の提出者の選定及び技術

提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないこと 
5) 受領期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認め

ないこと。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、

変更することはできないこと 
6) 参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は技術提
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案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うこと

があること 
④ 説明書は、別冊として、手続開始の公示の写し、契約書案、見積心得、図面（必要

な場合のみ。）、仕様書及び現場説明書を含めるものとする。 
⑤ 説明書において、「政府調達に関する苦情の処理手続」（平成 7 年 12 月 14 日付け

政府調達苦情推進本部決定）により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し

立てることができる旨を明らかにするものとする。 

 
５５－－５５  技技術術提提案案書書のの提提出出者者のの選選定定 

① 手続開始の公示及び説明書において明示した技術提案書の提出者に要求される資格

及び技術提案書の提出者を選定するための基準に基づき、参加表明書を提出した者

の審査を行い、参加表明書を提出した者の中から技術提案書の提出者を 3 から 5 社

程度選定し、技術提案書の提出者として選定した旨の通知を行うとともに、技術提

案書の提出要請書を送付するものとする。 
② ①の通知から技術提案書の提出までの期間は、公募型の場合は原則として、40 日間

以上とする（簡易公募型の場合は 15～40 日間。）。 
③ 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基

準の決定並びに参加表明書を提出した者の審査に当たっては、「５－９」の審査委

員会を活用するものとする。 
④ 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基

準は、「５－３」に掲げる事項について定めるものとする。 
⑤ 参加表明書を提出した者のうち、当該業務について技術提案書の提出者として、選

定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由（以下「非選

定理由」という。）を書面により通知するものとする。 
⑥ ⑤の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日（行政機関の休日に

関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない）

以内に、書面により、非選定理由についての説明を求めることができるものとする。 
⑦ 非選定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日

の翌日から起算して 10 日以内に、書面により回答するものとする。 
⑧ ⑤から⑦までに掲げる事項については、説明書において明らかにするとともに、⑥

に掲げる事項については、⑤の通知において明らかにするものとする。 
⑨ ⑤の通知は、①の通知と同時に行うとともに、非選定理由については、公示及び説

明書において明示した技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出

者を選定するための基準の各項目のいずれの観点から選定しなかったかを明らかに

するものとする。 
⑩ ⑦の回答内容を「５－９」の審査委員会に報告するものとする。 
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案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うこと

があること 
④ 説明書は、別冊として、手続開始の公示の写し、契約書案、見積心得、図面（必要

な場合のみ。）、仕様書及び現場説明書を含めるものとする。 
⑤ 説明書において、「政府調達に関する苦情の処理手続」（平成 7 年 12 月 14 日付け

政府調達苦情推進本部決定）により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し

立てることができる旨を明らかにするものとする。 

 
５５－－５５  技技術術提提案案書書のの提提出出者者のの選選定定 

① 手続開始の公示及び説明書において明示した技術提案書の提出者に要求される資格

及び技術提案書の提出者を選定するための基準に基づき、参加表明書を提出した者

の審査を行い、参加表明書を提出した者の中から技術提案書の提出者を 3 から 5 社

程度選定し、技術提案書の提出者として選定した旨の通知を行うとともに、技術提

案書の提出要請書を送付するものとする。 
② ①の通知から技術提案書の提出までの期間は、公募型の場合は原則として、40 日間

以上とする（簡易公募型の場合は 15～40 日間。）。 
③ 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基

準の決定並びに参加表明書を提出した者の審査に当たっては、「５－９」の審査委

員会を活用するものとする。 
④ 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基

準は、「５－３」に掲げる事項について定めるものとする。 
⑤ 参加表明書を提出した者のうち、当該業務について技術提案書の提出者として、選

定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由（以下「非選

定理由」という。）を書面により通知するものとする。 
⑥ ⑤の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日（行政機関の休日に

関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない）

以内に、書面により、非選定理由についての説明を求めることができるものとする。 
⑦ 非選定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日

の翌日から起算して 10 日以内に、書面により回答するものとする。 
⑧ ⑤から⑦までに掲げる事項については、説明書において明らかにするとともに、⑥

に掲げる事項については、⑤の通知において明らかにするものとする。 
⑨ ⑤の通知は、①の通知と同時に行うとともに、非選定理由については、公示及び説

明書において明示した技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出

者を選定するための基準の各項目のいずれの観点から選定しなかったかを明らかに

するものとする。 
⑩ ⑦の回答内容を「５－９」の審査委員会に報告するものとする。 
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５５－－６６  選選定定通通知知／／提提出出要要請請書書のの送送付付 

技術提案書の提出要請書に次に掲げる事項を記載するものとする。 
なお、技術提案書を特定するための評価基準については、「５－９」の審査委員会を経て

決定するものとする。 
①  業務の詳細な説明 
②  技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 
③  技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限 
④  技術提案書を特定するための評価基準 
⑤  技術提案書の提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、

受付期間及びその回答方法 
⑥  書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位 
⑦  契約書案、仕様書案 
⑧  その他必要と認められる事項 

なお、提出書類の簡素化等を図るため、業務内容に応じて具体的な技術提案を求めるテー

マを示し、当該テーマに対する提案を求めるものとする。この場合において、提出を要求す

る書類は、必要最小限とするものとする。また、説明書及び技術提案書の提出要請書に提出

書類の様式を定め、ページ数や図表枚数等を規定するものとする。 
なお、技術提案のテーマ設定に当たっては、温室効果ガス等の排出削減に関する内容（自

然エネルギー等の積極的な利用を含む。）を含めるものとする。 
（技術提案のテーマ設定例） 

・ZEB Oriented 相当以上を達成するための設計上の配慮事項について 
・施設の特性を踏まえた機能・品質を確保した上で徹底した省エネルギー対策に取り

組むための設計上の配慮事項について 
・地域性を考慮した環境負荷の抑制と自然エネルギーの活用に関する設計上の配慮事

項について 
・本施設に適用すべき LCCO2削減技術及びそれを決定していく上で考慮すべき要素に

ついて 
・本施設の特性を考慮した、効果的な環境負荷低減に関する設計の考え方に対する提

案について（一般的項目の網羅的提示ではなく、気候・敷地・形状・周辺状況等を

考慮し、より効果的な方策を示すこと） 
・積雪・寒冷地に立地する施設について、温室効果ガス排出量の削減を行うための気

候風土及びコストを踏まえた環境負荷低減方策の提案について 

 
５５－－７７  ヒヒアアリリンンググのの実実施施 

原則として配置予定管理技術者又は担当技術者を対象に技術提案書の内容についてヒアリ

ングを実施するものとする。 
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５５－－８８  技技術術提提案案書書のの特特定定・・通通知知 

① 提出された技術提案書について、技術提案書を特定するための評価基準に基づき、

「５－９」の審査委員会の審査を経て、当該業務について技術的に最適なものを特

定するものとする。 
② ①により特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した旨の通知を

行うものとする。 
③ 技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかったものに対して、技術提

案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」という。）

を書面により通知するものとする。 
④ ③の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日（行政機関の休日に

関する法律第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。）以内に、書面により、

非特定理由についての説明を求めることができるものとする。 
⑤ 非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日

の翌日から起算して 10 日以内に、書面により回答するものとする。 
⑥ ③から⑤までに掲げる事項については、技術提案書の提出要請書において明らかに

するとともに、④に掲げる事項については、③の通知において明らかにするものと

する。 
⑦ ③の通知は、②の通知と同時に行うとともに、非特定理由については、技術提案書

を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったかを明らか

にするものとする。 
⑧ ⑤の回答内容を「５－９」の審査委員会に報告するものとする。 

 
５５－－９９  審審査査体体制制 

① 審査委員会を組織し、次に掲げる事項を調査審議し、報告するものとする。 
1) 技術提案書を特定するための評価基準の決定 
2) 技術提案書の提出を依頼する者の選定 
3) 技術提案書の特定 

② ①の審査委員会には技術提案を適切に審査できることが可能な各種技術力のある人

員を適切なバランスで配するものとし、必要があると認めるときは、委員以外の者

の意見を求めるものとする。 
また、審査委員会の構成についても、公平性・透明性確保の観点から、必要に応

じて第三者の専門家などを加えるとともに、公表されることが望ましい。 
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５５－－８８  技技術術提提案案書書のの特特定定・・通通知知 

① 提出された技術提案書について、技術提案書を特定するための評価基準に基づき、

「５－９」の審査委員会の審査を経て、当該業務について技術的に最適なものを特

定するものとする。 
② ①により特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した旨の通知を

行うものとする。 
③ 技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかったものに対して、技術提

案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」という。）

を書面により通知するものとする。 
④ ③の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日（行政機関の休日に

関する法律第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。）以内に、書面により、

非特定理由についての説明を求めることができるものとする。 
⑤ 非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日

の翌日から起算して 10 日以内に、書面により回答するものとする。 
⑥ ③から⑤までに掲げる事項については、技術提案書の提出要請書において明らかに

するとともに、④に掲げる事項については、③の通知において明らかにするものと

する。 
⑦ ③の通知は、②の通知と同時に行うとともに、非特定理由については、技術提案書

を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったかを明らか

にするものとする。 
⑧ ⑤の回答内容を「５－９」の審査委員会に報告するものとする。 

 
５５－－９９  審審査査体体制制 

① 審査委員会を組織し、次に掲げる事項を調査審議し、報告するものとする。 
1) 技術提案書を特定するための評価基準の決定 
2) 技術提案書の提出を依頼する者の選定 
3) 技術提案書の特定 

② ①の審査委員会には技術提案を適切に審査できることが可能な各種技術力のある人

員を適切なバランスで配するものとし、必要があると認めるときは、委員以外の者

の意見を求めるものとする。 
また、審査委員会の構成についても、公平性・透明性確保の観点から、必要に応

じて第三者の専門家などを加えるとともに、公表されることが望ましい。 

 

 

－101－ 

６．環境配慮型プロポーザル方式の推進 

６６－－１１  フフィィーードドババッックク 

プロポーザル方式では、実現性の伴わない技術提案がなされる可能性も懸念される。 
このため、環境配慮型プロポーザル方式を実施した建築物において、環境保全性能に係る

情報の蓄積を図り、その評価結果を公表するとともに、発注者は、以後の事業に対しフィー

ドバックしていくことが重要である。 

 
６６－－２２  環環境境保保全全性性能能のの評評価価 

環境配慮契約法の目的より、設計された建築物の環境評価については、LCCO2 や省エネ性

能等を的確に評価する事が重要である。環境配慮型プロポーザル方式を採用した業務におい

ては、設計成果について総合的な環境保全性能及びライフサイクル二酸化炭素排出量

（LCCO2）の評価を設計者（契約の相手方）に求めるものとする。 
国等の施設の評価手法としては、官庁施設にあっては「官庁施設の環境保全性基準」、住

宅の用途にあっては「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「評価方法基準72」が

既に国土交通省によって策定されている。 
また、建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）73等も普及しており、環境配慮型プロ

ポーザル方式によって設計者が選定された施設については、これらの基準によって評価を行

うことを推奨する。 

 
６６－－３３  地地方方公公共共団団体体等等へへのの支支援援 

環境配慮契約法第 11 条において、地方公共団体及び地方独立行政法人は、「当該地方公共

団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関

する方針」を作成するよう努めるものとされている。 
しかしながら、地方公共団体等にあっては、環境配慮型プロポーザル方式を推進していく

体制を構築することが困難である場合も考えられるため、可能な限り国が支援することが重

要である。 

（１）国からの情報提供 

環境配慮契約法第 10 条において、「国は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の

推進に資するため、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した

契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとす

る。」とされているため、提供する情報の項目、内容等を検討し、速やかに公表するものと

する。 

 
72 「日本住宅性能表示基準・評価方法基準 技術解説 2006」（工学図書株式会社）。概要は「２－２」を参照 
73 CASBEE ホームページ：http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ 
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（２）留意点 

環境配慮型プロポーザル方式を今後実施していくに当たっては、専門の知識を持った技術

者が発注組織側に必要となるが、例えば既存のプロポーザル方式に対する支援体制の活用や、

第三者性の確保を前提として民間の専門家を発注者の支援者として登用するなど、発注者と

して構想段階から民間の設計事業者又は設計事業者チームと連携を図っていくことも考えら

れ、官民協働の体制づくりを検討する必要がある。 
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（２）留意点 

環境配慮型プロポーザル方式を今後実施していくに当たっては、専門の知識を持った技術

者が発注組織側に必要となるが、例えば既存のプロポーザル方式に対する支援体制の活用や、

第三者性の確保を前提として民間の専門家を発注者の支援者として登用するなど、発注者と

して構想段階から民間の設計事業者又は設計事業者チームと連携を図っていくことも考えら

れ、官民協働の体制づくりを検討する必要がある。 
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ⅤⅤ-3．建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項に

ついて 
 

１．はじめに 

１１－－１１  建建築築物物のの維維持持管管理理にに係係るる契契約約にに関関すするる基基本本的的事事項項 

環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の維

持管理に係る契約の位置づけ、並びに建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は、

以下のとおりである。 

そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 ⅤⅤ-4-2…

建築物の設計に係る契約

建築物の維持管理に係る契約

建築物の改修に係る契約

ESCO事事業業にに係係るる契契約約

ⅤⅤ-1

ⅤⅤ-2

ⅤⅤ-3

ⅤⅤ-4

ⅤⅤ-4-1

…

…

…

…

…

建築物に係る契約

 

図Ⅴ－3.1－1 基本方針における建築物の維持管理に係る契約の位置づけ 

 

②建築物の維持管理に係る契約 

建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の

削減に配慮した内容を契約図書に明記するものとする。 

・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、対象となる施設のエネルギー使用実態、

特性等を踏まえ、複数年契約、複数施設の一括発注等、運用改善に資する契約方式の検

討を行うものとする。 

・建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以外の要

素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の

削減に配慮する内容を含む提案を求めるものとする。 

・建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー

消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるも

のとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するものとする。 
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・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、調達

者において設定するものとする。 

 
１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物の維持管理に係る契

約に関する基本的事項を踏まえ、発注者が具体的に建築物の維持管理に係る契約を締結する

際の参考として使用されることを想定し、維持管理に係る契約に当たっての基本的な考え方

や契約の具体的な内容、実際の事務手続等について説明したものである。 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該建築物の用途・特性、地域の実情等

を踏まえ、発注者が適切に対応することが必要である。 
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・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、調達

者において設定するものとする。 

 
１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物の維持管理に係る契

約に関する基本的事項を踏まえ、発注者が具体的に建築物の維持管理に係る契約を締結する

際の参考として使用されることを想定し、維持管理に係る契約に当たっての基本的な考え方

や契約の具体的な内容、実際の事務手続等について説明したものである。 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該建築物の用途・特性、地域の実情等

を踏まえ、発注者が適切に対応することが必要である。 
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２．契約方式の解説 

２２－－１１  建建築築物物のの維維持持管管理理にに係係るる契契約約のの基基本本的的考考ええ方方 

建築物の運用段階に起因する温室効果ガス等の排出削減を図り、可能な限り早期の ZEB 化

を推進する観点から、建築物の維持管理に係る契約の基本的な考え方及びその対応の方向は、

以下のとおりである。なお、建築物におけるエネルギー消費量や温室効果ガス排出量等は、

当該施設の目的・用途等により異なるため、同一用途の施設等を参考に、当該施設における

省エネルギー対策及びその効果を検討の上、維持管理に係る業務を発注することが望ましい。 
❑ 建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排

出の削減に配慮した内容を契約図書に明記すること。 
❑ 建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、対象となる施設のエネルギー使用

実態、特性等を踏まえ、複数年契約、複数施設の一括発注等、運用改善に資する契

約方式の検討を行うこと。 
➔ 維持管理の運用段階において施設規模・運用管理体制に応じた管理レベルの設

定及びエネルギー消費量等のデータ計測・分析等の実施が重要であること 
➔ 維持管理の運用改善に資する複数年契約方式、複数施設の一括発注等の可能性

について、当該施設のエネルギー使用の実態や建物の特性等を踏まえた検討が

重要であること 
❑ 建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以外

の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガス等

の排出の削減に配慮する内容を含む提案を求めること。 
❑ 建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネル

ギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に

求めること。また、運用実績データを改修計画の検討に活用すること。 
➔ エネルギー消費量等のデータ計測・分析、分析結果を踏まえた運用改善が可能

と判断される事業者（エコチューニング事業者等）の選定が重要であること 
➔ 蓄積された維持管理の運用段階におけるデータを次期改修計画の検討に活用す

ることが重要であること 
❑ 具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、

調達者において設定すること。 
ただし、発注する維持管理業務の内容によっては、直接的に温室効果ガス等の排出削減を

図ることが容易ではない場合もあること等から、このような場合にあっては、温室効果ガス

等の排出削減の可能性を勘案し、調達者が当該施設の用途・特性等を踏まえ、適切に要求仕

様及び入札条件を設定し、可能な範囲で環境配慮契約を実施するものとする。 
なお、過度な省エネルギー対策によって、建築物内の人の健康をそこなうことがないよう、

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（昭和 45 年法律第 20 号）に基づく建築

物環境衛生管理基準を遵守しつつ、温室効果ガス等の排出削減を行うものとする。 
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２２－－２２  対対象象ととすするる業業務務範範囲囲等等 

（１）対象とする業務範囲 

一般に建築物の維持管理に係る業務は、建築物自体の維持管理、当該施設に導入されてい

る設備機器等の維持管理、環境衛生管理、清掃、廃棄物処理、施設の警備、受付や電話交換

等広範多岐にわたっている。また、業務の発注に当たっては、各業務を単独で発注する場合、

複数業務を包括化して発注する場合、さらに業務量が多い場合にあっては、逆に業務を分割

化して発注する場合もあり、発注方法も一定ではない。 
建築物の維持管理に係る契約においては、これら多くの業務のうち、施設の導入設備・機

器等の適切な運転保守管理、運用改善等の実施により温室効果ガス排出削減が期待される電

気設備保守管理業務、機械設備保守管理業務及びエレベーターを中心とした搬送設備保守管

理業務を含む業務を主な対象とする74。また、建築物の維持管理に係る契約の発注に当たって

は、表Ⅴ－3.2－1 に示した「建築物の維持管理に係る環境配慮契約のチェックリスト（例）75」

を参考に、省エネルギー・脱炭素対策等に資する環境配慮契約として仕様等の契約図書に盛

り込むことも考えられる。 
なお、前記 3 業務以外の業務にあっても、温室効果ガス等の排出の削減に資する維持管理

業務と判断される場合は、維持管理に係る契約の対象業務として選定することを推奨するも

のである。 

（２）公共サービス改革法に基づく取組 

建築物の維持管理に係る契約については、「競争の導入による公共サービスの改革に関す

る法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「公共サービス改革法」という。）」に基づく公共サ

ービス改革基本方針の改定（平成 22 年 7 月閣議決定）において、国の行政機関等76の施設の

うち、霞が関に所在する合同庁舎を始めとする庁舎の管理・運営業務が、官民競争入札又は

民間競争入札の対象事業として選定され、以降、比較的大規模な施設を中心に、多くの施設

における管理・運営業務が対象事業として選定され、民間競争入札が実施されている。これ

らの管理・運営業務は、複数の業務を包括化するとともに、複数年契約で発注される場合が

多く、また、原則として総合評価落札方式が採用されている77。 

 
74 「建築保全業務共通仕様書（令和 5 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）における「電気設備」「機械

設備」「搬送設備」における定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保守に関連する業務を想定。なお、

共通仕様書については、適宜改定が行われることから、必要に応じ最新の共通仕様書を参照されたい。 
75 チェックリスト及び個別対策については、チェック項目を含め適宜見直すことから、環境省ホームページにお

いて公開されている最新の情報を参照されたい（具体的・詳細な対策内容もハイパーリンクにより可能な限り提

供）。また、建築物の維持管理における環境配慮の取組を進めるためには、その推進体制の整備も重要である。 
76 公共サービス改革法における対象機関は、国の行政機関、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法

人及び特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法

人であって、総務省設置法（平成 11 年法律第 91 号）第 4 条第 1 項第 9 号の規定の適用を受けるもの（株式会社

であるものであって、株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫以外のものを除く。）となっており、

概ね環境配慮契約法の対象機関と合致している。 
77 内閣府「施設管理・運営業務に係る民間競争入札の効果に関する調査」（平成 28 年 1 月）。 
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２２－－２２  対対象象ととすするる業業務務範範囲囲等等 

（１）対象とする業務範囲 

一般に建築物の維持管理に係る業務は、建築物自体の維持管理、当該施設に導入されてい

る設備機器等の維持管理、環境衛生管理、清掃、廃棄物処理、施設の警備、受付や電話交換

等広範多岐にわたっている。また、業務の発注に当たっては、各業務を単独で発注する場合、

複数業務を包括化して発注する場合、さらに業務量が多い場合にあっては、逆に業務を分割

化して発注する場合もあり、発注方法も一定ではない。 
建築物の維持管理に係る契約においては、これら多くの業務のうち、施設の導入設備・機

器等の適切な運転保守管理、運用改善等の実施により温室効果ガス排出削減が期待される電

気設備保守管理業務、機械設備保守管理業務及びエレベーターを中心とした搬送設備保守管

理業務を含む業務を主な対象とする74。また、建築物の維持管理に係る契約の発注に当たって

は、表Ⅴ－3.2－1 に示した「建築物の維持管理に係る環境配慮契約のチェックリスト（例）75」

を参考に、省エネルギー・脱炭素対策等に資する環境配慮契約として仕様等の契約図書に盛

り込むことも考えられる。 
なお、前記 3 業務以外の業務にあっても、温室効果ガス等の排出の削減に資する維持管理

業務と判断される場合は、維持管理に係る契約の対象業務として選定することを推奨するも

のである。 

（２）公共サービス改革法に基づく取組 

建築物の維持管理に係る契約については、「競争の導入による公共サービスの改革に関す

る法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「公共サービス改革法」という。）」に基づく公共サ

ービス改革基本方針の改定（平成 22 年 7 月閣議決定）において、国の行政機関等76の施設の

うち、霞が関に所在する合同庁舎を始めとする庁舎の管理・運営業務が、官民競争入札又は

民間競争入札の対象事業として選定され、以降、比較的大規模な施設を中心に、多くの施設

における管理・運営業務が対象事業として選定され、民間競争入札が実施されている。これ

らの管理・運営業務は、複数の業務を包括化するとともに、複数年契約で発注される場合が

多く、また、原則として総合評価落札方式が採用されている77。 

 
74 「建築保全業務共通仕様書（令和 5 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）における「電気設備」「機械

設備」「搬送設備」における定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保守に関連する業務を想定。なお、

共通仕様書については、適宜改定が行われることから、必要に応じ最新の共通仕様書を参照されたい。 
75 チェックリスト及び個別対策については、チェック項目を含め適宜見直すことから、環境省ホームページにお

いて公開されている最新の情報を参照されたい（具体的・詳細な対策内容もハイパーリンクにより可能な限り提

供）。また、建築物の維持管理における環境配慮の取組を進めるためには、その推進体制の整備も重要である。 
76 公共サービス改革法における対象機関は、国の行政機関、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法

人及び特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法

人であって、総務省設置法（平成 11 年法律第 91 号）第 4 条第 1 項第 9 号の規定の適用を受けるもの（株式会社

であるものであって、株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫以外のものを除く。）となっており、

概ね環境配慮契約法の対象機関と合致している。 
77 内閣府「施設管理・運営業務に係る民間競争入札の効果に関する調査」（平成 28 年 1 月）。 
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表Ⅴ－3.2－1 建築物の維持管理に係る環境配慮契約のチェックリスト（例） 

  チェック項目費用
発生

技術者
支援等

日常業務要求
事項対策・設備等

業者実施自ら実施

□□専門技術者の配置●
業務の実施体制

□□同種・類似業務（同等の施設用途・設備等）の実績●

□□主要設備の運転記録●

点検・保守等 □□設備の日常点検・保守●

□□主要設備の管理標準の設定●

□□定期的（月/四半期/年など）なエネルギー使用量の把握●●エネルギー管理
□□スケジュール運転の適正化●●

熱源・熱搬送設備

□□運転時間の最適化●●

□□起動時間の適正化●●

□□燃焼設備の空気比の適正化●

□□冷温水出口温度・冷却水設定温度の適正化●

□□冷温水ポンプの冷温水流量の適正化●

□□熱源機のブロー量の適正化●

□□自動制御の動作確認、機器台数・容量の最適化●

□□フロン類の漏えい防止及び点検●●

□□設定温度・湿度の適正化●●

空調・換気設備

□□起動時刻の適正化●●

□□週間・年間等のスケジュール運転●●

□□運転時間の短縮など機器の起動・停止の最適化●●

□□窓、扉の開閉状況確認●●

□□フィルタの定期清掃●

□□夏季の室外機の日よけ、散水●

□□ブラインド、カーテンの有効利用●●

□□空調の障害となる間仕切り、家具等の配置の変更●

□□室外機のショートサーキットの防止●

□□吹き出し口の位置、方向の調整●

□□共用部の空調停止、空調緩和又は外気空調方式●

□□ウォーミングアップ時の外気取入の停止●

□□ウォーミングアップ時の運転時間の適正化●

□□外気導入量の適正化●

□□夜間等の冷気取り入れ●

□□冷暖房の混合使用によるエネルギー損失の防止●

□□常時開放部分からの外気侵入の遮断●

□□室内温度分布の定期的な把握●

□□各種センサを含む自動制御装置の適正保守●

□□用途別・時間帯別等の空調系統の再分化●

□□断熱性能の向上（窓、開口部など）●

□□高効率空調機への更新●

□□フロン類の漏えい防止及び点検●●

□□不要場所・時間帯の換気制限●●

□□換気量・換気回数の適正化●  
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表Ⅴ－3.2－1 建築物の維持管理に係る環境配慮契約のチェックリスト（例）（つづき） 

  チェック項目費用
発生

技術者
支援等

日常業務要求
事項対策・設備等

業者実施自ら実施

□□受変電室の設定温度の適正化●

電気設備
□□デマンドの状況に応じたこまめな調整●

□□変圧器の統合（既存設備の活用）●

□□変圧器の無負荷遮断●

□□電力デマンド制御の導入●

□□照明を使用していない場所、時間帯のこまめな消灯●●

照明設備

□□作業スペースの過剰照明の間引き●●

□□廊下、ホールの消灯、間引き●●

□□残業時間帯における部分的強制消灯●●

□□清掃による照明効率の向上●

□□日照時間に合わせた外灯の点灯時間・灯数の調整●

□□昼光利用とブラインド制御●●

□□照明の配線回路の分割による不要な場所の照明の消灯●

□□人感センサーによる点灯●

□□自動調光による滅光・消灯●

□□外灯の自動点灯、タイマー併用●

□□LED照明の導入●

□□冬季以外の給湯供給期間の短縮●●

給排水・給湯設備
□□給湯時間の制限、給湯範囲の縮小●●

□□給排水ポンプの流量・圧力の適正化●

□□給湯温度・循環水量の適正化●

□□給湯機内のスケール除去等●

□□利用時間の少ない時間帯における昇降機の一部停止●●
昇降設備・その他

□□その他の設備機器等の支障のない範囲の停止●●  
要求事項：契約図書に記載される業務の要求事項 
日常業務（自ら実施）：日常の点検・保守業務で対応可能なレベルであり、施設管理者等の担当者が実施可能 
日常業務（業者実施）：日常の点検・保守業務で対応可能なレベルであり、維持管理業者が実施する業務 
技術者支援等：技術者・専門家による一定の支援が必要となるレベル 
設備更新等：導入・更新等に対応する費用が発生するレベル（改修事業に反映） 

※「要求事項」及び「日常業務（自ら実施）」以外は実施に当たって費用の発生が想定される 

資料：環境省「温室効果ガス排出削減等指針ウェブサイト」、エコチューニング推進センター「エコ

チューニングを実践するための対策項目」、（一財）省エネルギーセンター「工場及びビルの

省エネチェックリスト」などを参考に作成 
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表Ⅴ－3.2－1 建築物の維持管理に係る環境配慮契約のチェックリスト（例）（つづき） 

  チェック項目費用
発生

技術者
支援等

日常業務要求
事項対策・設備等

業者実施自ら実施

□□受変電室の設定温度の適正化●

電気設備
□□デマンドの状況に応じたこまめな調整●

□□変圧器の統合（既存設備の活用）●

□□変圧器の無負荷遮断●

□□電力デマンド制御の導入●

□□照明を使用していない場所、時間帯のこまめな消灯●●

照明設備

□□作業スペースの過剰照明の間引き●●

□□廊下、ホールの消灯、間引き●●

□□残業時間帯における部分的強制消灯●●

□□清掃による照明効率の向上●

□□日照時間に合わせた外灯の点灯時間・灯数の調整●

□□昼光利用とブラインド制御●●

□□照明の配線回路の分割による不要な場所の照明の消灯●

□□人感センサーによる点灯●

□□自動調光による滅光・消灯●

□□外灯の自動点灯、タイマー併用●

□□LED照明の導入●

□□冬季以外の給湯供給期間の短縮●●

給排水・給湯設備
□□給湯時間の制限、給湯範囲の縮小●●

□□給排水ポンプの流量・圧力の適正化●

□□給湯温度・循環水量の適正化●

□□給湯機内のスケール除去等●

□□利用時間の少ない時間帯における昇降機の一部停止●●
昇降設備・その他

□□その他の設備機器等の支障のない範囲の停止●●  
要求事項：契約図書に記載される業務の要求事項 
日常業務（自ら実施）：日常の点検・保守業務で対応可能なレベルであり、施設管理者等の担当者が実施可能 
日常業務（業者実施）：日常の点検・保守業務で対応可能なレベルであり、維持管理業者が実施する業務 
技術者支援等：技術者・専門家による一定の支援が必要となるレベル 
設備更新等：導入・更新等に対応する費用が発生するレベル（改修事業に反映） 

※「要求事項」及び「日常業務（自ら実施）」以外は実施に当たって費用の発生が想定される 

資料：環境省「温室効果ガス排出削減等指針ウェブサイト」、エコチューニング推進センター「エコ

チューニングを実践するための対策項目」、（一財）省エネルギーセンター「工場及びビルの

省エネチェックリスト」などを参考に作成 
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２２－－３３  デデーータタ計計測測・・分分析析のの実実施施、、評評価価指指標標等等のの活活用用 

建築物における総エネルギー消費量や単位面積当たりのエネルギー消費量は、その目的・

用途等により大きく異なっており、施設の実態を踏まえた実効性の高い省エネルギー対策を

立案・実施するためには、エネルギー消費量の把握が第一歩となる。また、維持管理業務に

おいて達成すべき成果について適切に評価するため、可能な限り定量的な指標を設定するこ

とが求められる。 
維持管理の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータ計測・分析、評価指標等は、建

築物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出削減・脱炭素化に向けてすべての基盤であ

り、最も基本となるものである。 
このため、以下では、建築物の維持管理の運用段階における施設規模・運用管理体制に応

じた管理レベルの目安及び管理指標の設定、当該施設における省エネルギー対策、更には脱

炭素化を推進する上で重要となるエネルギー消費量や温室効果ガス排出量等のデータ計測・

分析等について記載する。また、既に省エネルギー診断を実施済みの施設やエネルギー管理

システムの導入施設における措置についても記載する。なお、以下の（１）については、原

則として、BEMS 等のエネルギー管理機能を新築・改修等によって新たに導入する、もしく

は運用している場合に参考とすることを想定しているが、既存の計量・計測によりエネルギ

ー管理が行われている場合においても、運用改善を図るためにエネルギー管理の目安を検討

する際の参考とすることも可能である。 

（１）エネルギー管理レベルの目安及び管理指標の設定 

① エネルギー管理機能の導入 

建築物に起因する温室効果ガス等の排出削減を図るためには、運用段階におけるエネル

ギー消費量等の実態把握を行うことが、当該施設における適切な省エネルギー対策を立

案・実践、さらに対策の実施効果を計測・検証するために最も基本となるものである。そ

のためには、建築物の企画・設計段階において、当該施設に必要となるエネルギー管理機

能が検討され、適切に導入されることにより、エネルギー消費量等の計測・分析、効果的

な運用改善が図られることとなる。企画・設計段階におけるエネルギー管理機能の検討に

当たっては、施設の供用後のエネルギー管理方法を踏まえることが必要である。具体的に

は、エネルギー消費量等の計測・計量区分や計測項目等について、運用段階におけるエネ

ルギー消費量や温室効果ガス排出量等の目標値の設定等を見据えつつ、当該施設の特性等

に応じて選定することが重要である。 
このため、エネルギー管理機能の検討に資するものとして、エネルギー管理機能の手引

きに示された施設の規模等の別にエネルギー管理レベルの目安を示すとともに、管理レベ

ルに応じた管理指標、管理指標に基づく計測・計量の区分・項目等を示すこととする。 
なお、建築物のエネルギー管理機能については、施設の整備に当たって検討を行うこと

が、効果的かつ合理的であることから、企画・設計段階において対応することが適切と考

えられるが、省エネルギー対策の推進を図る観点から、当該施設における計測・計量項目

や運用状況等を踏まえ、改修段階において改めて必要な機能等を検討の上、導入又は更新
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することも重要な取組である。 

② エネルギー管理レベルの目安 

施設におけるエネルギー管理については、一律なものではなく、各施設の規模、設備方

式、管理体制等に応じて検討を行い、適切に実施されるべきものである。 
前述の「Ⅴ-1．建築物に係る契約に関する基本的事項について」において示した表Ⅴ－

1.2－1 は施設規模・運用管理体制に応じたエネルギー管理レベル設定の目安及びエネルギ

ー管理の方法等をとりまとめたものであり、また、図Ⅴ－1.2－3 は施設規模等による管理

レベル設定の目安を図示したものである。管理レベルは BEMS 等のエネルギー管理機能の

導入に当たって参考となる目安であるが、当該施設の維持管理段階のエネルギー管理にお

けるデータ計測・分析等を実施する場合のエネルギー管理の目安として想定することで、

対応する管理指標による評価と併せ、適切な運用改善が図られるものと考えられる。 
管理レベル１は建物の総量のみを管理、管理レベル２は用途種別ごと、管理レベル３は

用途種別ごと・フロア（系統）ごと、管理レベル４はさらに機器あるいはシステムレベル

の性能を管理することを基本としている。 
なお、これらは管理レベルの目安として示したものであり、実際の導入に当たっては、

個別の施設ごとに管理レベルの設定を検討する必要がある。例えば小規模の施設であって

も重点的な管理が必要な場合に高い管理レベルを設定する、あるいは、大規模な施設にお

いて管理レベル４より高いレベルでエネルギー管理を行うなど、施設の実情に応じた管理

レベルを検討の上、適切に設定することを妨げるものではない。 

③ エネルギー管理指標、計測・計量項目等 

エネルギー管理レベルに応じたエネルギー管理指標（再掲）、計測・計量区分の導入の

考え方を整理したものが表Ⅴ－3.2－2 である。また、表Ⅴ－3.2－3 は、エネルギー管理レ

ベル及びエネルギー管理指標に基づく計測・計量項目例を示したものである。さらに、管

理レベル別の主要機器等の計測・計量項目例が表Ⅴ－3.2－4 である。なお、表Ⅴ－3.2－3
及び表Ⅴ－3.2－4 は例示であり、施設ごとに項目や計測設定について検討が必要である。 

施設のエネルギー管理を行うための指標（管理指標）は、エネルギー管理レベルに基づ

き、表Ⅴ－3.2－2 を目安として設定する。 
管理レベル１の管理指標は、施設全体のエネルギー使用量（電力・ガス等）の総量であ

り、水使用量についても、市水引込量、上水道使用量等主要なもののみの計量となる。こ

の場合は、請求書データや汎用表計算ソフトを用いた管理手法も考えられる。 
管理レベル２以上において管理すべき対象としては、一般的に省エネルギーのポテンシ

ャルが高いと考えられる熱源機器や熱源システム、空調搬送機器などがあげられる。 

なお、常駐の管理者が不在等で、日常的な熱源機器の運転管理や熱源システムの性能検

証がなされないことが想定される場合にあっても、定期点検時、季節の切替時や不具合発

生時においては、専門技術者等による確認に必要な情報となることから、中央式空調方式

が採用される施設においては、必要に応じて、主要熱源機器・熱源システムの性能等の管
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することも重要な取組である。 

② エネルギー管理レベルの目安 

施設におけるエネルギー管理については、一律なものではなく、各施設の規模、設備方

式、管理体制等に応じて検討を行い、適切に実施されるべきものである。 
前述の「Ⅴ-1．建築物に係る契約に関する基本的事項について」において示した表Ⅴ－

1.2－1 は施設規模・運用管理体制に応じたエネルギー管理レベル設定の目安及びエネルギ

ー管理の方法等をとりまとめたものであり、また、図Ⅴ－1.2－3 は施設規模等による管理

レベル設定の目安を図示したものである。管理レベルは BEMS 等のエネルギー管理機能の

導入に当たって参考となる目安であるが、当該施設の維持管理段階のエネルギー管理にお

けるデータ計測・分析等を実施する場合のエネルギー管理の目安として想定することで、

対応する管理指標による評価と併せ、適切な運用改善が図られるものと考えられる。 
管理レベル１は建物の総量のみを管理、管理レベル２は用途種別ごと、管理レベル３は

用途種別ごと・フロア（系統）ごと、管理レベル４はさらに機器あるいはシステムレベル

の性能を管理することを基本としている。 
なお、これらは管理レベルの目安として示したものであり、実際の導入に当たっては、

個別の施設ごとに管理レベルの設定を検討する必要がある。例えば小規模の施設であって

も重点的な管理が必要な場合に高い管理レベルを設定する、あるいは、大規模な施設にお

いて管理レベル４より高いレベルでエネルギー管理を行うなど、施設の実情に応じた管理

レベルを検討の上、適切に設定することを妨げるものではない。 

③ エネルギー管理指標、計測・計量項目等 

エネルギー管理レベルに応じたエネルギー管理指標（再掲）、計測・計量区分の導入の

考え方を整理したものが表Ⅴ－3.2－2 である。また、表Ⅴ－3.2－3 は、エネルギー管理レ

ベル及びエネルギー管理指標に基づく計測・計量項目例を示したものである。さらに、管

理レベル別の主要機器等の計測・計量項目例が表Ⅴ－3.2－4 である。なお、表Ⅴ－3.2－3
及び表Ⅴ－3.2－4 は例示であり、施設ごとに項目や計測設定について検討が必要である。 

施設のエネルギー管理を行うための指標（管理指標）は、エネルギー管理レベルに基づ

き、表Ⅴ－3.2－2 を目安として設定する。 
管理レベル１の管理指標は、施設全体のエネルギー使用量（電力・ガス等）の総量であ

り、水使用量についても、市水引込量、上水道使用量等主要なもののみの計量となる。こ

の場合は、請求書データや汎用表計算ソフトを用いた管理手法も考えられる。 
管理レベル２以上において管理すべき対象としては、一般的に省エネルギーのポテンシ

ャルが高いと考えられる熱源機器や熱源システム、空調搬送機器などがあげられる。 

なお、常駐の管理者が不在等で、日常的な熱源機器の運転管理や熱源システムの性能検

証がなされないことが想定される場合にあっても、定期点検時、季節の切替時や不具合発

生時においては、専門技術者等による確認に必要な情報となることから、中央式空調方式

が採用される施設においては、必要に応じて、主要熱源機器・熱源システムの性能等の管
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理指標を設定することも検討する。また、主要熱源機器・熱源システムの性能に係るデー

タをエネルギー管理機能にまで取り上げない場合にあっても、制御用として計測している

熱源廻りのデータについては、不具合発生時や改修時等に利用可能である。 

表Ⅴ－3.2－2 管理レベルに対応した管理指標等 

管 理 レ ベ ル
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

管理指標

施設全体のエネルギー使用量
(電力・ガス等)

施設全体の1次エネルギー消費
量（CO2排出量）

主な用途種別ごとのエネルギー
使用量（電力・ガス等）

施設全体の1次エネルギー消費
量（CO2排出量）

主な用途種別ごと、フロア又は
系統ごとのエネルギー使用量
（電力・ガス等）

主要機器・システムの性能（機
器COP、システムCOP等）

施設全体の1次エネルギー消費
量（CO2排出量）

主な用途種別ごと、フロア又は
系統ごとのエネルギー使用量
（電力・ガス等）

主要機器・システムの性能（空
調二次側を含む）

計測・計量
区分と項目
の考え方

総量のみ計測・計量（電力・ガ
ス等）

主な用途種別ごと（空調、照
明等、OAコンセント）のエネル
ギー使用量

主な用途種別ごと（空調、照
明等、OAコンセント）、フロア又
は系統ごとのエネルギー使用量

主要熱源・補機の電力・ガス消
費量、冷水（温水）熱量、流
量、出入口温度

用途種別ごと（空調、照明等、
OAコンセント）、フロア又は系
統ごとのエネルギー使用量

主要熱源・補機の電力・ガス消
費量、冷水（温水）熱量、流
量、出入口温度

二次側空調熱量（冷水（温
水））

空調機の電力消費量、冷水
（温水）熱量

データ収集・
保存方法

データ収集
➢ 請求書データ（1か月ごと）
保存方法
➢ 汎用表計算ソフトへの入力
及び管理

➢ （クラウド環境への保存）

データ収集
➢ 請求書データ（1か月ごと）
➢ エネルギー管理機能（1時間
ごと）

保存方法
➢ CSVファイルによるエクスポート
➢ データベース化
➢ （クラウド環境への保存）

データ収集
➢ 請求書データ（1か月ごと）
➢ エネルギー管理機能（1時間
ごと）

保存方法
➢ CSVファイルによるエクスポート
➢ データベース化
➢ （クラウド環境への保存）

データ収集
➢ 請求書データ（1か月ごと）
➢ エネルギー管理機能（10分
～1時間ごと）

保存方法
➢ CSVファイルによるエクスポート
➢ データベース化
➢ （クラウド環境への保存）  
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表Ⅴ－3.2－3 管理レベルに対応したエネルギー情報の種類と計測・計量例 

分類 管理レベル
計量例 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

電 力
計量計画

施設全体 受電電力 ○ ○ ○ ○

用途別 熱源、空調、換気、搬送、照明、コンセント、
衛生設備（給湯含む）等 ○ ○ ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○ ○

系統別 冷水系統、温水系統、低層系統、高層系統
等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、1次ポンプ、2次ポンプ等 △ ○ ○

受電電力量
最大値 受電電力 ○ ○ ○ ○

発電設備
発電量 非常用発電機、太陽光発電電力等 ○ ○ ○ ○

ガ ス 量
計量計画

ガス使用量総量 ガス引込量（中圧、低圧） ○ ○ ○ ○

用途別 熱源、給湯、厨房等 ○ ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、コジェネ、給湯器等 △ ○ ○

油使用量
計量計画

油使用量総量 油補給量 ○ ○ ○ ○

用途別 熱源、給湯等 ○ ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、給湯器等 △ ○ ○

熱 量
計量計画

負荷熱量総量 冷水、温水 △ ○ ○

用途別 熱源、給湯、厨房等 ○ ○

系統別 冷水系統、温水系統、低層系統、高層系統
等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、コジェネ、給湯器等 △ ○ ○

環 境
計量計画

外気温度 代表点 ○ ○ ○ ○

外気相対湿度 代表点 ○ ○ ○ ○

室内温度 主要室 △ △ ○

室内相対湿度 主要室 △ △ ○

室内CO2濃度 主要室 △ △ ○

水 量
計量計画

市水引込量 引込主管 ○ ○ ○ ○

上水使用量総量 上水供給主配管 ○ ○ ○ ○

雑用水処理量総量 処理水量（雨水、中水） ○ ○ ○

雑用水使用量総量 雑用水供給主管 ○ ○ ○

管理体制別 排水、雨水 ○ ○

用途別使用量 上水、雑用水、給湯、植栽、中水補給水、
冷却塔補給水等 ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○

 
○：計量・計測を検討する項目 
△：状況を踏まえ計量・計測を検討する項目（例えば制御用の計測の設置があり、利用可能な場合など） 
※：主要機器別の計測・計量の詳細は表Ⅴ－3.2－4 参照 
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表Ⅴ－3.2－3 管理レベルに対応したエネルギー情報の種類と計測・計量例 

分類 管理レベル
計量例 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

電 力
計量計画

施設全体 受電電力 ○ ○ ○ ○

用途別 熱源、空調、換気、搬送、照明、コンセント、
衛生設備（給湯含む）等 ○ ○ ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○ ○

系統別 冷水系統、温水系統、低層系統、高層系統
等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、1次ポンプ、2次ポンプ等 △ ○ ○

受電電力量
最大値 受電電力 ○ ○ ○ ○

発電設備
発電量 非常用発電機、太陽光発電電力等 ○ ○ ○ ○

ガ ス 量
計量計画

ガス使用量総量 ガス引込量（中圧、低圧） ○ ○ ○ ○

用途別 熱源、給湯、厨房等 ○ ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、コジェネ、給湯器等 △ ○ ○

油使用量
計量計画

油使用量総量 油補給量 ○ ○ ○ ○

用途別 熱源、給湯等 ○ ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、給湯器等 △ ○ ○

熱 量
計量計画

負荷熱量総量 冷水、温水 △ ○ ○

用途別 熱源、給湯、厨房等 ○ ○

系統別 冷水系統、温水系統、低層系統、高層系統
等 ○ ○

主要機器別※※ 熱源機、コジェネ、給湯器等 △ ○ ○

環 境
計量計画

外気温度 代表点 ○ ○ ○ ○

外気相対湿度 代表点 ○ ○ ○ ○

室内温度 主要室 △ △ ○

室内相対湿度 主要室 △ △ ○

室内CO2濃度 主要室 △ △ ○

水 量
計量計画

市水引込量 引込主管 ○ ○ ○ ○

上水使用量総量 上水供給主配管 ○ ○ ○ ○

雑用水処理量総量 処理水量（雨水、中水） ○ ○ ○

雑用水使用量総量 雑用水供給主管 ○ ○ ○

管理体制別 排水、雨水 ○ ○

用途別使用量 上水、雑用水、給湯、植栽、中水補給水、
冷却塔補給水等 ○

部門別
フロア別

部署別、エリア（事務室、共用部、駐車場
等）別、フロア別等 ○

 
○：計量・計測を検討する項目 
△：状況を踏まえ計量・計測を検討する項目（例えば制御用の計測の設置があり、利用可能な場合など） 
※：主要機器別の計測・計量の詳細は表Ⅴ－3.2－4 参照 
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表Ⅴ－3.2－4 管理レベルに対応したエネルギー情報の種類と計測・計量例 

機器分類 管理レベル
計測項目 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

熱源機器

空気熱源ヒートポンプユニット

電力消費量 △ ○ ○

冷水（温水）熱量 △ ○ ○

冷水（温水）流量 △ ○ ○

冷水（温水）出口／入口温度 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

冷凍機

電力消費量 △ ○ ○

冷水（温水）熱量 △ ○ ○

冷水（温水）流量 △ ○ ○

冷水（温水）出口／入口温度 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

吸収式冷温水発生機

電力消費量 △ ○ ○

燃料（ガス・油）消費量 △ ○ ○

冷水（温水）熱量 △ ○ ○

冷水（温水）流量 △ ○ ○

冷水（温水）出口／入口温度 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

ボイラー

電力消費量 △ ○ ○

燃料（ガス・油）消費量 △ ○ ○

温水熱量 △ ○ ○

温水流量 △ ○ ○

温水出口／入口温度 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

補 機 ・
冷却塔・
ポンプ等

冷水（温水）一次ポンプ 電力消費量 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

冷却水ポンプ 電力消費量 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

冷却塔
電力消費量 △ ○ ○

冷却水量 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

冷水（温水）二次ポンプ群

電力消費量 △ ○ ○

冷水（温水）熱量 △ ○ ○

冷水（温水）流量 △ ○ ○

冷水（温水）往／還水温度 △ ○ ○

運転時間 △ ○ ○

主 要 な
空調機器

空気調和機
主要ファン

電力消費量（ファン） △ ○

電力消費量（全熱交換器） △ ○

冷水（温水）処理熱量 △ ○

冷水（温水）流量 △ ○

冷水（温水）往／還水温度 △ ○

運転時間 △ ○

電力消費量（ファン） △ ○

運転時間 △ ○

主 要 な
衛生機器

衛生ポンプ 電力消費量 △ ○

運転時間 △ ○

給湯器
電力消費量 △ ○

燃料消費量 △ ○

運転時間 △ ○  
○：計量・計測を検討する項目 
△：状況を踏まえ計量・計測を検討する項目（例えば制御用の計測の設置があり、利用可能な場合など） 
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管理レベル1 総量

 

図Ⅴ－3.2－1 管理レベルに対応した計測のイメージ（管理レベル１） 

管理レベル2 総量＋用途別

 

図Ⅴ－3.2－2 管理レベルに対応した計測のイメージ（管理レベル２） 
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管理レベル1 総量

 

図Ⅴ－3.2－1 管理レベルに対応した計測のイメージ（管理レベル１） 

管理レベル2 総量＋用途別

 

図Ⅴ－3.2－2 管理レベルに対応した計測のイメージ（管理レベル２） 
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管理レベル3 総量＋用途別＋部門別・フロア別

 

図Ⅴ－3.2－3 管理レベルに対応した計測のイメージ（管理レベル３） 

管理レベル4 総量＋用途別＋部門別・フロア別＋機器別

 

図Ⅴ－3.2－4 管理レベルに対応した計測のイメージ（管理レベル４） 
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各管理レベルにおけるエネルギー測定箇所のイメージを図Ⅴ－3.2－1～図Ⅴ－3.2－4 に

示す。なお、エネルギー管理を目的とした計測点の他に、エネルギー管理以外を目的とし

た計測点も存在することから、実際の計測においては、目的に応じて適切に選択すること

が必要である。 

（２）ベンチマーク指標の活用 

① ベンチマーク指標の目的等 

建築物の維持管理に係る契約において、温室効果ガス等の排出削減に配慮した内容を契

約図書に明記し、具体的な成果を求める場合は、エネルギー消費量等に係る定量的な”指
標・ものさし”が必要となる。 

施設において使用されるエネルギーは、多くの場合、施設の特性に応じて電気、ガス（都

市ガス、LP ガス等）、油（重油・軽油・灯油等）等を組み合わせて使用しており、当該施

設における電気使用量及び燃料使用量の実績をエネルギーの種類別に把握することがエネ

ルギー消費量の算定・把握に当たっての基本となる。 
当該施設における総エネルギー消費量は、エネルギーの種類別に把握した使用量をそれ

ぞれ一次エネルギー消費量に換算することにより、同一単位のエネルギー消費量の合計と

して総エネルギー消費量が算定することができる。特にエネルギー管理レベル１が想定さ

れる施設にあっては、総エネルギー消費量とともに、各エネルギー種類別の構成について

も把握することにより、省エネルギー対策の立案に当たり対象となるエネルギーを検討す

るための基礎情報として活用することができる。 

表Ⅴ－3.2－5 ベンチマーク指標のイメージ 

管理指標 想定される
管理レベル 施設の諸元（例）

電力、ガス、油等の使用量
施設全体のエネルギー使用量
温室効果ガス総排出量

レベル1

地域別
建物用途
延床面積（㎡）
入居者数（人）
建物用途に関係する指標 等

施設全体の1次エネルギー消費量
主な用途種別ごとのエネルギー使用量（電力、ガス、
油等）

温室効果ガス排出量
レベル2

施設全体の1次エネルギー消費量
主な用途種別ごと、フロア又は系統ごとのエネルギー
使用量（電力、ガス、油等）

温室効果ガス排出量
レベル3

施設全体の1次エネルギー消費量
主な用途種別ごと、フロア又は系統ごとのエネルギー
使用量（電力、ガス、油等）

温室効果ガス排出量
レベル4

 

表Ⅴ－3.2－5 は、想定される管理レベルに対応したベンチマーク指標のイメージであり、

例えば、地域別や単位面積当たり、入居者数当たり、施設利用者数当たり等のエネルギー

消費量（又は温室効果ガス排出量）は、総エネルギー消費量のみでは単純な比較が困難な
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同一用途の施設等との比較評価のベンチマークとして活用可能となり、当該施設のエネル

ギー消費効率からみた“立ち位置”の把握とともに、当該施設や組織における取組を促し、

より高いレベルを目指すための目安になるものである。さらに、他の施設における優れた

省エネルギー対策等を参考とした効果的な対策の検討及び実施が可能となるものと考えら

れる。 
また、国及び独立行政法人等における取組に止まらず、地方公共団体や事業者等の参考

となることも期待される。 

表Ⅴ－3.2－6 当面算定するベンチマーク指標（例） 

対象 指標項目 施設の諸元

地域別

 エネルギー消費量（MJ）
温室効果ガス（CO2）排出量（kg-CO2）

延床面積（㎡）
入居者数（人）
 その他建物に関係する指標 等

建物用途

施設規模
 

② ベンチマーク指標の算定・公表及び活用 

上記①に示したベンチマーク指標の目的等を踏まえ、当面の間は、特に、同一の建物用

途や近隣地域における自らの「立ち位置」を認識するため、例えば表Ⅴ－3.2－6 に示した

ベンチマーク指標の算定・公表を継続的に実施し、情報の蓄積・精緻化を図るとともに、

各施設においてベンチマークとの比較による排出削減等に向けた取組の促進に寄与するも

のとする78。なお、図Ⅴ－3.2－5 は令和 5 年度及び 6 年度の 2 年間のデータから算定した一

般事務庁舎における単位面積当たりのエネルギー消費量の分布及びベンチマーク指標であ

り、図Ⅴ－3.2－6 は同じく単位面積当たりの温室効果ガス排出量の分布及びベンチマーク

指標である79。 
また、当該施設における維持管理の成果を評価するためのエネルギー管理指標の設定・

見直し（必要に応じて専門家等の支援・活用について検討することを推奨）により、管理

指標に基づく継続的な改善に向けた取組の実施が期待される。 

 

 
78 令和 5 年度及び 6 年度における建築物の維持管理に係る契約の締結実績から、一般事務庁舎、合同庁舎及び病

院について単位面積当たりのエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量を当面のベンチマーク指標の算定対象と

して選定したところ。 
79 ベンチマーク指標は外れ値（平均値の 1/5 未満又は 5 倍超）を除外した上で、中央値（50%値）による 10 段階

の等級評価（各等級とも概ね 10%程度）を実施。 
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平平均均値値：：979MJ/㎡㎡

中中央央値値：：733MJ/㎡㎡

 

図Ⅴ－3.2－5 一般事務庁舎のエネルギー消費原単位のベンチマーク指標（年間） 

平平均均値値：：50.2kg-CO2/㎡㎡

中中央央値値：：37.4kg-CO2/㎡㎡

 

図Ⅴ－3.2－6 一般事務庁舎の温室効果ガス排出原単位のベンチマーク指標（年間） 

（３）運用データの積極的な活用 

国の機関においては、政府実行計画において建築物の省エネルギー対策の徹底に向けて、
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図Ⅴ－3.2－5 一般事務庁舎のエネルギー消費原単位のベンチマーク指標（年間） 

平平均均値値：：50.2kg-CO2/㎡㎡

中中央央値値：：37.4kg-CO2/㎡㎡

 

図Ⅴ－3.2－6 一般事務庁舎の温室効果ガス排出原単位のベンチマーク指標（年間） 

（３）運用データの積極的な活用 

国の機関においては、政府実行計画において建築物の省エネルギー対策の徹底に向けて、
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省エネルギー診断の実施及び診断結果に基づくエネルギー消費機器や熱源の運用改善を行う

こと、エネルギー管理システム（BEMS）の導入等によるエネルギー消費の見える化及び最適

化を図り、庁舎のエネルギー使用について不断の運用改善に取り組むこととされている。こ

れら庁舎におけるエネルギー消費量等のデータを積極的に活用することにより、エネルギー

管理の徹底を図ることが極めて重要であることから、大規模な庁舎から省エネルギー診断の

実施及び BEMS の導入を進めることとされている。 
省エネルギー診断を実施した施設にあっては、診断結果に基づき設備・機器等の運用改善

を図るとともに、施設・機器等の更新時期等も踏まえ高効率な機器等を導入するなど、費用

対効果の高い合理的な対策を検討の上、対策を実施する。また、省エネルギー診断結果につ

いて、得られた知見を施設の規模や用途が類似している施設に横展開することも有効である。 
BEMS を導入している施設にあっては、エネルギー消費の可視化及びデータの分析結果に

基づくエネルギー消費の効率化の措置を講ずることが必要である。例えば、更なる省エネル

ギーを推進していく上で、エネルギー消費の実態把握（可視化）は不可欠なものであり、当

該施設におけるデータの集合体である BEMS のデータは、省エネルギーの余地を見つける上

で有益なものであることはもちろん、複数の施設の基本属性（用途、地域、面積等）別にデ

ータを収集・整理すれば、国・民間を問わず、詳細な省エネルギー対策をはじめとする各種

施策・事業を検討する上で、有益な情報となり得るものと期待される。また、こうしたエネ

ルギー関連データを継続的かつ適切に管理し、活用できる環境を整えておくことは、発注者・

受注者双方にとっても、合理的かつ適切な省エネルギー対策を検討・立案するための第一歩

となるものである。 
建築物における省エネルギーに係る手法として、エネルギー消費量等を詳細に分析・評価

し、その結果を踏まえ設備機器及びシステム等の適切な管理・運用を行うことにより、温室

効果ガスの排出削減が図られることとなる。そのため、省エネルギー診断を実施済みの施設、

BEMS を導入している施設においては、当該施設の運用時におけるエネルギー利用情報、主

要設備・システム等の性能に係るデータ等について広く情報提供を進めるとともに、類似規

模・用途の施設等においては、当該データを省エネルギー対策に積極的に活用していくこと

が求められる。 

 
２２－－４４  運運用用改改善善にに資資すするる契契約約方方式式・・契契約約方方法法等等 

建築物の維持管理に係る契約の基本的事項においては、「建築物の維持管理に係る契約を

発注する場合は、対象となる施設のエネルギー使用実態、特性等を踏まえ、複数年契約、複

数施設の一括発注等、運用改善に資する契約方式の検討を行うものとする」とされている。 
建築物の維持管理の運用段階において、十分な省エネルギー効果を発揮するためには、事

業者の能力に加え、当該施設の特性等を把握・分析し、その結果を踏まえた運用改善を図る

ための一定の運用期間も必要となってくるものと考えられる。また、管理レベル１のような

小規模の施設においては、一般にその規模に比例した発注規模となることが想定されること

から、事業者にとっても業務が非効率となり、入札等への参加者が限定される等の影響があ

るものと考えられる。 
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他方、前述のとおり、公共サービス改革法に基づき、建築物の維持管理業務の発注に当た

って、合同庁舎等の比較的大規模な施設においては、従前の単年度個別契約方式から複数の

業務を一括かつ複数年で発注する複数年包括発注方式への移行が図られる等の事例がみられ

るようになったところである。 
このため、以下では、建築物の維持管理に係る契約において、当該施設の運用改善に資す

る契約方式として複数年契約、複数施設の一括発注の考え方やメリット等を示すとともに、

専門性の観点から、データ計測・分析等に係る業務の分離発注の可能性の検討について記載

する。 

（１）複数年契約による発注 

一般の建築物の維持管理に係る契約においては、単年度契約が大宗を占めており、建築物

の特性等を踏まえた運用改善につなげ難い状況となる施設もあるものと考えられる。 
例えば、複数年契約を実施することは、単年度では把握しきれなかった当該施設のデータ

やノウハウを蓄積することができ、一層の運用改善につながるものと考えられる。また、単

年度契約では困難な PDCA サイクルによる継続的な運用改善も可能となるものと考えられ、

複数年にわたるエネルギー管理目標や温室効果ガスの削減目標等の設定及びその達成状況の

進行管理を行うことによる改善効果も期待される。 
このため、発注に当たっては、基本方針に定められたとおり、複数年契約の採用可能性に

ついて検討し、適切に対応を図るものとする。ただし、国の機関の施設においては、会計制

度上の制約から、複数年契約は困難な場合も考えられるため、後述（２）の複数施設の一括

発注と併せて検討することが望まれる。一方、制度上の制約の少ない独立行政法人等におい

ては複数年契約の一層の普及が期待される。 
また、副次的には発注側・受注側双方にとって契約期間中の契約更新手続が不要になる等

の事務負担の軽減も期待される。さらに受注者においては、複数年にわたる収入予測が可能

となり、計画的な設備投資や人材確保等による業務の効率化や実施体制の安定的確保を図る

ことも期待できる。 

（２）複数の施設における一括発注 

建築物の維持管理業務の発注に当たっては、周辺地域や同一組織・機関等の複数の施設に

おける設備機器等の導入状況等を踏まえ、業務を一括して発注する方式について検討するも

のとする。一括発注方式は、発注の規模を大きくすることにより、優良事業者の当該業務へ

の参入に対するインセンティブがはたらく可能性を高める等の競争環境の改善とともに、同

種の業務を複数まとめて発注することにより、コストの削減や業務の効率化など費用対効果

の向上も期待される。さらに、複数の施設においてエネルギー管理の IT 化を促進する等の効

果も期待される。 
また、上記の複数年契約と同様に複数施設の一括発注方式とすることにより、個別業務ご

との発注に比べ、発注件数の削減に伴う事務負担の軽減も期待される。 
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他方、前述のとおり、公共サービス改革法に基づき、建築物の維持管理業務の発注に当た

って、合同庁舎等の比較的大規模な施設においては、従前の単年度個別契約方式から複数の

業務を一括かつ複数年で発注する複数年包括発注方式への移行が図られる等の事例がみられ

るようになったところである。 
このため、以下では、建築物の維持管理に係る契約において、当該施設の運用改善に資す

る契約方式として複数年契約、複数施設の一括発注の考え方やメリット等を示すとともに、

専門性の観点から、データ計測・分析等に係る業務の分離発注の可能性の検討について記載

する。 

（１）複数年契約による発注 

一般の建築物の維持管理に係る契約においては、単年度契約が大宗を占めており、建築物

の特性等を踏まえた運用改善につなげ難い状況となる施設もあるものと考えられる。 
例えば、複数年契約を実施することは、単年度では把握しきれなかった当該施設のデータ

やノウハウを蓄積することができ、一層の運用改善につながるものと考えられる。また、単
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の向上も期待される。さらに、複数の施設においてエネルギー管理の IT 化を促進する等の効

果も期待される。 
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との発注に比べ、発注件数の削減に伴う事務負担の軽減も期待される。 
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（３）データ計測・分析等に係る業務の分離発注 

データの計測・分析等は、建築物のライフサイクルにおける温室効果ガスの排出削減、更

には脱炭素化に向けてすべての基盤となるものである。また、維持管理の運用段階において

は、日常の省エネルギー対策、運用改善を図ることはもとより、改修計画の検討にも活用さ

れるものである。 
他方、こうしたデータ計測・分析等に係る業務は、データを収集したのみでは不十分であ

ることは言うまでもなく、当該施設のエネルギー使用実態や設備機器等の運転状況の分析を

行い、その結果を運用改善に反映することが必要であり、業務の実施には、高度な専門性が

求められる。 
このため、データ計測・分析等に係る業務の発注に当たっては、当該施設のエネルギー管

理レベル等に応じて、他の維持管理業務と分離した発注（複数施設における計測・分析等の

業務の一括発注を含む。）の可能性について検討することも重要である。また、国及び独立

行政法人等の機関が率先してデータ計測・分析等に係る業務を分離して発注することにより、

当該施設の一層の運用改善が図られることにつながるものと期待される。 

 
２２－－５５  入入札札契契約約方方式式 

建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項において、 
❑ 建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出

の削減に配慮した内容を契約図書に明記するものとする。 
❑ 建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以外の

要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガス等の排

出の削減に配慮する内容を含む提案を求めるものとする。 
とされており、前者においては、契約方式によらず、すべての建築物の維持管理に係る契約

を発注する場合について、「原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を契

約図書に明記するものとする」旨規定されている。また、後者においては、入札に付するも

ののうち、「価格と価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合」として、総

合評価落札方式による調達を実施する場合について規定されている。 
なお、グリーン購入法に基づく基本方針において「庁舎管理」に係る判断の基準が設定さ

れており、すべての契約方式において当該基準を満たすことが必須要件である。 

（１）価格競争方式 

発注者は当該施設の特性や過年度の実績等を踏まえ、グリーン購入法に基づく基本方針に

規定されている基準に加え、そのほかで事業者に求める温室効果ガス等の排出の削減に配慮

した内容を検討し、可能な範囲で仕様書等の契約図書に記載することが求められている。 
価格競争方式（最低価格落札方式）による調達は、発注者が示す仕様を満たす入札参加者

のうち、最低の価格をもって申し込みをした者と契約する方式であり、落札者の選定手続に

関しては、公平性・公正性・透明性が高く、発注者の恣意性が働く余地はない。しかし、落

札者を選定する段階において受注者の業務遂行能力を考慮せず、単に価格のみで判断してし
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まうと、受注者の能力によっては、発注者が期待する成果が得られない可能性があることに

留意が必要である。 
このため、建築物の維持管理業務において、発注者が期待する省エネルギーや温室効果ガ

ス排出削減に係る成果を求めるためには、例えば、以下の観点から、事業者が適切な業務遂

行能力を有することを入札参加要件として設定80し、事前に確認することが考えられる（表Ⅴ

－3.2－7）。 
なお、入札参加要件の設定に当たっては、競争性の確保を考慮する必要がある。 

 事業者の業務実績・実施体制、業務マネジメント 
 従事者の省エネルギー対策に係る専門的スキル 
 適切なエネルギー関連データの把握・分析等 

表Ⅴ－3.2－7 入札参加要件に係る具体的な内容（例） 

入入札札参参加加要要件件 具具体体的的なな内内容容（（例例）） 
事業者の業務実績

及び実施体制 
 同種・類似業務（同等の施設用途・機能等）における業務実績 
 予定責任者・従事者の配置予定（員数・業務経験等） 
 業務の遂行状況、求められる成果のチェック・点検体制 
 緊急時の対応・体制 

専門技術者の配置

（高い専門性を求

める場合） 

 予定専門技術者の経歴・保有資格・業務経験年数等 
➔ 例えばグリーン購入法の「省エネルギー診断」に係る判断の

基準において必要とされる技術資格を有する者若しくはこ

れと同等と認められる技能を有する者など、業務内容に応じ

て設定 
➔ コミッショニングについては性能検証技術者（CxPE）、性

能検証専門技術者（CxTE） 
➔ エコチューニングについては第一種エコチューニング技術

者、第二種エコチューニング技術者 

エネルギー管理・

評価ツールの使用 
 エネルギー管理・評価ツール等の使用の有無及び当該ツールの

仕様 

（２）随意契約 

随意契約にあっても、事業者に省エネルギーや温室効果ガス排出削減に係る成果を求める

ためには、上記（１）価格競争方式と同様に、発注者は当該施設の特性や過年度の実績等を

踏まえ、グリーン購入法に基づく基本方針に規定されている基準に加え、そのほかで事業者

に求める温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を検討し、可能な範囲で仕様書等の契

約図書に記載するとともに、事業者の業務遂行能力について事前に確認した上で、複数の事

業者から見積を徴することが望ましい。 

 
80 過年度までに蓄積された維持管理の運用段階における成果（エネルギー使用の現状把握、データ計測・分析等）

を踏まえ、継続的に運用改善が可能と判断される事業者の選定が行われるよう発注仕様を作成することが望まし

い（他の契約方式においても同様）。 
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（３）総合評価落札方式 

総合評価落札方式は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する方式で

あり、建築物の維持管理業務においても、既に一定程度実施されている契約方式である。 
一般に総合評価落札方式の評価項目として設定されている業務実績・実施体制や専門性に

ついては、例えば、表Ⅴ－3.2－7 に示した項目を設定することが考えられる。 
また、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案の評価項目例として、表Ⅴ

－3.2－8 に示す温室効果ガス等の排出削減対策が考えられる。 

表Ⅴ－3.2－8 総合評価落札方式の評価項目に係る具体的な内容（例） 

評評価価項項目目のの分分類類 具具体体的的なな内内容容（（例例）） 
施設の設備機器等の運用

による温室効果ガス等排

出削減対策 
 施設における設備機器等に対応した制御、設定値の調整について 
 施設の用途・利用形態等の特性を踏まえた対策について 
 施設の地域特性を踏まえた対策について 

上記以外の温室効果ガス

等排出削減対策 
 当該機関又は当該施設における温室効果ガス等の排出削減目標を

踏まえた対策について 
 施設利用者に対する温室効果ガス等排出削減に係る対策について 
 PDCA サイクル（マネジメントシステム）を活用した温室効果ガ

ス等排出削減の継続的改善について 
 エネルギー管理に必要なデータの収集・分析・活用について 

公共サービス改革基本方針に基づく「官民・民間競争入札実施要項標準例（施設の管理・

運営業務）」（平成 20 年 3 月作成、令和 7 年 5 月改定）においては、「管理・運営業務に

関する包括的な質の設定例81」の「環境への配慮」の測定指標として、以下の CO2排出抑制

を例示している。 
 

CO2排排出出抑抑制制（（計計測測可可能能なな場場合合）） 

【【対対前前年年度度以以下下】】ああるるいいはは【【全全庁庁的的目目標標値値以以下下】】等等 

 
なお、評価項目については、発注者の求める成果を踏まえ、適切な評価項目を選定すると

ともに、評価基準・得点配分等を検討する必要がある。 

 

 
81 「測定指標は例示であり、設定に当たっては、国の行政機関等での従来の実施状況や評価の現実性等の観点か

ら十分な検討を踏まえて行う必要がある。」とされている。 
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３．契約方法等について 

３３－－１１  契契約約のの対対象象 

建築物の維持管理業務のうち、電気設備保守管理業務、機械設備保守管理業務及び搬送設

備保守管理業務を単独又はこれら 3 業務のいずれかを含む複数業務を包括して発注する場合

は、原則として本契約方式を適用することとする。ただし、これら 3 業務以外にあっても温

室効果ガス等の排出の削減に資すると判断される場合は、本契約方式による発注を実施する

ことが望ましい。 

 
３３－－２２  標標準準的的なな手手続続 

以下に、建築物の維持管理に係る契約において代表的な契約方式である価格競争方式及び

総合評価落札方式の各段階における手続の概要を示す。 

（１）価格競争方式 

価格競争方式により建築物の維持管理業務の調達を実施する場合の標準的な流れは、図Ⅴ

－3.3－1 のとおりである。 

ア．入札準備 

入札準備段階は、①参加要件の設定、②仕様書の作成、③予定価格の作成、④入札実施

に必要な事項の調整を実施する。 
① 「参加要件の設定」については、期待する省エネルギー・温室効果ガス排出削減に

係る成果を求めるための適切な業務遂行能力を有することを確認できるよう設定

する。 
② 「仕様書の作成」については、グリーン購入法に基づく基本方針に規定されてい

る基準に加え、そのほかで事業者に求める温室効果ガス等の排出の削減に配慮し

た内容を検討して作成する。 
③ 「予定価格の作成」については、適切に予定価格を作成する。 
④ 「入札実施に必要な事項の調整」については、必要に応じ実施する。 

イ．入札公告・資格審査 

入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。 
① 「入札公告」については、入札参加資格の審査及び入札までに要する期間を勘案

して、適切に実施する。 
② 「入札参加資格の審査」については、入札参加資格を設定した場合に実施する。

入札参加希望者から提出された参加資格に係る審査書類に基づき審査を実施す

る（審査結果については、入札参加希望者に対し、速やかに通知する。）。 
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３．契約方法等について 

３３－－１１  契契約約のの対対象象 

建築物の維持管理業務のうち、電気設備保守管理業務、機械設備保守管理業務及び搬送設

備保守管理業務を単独又はこれら 3 業務のいずれかを含む複数業務を包括して発注する場合

は、原則として本契約方式を適用することとする。ただし、これら 3 業務以外にあっても温

室効果ガス等の排出の削減に資すると判断される場合は、本契約方式による発注を実施する

ことが望ましい。 

 
３３－－２２  標標準準的的なな手手続続 

以下に、建築物の維持管理に係る契約において代表的な契約方式である価格競争方式及び

総合評価落札方式の各段階における手続の概要を示す。 

（１）価格競争方式 

価格競争方式により建築物の維持管理業務の調達を実施する場合の標準的な流れは、図Ⅴ

－3.3－1 のとおりである。 

ア．入札準備 

入札準備段階は、①参加要件の設定、②仕様書の作成、③予定価格の作成、④入札実施

に必要な事項の調整を実施する。 
① 「参加要件の設定」については、期待する省エネルギー・温室効果ガス排出削減に

係る成果を求めるための適切な業務遂行能力を有することを確認できるよう設定

する。 
② 「仕様書の作成」については、グリーン購入法に基づく基本方針に規定されてい

る基準に加え、そのほかで事業者に求める温室効果ガス等の排出の削減に配慮し

た内容を検討して作成する。 
③ 「予定価格の作成」については、適切に予定価格を作成する。 
④ 「入札実施に必要な事項の調整」については、必要に応じ実施する。 

イ．入札公告・資格審査 

入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。 
① 「入札公告」については、入札参加資格の審査及び入札までに要する期間を勘案

して、適切に実施する。 
② 「入札参加資格の審査」については、入札参加資格を設定した場合に実施する。

入札参加希望者から提出された参加資格に係る審査書類に基づき審査を実施す

る（審査結果については、入札参加希望者に対し、速やかに通知する。）。 
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ウ．事業者決定・契約 

事業者決定及び契約段階は、①入札及び開札（事業者決定）、②契約を実施する。 
① 「入札及び開札（事業者決定）」については、入札参加要件を満たした事業者の

中から価格競争方式によって決定する。 
② 「契約」については、落札者と落札決定から定められた期間内に契約を実施する。 

 

予定価格の作成

参加要件の設定

契約

■事業者選定・契約

入札参加資格の審査

開札（落札者決定）

■入札公告・資格審査

入札公告

入札

■入札準備

入札実施に必要な事項の調整

仕様書の作成

 

図Ⅴ－3.3－1 価格競争方式に係る入札手続 契約

入札実施に必要な事項の調整

入札参加資格の審査

入札公告

技術提案等の評価

入札

開札（落札者決定）

予定価格の作成

技術提案等の提出

合否の通知

参加要件、評価項目・基準等の設定

仕様書の作成

 

図Ⅴ－3.3－2 総合評価落札方式に係る入札手続 

（２）総合評価落札方式 

総合評価落札方式により建築物の維持管理業務の調達を実施する場合の標準的な流れは、

図Ⅴ－3.3－2 のとおりである。 
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入札公告から技術提案等の提出までには、技術提案等を作成するために必要十分な期間を

確保する。また、必要に応じ、技術提案書等を受領後、提案内容に関するヒアリング等を実

施し、提案内容の評価に活用することも想定される。 
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入札公告から技術提案等の提出までには、技術提案等を作成するために必要十分な期間を

確保する。また、必要に応じ、技術提案書等を受領後、提案内容に関するヒアリング等を実

施し、提案内容の評価に活用することも想定される。 
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４．その他 

調達者は、前項までの事項を踏まえ、公正な競争の確保の観点から、以下の点に留意しな

がら契約業務を行うものとする。 
❑ 入札参加資格を設定する場合は、調達者の求める成果を踏まえつつ、当該地域の

状況を勘案し、適切に設定する。 
❑ 総合評価落札方式においては評価項目、評価基準及び評価結果について情報公開

を行う。 
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【参考】エコチューニングの活用 

１１  エエココチチュューーニニンンググのの概概要要 

「エコチューニング」とは、脱炭素社会の実現に向けて、業務用等の建築物から排出され

る温室効果ガスを削減するため、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システ

ムの適切な運用改善等を行うことを示す環境省の造語であり、令和 3 年 10 月に閣議決定さ

れた地球温暖化対策計画において、業務その他部門の取組としてエコチューニングの推進が

盛り込まれている。 
また、エネルギーの使用状況等を詳細に分析し、軽微な投資で可能となる削減対策も含め、

設備機器・システムを適切に運用することにより温室効果ガスの排出削減等を行うことを

「エコチューニングにおける運用改善」という。 
建築物の維持管理に係る契約に関する基本方針においては、「建築物の維持管理に係る契

約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及

び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるものとする」とされており、環境配慮

契約においてもエコチューニング事業者等の運用改善の力を有する事業者の活用を図るこ

ととしている。 

 
２２  エエココチチュューーニニンンググのの役役割割 

建物管理において「エコチューニング」が果たす役割は、余分に消費されている電気・ガ

ス・油などのエネルギーを削減することである。また、「エコチューニングにおける運用改

善」を通して得られる設備機器・システムの運用データを蓄積することで、設備機器の必要

性能（容量等）が把握され、建物改修時の断熱性能向上策なども併せて導くこともできる。 
エコチューニングの具体的な取組としては、建物に設置されている設備機器（熱源機・空

調機・換気設備など）の無駄な運転を改善し、適正な運転に切り替えることで、消費するエ

ネルギーを削減することなどがあげられる。 
例えば、冬季の暖房期や夏季の冷房期に稼働している熱源機や空調機が消費するエネルギ

ーは、建物全体の 40%を占めている。そして、それら設備のエネルギー消費を促す負荷のう

ち 30%が外気による負荷である。その冷暖房期に、多くの建物で見受けられることは、外気

を多く取り入れすぎていることである。適切に換気を行うことは重要であるが、例えば、冬

季では、暖房を始めるときに冷たい外気が多く取り入れられていることや、建物内に誰もい

ない夜間に外気が取り入れられ、暖房を始める早朝の室内空気が冷え切っていることがある。

快適な室内環境を維持するため、熱源機や空調機を必要以上に稼働することとなるが、こう

した間違った設備機器の運転方法を改善し、適正な運転に調整することで、エネルギー消費

量が削減され、支出される光熱水費も減少する。その削減率は、平均 7%程度と想定するこ

とができ、その建物でエコチューニングによる設備管理業務が継続されることで、エコチュ

ーニングを行わなかった場合と比べ、毎年光熱水費の約 7%の歳出を削減することができる。 
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３３  エエココチチュューーニニンンググをを実実践践すするるたためめのの対対策策 

エコチューニングを実践するためには、設備機器・システムの点検・整備など維持管理に

必要な専門的知識のほか、設備機器・システムの運転状況を監視し、負荷の状況に合わせて、

それらが無駄なく稼働するよう調整する専門的技術が求められる。このため、平成 28 年度

からエコチューニング認定制度82が開始された。2023 年 12 月時点でエコチューニング事業

者として認定を受けている事業者83は 145 社、エコチューニング技術者84は第一種エコチュ

ーニング技術者が 521 者、第二種エコチューニング技術者が 661 者となっている。 

表 1 366 のエコチューニング対策項目（大分類・中分類） 

1．熱源対策 対策数
• ボイラ・燃焼機器 12項目
• 熱交換機 8項目
• 冷凍機 23項目
• 冷温水発生機 22項目
• 冷却塔 11項目
• 冷却水ポンプ 5項目
• 冷水・温水ポンプ 7項目
• ポンプ全般 7項目
• 蓄熱槽 6項目
• 熱源システム 5項目

2．空調設備 対策数
• 空調システム 43項目
• 空調機 14項目
• 外調機 11項目
• ファンコイル 7項目
• 給気・排気ファン 22項目
• ビルマルチ 8項目
• 水熱源ヒートポンプ 5項目
• 空冷パッケージ 7項目
• 水冷パッケージ 9項目

3．電気設備 対策数
• 電気設備全般 10項目

4．照明設備 対策数
• 照明設備全般 32項目

5．給排水衛生設備 対策数
• 給水設備 5項目
• 排水設備 6項目
• 湯沸室 4項目
• 男女トイレ 6項目
• 給湯ボイラ 12項目
• 熱交換器 6項目
• 貯湯槽 7項目
• 給湯全般 9項目

6．建築設備・その他綱目 対策数
• エレベータ 7項目
• エスカレータ 6項目
• その他項目 24項目

対策項目合計 366項目
 

 

エコチューニングでは、建築物における既存の設備機器の運用改善を図るため 366 の対策

項目が選定され、また、これらの対策項目はエコチューニング技術者がサービスを提供する

ための拠り所となり、効果的・効率的なサービスの提供が可能となっている。 

 
82 環境省により選定された「公益社団法人全国ビルメンテナンス協会エコチューニング推進センター」が、エコ

チューニング技術者資格認定及びエコチューニング事業者認定を行っている。 
83 エコチューニング事業者名簿 https://www.j-bma.or.jp/eco-tuning/system/business_list/ 
84 エコチューニング技術者名簿（ただし、認定されたエコチューニング技術者のうち掲載希望のあった者のみの

数値） https://www.j-bma.or.jp/eco-tuning/system/engineer_list/ 
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エコチューニングを実践するための 366 の対策項目は、表 1 のとおりであり、設備別・機

器別に体系的に区分されるとともに、エコチューニング技術者によるエネルギー診断等を経

て、これらの対策項目から対象となる建築物において必要となる運用改善対策を抽出し、実

践されることとなる。 
なお、エコチューニングは、対策項目を複合的に実施することでより高い効果が得られる

こと、また同じ対策項目であっても建築物の規模や用途、立地、運用等によって効果が異な

る場合があること等に留意が必要である。 

 
４４  エエココチチュューーニニンンググにによよるる CO2等等のの削削減減効効果果 

エコチューニングの実施状況や実践に伴う CO2等の削減効果を把握する等のため、エコチ

ューニング事業者から、毎年、エコチューニング業務の実施報告書が提出されている。以下

は、2019 年度実績のエコチューニング実施報告書に基づいた CO2 排出量の削減試算の例で

ある。CO2 排出量の算定に当たっては、エネルギー種別ごとの各年度に公表された CO2排出

係数を適用し、削減量には冬季の暖冬影響なども含まれる。 
表 2 は、2019 年度のエコチューニング実施建築物における CO2排出量増減を建物用途別

に集計したもので、56 棟全体の CO2排出量の前年度との比較では 8.91%の削減となった。実

施した建築物のうち、最も棟数の多かった「事務所」では、削減率が 9.24%となり、「商業

施設」「ホテル・旅館」「学校」では、10%を超える削減効果を示した。 
特に「学校」区分の 4 件は大学内の建築物で実施された結果である。一般的に大学では、

高効率な設備機器への更新による省エネ対策が先行しているが、それら設備機器の省エネ性

能を活かした機器の十分な運用管理が行われていないケースがあり、今回報告された 4 大学

においては、エコチューニングの実施により、それらの課題が解決され、20%を超える削減

効果を示した。 

表 2 建物用途別の CO2排出量の削減試算 

用途区分 件数 2018CO2排出量(t/年) 2019CO2排出量(t/年) CO2排出削減量(t/年) CO2排出削減率
 事務所 18 15,482.77 14,052.66 1,430.11 9.24%
 商業施設 7 60,368.20 52,551.17 7,817.03 12.95%
 ホテル・旅館 5 17,673.01 15,647.93 2,025.08 11.46%
 病院 4 12,490.24 11,946.35 543.89 4.35%
 学校 4 2,328.00 1,860.87 467.13 20.07%
 集会場 1 233.13 221.11 12.02 5.16%
 文化施設 6 10,004.02 9,554.82 449.21 4.49%
 福祉施設 2 516.91 501.46 15.45 2.99%
 スポーツ施設 2 1,987.92 2,062.36 -74.44 -3.74%
 教育・研修施設 3 2,838.00 2,744.11 93.89 3.31%
 その他 4 25,033.42 24,548.20 485.21 1.94%

全　　　体 56 148,955.61 135,691.04 13,264.58 8.91%  
 

表 3 は、エコチューニング実施建築物における CO2排出量増減を建物規模別に集計したも

ので、5,000 ㎡未満でも 6.95%の削減率であった。5,000 ㎡未満の建物 16 棟のうち 10 棟の冷

熱源機器は運転の調整ができないビル用マルチエアコンを使用しており、CO2 排出量削減率
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エコチューニングを実践するための 366 の対策項目は、表 1 のとおりであり、設備別・機
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表 3 は、エコチューニング実施建築物における CO2排出量増減を建物規模別に集計したも

ので、5,000 ㎡未満でも 6.95%の削減率であった。5,000 ㎡未満の建物 16 棟のうち 10 棟の冷

熱源機器は運転の調整ができないビル用マルチエアコンを使用しており、CO2 排出量削減率

 

－131－ 

6.95%は冷熱源機器以外の削減努力によるところが大きい。 
25,000 ㎡以上の建物では、消費エネルギーが比較的大きな中央式空調方式・換気方式が採

用されている建物が多く、地下駐車場が設置されている施設においては給排気ファンの運用

改善による削減効果により、10%の削減が実現した。 

表 3 延べ床面積別の CO2排出量の削減試算 
延べ床面積区分 件数 2018CO2排出量(t/年) 2019CO2排出量(t/年) CO2排出削減量(t/年) CO2排出削減率

   5,000㎡未満 16 4,416.49 4,109.64 306.85 6.95%
   5,000㎡以上～10,000㎡未満 6 2,704.88 2,639.17 65.71 2.43%
 10,000㎡以上～25,000㎡未満 18 28,302.86 26,770.98 1,531.88 5.41%
 25,000㎡以上～50,000㎡未満 8 31,298.67 28,166.72 3,131.95 10.01%
 50,000㎡以上 8 82,232.71 74,004.52 8,228.18 10.01%

全　　　体 56 148,955.61 135,691.04 13,264.58 8.91%
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エエココチチュューーニニンンググ認認定定制制度度ににおおけけるる技技術術者者資資格格認認定定とと事事業業者者認認定定 

【【エエココチチュューーニニンンググ技技術術者者資資格格認認定定】】 

エコチューニング技術者資格認定制度には、「第一種エコチューニング技術者」と「第二

種エコチューニング技術者」の 2 種類の資格がある。「第一種エコチューニング技術者」

は平成 28 年度から開始された「エコチューニング事業者認定制度」において、事業者認定

を受けるための必須資格として定められている。また、「第二種エコチューニング技術者」

は第一種エコチューニング技術者の指導に基づき、エコチューニングを実行する現場配置の

技術者として位置づけられている。 

 第一種エコチューニング技術者 
建築物におけるエネルギーの消費実態や特性を把握した上で、設備機器・システ

ムを効率良く運転するためのエコチューニング計画等を策定し、さらに「①計画→

②実践→③効果検証→④改善」のPDCAサイクルを実践又は指導することによって、

消費されるエネルギーを削減できる技術者。 
 第二種エコチューニング技術者 

建築物におけるエコチューニング計画等に基づき、その性質を踏まえて、設備機

器・システムの運転管理設定や調整が実行できる技術者。 

 

【【エエココチチュューーニニンンググ事事業業者者認認定定】】 

エコチューニング認定制度における「事業者認定」を取得した事業者で、エコチューニン

グビジネスを主体的に担う事業者である。 

事業者認定に当たっては、エコチューニングの実施能力（技術力、提案力）に加え、経営

状況・法令遵守体制、エコチューニング技術管理者等の選任状況、マネジメントシステムの

整備状況、関連・類似業務の実績などについて評価・確認を行う。それらの基準をすべてク

リアすればエコチューニング認定事業者となることができる。 
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ⅤⅤ-4．建築物の改修に係る契約に関する基本的事項について 
 

１．はじめに 

１１－－１１  建建築築物物のの改改修修にに係係るる契契約約にに関関すするる基基本本的的事事項項 

環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改

修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は、以下のと

おりである。 

ESCO事事業業にに係係るる契契約約 … ⅤⅤ-4-1

そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 … ⅤⅤ-4-2

建築物の維持管理に係る契約 … ⅤⅤ-3

建築物の改修に係る契約 … ⅤⅤ-4

… ⅤⅤ-1

建築物の設計に係る契約 … ⅤⅤ-2

建築物に係る契約

 

図Ⅴ－4.1－1 基本方針における建築物の改修に係る契約の位置づけ 

 

③建築物の改修に係る契約 
建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・建築物の改修は、ESCO 事業又は ESCO 事業以外の省エネルギー・脱炭素化に資する改

修事業（以下「その他の省エネ改修事業」という。）とする。 
・改修計画の検討に当たっては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ計測・分

析及びデータの分析結果等を踏まえ、ESCO 事業の導入可能性判断を行う等、総合的な

観点から適切な建築物の改修事業（ESCO 事業又はその他の省エネ改修事業）を選択す

るものとする。 

 
１１－－２２  建建築築物物のの改改修修にに係係るる契契約約のの基基本本的的考考ええ方方 

環境配慮契約法における建築物の改修に係る契約として省エネルギー改修事業（ESCO 事

業）を位置づけていたところであるが、前述のとおり、国の機関の建築物についてみると、

築後 20 年を経過する官庁施設は全体の 76.5%、さらに築後 30 年を経過する官庁施設は全体

の 53.9%となっており、既存建築物の占める割合が高く、中長期的な視点からも、改修のタ
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イミングにおいて徹底した省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入等の創エネルギー

対策を実施することによる脱炭素化を視野に入れたストック対策が極めて重要である。 
このため、建築物の改修に係る契約を環境配慮契約として位置づけるとともに、これまで

の ESCO 事業に加え、新たに ESCO 事業以外の省エネルギー・脱炭素に係る改修事業につい

ても対象とすることとし、その他の省エネ改修事業に当たっても、国等の機関において率先

して省エネルギー・脱炭素化を推進することとする。 
環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物に係る契約の基本的事項においては、

既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネル

ギー効果等を勘案し、中長期的な ZEB 化を見据えた改修計画について検討を実施するよう求

めている。 
❑ 既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に

応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討すること。 
➔ 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 
➔ 改修による省エネ効果を踏まえつつ、段階的な ZEB 化の実現を図るために中長

期的な改修計画について検討すること 
また、建築物の改修に係る契約の基本的考え方は、以下のとおりである。 
❑ 建築物の改修は、ESCO 事業又は ESCO 事業以外の省エネルギー・脱炭素化に資す

る改修事業とすること。 
❑ 改修計画の検討に当たっては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ計測・

分析及びデータの分析結果等を踏まえ、ESCO 事業の導入可能性判断を行う等、総合

的な観点から適切な建築物の改修事業（ESCO 事業又はその他の省エネ改修事業）を

選択すること。 
➔ 総合的な観点から建築物の特性等に応じた効果的な改修事業（ESCO 事業又はそ

の他の省エネ改修事業）を選択すること 
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２．建築物の改修事業の導入フロー 

建築物の改修に係る契約に関する基本的事項においては、「改修計画の検討に当たっては、

当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及びデータの分析結果等を踏まえ、

ESCO 事業の導入可能性判断を行う等、総合的な観点から適切な建築物の改修事業（ESCO
事業又はその他の省エネ改修事業）を選択するものとする」とされている。 

建築物の改修計画の立案に当たっては、エネルギー消費量等のデータ計測・分析等を行い、

施設の特性等を踏まえた計画とすることが重要である。改修の計画段階の概略フローは図Ⅴ

－4.2－1 のとおりであるが、最初に対象施設におけるエネルギー消費量、光熱水費額等の実

態把握及び分析に基づき ESCO 事業の導入可能性の判断（事業成立の可能性等）を行い、ESCO
事業の導入可能性が高いと判断された施設については、フィージビリティ・スタディを実施

するなどにより、最終的な事業実施の適否を判断することとなる。 
一方、ESCO 事業の導入による効果が低い、事業の成立が困難である等の判断がなされた

場合や事業実施の適否の判断により「否」とされた場合は、その他の省エネ改修事業を選択

することとなる。 
なお、ESCO 事業の導入に向けた検討の詳細については、「Ⅴ-4-1．省エネルギー改修事

業に係る契約に関する基本的事項について」に、その他の省エネ改修事業が適切な場合の内

容については、「Ⅴ-4-2．その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本的事項について」

にそれぞれ記載しているので、参照されたい。 
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図Ⅴ－4.2－1 建築物の改修事業の導入フロー（計画段階） 
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ⅤⅤ-4-1．省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的

事項について 
 

１．はじめに 

１１－－１１  省省エエネネルルギギーー改改修修事事業業にに係係るる契契約約にに関関すするる基基本本的的事事項項 

環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改

修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修に係る契約のうち、ESCO 事業に係る契約に

関する基本的事項は、以下のとおりである。 

… ⅤⅤ-1

建築物の設計に係る契約 … ⅤⅤ-2

建築物の維持管理に係る契約 … ⅤⅤ-3

建築物の改修に係る契約 … ⅤⅤ-4

ESCO事事業業にに係係るる契契約約 … ⅤⅤ-4-1

そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 … ⅤⅤ-4-2

建築物に係る契約

 

図Ⅴ－4.1.1－1 基本方針における ESCO 事業に係る契約の位置づけ 

 

③建築物の改修に係る契約 

ア．ESCO 事業に係る契約 
ESCO 事業に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・ESCO 事業の立案に当たっては、事前に既存施設の状況を的確に把握し、フィージビリ

ティ・スタディなど ESCO 事業を適切かつ円滑に遂行する手段を活用しながら、計画の

立案を行うものとする。 
・ESCO 事業の立案に当たっては、長期の供用計画を適切に作成して、契約期間内に契約

条件に変更がないよう、十分検討を行うものとする。 
・ESCO 事業者の決定に当たっては、価格のみならず、施設の設備システム等にもっとも

適し、かつ、創意工夫が最大限に取り込まれた技術提案その他の要素について総合的に

評価を行うものとする。 
・ESCO 事業の契約に当たっては、事業期間中に想定されうるリスクの分担について、事

前に実施事業者との間で十分協議を行うものとする。 
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・ESCO 事業の実施に当たっては、維持管理及び計測・検証のための要領を適切に定め契

約を行うものとする。 
・ESCO 事業の終了前に、ESCO 事業として採択された技術の範囲に関わる部分について、

事業終了後に適切な維持管理を行うための要領の作成を実施事業者に求めるものとす

る。 

 
１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物の改修に係る契約

のうち、省エネルギー改修事業（ESCO 事業）に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、発

注者が具体的に ESCO 事業に係る契約を締結する際に適用し、ESCO 事業の導入計画の立案、

ESCO 事業の受注者の選定、リスク分担、計測・検証等の基本的な考え方を示すことにより、

円滑に ESCO 事業を実施し、国等の機関の施設における環境負荷の低減及び光熱水費の削減

を図るための参考として使用されることを想定したものである。 
本解説資料は、ESCO 事業に係る契約に当たっての考え方や具体的な内容、実際の事務手

続等について説明したものである。また、国土交通省の「官庁施設における ESCO 事業導入・

実施マニュアル85」及び（一財）省エネルギーセンターの「ESCO 導入のてびき（自治体向け）
86」をもとに作成したものであるが、これらの資料の内容は、適宜見直しが行われていること

から、必要に応じ最新の資料を確認されたい。 
なお、本解説資料に示す内容は参考例であり、企画立案、発注等は諸条件を踏まえて適切

に対応することが必要である。 

 
 

 
85 「官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル」（平成 18 年 3 月策定、平成 20 年 3 月改定、平成 23 年

5 月改定、平成 26 年 3 月改定）：平成 26 年 3 月に改定されており、特に設備更新型 ESCO 事業と従来型 ESCO 事

業が対比して記載されている。国土交通省大臣官房官庁営繕部の環境対策ホームページ

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000078.html 
86 （一財）省エネルギーセンターによるESCO導入のための情報提供及び調査事業は平成 20年度で終了している。

なお、（一社）ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会において ESCO 事業に関する情報提供等を実施してい

る。http://www.jaesco.or.jp/ 
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２．ＥＳＣＯ事業の導入計画 

２２－－１１  ＥＥＳＳＣＣＯＯ事事業業のの導導入入フフロローー（（計計画画段段階階）） 

建築物の改修に係る契約においては、「総合的な観点から適切な建築物の改修事業（ESCO
事業又はその他の省エネ改修事業）を選択」することとされており、対象となる施設の改修

計画の検討に当たり、エネルギー消費量や光熱水費、導入可能な省エネルギー技術等の把握

及び分析を行い、分析結果を踏まえ ESCO 事業の導入可能性を判断することとなる。 
ESCO 事業の計画段階における対象施設の実態把握及び分析、導入可能性の判断を含めた

概略のフローは、図Ⅴ－4.1.2－1 のとおりであり、以下にその内容を示すこととする。 
なお、ESCO 事業の範囲又は事業者選定方式（総合評価落札方式又はプロポーザル方式）

によって、予算化の手続等が異なるため、計画段階において事業の全体を詳細に検討するこ

とが重要である。 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

図Ⅴ－4.1.2－1 ESCO 事業の導入フロー（計画段階） 

 
２２－－２２  既既存存施施設設のの実実態態把把握握 

ESCO 事業導入の検討に当たっては、まず既存施設の実態把握が必要である。 
そのため、以下に示す項目等を調査、整理を行うことが望ましい。 
［調査項目］ 
❑ 建物概要 
❑ 設備概要 
❑ 施設の運用状況 
❑ 過去 3 箇年のエネルギー種別ごとの消費量及び水の消費量 
❑ 設備の運転状況 
❑ 改修履歴、改修計画予定 

予算化の手続 

ESCO 事業実施の適否 
（フィージビリティ・スタディの実施等） 

ESCO 事業導入可能性の判断 

対象施設の実態把握及び分析 
（省エネルギー診断、簡易な診断等） 
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［簡易な診断方法］ 
❑ 設計図書又は完成図を基に、設備機器の設置状況や過去の改修履歴等、対象施設

の現状を把握する。 
❑ 過去のエネルギー消費実態に関する資料（過去 3 箇年のエネルギー種別ごとの消

費量等）を整理し、エネルギー消費傾向を把握する。 
❑ 省エネルギー効果の高い技術をリストアップする。 
❑ リストアップした省エネルギー技術に関し、設備機器の現状や運用実態などの把

握を目的とした現地調査を必要に応じ行う。 
❑ 省エネルギー技術ごとにおおよその費用対効果を算出する。 

なお、グリーン診断を実施した官庁施設においては、上記の項目を調査していることから、

各施設のグリーン診断結果を分析することで、施設の実態のおおよその把握が可能である。 

 
２２－－３３  ＥＥＳＳＣＣＯＯ事事業業導導入入可可能能性性のの判判断断 

エネルギー多消費傾向が見られる施設から、順次、ESCO 事業の導入可能性の判断を行う

ことが望ましい。特に、設備機器の更新や改修計画の検討に当たっては、併せて ESCO 事業

の導入可能性について検討を実施するものとする。 
また、導入可能性の判断において、ESCO 事業の導入による効果が低い又は困難であると

判断された施設については、その他の省エネ改修事業を選択するものとする。 

（１）導入可能性の検討 

ESCO 事業は、光熱水費削減額等により事業費を賄うことから、事業が成立するために

は、当該施設において一定以上のエネルギー削減余地が見込まれることが必要となる。そ

こで、国の機関にあっては、次の条件をともに満たす施設を対象に、他の改修計画等との

整合性を考慮しつつ、積極的に ESCO 事業の導入に向けた検討を行うこととする。 
❑ 一次エネルギー消費量（換算値）87 

・2,000MJ/m2・年以上（従来型 ESCO 事業の場合） 
・1,500MJ/m2・年以上（設備更新型 ESCO 事業の場合） 

❑ 年間光熱水費額 
・5,000 万円以上/施設 

なお、上記の条件は、判断に当たっての目安であり、それぞれの値にかかわらず、主要

設備機器の更新時期やエネルギー使用実態等の施設の特性を踏まえ、事業化の可能性を検

討するものとする。 
独立行政法人や国立大学法人等、地方公共団体等においても、当該施設のエネルギー使

用実態や削減余地について適切に判断し、導入可能性の検討を行うことが重要である。 

 
87 電気使用量や燃料使用量から一次エネルギー消費量への換算方法は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エ

ネルギーへの転換等に関する法律施行規則（昭和 54 年通商産業省令第 74 号）に定められた最新の換算係数を使

用すること。 
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また、当該施設において、設備機器の老朽化に伴い通常の設備改修等を実施する必要が

ある場合には、設備更新事業と ESCO 事業を一体的に進める設備更新型 ESCO 事業の実施

可能性について検討を行うものとする。 
さらに、周辺の複数の施設における設備等の更新時期等の整合性を踏まえ、必要に応じ、

一括して ESCO 事業の発注を行う方式（バルク方式）の採用可能性について検討を行うも

のとする。 

（２）省エネルギー技術の精査 

当該施設への導入が見込めそうな省エネルギー技術について、次の①及び②に従い ESCO
事業への採用の可能性を検討する。 

① 運用時に計測・検証が可能な技術であること 

計測･検証が著しく困難なもの以外を全て抽出する。計測･検証方法については、「３－

３（３）計測・検証方法」による。この際、他の改修計画がある場合は、これが実施され

た時の省エネルギー効果への影響についても可能な限り考慮する。 

② 費用対効果があること 

①により抽出された省エネルギー技術ごとに、それぞれ光熱水費削減額、改修工事費、

投資回収年数等を算出し、費用対効果のあるものを採用の可能性が高い技術とする。 

（３）導入可能性の判断 

「（２）①」により抽出された技術のうち、「（２）②」により採用の可能性が高いとし

た技術を中心に集約し、次の条件から ESCO 事業の導入可能性を適切に判断する。 
① 建物全体のエネルギー消費量が一定割合以上削減されること 
② ESCO 事業としてのふさわしい事業規模が確保されること 
③ 集約した技術全体の改修工事費を適宜想定した事業期間内の光熱水費削減額・設

備の単純更新に係る費用で賄えること 
④ その他、施設ごとに必要とされる与条件を総合的に判断し、事業化が適切である

こと 
なお、公共機関においては、行政改革の中で今後も効率化が推進され組織の再編等が活発

に行われていく可能性がある。 
ESCO 事業は長期にわたる事業であるため、ESCO 事業の実施に当たっては、組織変更や

事業の見直し等によるリスクについても留意する必要がある。 
このため、当該施設の長期的視点に立った運用のための計画に加え、周辺の他の国有施設

全体の運用計画の中で、適切な当該施設の供用計画（長期供用計画）を立案する必要がある。 

 
２２－－４４  ＥＥＳＳＣＣＯＯ事事業業実実施施のの適適否否 

ESCO 事業導入可能性の判断の結果を受けて、事業実施の適否について判断するものとす
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可能性について検討を行うものとする。 
さらに、周辺の複数の施設における設備等の更新時期等の整合性を踏まえ、必要に応じ、

一括して ESCO 事業の発注を行う方式（バルク方式）の採用可能性について検討を行うも

のとする。 

（２）省エネルギー技術の精査 

当該施設への導入が見込めそうな省エネルギー技術について、次の①及び②に従い ESCO
事業への採用の可能性を検討する。 

① 運用時に計測・検証が可能な技術であること 

計測･検証が著しく困難なもの以外を全て抽出する。計測･検証方法については、「３－

３（３）計測・検証方法」による。この際、他の改修計画がある場合は、これが実施され

た時の省エネルギー効果への影響についても可能な限り考慮する。 

② 費用対効果があること 

①により抽出された省エネルギー技術ごとに、それぞれ光熱水費削減額、改修工事費、

投資回収年数等を算出し、費用対効果のあるものを採用の可能性が高い技術とする。 

（３）導入可能性の判断 

「（２）①」により抽出された技術のうち、「（２）②」により採用の可能性が高いとし

た技術を中心に集約し、次の条件から ESCO 事業の導入可能性を適切に判断する。 
① 建物全体のエネルギー消費量が一定割合以上削減されること 
② ESCO 事業としてのふさわしい事業規模が確保されること 
③ 集約した技術全体の改修工事費を適宜想定した事業期間内の光熱水費削減額・設

備の単純更新に係る費用で賄えること 
④ その他、施設ごとに必要とされる与条件を総合的に判断し、事業化が適切である

こと 
なお、公共機関においては、行政改革の中で今後も効率化が推進され組織の再編等が活発

に行われていく可能性がある。 
ESCO 事業は長期にわたる事業であるため、ESCO 事業の実施に当たっては、組織変更や

事業の見直し等によるリスクについても留意する必要がある。 
このため、当該施設の長期的視点に立った運用のための計画に加え、周辺の他の国有施設

全体の運用計画の中で、適切な当該施設の供用計画（長期供用計画）を立案する必要がある。 

 
２２－－４４  ＥＥＳＳＣＣＯＯ事事業業実実施施のの適適否否 

ESCO 事業導入可能性の判断の結果を受けて、事業実施の適否について判断するものとす
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する。なお、事業実施の適否の判断において「否」と判断された施設については、その他の

省エネ改修事業を選択するものとする。 

国の機関にあっては、ESCO 事業導入のフィージビリティ・スタディを実施する。また、

独立行政法人及び国立大学法人等においても、必要に応じ、フィージビリティ・スタディな

ど ESCO 事業を適切かつ円滑に遂行する手段を活用し、事業実施の適否の判断を実施するも

のとする。 

（１）フィージビリティ・スタディ 

① フィージビリティ・スタディの実施 

国の機関にあっては、可能な限り幅広く ESCO 事業を導入するため、導入の可能性のあ

る施設に対して、ESCO 事業の規模（事業実施にかかる総費用）、効果の計測検証方法、

ESCO 事業実施にかかる与条件等について適切に整理、検討し、民間の優れた事業提案を

極力幅広く受け入れられるよう与条件整理を行うことを目的とした、フィージビリティ･

スタディを実施する。なお、フィージビリティ・スタディの検討資料が ESCO 事業の予算

要求資料となることに十分留意して作成する必要がある。 
フィージビリティ･スタディの実施者は、次の要件を全て満たす者の中からその能力や実

績等を勘案し、適切に選定する。 
① 建築設計、建築設備設計及び積算業務に精通している者 
② グリーン診断あるいは省エネルギー診断を行った実績を有する者 
③ その他、必要な要件を満たす者 

 

なお、ESCO 事業の対象施設において、更新時期を迎えた設備機器がある場合は、設備

更新型 ESCO 事業を行うことができる。その場合、フィージビリティ・スタディにおいて

は、次の点に留意して検討を実施する。 
・条件とした設備機器の更新の有無にかかわらず、ESCO 部のみで ESCO 事業として成立

すること。 
・条件とした設備機器の更新において、事業者の創意工夫の余地があり、かつ、創意工夫

による相乗効果により、ESCO事業の効果量(二酸化炭素排出削減量及び光熱水費削減額)

を一定以上向上させる可能性があること。 
・条件とした設備機器更新にかかる費用と、それ以外の当該ESCO事業の施工に係る費用と

のバランスを十分考慮すること。 
 

また、検討に当たっては、次について分類するとともに、それぞれの標準案及び省エネ

ルギー効果を検討する。 
❑ 設備更新部 

・更新対象となる設備機器・システム（附帯的な工事を含む）。ただし、当該

機器に係る維持管理及び省エネルギー効果の計測・検証については、ESCO
部に含める。 

❑ ESCO 部 
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・設備機器の更新を設備更新型 ESCO 事業として実施することで得られる民間

の創意工夫による効果（効率の向上等）。 
・国の機関にあっては 10 年以内で投資回収できる全ての技術（組み合わせ技術

も含む。）。 

② フィージビリティ・スタディの成果品 

フィージビリティ･スタディの成果品は、次のとおり。 
・採用可能な省エネルギー技術の概要及び計測・検証方法案 
・採用可能な省エネルギー技術の工事図面、工事費の概算及び維持管理費の概算、並び

に省エネルギー効果 
・老朽化した設備機器の改修工事の図面、改修工事費の概算及び維持管理費の概算、並

びに省エネルギー効果（設備更新型 ESCO 事業の場合） 
・ESCO 事業費の概算及び内訳、並びに省エネルギー効果 
・ESCO 事業導入に当たり、制約となる条件(対象範囲を含む)及び理由一覧 
・過去３ヵ年のエネルギー消費量とその細目（ベースライン設定に係る基礎資料） 
・施設の概要及び平面図 
・設備の概要及び機器の一覧 
・修繕履歴及び改修履歴 
・設備の運転実績及び運用状況（設定温度、運転時間等） 
・その他必要なデータの分析結果等 

（２）ＥＳＣＯ事業の適否の検討 

フィージビリティ･スタディの結果を踏まえ、適切に ESCO 事業実施の適否を検討する。検

討に当たっては、以下の要件を考慮するものとする。 
❑ フィージビリティ・スタディで選定された技術に加え、その他当該施設又は設備

に関連する技術等について検討し、事業として成立しうる技術を仮決定する。 
❑ 仮決定した省エネルギー技術について、効果算定のためのベースラインの算定方

法及び計測・検証方法について整理し、エネルギー削減量、二酸化炭素排出削

減量、光熱水費削減額等の省エネルギー効果（複合的効果を考慮する。）及び

工事費の概算額（附帯工事費を含む。）を算出する。 
❑ 仮決定した技術をもとに、事業期間を考慮し、CO2削減効果が最大となる組み合

せにより、事業規模を算定する。 
❑ 可能な限り幅広い技術の事業への採用可能性を確保する観点から事業の対象範

囲・工種等について適切に配慮すること。 
❑ 事業規模の算定に当たっては、次の費用を含める。 

・現地調査、設計図書等の作成及びその関連業務に係る費用 
・省エネルギー改修工事及びその関連業務に係る費用 
・設備の維持管理に係る費用 
・計測・検証に係る費用 
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・設備機器の更新を設備更新型 ESCO 事業として実施することで得られる民間

の創意工夫による効果（効率の向上等）。 
・国の機関にあっては 10 年以内で投資回収できる全ての技術（組み合わせ技術

も含む。）。 

② フィージビリティ・スタディの成果品 
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・ESCO 事業導入に当たり、制約となる条件(対象範囲を含む)及び理由一覧 
・過去３ヵ年のエネルギー消費量とその細目（ベースライン設定に係る基礎資料） 
・施設の概要及び平面図 
・設備の概要及び機器の一覧 
・修繕履歴及び改修履歴 
・設備の運転実績及び運用状況（設定温度、運転時間等） 
・その他必要なデータの分析結果等 

（２）ＥＳＣＯ事業の適否の検討 

フィージビリティ･スタディの結果を踏まえ、適切に ESCO 事業実施の適否を検討する。検

討に当たっては、以下の要件を考慮するものとする。 
❑ フィージビリティ・スタディで選定された技術に加え、その他当該施設又は設備

に関連する技術等について検討し、事業として成立しうる技術を仮決定する。 
❑ 仮決定した省エネルギー技術について、効果算定のためのベースラインの算定方

法及び計測・検証方法について整理し、エネルギー削減量、二酸化炭素排出削

減量、光熱水費削減額等の省エネルギー効果（複合的効果を考慮する。）及び

工事費の概算額（附帯工事費を含む。）を算出する。 
❑ 仮決定した技術をもとに、事業期間を考慮し、CO2削減効果が最大となる組み合

せにより、事業規模を算定する。 
❑ 可能な限り幅広い技術の事業への採用可能性を確保する観点から事業の対象範

囲・工種等について適切に配慮すること。 
❑ 事業規模の算定に当たっては、次の費用を含める。 

・現地調査、設計図書等の作成及びその関連業務に係る費用 
・省エネルギー改修工事及びその関連業務に係る費用 
・設備の維持管理に係る費用 
・計測・検証に係る費用 
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・金利、その他 
❑ 二酸化炭素排出量削減の原単位については地球温暖化対策の推進に関する法律88

を、光熱水費削減額の原単位については次の例を参考に適切に設定する。その

他、必要な項目があれば、これらに準じて適切に設定するものとする。 
① 電気 

光熱水費削減額の原単位については、単位は［円/kWh］とし、必要な場合

は各月別又は技術ごとに設定する。ただし、各月別の削減量が一定と見込ま

れる場合は、年間平均単価としてもよい。 
② ガス 

光熱水費削減額の原単位については、単位は［円/Nm3］とし、一般用と空調

用を設定する。また、空調用については、必要な場合は季節ごとに設定する。 
③ 上下水 

光熱水費削減額の原単位については、単位は［円/ｍ3］とし、上水＋下水の

削減額として設定する。 

 
検討の結果、ESCO 事業として成立し、かつ、ESCO 事業としてふさわしい事業規模が確保

される場合は、ESCO 事業の導入が適当であると判断する。 
また、管理官署が異なる複数の施設を一つの ESCO 事業（バルク方式）とする可能性につ

いても検討する。 
なお、ESCO 事業実施の適否を判断した後に ESCO の導入に進む場合には、公募に際して

診断等の業務を実施した事業者が有利にならないように、診断等の内容の公表に努め、ESCO
事業の公募における情報の公平性に十分注意を払う。公平性が確保できない場合には、診断

等の業務を実施した事業者を ESCO 導入事業の入札から排除する。その場合、診断等の業務

の公募段階において、ESCO 事業への入札の可否に関する条件を明確に示すことが必要であ

る。 

 
２２－－５５  予予算算化化のの手手続続 

（１）事業スキームの整理 

国の機関においては、予算要求に当たって、ESCO 事業導入の適否判断の結果を踏まえ、

ESCO 事業を実施する際の事業スキームを整理する必要がある。整理すべき事項は、概ね次

のとおりである。なお、独立行政法人及び国立大学法人等においても、ESCO 事業のスキー

ムについて、適切に整理を行うことが必要である。 
① 契約方式 
② 事業方式 
③ 事業期間 
④ 事業スケジュール 

 
88 必要に応じ、温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル等を参照のこと。https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/ 
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⑤ 官民のリスク分担 
⑥ 業績監視 
⑦ 予算種別 

なお、上記項目の整理に当たっては、次を考慮する。 

① 契約方式 

ESCO 事業の契約方式には、ギャランティード・セイビングス契約及びシェアード・セ

イビングス契約（表Ⅴ－1.3－2）があり、それぞれの特徴を考慮の上、方式を選択する。 

② 事業方式 

事業方式には、BTO（Build-Transfer-Operate）方式及び BOT（Build-Operate-Transfer）方

式があり、それぞれの特徴を考慮の上、方式を選択する。 
なお、国がはじめて実施した ESCO 事業である「経済産業省総合庁舎 ESCO 実証事業」

（事業期間：平成 17 年 3 月～平成 21 年 3 月）においては、契約方式にシェアード・セイ

ビングス方式を、事業方式に BTO 方式を、それぞれ採用している。 

表Ⅴ－4.1.2－1 事業方式の比較 

事業方式 特 徴 

BTO 方式 
・設備等の完成後、所有権を国に移転する。 
・国が設備等を所有するので、設備等の所有に伴う税金の負担は事

業者に生じない。 

BOT 方式 

・事業の終了後、所有権を国に移転する。 
・事業者が設備等を所有するので、設備等の所有に伴う税金の負担

が事業者に生じる。 
・国が所有する施設において、一部設備等を事業者が所有すること

になるので、管理が複雑になる可能性がある。 

③ 事業期間 

ESCO 事業の事業規模に基づき、国の機関にあっては 10 箇年度を限度として事業期間を

設定する。 

④ 事業スケジュール 

契約、設計・建設及び維持管理をどの時期に行うかにより、予算の年度配分額に影響が

出る。このため、予算要求段階に事業スケジュールを整理する。 

⑤ 官民のリスク分担 

官民のリスク分担により、事業者が負担するリスク対策費を、事業費に積む必要がある

項目を整理する。 

⑥ 業績監視 

業績監視を行う際に、財務状況等の監視のために、アドバイザーと契約する必要がない
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⑤ 官民のリスク分担 
⑥ 業績監視 
⑦ 予算種別 

なお、上記項目の整理に当たっては、次を考慮する。 

① 契約方式 

ESCO 事業の契約方式には、ギャランティード・セイビングス契約及びシェアード・セ

イビングス契約（表Ⅴ－1.3－2）があり、それぞれの特徴を考慮の上、方式を選択する。 

② 事業方式 

事業方式には、BTO（Build-Transfer-Operate）方式及び BOT（Build-Operate-Transfer）方

式があり、それぞれの特徴を考慮の上、方式を選択する。 
なお、国がはじめて実施した ESCO 事業である「経済産業省総合庁舎 ESCO 実証事業」

（事業期間：平成 17 年 3 月～平成 21 年 3 月）においては、契約方式にシェアード・セイ

ビングス方式を、事業方式に BTO 方式を、それぞれ採用している。 

表Ⅴ－4.1.2－1 事業方式の比較 

事業方式 特 徴 

BTO 方式 
・設備等の完成後、所有権を国に移転する。 
・国が設備等を所有するので、設備等の所有に伴う税金の負担は事

業者に生じない。 
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・事業の終了後、所有権を国に移転する。 
・事業者が設備等を所有するので、設備等の所有に伴う税金の負担

が事業者に生じる。 
・国が所有する施設において、一部設備等を事業者が所有すること

になるので、管理が複雑になる可能性がある。 

③ 事業期間 

ESCO 事業の事業規模に基づき、国の機関にあっては 10 箇年度を限度として事業期間を

設定する。 

④ 事業スケジュール 

契約、設計・建設及び維持管理をどの時期に行うかにより、予算の年度配分額に影響が

出る。このため、予算要求段階に事業スケジュールを整理する。 

⑤ 官民のリスク分担 

官民のリスク分担により、事業者が負担するリスク対策費を、事業費に積む必要がある

項目を整理する。 

⑥ 業績監視 

業績監視を行う際に、財務状況等の監視のために、アドバイザーと契約する必要がない
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かを整理し、必要な場合はその予算確保に留意する。 
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❑ その他 
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図Ⅴ－4.1.2－2 予定されている設備更新と他の省エネルギー技術を組み合わせた場合の経費イメージ 

❑ ESCO 事業期間中に発生する費用（発注者が指定した設備機器の更新に係る省エ

ネルギー効果の保証も含む。）は、設計、施工、維持管理等の包括的サービス

への対価であり、施設整備費として改修工事完成時に一括して支払う費用とは

ESCO
前 

ESCO 
期間中 

 

ESCO 
終了後 

ESCO 事業 
者の経費 

返済分 

組み合わせて 
大きな事業に 

改
修
前 

改修後 

光熱水費 
＋ 

維持保全
に係る 
費用 

光熱水費 
＋ 

維持保全
に係る 
費用 

予定 
されている 
設備更新費 

－145－



 

－146－ 

予算種目が異なることがあるため、予算担当部局と調整する必要がある。 
❑ 予算化された施設整備費と予定価格の差額により、予算に残額が発生した場合、

その残額を設備更新部以外に流用することは原則認められない89。 

（４）その他 

国の機関にあっては、通常、事業を実施する場合は、原則として予算要求時と同じ工事種

目で事業を実施する必要がある。このため、ESCO 事業の実施において、予算要求時段階と

事業実施段階での工事種目が異なることが想定される場合は、予算担当部局と協議が必要と

なる場合がある。 

 
２２－－６６  ププロロポポーーザザルル方方式式にによよるる導導入入計計画画のの留留意意点点 

（１）ＥＳＣＯ事業の適否の検討 

一般には、プロポーザル方式により事業者を選定する場合は、詳細な省エネルギー診断及

び最終的な ESCO 事業実施の適否の検討については、事業提案を行った応募者の中から、優

先交渉権者を決定した後に、優先交渉権者が行うことになる。 

（２）プロポーザル方式における予算化の手続 

ESCO 事業者をプロポーザル方式で選定する場合であっても、整理すべき事業スキームや

予算要求項目は前述「２－５」と基本的に同様であるが、次の点に留意する。 

① 予算項目 

事業者選定前に予算要求を行う場合にあっては、予算項目は、特定の手法に偏ったもの

とならないように十分配慮し、事業者の創意工夫の余地を適切に確保すること。 

② 予算化スケジュール 

技術提案の募集を行う前に、事業者の創意工夫を反映できるように的確な予算化のスケ

ジュールを検討するとともに、予算化上対応が困難な事項については、提案募集時に与条

件として、提案者に提示を行うこと。 
なお、地方公共団体においては事前に提案公募に係る経費のみを予算化した上で、最優

秀提案に基づく金額によって予算額を設定した事例90もある。 
 

 
89 「財政法」（昭和 22 年法律第 34 号）第 33 条第 2 項：各省各庁の長は、各自の経費の金額については、財務大

臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。 
90 例えば、大阪府立羽曳野病院 ESCO 事業では、大阪府が、最優秀提案を行った提案者と詳細協議した上で予定

価格を作成し、予算化している。 
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初年度 ２年目 ３年目

ＥＳＣＯ事業公募

優先交渉者権決定

詳細診断契約

事業計画 詳細診断

詳細診断検収

ＥＳＣＯ事業予算化

予算案議会承認

（補助金申請）

ＥＳＣＯ契約

着 工

工事終了

ＥＳＣＯサービス開始

予算要求 契約準備 工 事 ＥＳＣＯサービス

地方公共団体

 

図Ⅴ－4.1.2－3 地方公共団体の ESCO 導入（プロポーザル方式）の予算化スケジュール例 

２２年年目目

３３年年目目

ＥＳＣＯ事業の実施

～12月頃

～3月頃

4～6月頃

8月下旬頃
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4～9月頃

10月頃～

予 算 案 の 内 示

予　算　成　立

入札公告・事業者選定・契約

ＥＳＣＯ導入可能性判断

フィージビリティ・スタディ

予算要求資料作成・内部調整

概　算　要　求

ＥＳＣＯ事業導入の可否の判断

１１年年目目

 

図Ⅴ－4.1.2－4 国の機関の ESCO 事業の予算化スケジュール例 

 
２２－－７７  そそのの他他留留意意点点 

フィージビリティ・スタディの検討結果は事業の適否及びその後の事業の要件等に大き

な影響を与えるため、継続的にその精度向上に努めることが望ましい。 
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３．事業者選定・契約 

３３－－１１  ＥＥＳＳＣＣＯＯ事事業業のの導導入入フフロローー（（事事業業者者選選定定・・契契約約段段階階）） 

（１）入札契約方式について 

「省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項」では、「ESCO 事業者の決定に当

たっては、価格のみならず、施設の設備システム等に最も適し、かつ、創意工夫が最大限に取り

込まれた技術提案その他の要素について総合的に評価を行うものとする。」とされている。当該

基本的事項に則る方式として、総合評価落札方式とプロポーザル方式が考えられる。 
これらの方式については、表Ⅴ－4.1.3－1 のような特徴があり、法令等の制約の範囲内で、

適切な方式を選択する。 

表Ⅴ－4.1.3－1 入札契約方式の比較 

契約方式 概要 メリット デメリット 

総合評価 

落札方式 

○技術提案とと

もに公示価格

を含めて事業

者を選定 

○技術提案内容と価格との

関係における透明性が確

保 
○発注者が想定する省エネ

ルギー効果等を上回る優

れた技術提案に対し､価

格を踏まえた評価が可能 

○評価の低い提案でも低価

格の事業者が選定される

おそれがあり、その対策

が必要 
○提案時の技術提案の内容

を原則変更できないの

で、公募時に詳細な調査･

診断結果が必要 

プロポー 

ザル方式 

○技術提案に基

づき､事業者を

選定 

○最も省エネルギー効果が

期待できる事業の提案が

可能 

○事業化のための予算が内

部の事務費であるため、

内部の合意形成に時間が

かかる 
○事業者特定段階で提案内

容の実施が確約されてい

ない 

 
なお、プロポーザル方式は、技術提案を公募して、提出された技術提案書に基づき事業者

を選定し、随意契約を行う方式であるが、採用に当たっては以下の整理が必要である。 
❑ 随意契約の理由 

➔ 事業内容は、施工の占める割合が最も大きいが、技術資料を作成する者が施

工を行うのに最も適している、という理由に関する整理 
❑ 技術提案書の時点で事業内容が確定していないなどの事業者選定上の問題 

➔ 不確定な技術提案書により事業者を決定すると、結果として実施が困難な提案

をした者を選定してしまうおそれがあることに対する整理 
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（２）総合評価落札方式によるＥＳＣＯ事業の導入フロー例 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

図Ⅴ－4.1.3－1 総合評価落札方式による、ESCO 事業の導入フロー例（事業者選定・契約段階） 
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（３）プロポーザル方式によるＥＳＣＯ事業の導入フロー例 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅴ－4.1.3－2 プロポーザル方式による、ESCO 事業の導入フロー例（事業者選定・契約段階） 

※募集要項及び資料配布以降の手順について 

① 募集要項の配布と質問等の受付 
ESCO 事業提案を募集するに当たり、事業概要及びその他応募条件等を示す募集要項

を作成し、関連資料とともに配布する。 

② 説明・質問回答書配布 
応募を検討している事業者からの募集要項に関する疑問点や質問を受け付け、説明を

し、質問へ回答する。 

③ 参加表明書及び資格審査書類の受付 
参加を希望する事業者からの参加表明書及び応募条件や資格要件の確認に必要な書

①募集要項及び資料配布 

⑦優先交渉権者の選定、審査講評、結果通知 

②説明・質問回答書配布 

③参加表明書及び資格審査書類の受付 

④資格審査結果及び提案要請書の送付 

⑤現場ウォークスルー調査 

⑥ESCO 提案書の受付 

⑧詳細診断・契約書作成協議 

ESCO 契約書締結 

質問受付 

図面等資料の

配布 

－150－



 

－150－ 

（３）プロポーザル方式によるＥＳＣＯ事業の導入フロー例 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅴ－4.1.3－2 プロポーザル方式による、ESCO 事業の導入フロー例（事業者選定・契約段階） 
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類等を受付け、応募者の資格審査を行う。 

④ 資格審査結果及び提案要請書の送付 
資格審査結果及び提案要請書を送付する。また、次項に示す資料等を配布する。 
（参考）主な配布資料 

❑ 施設概要 
❑ 過去３年間の月別光熱水費（電気、ガス、油、水道）及び使用量、供給約款

形態 
❑ 建物外観図（平面図、立面図） 
❑ 各階平面図（ダクト図、照明機器配置図） 
❑ 系統図（電気、衛生、空調） 
❑ 完成図（電気、衛生、空調） 
❑ 単線結線図 
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参加事業者が提案書作成のために最低限必要な１日程度の現地調査を実施する。 

⑥ ＥＳＣＯ提案書の受付 
30（実労働）日間程度を提案書作成期間として設け、ESCO 提案書を受け付ける。 

⑦ 優先交渉権者の選定、審査講評、結果通知 
予め評価委員会等の承認を経た提案書審査評価表等に従い、最優秀の提案を行った

ESCO 事業者を選定し、その後速やかに審査の講評や事業者への結果の通知を行う。 

⑧ 詳細診断・契約書作成協議 
詳細診断に基づいて包括的エネルギー管理書等を作成し、契約書作成に係る詳細協議

に入る。 
 
３３－－２２  事事業業者者のの応応募募にに関関すするる事事項項のの設設定定 

（１）ＥＳＣＯ事業者の役割と求められる要件 

事業者の応募に関しては、広く提案を求めるために、入札参加希望者が不当に参加を制限

されることのないよう公平に配慮することが重要である。 
一方、施設が必要とするサービス水準を確保するためには、競争参加者に対し、事業実施

に必要な業許可及び類似の経験についての要件設定を行う必要がある。 
ESCO 事業を実施する事業者は、設計、工事及び導入した設備等の維持管理業務に加え、

資金調達や事業計画の立案等の包括的なサービスを提供することから、一社で全てを実施す

る他に、代表企業と構成企業による企業グループ（コンソーシアム）を構成することや、特

別目的会社（SPC）等の特定の ESCO 事業を目的とした法人を構成することが考えられる。

ESCO 事業のような小規模なプロジェクトでは、特別目的会社（SPC）等は一般的ではなく、
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通常、企業グループで実施される。 
したがって、各役割及び各役割に対する要件の設定は以下を参考として設定し、必要に応

じ下記の役割以外についても適宜追加すること。 

① 設計役割 

設計役割は、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務を担う。 
設計役割には、建築コンサルタントとしての能力が求められるため、通常の設計委託業

務と同等の要件を設定することが考えられる。 

② 工事役割 

工事役割は、ESCO 事業の実施に必要な、施設の設備システム等の改修工事を担う。 
工事役割には、品質の確保のために、対象となる改修部位等の規模及び技術的難易度に

応じた技術力が求められる。このため、工事実績（建物用途、施設規模、工事種別）、配

置予定技術者の工事経験等、必要な要件を設定する。 
なお、ESCO 事業の事業費は、省エネルギー効果による光熱水費等の削減額で事業費を

まかなうことから、対象となる設備システム等全体の新設（あるいは全面的な更新）に要

する費用に比べ少額となる。このため、場合によっては、単純に改修工事に要する金額に

応じた発注標準に見合う工事業者のみでなく、上位の発注標準に位置する工事業者にも参

加資格を与えることが考えられる。 

③ 維持管理役割 

導入した設備に係る維持管理の他、計測・検証に必要な業務等を担う。このため「役務

の提供等」の資格を要件として設定することが考えられる。 

 
空調設備や電気設備などの多種の改修が想定されるので、設計役割、工事役割はそれぞれ

共同企業体（以下「JV」という。）を可とし、JV とする場合は、協定書等を締結することが

必要である。 
なお、ESCO 事業実施の適否を判断した後に ESCO の導入に進む場合には、公募に際して

診断等の業務を実施した事業者が有利にならないように、診断等の内容の公表に努め、ESCO
事業の公募における情報の公平性に十分注意を払う。公平性が確保できない場合には、診断

等の業務を実施した事業者を ESCO 導入事業の入札から排除する。その場合、診断等の業務

の公募段階において、ESCO 事業への入札の可否に関する条件を明確に示すことが必要であ

る。 
この他、省エネルギー保証を含む事業全体の調整や資金調達のみを担う役割を設定する場

合は、不良不適格業者の参入排除に十分に留意し、応募者の実績、担当者の経験等の必要な

要件を設定し、厳格な審査を実施する必要がある。 

（２）総合評価落札方式における事業提案の審査内容の設定 

総合評価落札方式により事業者を決定するに当たっては、提案された技術についての採否
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の判定及び当該施設に適した技術について評価を行うための審査が必要になる。 
このため、当該施設に求めている改修内容を想定し、提案の採否の判断及び優秀な提案に

おける採点基準及び加算点を事前に決定しておく。 
事業の公平性の観点から応募者の提出する技術資料についての審査項目及び審査方法につ

いては、公表しておくことが重要である。 
なお、提案された技術が、「２－４」において事業規模を算定するためにフィージビリテ

ィ・スタディの結果を踏まえ選定された技術と異なる場合であっても、設定された与条件を

満たす範囲内であれば、適切に評価を行う。 

〔〔必必須須事事項項のの審審査査のの例例〕〕 

① 提案技術の実現可能性 

既に当該施設に採用されているものと同様の技術が提案される場合もある。このため、

提案技術の内容を十分に把握し、実現可能性の分析を行い、実現可能性のない技術は不採

用とする。 

② 計測・検証の可否 

ESCO サービス料の支払いに当たっては、削減効果の実績値に基づき支払額が決定され

るため、計測・検証を確実に行うことが必須条件となる。 
一般に、施設全体のエネルギー消費量からの削減効果が大きい場合は、ベースラインを

用いて施設全体の使用量から把握できる場合もあるが、事務庁舎などの業務特性からエネ

ルギー使用量が少ない傾向のある施設は、削減効果を施設全体のエネルギー使用量全体か

ら把握することが困難な場合も多い。 
このため、技術資料においては導入する省エネルギー技術の計測・検証方法の記載を求

め、審査時において提案された方法により検証可能か判断し、採否を決定することが重要

である。例えば、効果量を計算のみにより推計するものなど、計測できない技術は不採用

とする。 
なお、ベースラインを用いて全体量から把握する場合もベースラインの補正方法などを

審査する必要がある。 

③ 光熱水費削減額及び二酸化炭素排出削減量の確認 

光熱水費削減額及び二酸化炭素排出削減量が、入札条件で設定した最低ラインを超えて

いるかを確認する。なお、必要に応じ削減量等の算定根拠をヒアリング等で確認する。 

〔〔加加算算対対象象のの例例〕〕 

① 二酸化炭素排出量の削減 

省エネルギー技術においては、光熱水費の削減と二酸化炭素の削減は単純に比例しない

ため、特に二酸化炭素の削減を重点的に評価する場合は二酸化炭素排出量について加点評

価を行う。 
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② 長期耐用性 

ESCO 事業により導入した機器等は、事業期間終了後も削減効果があることを考慮する

と、長寿命の機器の方が発注者にとって有利となる。このため、長期耐用性の観点から評

価を行い、長寿命の機器を導入しているものを高く評価する。 

③ 既存設備に対する影響 

ESCO 事業により導入される技術は、システムの一部のみ更新される場合や機器の追加

となる場合がある（図Ⅴ－4.1.3－3）。このため、導入した機器が、更新していない部分に

与える影響を考慮し、他の機器の故障を引き起こすおそれの無い技術や故障時に責任分担

が明確なものを高く評価する。 
 
 
 

 
※既存機器２の故障時に原因が不明確となる。 

図Ⅴ－4.1.3－3 既存設備に対する影響例 

④ 保全性能の確保 

提案技術の維持管理は、事業期間中は ESCO 事業者が行うものの、事業期間終了後には

施設管理者（又は維持管理等業務を外注している場合はその受注者）が行うこととなる。

このため、提案技術に必要な維持管理が施設管理者にとって過度な負担とならないかなど

の長期的視点から評価し、負担の少ないものは高く評価する。 

⑤ 事業者の構成 

各役割の業務が明確となる体制を組んでいる事業者を高く評価する。 

（３）総合評価落札方式における事業者の選定方法 

総合評価落札方式は、応募者から提出される技術資料により提案内容の評価を行い、入札

価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も高いものを落札者とする方

式である。評価値の算出方法としては、加算方式と除算方式があるが、事業内容等を考慮し

適切に選定する。 
なお、技術評価点の検討に当たっては、技術提案内容が適切に評価される必要があり、入

札価格の評価のみが特に高くなることの無いよう配慮すること。 
国の機関においては、評価の方法について財務省担当部局との個別協議が必要になる。 
ESCO 事業は、自由な提案を求めるため、省エネルギー技術の想定により事業に要する費

用が変動する。ただし、総合評価落札方式においては予定価格以上の入札を行った者は欠格

となるため、標準案の提示などにより過度な提案がされないように配慮する必要がある。 

既存機器１ 追加機器 既存機器２ 
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① 除算方式 

価格以外の要素を数値化した技術評価点を入札価格によって除算することにより評価す

る方式（評価値＝技術評価点÷入札価格）を除算方式といい（図Ⅴ－4.1.3－4）、技術評価

点は基礎点（要求要件を満たしている場合に与えられる得点）及び加算点（必須とする項

目以外について与えられる得点）からなる。 
この方式においては、より効果的な事業を行なう技術提案が高く評価されるように、加

算対象となる項目を十分検討し、適切に加算点の配分を設定することが重要となる。 
なお、等評価値線（技術評価点を入札価格で除した値がなす直線）は、原点と各点を結

ぶ放射状の直線であり、この傾きが大きいものほど評価値が高い。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図Ⅴ－4.1.3－4 除算方式のイメージ 

② 加算方式 

価格以外の要素を数値化した技術評価点と、入札価格を数値化した価格評価点を加算す

ることにより評価する方式（評価値＝技術評価点＋価格評価点）を加算方式という（図Ⅴ

－4.1.3－5）。 
一般的に、価格評価点は入札価格が低いほど大きくなるため、等評価値線（技術評価点

と価格評価点を加算した値がなす直線）は右上がりの平行線（傾きは入札価格の数値化の

方法により決まる）となり、評価値線が左上にあるものほど評価値が高い。 

入札価格が予定価格の 

範囲外の領域 

最低限の要求水準を満たさない領域 

●Ａ 

●Ｂ 

●Ｃ 

●Ｄ 基礎点＋加算点 

予定価格 入札価格 

基
礎
点 
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図Ⅴ－4.1.3－5 加算方式のイメージ 

（４）プロポーザル方式における事業者の評価項目 

国においては、現段階までプロポーザル方式によって ESCO 事業者を選定した事例がない

ため、地方公共団体における評価項目の例を示す。 
例を参考にしてプロポーザル方式における評価基準を適宜設定すること。 
① 事業期間内の利益総額が大きいこと。 
② 契約期間中の各年の自治体の利益がある程度見込まれること。 
③ 光熱水費削減保証額が高いこと。 
④ 資金調達計画が信頼できること。 
⑤ 契約期間が可能な限り短いこと。 
⑥ ESCO 事業に係る補助金等の可能性の提案があること。 
⑦ 対象建物全体の省エネルギー率が○%以上であり、省エネルギー効果が十分にあ

ること。 
⑧ 二酸化炭素排出の削減効果が高い等、地球温暖化対策が考慮されていること。 
⑨ NOx，SOx，ばいじん、騒音等についての環境性が配慮されていること。 
⑩ 技術・提案に具体性・妥当性があること。 
⑪ 提案に独自性や特殊なノウハウが含まれること。 
⑫ 既設機器の更新に係る改修が考慮されていること。 
⑬ 設備維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性がある

こと。 
⑭ 優れた品質管理を行い、期限までに確実に工事を完了し、ESCO サービスが提供で

きること。 
⑮ ESCO 契約期間終了後の対応について提案があること。 
⑯ 提案が全体としてバランスが良く優れていること。 

なお、④、⑦、⑩に失格規定が設けられている事例もある。 
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３３－－３３  与与条条件件のの設設定定 

（１）施設に要求される水準 

ESCO 事業では、事業の内容により施設の室内環境の性能が変化することがあるため、事

前に要求される性能の水準を与条件として設定する。 
室内環境の性能としては、照度、温度、空気環境等が考えられるが、各室の用途に応じて

必要な性能を適切に設定し、与条件として明記する。現状を維持するのであれば、現在の施

設が有している性能水準を設定し、現状より水準を向上させる必要がある場合には、必要な

性能水準を設定する。 
その他、各室の使用時間、人員密度、OA 機器の配置等、要求される水準を設定する。 
なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（昭和 45 年法律第 20 号）に規

定された水準（二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度など）により設定することも考えられ

る。 
また、現在の水準と異なる条件を設定する場合は、計測・検証に係るベースラインが異な

ることになるため、効果の算出・検証方法について、適切に検討しておくこと。 

（２）提案対象範囲の設定 

提案対象の範囲は、次の点に注意しながら、事業者の創意工夫や技術力を活かせるように、

適切に設定するものとする。 

① 改修対象範囲 

技術提案が行われても採用できない部分を除いた範囲とし、事前に事業対象外である部

分は明記する。 

② 提案技術の範囲 

事業対象施設の固有の事案を勘案し、事業者が技術提案を行うに当たって前提とすべき

諸条件を、必要に応じ明記する。 

③ 必須の提案技術 

当該施設が特に必要としている技術については、必須項目として設定する。 

 

また、設備更新型 ESCO 事業においては、次についても考慮が必要である。 

④ 設備更新部 

老朽化した設備機器の更新を必須とし、発注者が想定している改修内容を標準案として

提示する。 

⑤ ESCO 部 

設備更新部の標準案による水準を満たし、かつ、二酸化炭素排出削減量及び年間光熱水
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費削減額に設備更新部の標準案以外の技術の改修効果を加えた値又は額より上回る性能が

保証される場合には、設備更新部の標準案以外のシステムの採用可否についても明記する。

設備更新部の標準案以外のシステムの採用を認める場合には、発注者は応募者に対して、

提案したシステムの改修効果を求める。 
また、設備更新部以外で発注者が想定している技術の改修内容を ESCO 部の標準案とし

て提示する。 
なお、ESCO 部の標準案は全て参考であることを明記する。 

（３）計測・検証方法 

ESCO 事業の実施時において、計測・検証が確実に行えるよう、適切な計測・検証方法の

提案を求める。提案には、計測・検証に係るベースラインの適切な設定も含める。また、改

修対象範囲ごと又は提案技術ごとに、計測・検証方法を指定する必要がある場合には、次の

代表的な４つのオプション（選択肢）を参考に、適切に設定する。ただし、「３－２（２）

事業提案の審査内容の設定」との整合についても留意する。 
なお、オプションは省エネルギー対策範囲のエネルギー用途、機器の特性及びかけられる

コストを考慮して選択しなければならない。 
設備更新型 ESCO 事業において、発注者が指定した設備機器の更新による省エネルギー効

果とその他の技術による省エネルギー効果との計測・検証の区分が困難な場合は、事業全体

での省エネルギー効果の計測・検証方法の提案を求める必要がある。 
 

1）オプションＡ 
省エネルギー対象機器ごとのエネルギー消費量の差を算出するのに、設備容量、

稼働時間、及び省エネルギー率を乗じて省エネルギー効果を評価する。設備容量

の設定は、省エネルギー対策の前後に１回又は短期の実測を行う場合と、メーカ

ーのカタログデータを使用して推定する場合がある。 
 
〔ベースラインの設定例〕 
・一定消費電力機器、器具、システムの場合＝対策前機器の消費電力× 
                     機器数×稼働時間 

 
2）オプションＢ 

省エネルギー対策前後に、対象機器の出力（能力）、エネルギー消費などを一

定期間あるいは長期計測する。 
 
〔ベースラインの設定例〕 
・一定消費電力機器、器具、システムの場合＝対策前機器の消費電力× 
                     機器数×稼働時間 
・負荷連動機器             ＝相関が強いパラメータを 
                     用いた統計解析モデル式 
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3）オプションＣ 

施設全体のエネルギー又は系統別エネルギー消費の実測結果、あるいはエネル

ギー供給会社の料金請求書をもとに統計的処理を行う。 
 
〔ベースラインの設定例〕 
相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式 

 
4）オプションＤ 

空調熱負荷シミュレーター、空調用エネルギー消費シミュレーター等を使用し、

熱負荷又はエネルギー消費を推計して、省エネルギー効果を求める。 

 
（４）光熱水の原単位の設定 

光熱水の原単位は、「２－４（２）」と同様に適切に設定する。 

 
３３－－４４  予予定定価価格格のの算算定定 

国の事業では、会計法により予定価格の範囲内で契約を締結すること91となっており、予算

決算及び会計令において予定価格を作成すること92となっているため、採用する入札方法に応

じた適正な予定価格を入札前までに作成することが必要である。 
予定価格の算定に当たっては、予算化された項目に基づき、フィージビリティ・スタディ

の内容を精査した上で、次のとおり算定する。 

予定価格 ＝ 設計等費 ＋ 工事費 ＋ 運転・維持管理費 
＋ 計測・検証費 ＋ 金利 

また、設備更新型 ESCO 事業の場合は、各費目に設備更新部に係る費用を計上するととも

に、設備更新部を含めた民間の創意工夫について見込む。このため、コンサルタント等の調

査により、実績等を把握することが必要である。 

 

 
91 「会計法」第 29 条の 6 第 1 項 
92 「予算決算及び会計令」（昭和 22 年 4 月 30 日勅令第 165 号）第 79 条 
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３３－－５５  発発注注ススケケジジュューールル等等 

一般競争総合評価落札方式の場合の標準的な発注スケジュール例を図Ⅴ－4.1.3－6 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅴ－4.1.3－6 一般競争総合評価落札方式の場合の標準的な発注スケジュール例 

公 告 案 の 検 討 

入札説明書（技術資料作成要領を含む）の交付 

公  告 

技術資料作成要領の審査 

競争参加資格の内容の審査 

入札・契約手続運営委員会 
（競争参加資格の決定） 

競争参加資格確認資料、技術資料等の提出期限 

競争参加資格がないと認めた理由の説明要求 

技術資料のヒアリング 

提案内容と評価結果案の審査 

競争参加資格確認資料の審査 

入札・契約手続運営委員会 
（競争参加資格の有無の決定） 

競争参加資格の確認結果の通知 

理由の説明要求に係る回答 

質問書の提出期限 

質問書に対する回答期限 

入  札 

標準的日数 

公告後速やかに 

10 日 

技 術 資 料 の 作 成 説 明 
現 地 見 学 

20 日 

30 日 

20 日 

7 日※ 

10 日 

1 日 

5 日 

3 日 

※は、土曜日、日曜日、祝日等を含まない 
注）本表は会計法に基づいた例であり、ＰＦＩ法

に基づく場合は「官庁施設のＰＦＩ事業手続

き標準」に準じて実施するものとする 
http://www.mlit.go.jp/gobuild/pfi/pfi.htm 
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３３－－６６  技技術術資資料料作作成成要要領領のの作作成成 

技術資料作成要領には、「３－２ 事業者の応募に関する事項の設定」及び「３－３ 与

条件の設定」の内容に加え、次の項目について記載する。 
その他、追加項目が必要な場合は、適宜、記載する。 

① 全体スケジュール 

ESCO 事業のサービス期間は、BTO の場合、工事が終了し財産の引渡しを受けた後から

開始されるため、事前に引渡し日を明確にする。なお、工事の遅延等により定められた日

に引き渡されなかった場合には、サービス期間が短くなるため契約金額の変更等が生じる

おそれがある。 

② 予想されるリスクに対する責任分担 

事前に発生が予想されるリスクに対しては、発注者又は事業者のどちらに責任があるの

かを明記する。なお、各リスクについては契約時点で契約書として明記されることとなる。 

③ 苦情の申立てについて 

技術資料作成要領には、応募者の参加資格が認められなかった場合又は技術提案が不採

用であった場合には、応募者は説明を要求することができることを明記する。 

④ 施工の条件 

改修工事に当たっては、居ながらの改修になるため事務室等における平日の作業は困難

となる場合が多い。このため、作業時間等に施工上の制約がある場合には、その条件を明

記する。また、施設の改修計画との整合によりシステム一体として改修するなどの条件が

ある場合は記載する。 

⑤ 資料 

フィージビリティ・スタディにて調査した事項のうち、技術資料の作成に必要となる、

施設概要、平面図、主要機器リスト、エネルギー使用量、実施済改修工事リスト等を資料

として添付する。 
なお、事業の与条件等の設定根拠についても資料として提示を行うことが望ましい。 
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３３－－７７  現現地地見見学学等等 

事業者の創意工夫を最大限に活用するには、応募者が施設の状況を十分把握したうえで提

案を求めることが必要である。このためには、次の手続を実施することが有効である。 

（１）現地見学 

実際の既存設備システムの見学を行うことにより、既存設備システムの把握、改善余地の

確認、新設する設備機器の設置場所の確認などが可能となる。 

（２）エネルギー使用実績の閲覧 

電気、ガス、油、水等の使用量とその詳細データを閲覧し、消費傾向の確認や運用方法の

確認などを行うことにより、省エネルギー技術の適否の判断、削減効果の精査などが可能と

なる。 
なお、フィージビリティ・スタディの際に収集した詳細データが古くなってしまった場合

等は、必要に応じ、最新のデータを準備する。 

（３）過去の工事の完成図の閲覧 

過去の工事の完成図を閲覧することにより、既存設備システムの詳細の把握や既存機器の

設置時期の把握及び新設する設備機器の設置場所の確認などが可能となる。 

 
なお、これらの手続を実施した後には、応募者が技術資料を作成するのに十分な日程を確

保する必要がある。 

 
３３－－８８  ヒヒアアリリンンググのの実実施施 

提出された技術資料についてヒアリングを実施することは、技術資料の内容を審査担当者

が十分理解するとともに、正確で公平な評価を行う上で有効である。このため、必要に応じ、

技術資料に関してヒアリングを実施するものとする。 
ヒアリングは、提出された技術資料の記載内容を変更することはできないが、提出された

技術資料だけでは不明な点を補足するために行う。なお、ヒアリングした事項が口約束とな

らないために、両者で合意した議事録を残すなど、回答された内容を担保することが必要で

ある。 
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３３－－７７  現現地地見見学学等等 
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なお、フィージビリティ・スタディの際に収集した詳細データが古くなってしまった場合
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過去の工事の完成図を閲覧することにより、既存設備システムの詳細の把握や既存機器の

設置時期の把握及び新設する設備機器の設置場所の確認などが可能となる。 

 
なお、これらの手続を実施した後には、応募者が技術資料を作成するのに十分な日程を確

保する必要がある。 

 
３３－－８８  ヒヒアアリリンンググのの実実施施 

提出された技術資料についてヒアリングを実施することは、技術資料の内容を審査担当者

が十分理解するとともに、正確で公平な評価を行う上で有効である。このため、必要に応じ、

技術資料に関してヒアリングを実施するものとする。 
ヒアリングは、提出された技術資料の記載内容を変更することはできないが、提出された

技術資料だけでは不明な点を補足するために行う。なお、ヒアリングした事項が口約束とな

らないために、両者で合意した議事録を残すなど、回答された内容を担保することが必要で

ある。 

 

 

－163－ 

３３－－９９  事事業業者者のの評評価価 

（１）提案内容の審査 

提出された技術資料について、「３－２ （２）事業提案の審査内容の設定」で設定した

内容に従い、提案内容の審査を行う。 
提案内容の審査については、ESCO 事業の技術について専門的な知見を有する有識者等か

らなる委員会等や入札時 VE 審査委員会等既存の枠組を活用するなどにより、提案内容の評

価を決定する。 
なお、工事の総合評価落札方式の場合、技術提案の内容の一部を改善することで、より優

れた技術提案となる場合などに、技術提案の審査において、提案者に当該技術提案の改善を

求める、又は改善を提案する機会を与えることができる仕組みがあるなど、工事内容に応じ

て、その手続の仕方が工夫されている。このため、ESCO 事業においても有効と思われる手

続については、積極的にこれを検討することとする。 

（２）競争参加資格の確認 

提出された技術資料の審査結果を踏まえ、競争参加資格の確認を行う。 
なお、競争参加資格の確認結果は書面により通知する。競争参加資格がないと認められた

者に、その理由について一定期間以内に説明を求めることを可能とする。 
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３３－－10  契契約約書書のの作作成成 

（１）契約書に記載する事項 

ESCO 事業は、設計、工事、維持管理業務などを包括的に実施し、長期間にわたりサービ

スの提供を行うものである。このため、契約書に記載する内容については、業務の内容を十

分踏まえ、業務の各段階において行うべき事項、問題発生時の対応方法などを明らかにして

おく必要がある。次に、ESCO 事業の契約として、特徴的な主な事項を示す。 

① 実施計画書の作成に関すること 

ESCO 事業の実施体制、保全計画書、運転管理方針、計測・検証計画、ベースラインの

設定方法、ベースラインの調整方法、室内環境に要求される水準の設定を現状と異なるも

のにした場合における効果の算出・検証方法など ESCO 事業期間全体を通して ESCO サー

ビスに関する基本的事項を定めるために、実施計画書の策定を義務付けておく。 

② 維持管理に関すること 

ESCO 事業により設置された設備等は、既存の設備等に混在して設置される場合がある

ので、当該設備等の維持管理に関する責任や当該設備等が第三者に損害を及ぼした場合の

責任など、その所在（あるいは分担）を明らかにしておく。 
ESCO 事業で設置した設備の維持管理は ESCO 事業者が行い、既存設備システムの維持

管理は保守管理会社が行うこととなるが、ESCO 事業者に係る設備の運転・監視又は運用

での運転改善案は、ESCO 事業者が自ら行うか、施設管理者の合意のもと保守管理会社に

行わせることができることを契約条件とする。 

③ 計測・検証方法に関すること 

ESCO 事業では、計測・検証の結果により、事業者に支払われる ESCO サービス料が減

額又は増額される場合がある。このため、どのような方法により削減効果を計測し、その

結果をどのような条件の下で算定、評価するか、あらかじめ明らかにしておく。なお、ESCO
サービスによる削減効果の保証額（あるいは量）は、総合評価落札方式の場合、技術提案

書に記載された額（あるいは量）となる。 

④ 瑕疵と責任に関すること 

ESCO 事業契約において、保証額（又は保証量）の未達成については、瑕疵担保責任の

対象とならないことを明確にする。 

⑤ 事業費の支払に関すること 

改修工事完成時における設備更新型 ESCO 事業の設備更新部に係る事業費及び保証され

た削減額（又は削減量）が実現した場合における事業費（設備更新部の標準案による光熱

水費削減相当分も含む。）の支払方法を明記する。明記する内容は次のとおり。 
・年度ごとの支払限度額 
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・事業費の内訳（設計業務費、改修工事費、維持管理業務費、金利等） 
・分割払スケジュール（事業費の内訳別） 

⑥ ペナルティに関すること 

ESCO 事業では、事業者が削減効果の計測・検証を毎年度実施し、保証された削減効果

が達成されていない場合、発注者は事業者に対してペナルティを課すことになる。このた

め、ペナルティの算定方法やその額についてあらかじめ明らかにしておく。また、総合評

価落札方式の場合は、事業者の技術提案の評価において、加点した内容についてもペナル

ティの対象となるので、提案内容を満たさなかった際の処置についてもあらかじめ明らか

にしておく。 

⑦ 業務の監視及び改善要求措置に関すること 

発注者が行う業務の監視等について、その方法、時期などについて定めておく。 
「業務の監視及び改善要求措置要領」に基づき、発注者が行う業務監視等に必要な報告

を事業者が行うことを明記しておく。 

⑧ 構成員に関すること 

設計役割は、建築士法の要請を満たしていることを必須とする。工事役割は、建設業法

の要請を満たしていることを必須とする。また、構成員の変更の可否及び構成員の破産又

は解散が生じた際の対応について定める。 

⑨ リスクに関すること 

技術資料作成要領で示したリスク分担、及び実際に事業で実施される内容を踏まえ、予

想されるリスクの分担について契約書に明記しておく。 

⑩ 発注者の義務に関すること 

発注者は、事業対象部位の故障や当該施設へのエネルギー供給の中断等 ESCO 事業の実

施に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに ESCO 事業者に通知することを明記して

おく。また、各月の光熱水費を ESCO 事業者に通知することを明記しておく。 
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（２）各段階のリスク分担 

リスクとは、事業の実施に当たり、契約の締結の時点ではその影響を正確には想定できな

い不確実性のある事由によって、損失が発生する可能性をいう。 
リスク分担の設定に当たっては、一方的に事業者に過度な負担を求めることのないよう適

切に設定すること。なお、施設所有者の事由に帰するリスクについては、発注者が負うもの

と考えられる。 
ESCO 事業に限らず一般的に論じられるリスクとしては、表Ⅴ－4.1.3－2 に示すものがある。

これらは ESCO 事業実施の各段階に共通なリスクである。 

表Ⅴ－4.1.3－2 各段階に共通なリスク 

リスクの種類 リスクの性質 リスク分担の考え方 

制度関連 

リスク 

税制を含む法令の変更や

許認可の取得などの制度

に関わる要因に関して想

定されるリスク 

・事業者の努力によって回避又は軽減することが不

可能であるため、事業者には負担が困難な場合が

多いことを考慮 

・事業期間中に発生可能性のあるリスクについて

は､事前に検討 

・契約時点で想定することが困難なものについて

は､協議や補償の可能性を示す記述を盛り込む 

経済リスク 

事業者の資金調達にかか

る金利及び物価(主に光熱

水費)の変動リスク 

・金利の設定時期並びに見直しの有無及びその時期

の設定により、リスクの負担度合いを考慮 

・発注者側の事由により事業が大幅に遅延し､融資

契約の解約等に件う解約手数料が発生する場合

等は、遅延可能な期間の期限の設定の有無等によ

る条件変更の可能性等も考慮し検討 

債務不履行 

リスク 

起因事由を分類項とする

リスク 
・起因者によってリスク負担を検討 

不可抗力 

リスク 
誰も管理不可能なリスク 

・事業の継続が可能な程度の損害の場合等は､損害

拡大の阻止や事業の早期復旧 

・継続に向けて効果的なリスク負担の方法を検討 

・事業の終丁となるような場合等は､お互いに妥当

な費用負担や損害の補てんの方法をあらかじめ

定める 

・不可抗力であっても保険による対処が可能なリス

クもあるため､保険市場における動向を勘案し

て、適切な負担方法を定める 

 
事業の適正かつ確実な実施を確保するために、これらの一般的なリスク負担の考え方に基

づき、事業実施の各段階について、リスクが顕在化した場合の責任の所在及び対処方法を整
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事業の適正かつ確実な実施を確保するために、これらの一般的なリスク負担の考え方に基

づき、事業実施の各段階について、リスクが顕在化した場合の責任の所在及び対処方法を整
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理し、契約書に記載する。 

① 調査・設計段階に想定されるリスク 

リスクが顕在化する原因としては、提案内容の不備、発注者の指示による提案の変更等
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リスクは設計業務を受注した者が負担している。 

② 施工段階に想定されるリスク 

施工段階に関するリスクは、その内容、起因により多岐にわたるが、ESCO 事業におい

ては基本的に設計図書どおりの施工をおこなうため、建設工事の請負契約に用いられてい

る公共工事標準請負契約約款におけるリスク分担を参考に検討を進めることが、効率的か

つ効果的である。 

［施設所有者の事由に帰するリスク］ 

施設改修については、重要な会議等で改修が行えない場合など、予期せぬ施設の所有者

の事由により工事が着手できず要求水準に不適合となった場合は発注者の負担とする。 

［施設損傷・第三者への損害リスク］ 

施設損傷、第三者への損害リスクは、まず発注者から施工に関する特別な指示のない限

り、起因性の観点から事業者が負担することが通常と考えられる。なお、従来型の工事同

様に保険の付保を義務づけることも一つの方策と考えられる。 

［金利変動リスク］ 

建設期間中の金利変動リスクには、金利の設定時期が大きく影響する。 
金利の設定時期は、入札時、契約締結時、着工時、完工時などいくつかの時点が考えら

れるが、設定時点が後になればなるほど、発注者が完工までの金利の変動リスクを負担す

ることになる。 

［物価変動リスク］ 

建設段階においては物価変動に伴う工事費の増加がリスクとして想定される。当該物価

変動リスクの分担方法は、公共工事標準契約請負約款の第 25 条（スライド条項）を参考に

事業期間等を考慮して決定することが考えられる。 

③ 維持管理運営段階に想定されるリスク 

維持管理運営段階のリスクは、施工段階に比してその発生要因が多岐にわたるとともに、
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その期間が長期に及び、利用者、管理者、業務従事者など多くの者の関与が想定されるこ

とから、起因者の特定が困難である場合が想定される。このため、起因者の特定が困難な

場合を中心に、事前の想定によりいくつかの場合に分類し、その類型ごとに負担方法を定

めておくことが重要となる。 

［性能に関するリスク］ 

性能に関するリスクには、要求水準への不適合、瑕疵、性能変更等のリスクがあり、性

能及び仕様の決定プロセスに基づいて負担者を決定することが一般的である。 
要求水準に対する不適合については、基本的には、起因性及びリスク最小化努力の観点

から、仕様を決定し、施工した事業者がリスクを負担することが適切である。ただし、事

業期間中の社会状況の変化等に伴う性能変更の場合は、原則として変更を希望する発注者

のリスク負担となる。 

［設備等の所有に伴うリスク］ 

設備等の所有に伴うリスクは、基本的に設備等の所有者の負担とする。 

［施設損傷・第三者ヘの損害リスク］ 

施設損傷のリスクにおいて起因者が明確である場合は、起因者が負担することが原則で

ある。第三者による施設損傷等については、求償措置をとる者のリスクとすることが適切

である。また、不可抗力による場合等求償措置をとることができない場合は、発注者のリ

スクとすることも考えられるが、施設損傷については保険の付保が可能な場合もあること

から、保険でカバー可能な範囲を検討し、そのコストと比較考量した上で最終的な負担方

法を決定すること。 

［金利変動リスク］ 

金利変動リスクの検討に当たっては、事業の内容（サービスの継続性・持続性や公共施

設等の管理者等、サービスの対価の支払者の信用力等）及び事業スキームの内容（事業の

類型、事業期間、事業方式、支払方法、減額措置等）に対する市場の評価と、当該時点で

の金融の市場動向か大きく影響することに十分留意するとともに、将来における財政負担

変動への対応可能性の有無にも配慮すること。 

［物価変動リスク］ 

物価変動リスクの分担方法としては、以下の方法が考えられる。 
・ 一定範囲内の物価変動は事業者の負担とする 
・ 数年後ごとに物価変動指数に連動した見直しを行う 
維持管理期間中の物価変動リスクは、長期間となることからその動向の見極めが困難で

あるため、実施する ESCO 事業の事業期間を考慮した上でその負担方法を検討すること。 
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［不可抗カリスク］ 

不可抗カリスクのうち施設に関するものについては、通常は施設の所有者がその責任を

負うことが一般的である。このため、BTO の場合は、施設の所有者である国が施設に関す

るリスクを負担することとなるが、BOT の場合は特段の定めがなければ事業者がそのリス

クを負担することとなる。しかし、現実的には事業者にとって管理不可能なリスクである

ため、当該リスクを負担することが適切であるか検討する必要がある。 
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４．事業の実施 

４４－－１１  監監視視職職員員等等 

発注者は事業の実施状況等を確認するため、必要に応じ、契約及びこれに基づき締結され

る一切の合意に定めるもののうち発注者の権限とされる事項について、その一部を次に掲げ

る職員に委任する。この場合、発注者は職員の氏名及び委任する事務の範囲その他必要な事

項を事業者に通知する。 

（１）監視職員 

監視職員は、発注者が必要と認めて委任したもののほか、次の権限を有する。 
① 契約の義務履行に係る事業の実施状況の監視 
② 契約の履行に関する事業者又は事業者の現場代理人に対する請求、通知、確認、

承認又は協議 
③ 事業者が作成及び提出した資料の確認 

（２）検査職員 

検査職員は、事業の実施状況について検査及び調書の作成を行う。 

（３）事業実施における発注者又は監視職員・検査職員の職務 

事業実施における発注者又は監視職員・検査職員の行う職務のフローを図Ⅴ－4.1.4－1 に

示す。 
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図Ⅴ－4.1.4－1 業務監視に係るフロー 
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４４－－２２  事事業業実実施施計計画画 

（１）実施計画書 

事業者は、契約の締結後速やかに、事業関係図書に基づき、事業の実施体制、事業概略工

程表、運転管理方針、保全計画書、計測・検証計画、ベースライン及びその計算方法、ベー

スラインの調整方法等、ESCO サービスに関する基本的事項を定めるために、実施計画書を

策定する。 
次に実施計画書の記載内容の主な概要を記載する。 

①  事業計画 
○事業実施体制 

・各役割の業務実施体制等 
○事業概略工程表 

・事業終了までの事業計画の概要（設計・施工スケジュールを含む） 
②  総合仮設計画 

○総合仮設計画書 
・現場代理人、監理技術者、技能士等の通知書 
・施工体制台帳 
・緊急連絡先等 

③  省エネルギー技術概要 
・光熱水費削減予想額及び保証額 
・二酸化炭素排出削減予想量及び保証量 等 

④  維持管理等計画 
○保全計画書 

・ESCO 事業対象設備等の点検項目、点検内容、点検周期等 
・ESCO 事業対象設備等の保守（消耗品等の交換など）等の計画 

○運転管理計画 
・運転管理体制 
・導入した設備等の運転管理に関する計画 
・非常時のバックアップ体制 
・既存機器の運転管理に関する省エネルギー提案があった場合、当該技術 

の具体的方法 
⑤  計測・検証計画 

・計測方法、計測場所、計測時期、計測器の精度等 
・得られたデータから効果量を検証する具体的方法 
・ベースラインを用いる場合には、その設定方法及び調整方法等 

⑥  その他必要と認められるもの 
事業者は、実施計画書の策定を完了したと判断するとき、当該実施計画書を添えて業務完

了報告書を発注者に提出する。 
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発注者は、一定期間以内に、その内容が契約及び事業関係図書に適合するか否かを検査し、

事業者に書面で通知する。このとき、当該実施計画書の内容が、契約及び事業関係図書に適

合しないと認めるときは、事業者に是正を求めることができる。 

 
４４－－３３  ＥＥＳＳＣＣＯＯ事事業業対対象象部部位位のの設設計計 

（１）設計実施工程表の確認 

事業者は、設計実施工程表及び設計業務計画書を発注者に提出する。 
発注者は、設計実施工程表及び設計業務計画書の提出を受けた場合、一定期間以内に確認

を行う。 

（２）設計業務の実施 

発注者は、設計業務の着手後、定期又は随時に、当該業務の進捗状況について確認を行う。 

（３）設計図書の提出及び検査 

事業者は、設計業務を終了したと判断するときは、設計図書その他の関係資料（以下「設

計図書等」という。）を添えて、発注者に業務完了報告書を提出する。 
発注者は、設計業務完了報告書又は設計図書の受領後、一定期間以内に、その内容が契約

及び事業関係図書に適合するか否かを検査し、事業者に書面で通知する。 
このとき、発注者は、当該実施計画書の内容が、契約及び事業関係図書に適合しないと認

めるときは、事業者に是正を求めることができる。 
次に設計図書の主な検査項目を記載する。 

①  図 面 
改設図 

・工事仕様書において、使用材料の仕様、設計用標準震度、発生材の処分

方法等が適切に記載されているか。 
・各階設備等平面図（事業対象フロア）において、事業を行わない部位と

の取り合い、事業範囲、養生範囲等が適切に記載されているか。 
・機器仕様（新設及び改設する機器の名称、仕様、数量）において、設計

計算書に基づく適切な記載がされているか。 
・各種システム系統図において、事業を行わないシステムに影響を与える

ものでないか。 
・各平面詳細図・断面図等において、必要な点検スペースが適切に確保さ

れているか。 
撤去図 

・既存機器等の撤去を行うフロアの平面図において、撤去を行わない機器

等に与える影響がないか。 
・撤去する機器の名称、仕様、数量、発生材の処理（引渡し・廃棄の別）

等が適切に記載されているか。 
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②  設計計算書等 
・各種計算書が適切なものとなっているか。 
・各種技術資料の内容が適切なものとなっているか。 
・工事種目別積算資料及び内訳書に誤りがないか。 

 
４４－－４４  施施工工 

（１）工事実施工程表 

発注者は、事業者が施工に先立ち作成された工事実施工程表の提出を受ける。このとき発

注者は、必要に応じて、工事実施工程表の補足として、週間又は月間工程表、工種別工程表

等の作成及び提出を求め、施設管理者と工程についての調整を行う。 

（２）施工計画書 

発注者は、事業者が施工に関する総合的な計画をまとめた総合施工計画書、品質計画、安

全計画、搬入計画、試運転計画及び工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を

定めた工種別の施工計画書の提出を受け、使用材料、施工方法、安全対策等が適切に記載さ

れているか確認する。 

（３）施工確認 

発注者は施工計画書に基づいて次の項目について確認、検査等を行う。 
① 工事記録・工事写真・打合せ議事録 
② 工事実施工程表 
③ 施工状況 

（４）完工検査 

発注者は事業者及び現場代理人立会いの上、完工検査を実施し、設計図書等のとおり施工

が完了したと確認したときに完工確認通知書を事業者に交付する。 
事業方式が BTO 方式の場合は、改修工事の完成を確認した後に事業者より設備等の引渡

しを受ける。 
主な完工検査の内容を次に記載する。 
・機器類、配管類、ダクト類、電線類の据付、固定状態 
・機器類及びシステムの稼働状態 
・騒音、振動の発生状況 
・室内環境測定データ、試運転データ 
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②  設計計算書等 
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（４）完工検査 
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４４－－５５  運運転転及及びび維維持持管管理理 

（１）事業者の報告義務 

事業者は、運転及び維持管理期間中において行う ESCO 事業対象部位の日常点検、定期点

検、修理、その他の運転及び維持管理のための作業の内容及び発注者が必要と認めて報告を

求めた事項について、遅滞なく発注者に対して報告を行う。 

（２）業務計画書の提出及び承認 

事業者は、毎年度開始前又は前月末までに実施計画書で定められた運転管理方針及び保全

計画書に基づき、当該年度又は月次等の業務計画書を作成し発注者に提出する。 
発注者は、事業者から業務計画書の提出を受けたときは、遅滞なく事業者及び施設管理者

と協議し承認を行う。また、発注者は、実施計画書で定められた運転管理方針及び保全計画

書で定める条件を変更しようとするときは、あらかじめ事業者に対して通知し、事業者と協

議しなければならない。 

（３）運転管理 

事業者は、実施計画書で定められた運転管理方針に基づき ESCO 事業により設置された設

備の運転管理を自らの責任と負担で行う。その運転管理状況について、定期的に発注者に報

告する。 
また、運転は改修前の室内環境水準を遵守するように行うが、これが守れなくなった場合

及び設備の不具合、故障等が発生した場合、速やかに発注者に報告する。 

（４）維持管理 

事業者は、実施計画書で定められた保全計画書に基づき ESCO 事業対象部位の維持管理を

自らの責任と負担で行い、その維持管理状況について、定期的に発注者に報告する。 

（５）発注者の通知義務 

発注者は、事業実施期間中、次の事項について事業者に通知する義務を負う。 
① 発注者が、ESCO 事業対象部位の故障又は不具合を発見したときは、速やかに通知。 
② 当該施設へのエネルギー供給が中断したときは、速やかに通知。 
③ 事業者の改修工事の完了日の属する翌月以降、毎月、当該施設に係る光熱水費

の実績をその翌月に通知。 

 
４４－－６６  計計測測・・検検証証 

事業者は、運転及び維持管理中、光熱水費削減額及び二酸化炭素削減量が計画どおり守ら

れていることを証明するため、実施計画書で定められた計測・検証計画に基づき、計測・検

証を行う。 
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（１）計測・検証結果の確認 

発注者は、事業者が行う対策後の定期的な達成省エネルギー量のレビュー（計画省エネル

ギー量との差の検証等）から、省エネルギー対策後に機器が正しい運転がされているか、パ

ラメータとした要因以外にエネルギー消費に大きな変動を与える要因に変化がないか確認す

る。運転や管理に問題があり、保証されたエネルギー削減量等が計画どおりに達成されてい

ない場合は、事業者に是正措置を検討させる。 
また、発注者は、事業者から報告される計測・検証を行った結果の二酸化炭素削減量や光

熱水費削減額の確認を必要に応じて定期的に行う。 

（２）年間業務報告書の提出及び検査 

事業者は、「業務の監視及び改善要求措置要領」に定めるところにより計測・検証結果を

年間業務報告書として取りまとめ、発注者に提出する。 
発注者は、年間業務報告書の提出を事業者から受けたときは、一定期間以内に、光熱水費

削減額及び二酸化炭素削減量が計画どおり守られているか否か検査し、その結果を、事業者

に書面で通知する。 

（３）減額の措置 

発注者は、維持管理期間中の計測・検証により確認された光熱水費削減額又は二酸化炭素

排出削減量のいずれかが、事業契約書等に定める光熱水費削減保証額又は二酸化炭素排出削

減保証量を下回った場合は、事業費の支払額の減額を行う。 

 
４４－－７７  契契約約終終了了 

（１）維持管理マニュアルの作成及び引き継ぎ 

実施された技術提案内容の維持管理・運用は、事業期間中は ESCO 事業者が行うものの、

事業期間終了後には施設管理者（又は維持管理等業務を外注している場合はその受注者）が

行うので、事業者は、事業終了前に、施設管理者等に維持管理業務を引き継ぐために必要な

作業手順、管理項目等をまとめたマニュアルを作成する。 
施設管理者等は、当該マニュアルについて、事業者から説明を受ける。 

（２）ＥＳＣＯ事業対象部位の確認 

契約終了時、発注者は、ESCO 事業対象部位の状況を検査し、完工時以降に損傷及び不具

合等が発生していないか確認を行う。 
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◇◇資資  料料  編編  

  
◇◇ESCO 事事業業のの例例（（概概要要）） 

以下に、具体的な ESCO 事業の概要及び提案内容（光熱水費削減保証額、二酸化炭素排出

削減量、改修技術等）の例を示す。 

 

１．事業の概要 

(1) 対象施設          ○○○地方合同庁舎 
(2) 発注・業務の監視・検査   ◇◇◇省 

(3) 事業期間          平成 24 年 4 月～平成 33 年 3 月 
（削減保証期間   平成 24 年 10 月～平成 33 年 3 月） 

(4) 求めた事業者役割      設計役割、工事役割及び維持管理役割 
（それぞれに資格要件を設定） 

(5) 事業者選定方式       総合評価落札方式（除算式） 
(6) 所有権引渡方式       BTO 方式 
(7) 契約形態          シェアード・セイビングス方式 
 
２．提案の概要 

(1) 光熱水費の削減保証額    約 8,500 千円／年 
(2) 二酸化炭素排出削減量    約 290t-CO2／年 
(3) 提案技術等 

①熱源・空調設備 
・予冷予熱時の外気カット 
・全熱交換器の導入 
・VAV 方式の導入 
・CO2監視による外気量制御 
・熱源台数制御 
・温湿度センサー取付位置適正化 

②照明設備 
・インバータ化及び高効率誘導灯の導入 
・初期照度補正、人感センサー、自動調光による制御 
・外灯の自動点滅・タイマー併用 

③給排気設備・換気設備 

・変電室、機械室等の換気量制御 
・局所排気による換気量制御 

④給排水・衛生設備 
・省エネルギー型浄化槽の導入 
・感知式小便器自動洗浄弁、節水型大便器洗浄弁の導入 
・自閉式水栓の設置 
・擬音装置の設置 
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◇◇支支払払額額のの減減額額のの算算定定例例 
以下に、①二酸化炭素排出量削減保証量が達成されなかった場合、②光熱水費削減保証額

が達成されなかった場合の減額の算定例を示す。 
なお、いずれの場合においても、減額は、本来支払われるはずだった事業費の総額を超え

ることはないものとする。 

 

①二酸化炭素排出量削減保証量が未達成の場合の減額の算定例 

二酸化炭素排出削減保証量に係る減額（円） 
＝減額に係る単価（円/t-CO2） 
×｛契約書に定める排出削減保証量（t-CO2） 
－当該年度に計測・検証で確認された排出削減量（t-CO2）｝ 

 
なお、減額に係る単価は以下で算出する。 
 

減額に係る単価（円/t-CO2） 
＝ベースラインの光熱水費の総和（円/年） 

÷ベースラインの CO2 排出量（t-CO2/年） 

 

②光熱水費削減保証量が未達成の場合の減額の算定例 

光熱水費削減保証額に係る減額（円） 
＝契約書に定める削減保証額（円） 
－当該年度に計測・検証で確認された光熱水費削減額（円） 

 
◇◇支支払払額額のの変変更更分分のの算算定定例例 

維持管理期間における省エネルギーへのインセンティブを ESCO 事業者に付与するため、

二酸化炭素排出削減量及び光熱水費削減額が、事業契約書等に定める二酸化炭素排出削減量

に達し、かつ、光熱水費削減保証額を超えた場合に事業費の支払額の変更を行うことが考え

られる。支払額の変更を行う場合の算定例を以下に示す。 
なお、インセンティブとしての支払額の変更措置の検討に当たっては、関係法令を確認す

るとともに、予算担当部局と協議が必要になることに留意が必要である。 

 

支払額の変更分の算定例 

支払額の変更分（円） 
＝｛当該年度に計測・検証で確認された光熱水費削減額（円） 

－契約書に定める削減保証額（円）×係数｝÷２ 
 
なお、係数は１を超える数値とし、削減効果の補償額等を勘案し、適切に発

注者側で設定する。 
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減額に係る単価（円/t-CO2） 
＝ベースラインの光熱水費の総和（円/年） 
÷ベースラインの CO2 排出量（t-CO2/年） 

 

②光熱水費削減保証量が未達成の場合の減額の算定例 

光熱水費削減保証額に係る減額（円） 
＝契約書に定める削減保証額（円） 
－当該年度に計測・検証で確認された光熱水費削減額（円） 

 
◇◇支支払払額額のの変変更更分分のの算算定定例例 

維持管理期間における省エネルギーへのインセンティブを ESCO 事業者に付与するため、

二酸化炭素排出削減量及び光熱水費削減額が、事業契約書等に定める二酸化炭素排出削減量

に達し、かつ、光熱水費削減保証額を超えた場合に事業費の支払額の変更を行うことが考え

られる。支払額の変更を行う場合の算定例を以下に示す。 
なお、インセンティブとしての支払額の変更措置の検討に当たっては、関係法令を確認す

るとともに、予算担当部局と協議が必要になることに留意が必要である。 

 

支払額の変更分の算定例 

支払額の変更分（円） 
＝｛当該年度に計測・検証で確認された光熱水費削減額（円） 
－契約書に定める削減保証額（円）×係数｝÷２ 

 
なお、係数は１を超える数値とし、削減効果の補償額等を勘案し、適切に発

注者側で設定する。 
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ⅤⅤ-4-2．その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本

的事項について 
 

１．はじめに 

１１－－１１  そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約にに関関すするる基基本本的的事事項項 

環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改

修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改

修事業に係る契約に関する基本的事項は、以下のとおりである。 

…

…

…

…

…

ⅤⅤ-1

ⅤⅤ-2

ⅤⅤ-3

ⅤⅤ-4

ⅤⅤ-4-1

そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 ⅤⅤ-4-2…

建築物の設計に係る契約

建築物の維持管理に係る契約

建築物の改修に係る契約

ESCO事事業業にに係係るる契契約約

建築物に係る契約

 

図Ⅴ－4.2.1－1 基本方針におけるその他の省エネ改修事業に係る契約の位置づけ 

 

③建築物の改修に係る契約 

イ．その他の省エネ改修事業に係る契約 

その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

・その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネルギー

消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理における運

用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図るものとする。 

・その他の省エネ改修事業の発注に当たっては、当該施設の特性及び当該改修の目的等に

応じたエネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減に資する契約方式を選択

するものとする。 

・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該改修の目的等を踏まえ、調達者におい

て設定するものとする。 
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１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

環境配慮契約法に基づく基本方針に記載されたとおり、建築物の改修計画の検討に当たっ

ては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及びデータの分析結果等を

踏まえ、総合的な観点から「ESCO 事業」を実施することが適当か、「その他の省エネ改修

事業」を実施することが適当かを選択することとされている。 
本解説資料は、基本方針に定められた建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改

修事業に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、発注者が当該事業の契約を締結する際の参

考として使用されることを想定したものであり、その他の省エネ改修事業を行う場合には、

本項に記載の事項を参照し契約手続を進めることが望ましい。 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該建築物における改修の目的、当該地

域の実情等を踏まえ、発注者が適切に対応することが必要である。 
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１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

環境配慮契約法に基づく基本方針に記載されたとおり、建築物の改修計画の検討に当たっ

ては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及びデータの分析結果等を

踏まえ、総合的な観点から「ESCO 事業」を実施することが適当か、「その他の省エネ改修

事業」を実施することが適当かを選択することとされている。 
本解説資料は、基本方針に定められた建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改

修事業に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、発注者が当該事業の契約を締結する際の参

考として使用されることを想定したものであり、その他の省エネ改修事業を行う場合には、

本項に記載の事項を参照し契約手続を進めることが望ましい。 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該建築物における改修の目的、当該地

域の実情等を踏まえ、発注者が適切に対応することが必要である。 
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２．契約方式の解説 

２２－－１１  そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約のの基基本本的的考考ええ方方 

環境配慮契約法において新たに建築物に係る契約類型として位置づけられたその他の省エ

ネ改修事業についても、徹底した省エネルギー対策・脱炭素化を中心とした環境配慮の実施

可能性を検討し、より積極的に環境配慮契約を実施することが求められる。 
その他の省エネ改修事業の計画を検討するに当たっては、当該施設の運用段階における設

備等の運転状況、エネルギー消費や温室効果ガス排出実態の把握・分析等を行うとともに、

改修後の維持管理の運用段階においても、エネルギー消費量に係るデータの実測を行い、次

の改修に活用されるよう、継続的・持続的な管理が行われることが重要であり、契約類型の

垣根を超えた契約も念頭に計画を立案することも必要となる。 
環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物に係る契約の基本的事項においては、

既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネル

ギー効果等を勘案し、中長期的な ZEB 化を見据えた改修計画について検討を実施するよう求

めている。また、可能であれば、より短期かつ積極的に ZEB 化の実現を図るものとする。 
❑ 既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に

応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討すること。 
➔ 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 
➔ 改修による省エネ効果を踏まえつつ、段階的な ZEB 化の実現を図るために中長

期的な改修計画について検討すること 
また、建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え

方及びその対応の方向は、以下のとおりである。 
❑ その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネル

ギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理に

おける運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図ること。 

➔ 維持管理の運用段階におけるデータの積極的な活用を図ること 
➔ 改修に当たってエネルギー使用実態に基づき設備容量を最適化することによる

定格時の性能向上及び低負荷時の効率低下の抑制を検討すること 
➔ 改修後の維持管理の運用改善に資するエネルギー消費量等のデータ計測・分析

ツール、制御システムの導入等のエネルギー管理機能の拡充を検討すること 
❑ その他の省エネ改修事業の発注に当たっては、当該施設の特性及び当該改修の目的

等に応じたエネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減に資する契約方

式を選択すること。 

➔ 発注に当たっては、当該施設の改修計画を踏まえ、要求仕様及び入札条件を設

定するとともに、適切な契約方式等を選択すること 
❑ 具体的な要求仕様及び入札条件については、当該改修の目的等を踏まえ、調達者に

おいて設定すること。 
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２２－－２２  対対象象ととすするる業業務務範範囲囲等等 

省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業は、建築物の築年数、改修の目的、施設面積、

建物の用途、改修の規模あるいは予算等に応じ、対象とする業務の範囲は広範多岐にわたり、

また、業務の発注に当たっても、老朽化した複数施設を包括して一括で発注する場合、事前

調査、設計、施工を分割して発注する場合もあり、発注方法も様々となっている。 
こうした改修事業の契約に係る態様を踏まえ、その他の省エネ改修事業において対象とす

る業務は、ESCO 事業以外の省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業としている。一般に

は設備機器等の老朽化に伴う更新に併せて改修を行う場合が多いと考えられることから、躯

体（外皮）の断熱性能の向上はもちろん、設備機器等の更新に伴う省エネルギー性能の向上、

再生可能エネルギー設備や再生可能エネルギー導入に資する蓄電設備の設置等を含め、省エ

ネルギー・脱炭素化に資する改修事業を幅広く対象とする。ただし、省エネルギー・脱炭素

化以外の項目が特に優先される事業、省エネルギー・脱炭素化に工夫の余地がほとんどない

事業等については、真に工夫の余地がないかを精査の上、対象外とすることができるものと

するが、このような場合にあっても、当該建築物の改修目的等を踏まえ、省エネルギー性能

向上のための取組について検討し、可能な限り実施することが望ましい。 
また、大規模な改修に係る設計業務は、建築物の設計に係る契約の対象となることから、

「Ⅴ-2．建築物の設計に係る契約の基本的事項について」を参照されたい。 

 
２２－－３３  そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約にに当当たたっっててのの留留意意事事項項等等 

建築物に係る契約の基本的事項において、「既存建築物の改修に当たっては、改修による

省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討す

るものとする」とされている。また、「地域脱炭素ロードマップ93」においては、脱炭素の基

盤となる 8 つの重点対策のうちの一つとして、国等の機関は、公共施設など既存建築物にお

ける省エネルギー対策の徹底、更新や改修時に ZEB 化を推進することが求められている。 
このため、その他の省エネ改修事業に係る契約に当たっては、第一に ZEB 化の実現可能性

について検討を行い、実現困難又は実現可能性が低い場合には、当該建築物の特性等を踏ま

え、適切な省エネ改修を実施することが望ましい。 

（１）ZEB化を見据えた改修 

大規模な改修事業であって、ZEB 化水準の省エネルギー性能を満たすことが可能な建築物

については、当該性能を積極的に満たし、ZEB 化の実現を図ることも考えられる。一方、1
回の改修でZEB化の実現が困難な場合は、当該建築物のエネルギー性能・省エネルギー効果、

要する費用等を検討し、実現可能な範囲で部分改修を積み重ね、中長期的に ZEB 化を見据え

た改修計画を立案することが求められる。 
このため、当該建築物の改修に当たっては、以下の検討を行い、可能な限り ZEB 化の実現
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２２－－２２  対対象象ととすするる業業務務範範囲囲等等 

省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業は、建築物の築年数、改修の目的、施設面積、

建物の用途、改修の規模あるいは予算等に応じ、対象とする業務の範囲は広範多岐にわたり、

また、業務の発注に当たっても、老朽化した複数施設を包括して一括で発注する場合、事前

調査、設計、施工を分割して発注する場合もあり、発注方法も様々となっている。 
こうした改修事業の契約に係る態様を踏まえ、その他の省エネ改修事業において対象とす

る業務は、ESCO 事業以外の省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業としている。一般に

は設備機器等の老朽化に伴う更新に併せて改修を行う場合が多いと考えられることから、躯

体（外皮）の断熱性能の向上はもちろん、設備機器等の更新に伴う省エネルギー性能の向上、

再生可能エネルギー設備や再生可能エネルギー導入に資する蓄電設備の設置等を含め、省エ

ネルギー・脱炭素化に資する改修事業を幅広く対象とする。ただし、省エネルギー・脱炭素

化以外の項目が特に優先される事業、省エネルギー・脱炭素化に工夫の余地がほとんどない

事業等については、真に工夫の余地がないかを精査の上、対象外とすることができるものと

するが、このような場合にあっても、当該建築物の改修目的等を踏まえ、省エネルギー性能

向上のための取組について検討し、可能な限り実施することが望ましい。 
また、大規模な改修に係る設計業務は、建築物の設計に係る契約の対象となることから、

「Ⅴ-2．建築物の設計に係る契約の基本的事項について」を参照されたい。 

 
２２－－３３  そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約にに当当たたっっててのの留留意意事事項項等等 

建築物に係る契約の基本的事項において、「既存建築物の改修に当たっては、改修による

省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討す

るものとする」とされている。また、「地域脱炭素ロードマップ93」においては、脱炭素の基

盤となる 8 つの重点対策のうちの一つとして、国等の機関は、公共施設など既存建築物にお

ける省エネルギー対策の徹底、更新や改修時に ZEB 化を推進することが求められている。 
このため、その他の省エネ改修事業に係る契約に当たっては、第一に ZEB 化の実現可能性

について検討を行い、実現困難又は実現可能性が低い場合には、当該建築物の特性等を踏ま

え、適切な省エネ改修を実施することが望ましい。 

（１）ZEB化を見据えた改修 

大規模な改修事業であって、ZEB 化水準の省エネルギー性能を満たすことが可能な建築物

については、当該性能を積極的に満たし、ZEB 化の実現を図ることも考えられる。一方、1
回の改修でZEB化の実現が困難な場合は、当該建築物のエネルギー性能・省エネルギー効果、

要する費用等を検討し、実現可能な範囲で部分改修を積み重ね、中長期的に ZEB 化を見据え

た改修計画を立案することが求められる。 
このため、当該建築物の改修に当たっては、以下の検討を行い、可能な限り ZEB 化の実現
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を目指すことが重要である。 
 直近で大規模な改修を計画している場合は ZEB 化の実現（ZEB 化水準のエネルギー性

能の確保）可能性の検討 
 中長期的な改修時期及び目指すべき省エネルギー性能の水準を検討・設定するととも

に、改修計画を踏まえた段階的な改修内容及び費用等の検討 

① ZEB 化に向けた省エネルギー技術等 

新築建築物に比べ、一般に導入可能な技術に制限がある場合が多い既存建築物の改修に

おいても、汎用的な技術を効果的に組み合わせることにより、大きな省エネルギー効果が

発揮される場合も多くみられる。 
表Ⅴ－4.2.2－1 は、環境省の補助事業において ZEB 化改修（改修による既存建築物の ZEB

化）に当たって導入された技術を整理したものである。ZEB 化改修の場合であっても、多

くの場合は既存の汎用的な技術の活用で対応可能となっている。 

表Ⅴ－4.2.2－1 ZEB 化改修に導入されている主な省エネルギー技術等 

区分 技術 導入率

パッシブ技術
外皮断熱（屋根、外壁、床等） ◎
外皮（開口部） ◎
日射遮蔽（ルーバー、庇、ブラインド等） △

アクティブ技術

空調

高効率空調（PAC、EHP、GHP） ◎
高効率交換機（RAC） △
全熱交換器 △
高効率給湯器 △

照明 LED照明器具 ◎
換気 高効率ファン △

受変電・
コンセント

高効率トランス △
蓄電池 ○

EMS BEMS ○
創エネ技術 太陽光発電 ◎

 
注：環境省補助事業に採択された既存建築物の導入技術を集計。◎：導入率 80%以上、○：50～

79%、△：20～49% 

資料：環境省「ZEB PORTAL-ネット・ゼロ・エネルギービル（ゼブ）ポータル」より作成 

ZEB 化改修に導入されている技術としては、表Ⅴ－4.2.2－1 及び図Ⅴ－4.2.2－1 に示した

とおり、大きく「エネルギーを減らすための技術（省エネ技術）」と「エネルギーを創る

ための技術（創エネ技術）」に分けられ、さらに省エネ技術は「エネルギー需要を減らす

ための技術（パッシブ技術）」と「エネルギーを効率的に利用する技術（アクティブ技術）」

に分けられる。また、エネルギー管理機能の導入により、維持管理の運用段階におけるエ

ネルギーの計測・分析等に基づく継続的改善につなげることが可能となる。 
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多くの建築物で導入されている技術としては、外皮断熱、高効率空調、LED 照明、太陽

光発電であり、いずれも汎用的な技術となっている。これらの技術は、個々に導入するこ

とによっても、相応の省エネルギー効果を発揮するものであるが、当該建築物の用途・利

用形態等の特性及びエネルギー消費量等のデータ計測・分析等を踏まえ、採用する省エネ

ルギー技術を選択し、適切に組み合わせることにより、さらに大きな効果が得られること

が期待される。 

 

図Ⅴ－4.2.2－1  ZEB 化を実現するための技術等 
資料：環境省「ZEB PORTAL-ネット・ゼロ・エネルギービル（ゼブ）ポータル」 

② 既存建築物の ZEB 化に向けた取組 

既存建築物における ZEB 化に向けた取組の方向性はとしては、建築物における負荷の低

減と設備等の効率化を図ることにより、エネルギー消費を削減することが、第一段階とな

る。すなわち、外皮性能の向上等により負荷の低減を図った上で、必要となるエネルギー

需要に対して、自然エネルギーの利用や設備システムの高効率化等を行い、さらに再生可

能エネルギーの導入により、建築物のエネルギーの自立性を高めていくことになる。 
また、上記①のとおり、当該建築物の特性を踏まえた適切なパッシブ技術及びアクティ

ブ技術を選択し、適切に組み合わせた改修を行い、可能な限り、ZEB 化に向けて取り組む

ことが重要である。 

（２）データの活用とエネルギー管理機能の拡充 

設備機器等の改修時に熱源、空調、照明などの設備容量を最適化（ダウンサイジング94等）

することで大きな省エネルギー効果が得られる場合も少なくない。こうした改修時において

 
94 例えば、設計段階において、空調システムの設備容量や能力に余裕を持たせている場合がある。この場合は、

一般的に実際の負荷に対して設備容量が大きくなることから、熱源の台数分割や適切な制御等を行わなければ、

効率的でない運転が多くなり、結果として多くのエネルギーを消費することもある。 
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最適な設備機器等の更新を行い、省エネルギー効果の発揮、コストの削減等を図るためには、

維持管理の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータ計測・分析等の結果等を踏まえた

対応が不可欠である。 
また、改修後の運用改善を図るために必要となる建築物のエネルギー管理機能については、

省エネルギー対策の推進を図る観点から、当該施設におけるエネルギー管理レベル、計測・

計量項目や運用状況等を踏まえ、改修段階において必要な機能等を検討の上、データ計測・

分析ツールや制御システムの導入又は更新など拡充を図るとともに、必要に応じ、設備機器

等の省エネルギー性能を適切に発揮するため、運転指針等の作成及び施設管理者への引き継

ぎ等を求めることも重要と考えられる。 
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３．契約方法等について 

３３－－１１  契契約約方方式式のの選選択択 

その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本的事項において、「その他の省エネ改修

事業の発注に当たっては、当該施設の特性及び当該改修の目的等に応じたエネルギー消費量

又は温室効果ガス等の排出量等の削減に資する契約方式95を選択するものとする」とされてお

り、その他の省エネ改修事業の発注に当たっては、当該改修の目的・内容等に照らして、エ

ネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減に資する契約方式を選択することが求

められる。そのためには、一定の資格、実績等のみを競争参加要件とすることにより、発注

者が求める省エネルギー・脱炭素化に係る成果が確保される場合又は改修内容に技術的な工

夫の余地がほとんどない場合等を除き、原則として、エネルギー消費量又は温室効果ガス等

の排出量等の削減を評価テーマの一つとする技術提案を求めることとする。 
なお、技術提案を求める契約方式としては、プロポーザル方式又は総合評価落札方式のい

ずれかを選択することを想定している。 
また、以下に示すプロポーザル方式及び総合評価落札方式については、国土交通省の「建

設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライ

ン96」を参考として記載している。これらの契約方式の実施手順、審査・評価等の詳細につい

ては、同ガイドラインを参照されたい。 

（１）プロポーザル方式 

当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であって、提出

された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる場合は、プロポーザ

ル方式を選択する。また、象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる場合（い

わゆる設計競技方式の対象とする業務を除く。）などをはじめ、「Ⅴ-2．４－３（１）プロ

ポーザル方式の適用範囲」に示した業務についてもプロポーザル方式の対象とする。なお、

上記の考え方を前提に、大規模改修以外の設計業務の場合は、可能な限り、プロポーザル方

式を選択するよう努めるものとする。 
プロポーザル方式においては、業務内容に応じて具体的な取組方法の提示を求めるテーマ

（評価テーマ）を示し、評価テーマに関する技術提案を求め、技術的に最適なものを特定す

 
95 本解説資料においては、契約方式としてエネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減を評価テーマ

の一つとする技術提案を求めるプロポーザル方式及び総合評価落札方式のいずれかを選択することを想定し、そ

の内容を解説している。他方、ESCO 事業に代表されるパフォーマンス契約（効果保証契約）により省エネルギー

効果や温室効果ガス等の排出量等の削減を保証する契約形態もあり、当該施設の特性や改修目的等を踏まえ、発

注者において採用可能性について検討することも選択肢の一つである。ただし、パフォーマンス契約の締結に当

たっては、業務の各段階におけるリスク分担や問題発生時の対応等について事前に明らかにして契約に適切に盛

り込むことが必要である。 
96 平成 27 年 11 月策定。ガイドラインの内容は、適宜見直しが行われていることから、必要に応じ、最新の資料

を確認されたい。 
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95 本解説資料においては、契約方式としてエネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減を評価テーマ
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注者において採用可能性について検討することも選択肢の一つである。ただし、パフォーマンス契約の締結に当

たっては、業務の各段階におけるリスク分担や問題発生時の対応等について事前に明らかにして契約に適切に盛

り込むことが必要である。 
96 平成 27 年 11 月策定。ガイドラインの内容は、適宜見直しが行われていることから、必要に応じ、最新の資料

を確認されたい。 
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ることとなる。プロポーザル方式を選択した場合のその他の省エネ改修事業における技術提

案のテーマ設定例は、以下のとおりであるが、当該改修の目的等を踏まえ、調達者が適切に

設定することが必要である。 

【技術提案のテーマ設定例】 

 建築物の特性を踏まえ機能・品質を確保した上で徹底的な省エネルギー対策に取り

組むための改修事業における配慮事項について 
 中長期的に ZEB 化を目指す上での省エネルギー技術（パッシブ技術、アクティブ技

術等）の活用の考え方について 
 建築物の特性を考慮した、効果的なエネルギー消費量の削減又は温室効果ガスの排

出削減に関する考え方について（一般項目の提示ではなく地域特性、施設の特性等

を踏まえたより効果的な方策） 
 省エネルギー性能を確保した上で、快適性、レジリエンス及びコストの縮減を実現

するための考え方について 
 地域性を考慮した再生可能エネルギーの最大限の導入に関する考え方について 
 改修事業終了後における維持管理の運用段階におけるエネルギーマネジメントの考

え方について 

（２）総合評価落札方式 

総合評価落札方式は、事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、

調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる場合に選

択する。 
総合評価落札方式を選択した場合は、当該業務の実施方針以外に業務内容に応じて具体的

な取組方法の提示を求めるテーマ（評価テーマ）を示し、評価テーマに対する技術提案を求

めることによって品質向上を期待する業務の場合は標準型の総合評価落札方式を選択し、評

価テーマに関する技術提案を求める必要がない場合は簡易型の総合評価落札方式を選択する。 
総合評価落札方式の評価項目としては、一般に設定されている専門性（技術者の資格）や

業務実績・実施体制等の技術力に加え、その他の省エネ改修事業における技術提案のテーマ

設定例は、以下のとおりであるが、当該改修の目的等を踏まえ、調達者が適切に設定するこ

とが必要である。 

【技術提案のテーマ設定例】 

 建築物のエネルギー管理目標・管理指標を踏まえた改修の考え方について 
 複数の省エネルギー技術の統合化による効果的な省エネルギー対策について 
 データ分析による室内環境、設備運転特性、エネルギー消費量等に係る性能評価に

ついて 
 エネルギー管理に必要となるデータ計測・分析及び活用の考え方について 
 地域の自然的条件、建築物の特性を踏まえた空調負荷の総量及びピーク削減の考え

方について 
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 改修事業終了後の設備機器等の適切な運転の考え方及び施設管理者への引き継ぎに

ついて 

（３）価格競争方式 

上記（１）及び（２）の方式によらず、入札参加要件として一定の資格や実績等を付すこ

とにより、発注者が期待する省エネルギー、温室効果ガス排出削減に係る成果や業務の品質

が確保できる場合（業務履行能力のない者の排除が可能）は、価格競争方式（最低価格落札

方式）を選択する。なお、入札参加要件の設定に当たっては、競争性の確保を考慮する必要

がある。 

 
３３－－２２  契契約約方方式式のの手手続続等等 

前述のとおり、プロポーザル方式又は総合評価落札方式の実施手順、審査・評価等の具体

的な運用については、国土交通省が策定した「建設コンサルタント業務等におけるプロポー

ザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」などを参照すること。 
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４．その他 

調達者は、前項までの事項を踏まえ、評価内容の担保、公正な競争の確保の観点から、以

下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。 
❑ 入札参加資格を設定する場合は、調達者の求める成果を踏まえつつ、当該地域の

状況を勘案し、適切に設定するものとする。 
❑ プロポーザル方式又は総合評価落札方式においては評価テーマに係る技術提案

の内容を適切に契約条件として反映するものとする。 
❑ プロポーザル方式又は総合評価落札方式においては評価項目、評価基準及び評価

結果について情報公開を行うものとする。 
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ⅥⅥ．産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項につ

いて 
 

１．背景と意義 

１１－－１１  産産業業廃廃棄棄物物のの処処理理にに係係るる契契約約ににおおけけるる環環境境配配慮慮のの必必要要性性とと意意義義 

産業廃棄物の不法投棄（新規判明事案）は、投棄件数、投棄量ともに減少傾向にあるもの

の未だ撲滅には至っておらず、今なお過剰保管を始めとした不適正処理が多く発生している。

また、不法投棄等の残存事案についても、残存件数は横ばい、残存量は微増であることから、

産業廃棄物の適正処理の推進に向けた施策強化は依然として大きな課題となっている。 
一旦不法投棄が発生すると、水質汚濁や土壌汚染等の環境影響、周辺地域のコミュニティ

の破壊等が生じ、その原状回復には莫大な費用や時間が必要になり、社会的影響は極めて大

きい。このため、産業廃棄物の不適正処理を未然に防止することが強く求められており、数

次の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律 137 号。以下「廃棄物処理法」とい

う。）の改正においては、不法投棄等の行為者や廃棄物処理業者に対する規制強化とともに、

一貫して排出事業者責任が強化されてきた97。 
産業廃棄物排出事業者の責務は単に処理委託を行うにはとどまらない。不法投棄に代表さ

れる不適正処理を減らすには、排出事業者による処理事業者の的確な選定が必要であり、こ

れをもって産業廃棄物処理全体の適正化を図ることが排出事業者の責務であるとの自覚が必

要である。現在、これに資する制度として、産業廃棄物処理業の健全化に向けた優良産廃処

理業者認定制度が平成 23 年度より運用され、排出事業者が優良認定業者に委託しやすい環

境を整備することにより産業廃棄物の適正な処理が推進されている。また、一部の地方公共

団体等においても同様の取組がなされている。 
一方、産業廃棄物の処理に係る契約においては、適正処理を前提としつつ、温室効果ガス

等の排出削減も考慮する必要がある。廃棄物分野から排出される温室効果ガス排出量は、我

が国全体の排出量の 3%程度を占め、廃棄物分野における対策は軽視できない状況にある。

2020年度における排出量は39.7百万 t-CO2で、2013年度の排出量40.1百万 t-CO2に比べて1.0%
の減少98となっているが、引き続き排出削減に向けた対策の推進が求められている。 

また、循環型社会構築に向けて、廃棄物の再生利用も重要である。近年産業廃棄物の最終

処分率は順調に低下を続け 2020 年度には 2.4%となっており、再生利用率も全体で 53.4%と 5

 
97 例えば、平成 9（1997）年改正においては、マニフェストの使用義務が全ての産業廃棄物に拡大された。また、

平成 12（2000）年改正では、マニフェスト制度における処分終了の確認義務が最終処分終了まで拡大され、不法

投棄等の不適正処分に係る措置命令の対象に排出事業者が追加された。さらに、平成 22（2010）年改正において

は、排出事業者による産業廃棄物の処理状況確認努力義務が規定された。 
98 2020 年度における温室効果ガス排出量の 2013 年度比の内訳は、二酸化炭素が 4.0%増加、メタンが 24.1%減少、

一酸化二窒素が 4.1%減少となっており、焼却等に伴う二酸化炭素の排出量はやや増加しているものの、埋立や排

水処理等に伴うメタンの削減が図られている。 
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97 例えば、平成 9（1997）年改正においては、マニフェストの使用義務が全ての産業廃棄物に拡大された。また、
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割を超えているが、今後もより一層の推進が必要である。 
以上のことを受けて、国及び独立行政法人等における産業廃棄物の処理に係る契約におい

ては、温室効果ガス等の排出削減、産業廃棄物の適正処理や資源としての再生利用の促進等

の実施に関する能力や実績等を考慮した事業者の選定が行われることが必要である。こうし

たことが、国及び独立行政法人等の契約にとどまらず、地方公共団体や民間部門の契約にも

波及していくことにより、環境への負荷の少ない持続可能な社会の構築に寄与することが期

待される。 

 
１１－－２２  ププララススチチッックク資資源源循循環環のの促促進進 

海洋プラスチックごみ問題に加え、気候変動対策、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対

応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進するため、令和 3 年 6 月

に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和 3 年法律第 60 号。以下「プラ

スチック資源循環促進法」という。）」が成立し、令和 4 年 4 月に施行された。 
プラスチック資源循環促進法においては、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理まで

のライフサイクル全般について、あらゆる主体がプラスチック資源循環の取組、3R+Renewable
を促進するための措置を講じて99おり、プラスチック使用製品産業廃棄物等100を排出する事業

者に対して抑制・再資源化等の措置を求めている。工場や事業場等の事業活動に伴って発生

する廃プラスチックのみならず、オフィス等における事業活動に伴い排出されるプラスチッ

ク製の事務用品等についても、プラスチック使用製品産業廃棄物等に該当することから、国

及び独立行政法人等、地方公共団体等の各機関は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排

出事業者に当たる。 
令和 4 年 3 月に「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資

源化等の促進に関する判断の基準の手引き」が策定・公表され、排出事業者がプラスチック

使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関

 
99 「設計・製造段階」においては、プラスチック使用製品製造事業者等がプラスチック使用製品の設計に当たっ

て講ずべき措置に関して「プラスチック使用製品設計指針」（プラスチック使用量の削減や部品の再使用・再生

プラスチックの利用等）を定めている。「販売・提供段階」においては、特定プラスチック使用製品を提供する

事業者が取り組むべき判断基準を定め、特定プラスチック使用製品提供事業者に対して、特定プラスチック使用

製品の使用の合理化の取組（目標の設定や提供方法・製品の工夫等）を求めている。「排出・回収・リサイクル

段階」においては、①市区町村による分別収集･再商品化の取組（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

に関する法律（平成 7 年法律第 112 号）に規定する指定法人への再商品化の委託、計画認定制度の創設等）、②

プラスチック使用製品の製造・販売事業者等による自主回収・再資源化（計画認定制度の創設）、③排出事業者

による排出の抑制及び再資源化等（排出の抑制や再資源化等の実施、計画認定制度の創設）を措置している。 
100 プラスチック使用製品廃棄物（一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック

使用製品（プラスチックが使用されている製品）であって、放射性物質によって汚染されていないものが廃棄物

となったもの）のうち、産業廃棄物に該当するもの（分別収集物となったものを除く）又はプラスチック副産物

（製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物

質によって汚染されていないもの）。なお、「放射性物質によって汚染されていないもの」とは、廃棄物処理法

第 2 条第 1 項の定義に準じている。 
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し、判断の基準となるべき事項が示されている101。 
判断基準においては、排出の抑制及び再資源化等の実施の原則として、「排出の抑制及び

再資源化等を実施する際は、必要な事情に配慮した上で、可能な限り、①排出を抑制するこ

と、②再資源化を行うことができるものは再資源化を行うこと、③再資源化ができないもの

でも、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと、という優先順位に従うこと」

とされている。また、再資源化に当たっては、「再資源化等を行う際は、再資源化等を著し

く阻害するものの混入を防止すること、自ら又は他人に委託して熱回収を行う場合は、可能

な限り効率性の高い熱回収を行うこと」が示されている。さらに、排出事業者は、毎年度、

当該年度のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量並びに排出の抑制及び再資源化等の

状況に関する情報をインターネット等により公表に努めることとされている。 
上記のほか、排出事業者が求められるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・

再資源化等を促進するために取り組むべき措置を判断する際の参考として同手引きの解説、

取り組み事例等を活用されたい。 

 
１１－－３３  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、産業廃棄物の処理に係る

契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に産業廃棄物の処理に係る契約を締結す

る際の参考として使用されることを想定したものである。 
本解説資料は、産業廃棄物の処理に係る契約に当たっての考え方や具体的な内容、実際の

事務手続き等について説明したものである。 

 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、調達者は調達条件を踏まえて適切に対応

することが必要である。 

 
101 「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準と

なるべき事項を定める命令」（令和 4 年内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第 1 号。以下「判断基準」とい

う。) に基づくもの。 
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１１－－３３  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、産業廃棄物の処理に係る

契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に産業廃棄物の処理に係る契約を締結す

る際の参考として使用されることを想定したものである。 
本解説資料は、産業廃棄物の処理に係る契約に当たっての考え方や具体的な内容、実際の

事務手続き等について説明したものである。 

 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、調達者は調達条件を踏まえて適切に対応

することが必要である。 

 
101 「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準と

なるべき事項を定める命令」（令和 4 年内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第 1 号。以下「判断基準」とい

う。) に基づくもの。 

 

－193－ 

２．契約方式の解説 

２２－－１１  産産業業廃廃棄棄物物のの処処理理にに係係るる契契約約のの基基本本的的考考ええ方方 

産業廃棄物の処理に係る契約方式の基本的な考え方は、以下のとおり。 

❑ 環境負荷の低減、適正な産業廃棄物処理の実施等の観点から、温室効果ガス等の

排出削減に係る取組、優良認定への適合の評価等による裾切り方式を採用。 
❑ 事業者の温室効果ガス等の排出削減に向けた取組等の評価に当たっては、産業廃

棄物の収集運搬から中間処理、最終処分の各処理過程における温室効果ガス等

の排出削減により、大気・水・土壌、騒音、振動等の各環境質の保全を考慮。 
❑ 事業者の産業廃棄物の再生利用及び適正な処理の実施に関する能力や実績等の

評価に当たっては、産業廃棄物処理業者の優良認定への適合状況を考慮。 
❑ 処理する産業廃棄物の種類や再生資源化の種類などの特性を踏まえつつ、具体的

な条件については調達者において設定。 
 

２２－－２２  裾裾切切りり方方式式 

本契約方式に係る基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示す。 

 
以下の 2 つの要素を評価し、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格を与えることとす

る。 
① 環境配慮への取組状況 

② 優良基準への適合状況 

各要素の区分値・配点及び裾切り下限値については、入札実施主体がそれぞれ、以下の観

点から適切に判断の上、設定することとする。 
ここで、本裾切り方式は、事業者の多様な環境への負荷低減に向けた取組を積極的に評価

するとともに、複数の項目によるポイント獲得手段を確保する等の観点から、複数の評価項

目の全てを満足することを求めるものではないが、入札実施主体の判断により、特定の評価

項目を満たすことを必須とする（業務請負条件）項目を設定することもできることとする。

ただし、公正な競争確保に配慮する。 

 
産業廃棄物の処理に係る契約方式の検討に当たっては、価格のほかに価格以外の要素（環

境負荷低減に向けた取組等）を評価の対象に加えて評価し、その結果が最も優れた者と契約

を締結する総合評価落札方式が最善とされた。しかし、現時点では具体的な温室効果ガス等

の環境負荷削減効果を算定できないこと等から、最も環境負荷の低減要素と価格のバランス

がとれているものの特定が難しいため、産業廃棄物の処理に係る契約において総合評価落札

方式の採用は困難であり、当面裾切り方式を採用するものとする。今後、産業廃棄物の処理

における温室効果ガス等の環境負荷削減効果に係る知見の蓄積を図り、その削減効果が適切

に算定可能となった場合において、総合評価落札方式について再検討を行い、その結果を踏
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まえ、所要の見直しを行うこととする。 
また、当面は優良産廃処理業者認定制度102の認定は必須項目としないが、制度が施行され

て一定期間が経過した後には、認定事業者の状況等を踏まえ、必要に応じ、所要の見直しを

行うこととする。 
なお、民間部門においても、国等から産業廃棄物の適正な処理を含めて発注された業務に

ついて、本契約方式を参考とし、環境配慮契約の推進に努めることが望まれる。 

（１）評価項目 

上記の観点を踏まえて、産業廃棄物の処理に係る契約に関する裾切り方式に採用する評価

項目、評価内容及び評価基準の例を表Ⅵ－2－1 に示す。 
環境配慮への取組の評価は、事業者の温室効果ガス等の排出削減の取組を評価内容及び評

価基準として設定している。また、優良基準への適合の評価は、産業廃棄物の安全･安心な

処理の確保に向け、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルに準じて評価項目を設定し、

評価内容及び評価基準については当該業務の適切な履行の観点から必要な修正をしている。 
優良産廃処理業者認定制度の優良認定業者（当該業務の対象地域以外の優良認定を含む。

ただし、当該業務の業態ごとの優良認定が必要）は、優良基準への適合状況に関する個別評

価項目の評価は不要であり、当該項目については満点を獲得することとする。ただし、優良

適正（遵法性）の評価については、優良認定業者であっても特定不利益処分を受けてから 5
年に満たない場合は減点対象となることから、当該項目の確認が必要である。 

表Ⅵ－2－1 産業廃棄物の処理に係る契約における評価項目、評価内容及び評価基準の例 

評価項目 評価内容及び評価基準 

環境配慮への取組状況  

 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表により評価。 

事業活動に係る環境配慮の計画、取組の体制及び取組状況

の記載等に関して作成・公表していることを評価する。 

温室効果ガス等の排出削

減計画・目標 

温室効果ガス等に関する排出削減計画の策定・目標の設定103・公

表を評価。 

事業活動に伴い排出される温室効果ガス等に関する排出

削減のための計画、目標及びその達成状況を数値で示し、

その値をインターネットなどで公表していることを評価

する。 

従業員への研修・教育 従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組等に関

する研修や教育を実施していることを評価。 

上記に関する研修･教育の年間実施計画を策定し、当該計

画に従って定期的（年間 1 回以上）に各種研修･教育を実

施していることを評価する。 

 
102 認定を受けるためには、表Ⅶ－2－1 の「優良基準への適合状況」の 5 項目等の取組を実施した後に認定等の申

請を行い、都道府県及び政令市の審査を受ける必要がある。 
103 温室効果ガスの総排出量削減のほかに、処理処分重量・体積当たりの排出原単位の低減も含む。 
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102 認定を受けるためには、表Ⅶ－2－1 の「優良基準への適合状況」の 5 項目等の取組を実施した後に認定等の申

請を行い、都道府県及び政令市の審査を受ける必要がある。 
103 温室効果ガスの総排出量削減のほかに、処理処分重量・体積当たりの排出原単位の低減も含む。 
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評価項目 評価内容及び評価基準 

優良基準への適合状況  

 優良適性（遵法性）注１ 契約業務の入札日からさかのぼって特定不利益処分を 5 年間受け

ていないことを評価する。 
事業の透明性 事業者の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、

産業廃棄物処理施設の能力等の情報をインターネットを利用する

方法により公表し、所要の頻度で更新していることを評価する。 
環境配慮の取組 ISO14001 又はエコアクション 21 若しくはこれと相互認証されて

いる認証制度による認証を受けていることを評価する。 
電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入していることを評価する。 

財務体質の健全性注２ 自己資本比率や経常利益金額等の平均値等事業者の財務体質によ

り評価する。 
また、令和 2 年 10 月施行の優良産廃処理業者認定制度の評価基準

とは異なることに留意が必要。なお、同制度の優良認定業者は個

別の評価項目によらず、本評価項目に適合しているものとみなす。 

注１：「優良適性（遵法性）」に係る評価項目について 
❑ 優良適性（遵法性）については、適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力や実

績等を評価する観点から、特定不利益処分（詳細内容を資料編に記載）を契約業

務の入札日からさかのぼって 5 年間受けていないことを評価することとしてい

る。このため、新規参入から 5 年に満たない事業者は得点を得られないこととな

る。ただし、新規参入事業者と特定不利益処分を受けた事業者の評価の明確化を

図るため、特定不利益処分を受けた時点から 5 年に満たない事業者（特定不利益

処分を受けた新規参入後 5 年未満の事業者を含む）については、優良適性（遵法

性）の項目の点数を「マイナス『配点の 50%』」とする（表Ⅵ－2－2 参照）。 

表Ⅵ－2－2 優良適性（遵法性）に関する評価（配点が 10 点の場合） 

特 定 不 利 益 処 分 を
受けていない事業者

特 定 不 利 益 処 分
を 受 け た 事 業 者

特定不利益処分を受け
ていない事業者又は
最後に特定不利益処分
を受けてから５年以上
経 過 し た 事 業 者

最 後 に 特 定 不 利 益
処 分 を 受 け て か ら
５ 年 未 満 の 事 業 者

0点点 －－5点点 10点点 －－5点点

事業に参入して５年以上の事業者事業に参入して５年未満の事業者

 

注２：「財務体質の健全性」に係る評価項目について 
❑ 財務体質の健全性については、事業に参入した時点から 3 年に満たない事業者は、

本評価項目の自己資本比率及び経常利益金額等（詳細内容を資料編に記載）につ

いて、「直前 3 年」を「事業参入時点からの経過年数」に読み替えるものとする。 
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（２）具体的な配点例 

評価項目の区分値・配点及び裾切り下限値については、入札実施主体がそれぞれ適切に判

断の上、設定することが基本である。 
以下では、産業廃棄物の処理に係る契約に関する裾切り方式において評価ポイントの満点

の 60%以上104の事業者に入札参加資格を与えることとした場合の評価項目、区分・配点例を

表Ⅵ－2－3 に示す。 
a）環境配慮への取組状況に係る評価項目の加点を 25 点、b）優良基準への適合状況に係る

評価項目の加点を 50 点とし、計 75 点満点としている。 

表Ⅵ－2－3 評価区分・配点例 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））例例  配配点点例例  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施 10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  － 25 

① 優良適性（遵法性） 

特定不利益処分を 5 年間受けていないこと 
※新規参入から 5 年に満たない事業者は 0 点と

する。ただし、特定不利益処分を受けてから 5
年に満たない事業者（特定不利益処分を受け

た新規参入 5 年未満の事業者を含む）につい

ては、優良適性（遵法性）の項目の点数を「マ

イナス『配点の 50%』」とする。本配点例の

ように本項目の配点が 10 点の場合は「－5 点」

となる（表Ⅵ－2－2 参照）（以下同じ）。 

10 

② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施 10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得 10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 10 

⑤ 財務体質の健全性 

自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 

※事業に参入した時点から 3 年に満たない事業

者は「直前 3 年」を事業参入時点からの経過

年数に読み替える（以下同じ）。 

10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  － 50 
合合          計計  － 75 

（３）委託方法別の裾切り方式の適用 

【事例１】収集運搬と処分業（中間処理）を委託する場合で、収集運搬業者と処理業（中

間処理業者）の入札を一括して行う場合 

【事例２】運搬は排出事業者（入札実施主体）が自ら行い、処分業のみを委託する場合で、

処分業者のみの入札を行う場合 

【事例３】収集運搬と処分業（最終処分）を委託する場合で、収集運搬業者と処理業（最

終処分）の入札を一括して行う場合 

 
104 裾切り下限値＝評価ポイントの満点×0.6。例えば 75 点満点の場合、下限値は 45 点（75 点×0.6＝45 点）、100
点満点の場合、下限値は 60 点（100 点×0.6＝60 点）となる。 
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（２）具体的な配点例 

評価項目の区分値・配点及び裾切り下限値については、入札実施主体がそれぞれ適切に判

断の上、設定することが基本である。 
以下では、産業廃棄物の処理に係る契約に関する裾切り方式において評価ポイントの満点

の 60%以上104の事業者に入札参加資格を与えることとした場合の評価項目、区分・配点例を

表Ⅵ－2－3 に示す。 
a）環境配慮への取組状況に係る評価項目の加点を 25 点、b）優良基準への適合状況に係る

評価項目の加点を 50 点とし、計 75 点満点としている。 

表Ⅵ－2－3 評価区分・配点例 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））例例  配配点点例例  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施 10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  － 25 

① 優良適性（遵法性） 

特定不利益処分を 5 年間受けていないこと 
※新規参入から 5 年に満たない事業者は 0 点と

する。ただし、特定不利益処分を受けてから 5
年に満たない事業者（特定不利益処分を受け

た新規参入 5 年未満の事業者を含む）につい

ては、優良適性（遵法性）の項目の点数を「マ

イナス『配点の 50%』」とする。本配点例の

ように本項目の配点が 10 点の場合は「－5 点」

となる（表Ⅵ－2－2 参照）（以下同じ）。 

10 

② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施 10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得 10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 10 

⑤ 財務体質の健全性 

自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 

※事業に参入した時点から 3 年に満たない事業

者は「直前 3 年」を事業参入時点からの経過

年数に読み替える（以下同じ）。 

10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  － 50 
合合          計計  － 75 

（３）委託方法別の裾切り方式の適用 

【事例１】収集運搬と処分業（中間処理）を委託する場合で、収集運搬業者と処理業（中

間処理業者）の入札を一括して行う場合 

【事例２】運搬は排出事業者（入札実施主体）が自ら行い、処分業のみを委託する場合で、

処分業者のみの入札を行う場合 

【事例３】収集運搬と処分業（最終処分）を委託する場合で、収集運搬業者と処理業（最

終処分）の入札を一括して行う場合 

 
104 裾切り下限値＝評価ポイントの満点×0.6。例えば 75 点満点の場合、下限値は 45 点（75 点×0.6＝45 点）、100
点満点の場合、下限値は 60 点（100 点×0.6＝60 点）となる。 
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【【事事例例１１】】  収収集集運運搬搬とと中中間間処処理理をを委委託託すするる場場合合でで、、収収集集運運搬搬業業者者とと中中間間処処理理業業者者のの入入札札をを一一

括括ししてて行行うう場場合合 

排出事業者（入札実施者）は、収集運搬業者、処分業者（中間処理）とそれぞれ委託契約

を行う必要がある（図Ⅵ－2－1 の委託契約Ａ、委託契約Ｂ）。なお、中間処理後の残渣を処

分する処分業者との契約（図Ⅵ－2－1 の委託契約Ｃ）は中間処理業者が行うため入札実施者

が行う必要はないが、排出事業者責任の観点から、中間処理後の残渣の運搬先についても中

間処理業者と契約を取り交わす際に契約書で確認を行う。 
裾切り方式の適用に当たっては、収集運搬業者と中間処理業者をそれぞれ評価して、とも

に裾切り下限値以上であることが必要である。 

 

 

図Ⅵ－2－1 収集運搬と中間処理を委託する場合の処理フローと処理委託 
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【【事事例例２２】】  運運搬搬はは排排出出事事業業者者（（入入札札実実施施主主体体））がが自自らら行行いい、、処処分分業業ののみみをを委委託託すするる場場合合でで、、

処処分分業業者者ののみみのの入入札札をを行行うう場場合合 

排出事業者が自ら運搬を行う場合、排出事業者（入札実施者）は、処分業者と委託契約を

行う必要がある（図Ⅵ－2－2 の委託契約Ａ）。図Ⅵ－2－2 は中間処理の例である。なお、中

間処理後の残渣を処分する処分業者との契約（委託契約Ｂ）は中間処理業者が行うため入札

実施者が行う必要はないが、排出事業者責任の観点から、中間処理後の残渣の運搬先につい

ても中間処理業者と契約を取り交わす際に契約書で確認を行う。 
裾切り方式の適用に当たっては、中間処理業者のみ評価を行い、中間処理後の処分業者は

裾切りの対象外となる。 

 

 

図Ⅵ－2－2 処分業（中間処理）を委託する場合の処理フローと処理委託 

  
    

 
 

   

 
リサイクル 

最終処分 

中間処理 収集・運搬 廃棄物発生 

 

 

 

排出事業者 
 

 

 

処理業者 
 

 

 

処分業者 

委託契約Ａ 委託契約Ｂ 

確認 

－198－



 

－198－ 

【【事事例例２２】】  運運搬搬はは排排出出事事業業者者（（入入札札実実施施主主体体））がが自自らら行行いい、、処処分分業業ののみみをを委委託託すするる場場合合でで、、

処処分分業業者者ののみみのの入入札札をを行行うう場場合合 

排出事業者が自ら運搬を行う場合、排出事業者（入札実施者）は、処分業者と委託契約を

行う必要がある（図Ⅵ－2－2 の委託契約Ａ）。図Ⅵ－2－2 は中間処理の例である。なお、中

間処理後の残渣を処分する処分業者との契約（委託契約Ｂ）は中間処理業者が行うため入札

実施者が行う必要はないが、排出事業者責任の観点から、中間処理後の残渣の運搬先につい

ても中間処理業者と契約を取り交わす際に契約書で確認を行う。 
裾切り方式の適用に当たっては、中間処理業者のみ評価を行い、中間処理後の処分業者は

裾切りの対象外となる。 

 

 

図Ⅵ－2－2 処分業（中間処理）を委託する場合の処理フローと処理委託 
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【【事事例例３３】】 収収集集運運搬搬とと処処分分業業（（最最終終処処分分））をを委委託託すするる場場合合でで、、収収集集運運搬搬業業者者とと処処理理業業（（最最終終
処処分分））のの入入札札をを一一括括ししてて行行うう場場合合 

排出事業者（入札実施者）は、収集運搬業者、処分業者（最終処分）とそれぞれ委託契約

を行う必要がある（図Ⅵ－2－3 の委託契約 A、委託契約 B）。 
裾切り方式の適用に当たっては、収集運搬業者と処分業者（最終処分）をそれぞれ評価し

て、ともに裾切り下限値以上であることが必要である。 

 

 

図Ⅵ－2－3 収集運搬と最終処分を委託する場合の処理フローと処理委託 
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２２――３３  追追加加項項目目とと配配点点例例 

入札実施主体の判断により、裾切り方式のオプションとして処理委託を行う相手（収集運

搬業者、中間処理業者、最終処分業者）に応じて「追加項目」を評価して加点することがで

きるものとする。 

（１）業態固有の環境配慮への取組についての評価項目例 

収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者ごとの業態に応じた追加的な評価項目及び評

価基準例を、表Ⅵ－2－4 に示す。以下の評価項目は、収集運搬業者については契約対象者（事

業者又は事業所）を評価する。また、中間処理業者及び最終処分業者については、処理を委

託する産業廃棄物の種類が当該評価項目に関連する場合（処理・処分に当たって建設機械を

使用する場合）において評価項目として設定するものとする。 

表Ⅵ－2－4 環境配慮への取組に関する業態固有の評価項目、評価内容及び評価基準例（追加項目） 

評価項目 評価内容及び評価基準 

収集運搬業者  

 環境に配慮した運転・管

理 

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針105」（平成 30 年 2 月閣

議決定）の輸配送に係る判断の基準（モーダルシフトの実施に係

る判断の基準を除く）を満たすことで評価。 
①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係

る取組効果の把握が定期的に行われていること。 
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。 

③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。 

④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境

の保全の観点から車両の点検・整備を実施していること。 
⑤輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のため

の措置が講じられていること（備考７エに掲げる措置106を除

く）。 
⑥上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②～⑤に

ついては実施の状況がウエブサイトをはじめ環境報告書等に

より公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観

的な立場から審査されていること。 

低燃費・低排出ガス車の

導入 

低燃費車については、収集運搬車両全体に占める平成 27 年度燃費

基準達成車107の導入割合で評価。 
低排出ガス車については、収集運搬車両全体に占める平成 17 年度

以降の排出ガス規制適合車108の導入割合で評価。 

  

 
105 詳細は https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html 参照 
106 備考７エの措置：輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を

短縮していること 
107 エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づき定められた燃費基準値以上の燃費

の良い自動車。対象車にはステッカーが貼られる。http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/environment/ondan/sticker.pdf 
108 低排出ガス車認定実施要項（国土交通省）において規定される平成 17 年の排出ガス基準を満たすもの。認定

を受けた低排出ガス車にはステッカーが貼られる。https://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas.htm 
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２２――３３  追追加加項項目目とと配配点点例例 

入札実施主体の判断により、裾切り方式のオプションとして処理委託を行う相手（収集運

搬業者、中間処理業者、最終処分業者）に応じて「追加項目」を評価して加点することがで

きるものとする。 

（１）業態固有の環境配慮への取組についての評価項目例 

収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者ごとの業態に応じた追加的な評価項目及び評

価基準例を、表Ⅵ－2－4 に示す。以下の評価項目は、収集運搬業者については契約対象者（事

業者又は事業所）を評価する。また、中間処理業者及び最終処分業者については、処理を委

託する産業廃棄物の種類が当該評価項目に関連する場合（処理・処分に当たって建設機械を

使用する場合）において評価項目として設定するものとする。 

表Ⅵ－2－4 環境配慮への取組に関する業態固有の評価項目、評価内容及び評価基準例（追加項目） 

評価項目 評価内容及び評価基準 

収集運搬業者  

 環境に配慮した運転・管

理 

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針105」（平成 30 年 2 月閣

議決定）の輸配送に係る判断の基準（モーダルシフトの実施に係

る判断の基準を除く）を満たすことで評価。 
①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係

る取組効果の把握が定期的に行われていること。 
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。 

③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。 

④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境

の保全の観点から車両の点検・整備を実施していること。 
⑤輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のため

の措置が講じられていること（備考７エに掲げる措置106を除

く）。 
⑥上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②～⑤に

ついては実施の状況がウエブサイトをはじめ環境報告書等に

より公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観

的な立場から審査されていること。 

低燃費・低排出ガス車の

導入 

低燃費車については、収集運搬車両全体に占める平成 27 年度燃費

基準達成車107の導入割合で評価。 
低排出ガス車については、収集運搬車両全体に占める平成 17 年度

以降の排出ガス規制適合車108の導入割合で評価。 

  

 
105 詳細は https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html 参照 
106 備考７エの措置：輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を

短縮していること 
107 エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づき定められた燃費基準値以上の燃費

の良い自動車。対象車にはステッカーが貼られる。http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/environment/ondan/sticker.pdf 
108 低排出ガス車認定実施要項（国土交通省）において規定される平成 17 年の排出ガス基準を満たすもの。認定

を受けた低排出ガス車にはステッカーが貼られる。https://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas.htm 
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評価項目 評価内容及び評価基準 

中間処理業者  

 低公害型建設機械の導入 

【処理に当たって建設機

械を使用する場合に評価】 

産業廃棄物の処理の用に供する「特定特殊自動車排出ガスの規制

等に関する法律109」及び「排出ガス対策型建設機械の指定制度」

により指定された建設機械110、「低騒音型・低振動型建設機械の

指定に関する規定の運用」により指定された低騒音型建設機械、

低振動型建設機械111の導入割合で評価。 

熱回収の実施 

【処理に当たって熱回収

を実施する場合に評価】 

調達対象となる産業廃棄物の処理に当たって「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」第 15 条の 3 の 3 に定める熱回収施設設置者の

認定112を受けている施設であること、又は廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行規則第 5 条の 5 の 6 第 2 号113又は第 3 号114に規

定する設備を用いて熱回収が行われていることで評価。なお、第 3
号設備を有する場合にあっては、「廃棄物熱回収施設設置者認定

マニュアル（平成 23 年 2 月）」（環境省大臣官房廃棄物・リサイ

クル対策部）において示された用途115を対象とする。 

最終処分業者  

 低公害型建設機械の導入 

【処理に当たって建設機

械を使用する場合に評価】 

産業廃棄物の処理の用に供する「特定特殊自動車排出ガスの規制

等に関する法律」及び「排出ガス対策型建設機械の指定制度」に

より指定された建設機械、「低騒音型・低振動型建設機械の指定

に関する規定の運用」により指定された低騒音型建設機械、低振

動型建設機械の導入割合で評価。 

（２）業態固有の環境配慮への取組についての具体的な配点例 

以下では、産業廃棄物の処理に係る契約に関する裾切り方式で業態固有の環境配慮取組に

おける具体的な配点例を示す。処理業務により、加点される項目は異なるため調達者は公平

な入札を行うためにも十分に内容を検討し、追加項目を設定すること。 

 
109 特定特殊自動車排出ガス基準に適合した特定特殊自動車には基準適合表示が付される。

https://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law/hyouji/100318/01_gaiyou.pdf 
110 国土交通省により、排出ガス対策建設機械の指定がなされている。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000002.html 
111 国土交通省により、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の指定状況が公表されている。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html 
112 環境省大臣官房廃棄物･リサイクル対策部「廃棄物熱回収施設設置者認定制度」を参照のこと。

https://www.env.go.jp/recycle/waste/netsukaishu.html 
113 発電用熱回収施設に関する技術基準 
114 発電用に供する熱回収施設以外の熱回収施設の技術基準 
115 廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル 1-3 ②（イ）表１参照のこと。タービン補機駆動や循環利用等の例の

記載がある。 
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（２－１）具体的な配点例（収集運搬業者） 

表Ⅵ－2－5 評価区分・配点例（収集運搬業者） 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））  得得点点  配配点点  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施  10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施  10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施  5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  －  25 
① 優良適性（遵法性） 特定不利益処分を 5 年間受けていないこと  10 
② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施  10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得  10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能  10 
⑤ 財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足  10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  －  50 
① 環境に配慮した運転・管理 ア～エのうち 3 項目以上実施かつインターネット等による情報公開 5 

10 
  ア．エネルギー使用実態の把握等 ア～エ全て実施かつインターネット等による情報公開又は認証116 10  
  イ．エコドライブの推進措置   
  ウ．点検・整備の自主管理基準       
  エ．輸送効率向上のための措置       

② 低燃費車の導入割合 20% 以上 50% 未満 5 
10 

 （平成 27 年度燃費基準達成車） 50% 以上   10 
③ 低排出ガス車の導入割合 20% 以上 50% 未満 5 

10 
 （平成 17 年規制以降の適合車） 50% 以上   10 

c））収収集集運運搬搬業業固固有有のの取取組組（（小小計計））  －  30 
合合          計計  － － 105 

 

 
116 グリーン経営認証など。https://www.green-m.jp/ 
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（２－１）具体的な配点例（収集運搬業者） 

表Ⅵ－2－5 評価区分・配点例（収集運搬業者） 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））  得得点点  配配点点  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施  10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施  10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施  5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  －  25 
① 優良適性（遵法性） 特定不利益処分を 5 年間受けていないこと  10 
② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施  10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得  10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能  10 
⑤ 財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足  10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  －  50 
① 環境に配慮した運転・管理 ア～エのうち 3 項目以上実施かつインターネット等による情報公開 5 

10 
  ア．エネルギー使用実態の把握等 ア～エ全て実施かつインターネット等による情報公開又は認証116 10  
  イ．エコドライブの推進措置   
  ウ．点検・整備の自主管理基準       
  エ．輸送効率向上のための措置       

② 低燃費車の導入割合 20% 以上 50% 未満 5 
10 

 （平成 27 年度燃費基準達成車） 50% 以上   10 
③ 低排出ガス車の導入割合 20% 以上 50% 未満 5 

10 
 （平成 17 年規制以降の適合車） 50% 以上   10 

c））収収集集運運搬搬業業固固有有のの取取組組（（小小計計））  －  30 
合合          計計  － － 105 

 

 
116 グリーン経営認証など。https://www.green-m.jp/ 
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（２－２）具体的な配点例（中間処理業者（破砕処理）） 

表Ⅵ－2－6 評価区分・配点例（中間処理業者（破砕処理）） 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））  得得点点  配配点点  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施  10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施  10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施  5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  －  25 
① 優良適性（遵法性） 特定不利益処分を 5 年間受けていないこと  10 
② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施  10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得  10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能  10 
⑤ 財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足  10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  －  50 
① 低公害型建設機械の導入割合※注 20% 以上 50% 未満 5 

10 
 （排出ガス対策、低騒音・低振動対策） 50% 以上   10 

c））中中間間処処理理業業固固有有のの取取組組（（小小計計））  －  10 
合合          計計  － － 85 

注：低公害型建設機械の導入割合については中間処理に当たって、建設機械を使用する場合に評価項目として設

定するものとする。なお、導入割合の算定に当たっては 1 機が複数の指定を受けている場合にあっても、1
機分の導入割合として算定する117。 

（２－３）具体的な配点例（中間処理業者（焼却処理）） 

表Ⅵ－2－7 評価区分・配点例（中間処理業者（焼却処理）） 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））  得得点点  配配点点  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施  10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施  10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施  5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  －  25 
① 優良適性（遵法性） 特定不利益処分を 5 年間受けていないこと  10 
② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施  10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得  10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能  10 
⑤ 財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足  10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  －  50 
① 熱回収の実施※注 処理に当たって熱回収の実施又は熱回収認定を受けていること   10 

c））中中間間処処理理業業固固有有のの取取組組（（小小計計））  －  10 
合合          計計  － － 85 

注：熱回収の実施については中間処理に当たって、焼却処理を実施する場合に評価項目として設定する。 

 
117 例えば、事業場に 5 台の機械があり、うち 1 台の機械が低騒音型建設機械と低振動型建設機械の両方の指定を

受け、他の 4 台の機械がいずれの指定をも受けていない場合の低公害型建設機械の導入割合は 1÷5=20%となる。 
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（２－４）具体的な配点例（最終処分業者） 

表Ⅵ－2－8 評価区分・配点例（最終処分業者） 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））  得得点点  配配点点  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施  10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施  10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施  5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  －  25 
① 優良適性（遵法性） 特定不利益処分を 5 年間受けていないこと  10 
② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施  10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得  10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能  10 
⑤ 財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足  10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  －  50 
① 低公害型建設機械の導入割合※注 20% 以上 50% 未満 5 

10 
 （排出ガス対策、低騒音・低振動対策） 50% 以上   10 

c））最最終終処処分分業業固固有有のの取取組組（（小小計計））  －  10 
合合          計計  － － 85 

注：低公害型建設機械の導入割合については最終処分に当たって、建設機械を使用する場合に評価項目として設

定するものとする。なお、導入割合の算定方法については中間処理の低公害型建設機械の導入割合と同様。 
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（２－４）具体的な配点例（最終処分業者） 

表Ⅵ－2－8 評価区分・配点例（最終処分業者） 

評評  価価  項項  目目  区区分分（（評評価価））  得得点点  配配点点  

① 環境/CSR 報告書 環境/CSR 報告書の作成・公表を実施  10 
② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施  10 
③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施  5 

a））環環境境配配慮慮へへのの取取組組状状況況（（小小計計））  －  25 
① 優良適性（遵法性） 特定不利益処分を 5 年間受けていないこと  10 
② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施  10 
③ 環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得  10 
④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能  10 
⑤ 財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足  10 

b））優優良良基基準準へへのの適適合合状状況況（（小小計計））  －  50 
① 低公害型建設機械の導入割合※注 20% 以上 50% 未満 5 

10 
 （排出ガス対策、低騒音・低振動対策） 50% 以上   10 

c））最最終終処処分分業業固固有有のの取取組組（（小小計計））  －  10 
合合          計計  － － 85 

注：低公害型建設機械の導入割合については最終処分に当たって、建設機械を使用する場合に評価項目として設

定するものとする。なお、導入割合の算定方法については中間処理の低公害型建設機械の導入割合と同様。 
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３．契約方法について 

３３－－１１  契契約約のの対対象象 

国及び独立行政法人等が発注する産業廃棄物処理の全てが対象となり、具体的には、「収

集運搬」「中間処理」「最終処分」が考えられる。 
なお、産業廃棄物処理の中でも、高度なリサイクル技術を要する場合など、提案内容の新

規性・創造性を必要とする場合においては、個別に適切な契約方式を用いることも考えられ

る。 

 
３３－－２２  仕仕様様 

裾切り方式により、産業廃棄物の処理に係る契約の仕様書の構成及び記載する内容例は、

通常用いられる産業廃棄物処理委託契約書に準じる。なお、裾切り要件、当該要件を満たす

ことを証明する書類の提出方法等については、入札公告及び入札説明書の中で必要事項を記

載する。 

 
３３－－３３  標標準準的的なな手手続続ととススケケジジュューールル 

本契約方式を適用する場合の標準的な流れ及び要する期間は、図Ⅵ－3－1 のとおりである。 
以下に、図Ⅵ－3－1 に沿って、各段階における手続の概要を示す。 

（１）入札準備 

入札準備段階は、①裾切り要件の設定、②仕様書の作成、③予定価格の作成、④入札実施

に必要な事項の調整を実施する。 
① 「裾切り要件の設定」については、前述「２－２ 裾切り方式」を参考とし、適

切に裾切り要件を設定する。 
② 「仕様書の作成」については、上記「３－２ 仕様」を参考とし、必要事項を記

載した仕様書を作成する。 
③ 「予定価格の作成」については、前年度における処理委託の実績データ等を踏ま

え、適切に予定価格を作成する。 
④ 「入札実施に必要な事項の調整」については、必要に応じ実施する。 

（２）入札公告・資格審査 

入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。 
① 「入札公告」については、裾切り方式による入札参加資格の審査及び入札までに

要する期間を勘案して、適切に実施する。 
② 「入札参加資格の審査」については、上記「（１）①裾切り要件の設定」におい

て設定した裾切り要件に照らし、入札参加希望者から提出された参加資格に係る
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書類の審査を実施する（審査結果については、入札参加希望者に対し、速やかに

通知する。）。 

■入札公告・資格審査

入札公告

入札

■入札準備

入札実施に必要な事項の調整

裾切り要件の設定

予定価格の作成

仕様書の作成

契約

■事業者選定・契約

入札参加資格の審査

開札（落札者決定）

 

図Ⅵ－3－1 裾切り方式に係る入札手続 

（３）事業者選定・契約 

事業者決定及び契約段階は、①入札及び開札（落札者決定）、②契約を実施する。 
① 「入札及び開札（落札者決定）」については、裾切り方式による入札参加要件を

満たした事業者の中から最低価格落札方式によって落札者を決定する。なお、特

定不利益処分を受けていないことは、入札日からさかのぼって 5 年間について事

業者に誓約してもらうが、参加資格に係る書類を提出してから入札日までの間に

特定不利益処分を受けた事業者は速やかに入札担当に申し出ること。また、申し

－206－



 

－206－ 

書類の審査を実施する（審査結果については、入札参加希望者に対し、速やかに
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図Ⅵ－3－1 裾切り方式に係る入札手続 

（３）事業者選定・契約 
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業者に誓約してもらうが、参加資格に係る書類を提出してから入札日までの間に

特定不利益処分を受けた事業者は速やかに入札担当に申し出ること。また、申し
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出を受けた担当官は速やかに裾切りの採点を見直すとともに、入札参加資格の有

無を確認し、適切に対応すること。 
② 「契約」については、落札者と定められた期間内に契約を実施する。なお、産業

廃棄物の処理状況確認努力義務の趣旨を踏まえ、委託契約前に可能な限り現地確

認を行う。 
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４．その他 

調達者は、前項までの事項を踏まえ、以下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。 
❑ 公正な競争の確保のため、裾切りの内容（区分・配点等）について当該地域の状

況を勘案し、適切に設定する。 
❑ 平成 22（2010）年の廃棄物処理法改正によって規定された、事業者の産業廃棄物の

処理状況確認努力義務（現地確認義務）の趣旨を踏まえ、委託契約前に可能な限り

現地確認を行う。 
❑ 電子マニフェストシステム118に登録し、電子マニフェストを使用できる状況にして

おくこと。 

 

 
118 電子マニフェストの詳細は JWNET（日本産業廃棄物処理振興センター）を参照のこと。

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/ 
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◇◇資資 料料 編編 

◇特定不利益処分 

特定不利益処分について、下表にその種類と根拠条文を記す。 

表 特定不利益処分一覧 

 特定不利益処分の種類 廃棄物処理法における根拠条文 
1 廃棄物処理業に係る事業停止命令 第 7 条の 3 

第 14 条の 3（第 14 条の 6 において準用する場合を

含む。） 
2 廃棄物処理施設に係る改善命令･使用停止

命令 
第 9 条の 2 
第 15 条の 2 の 7 

3 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し 第 9 条の 2 の 2 第 1 項若しくは第 2 項 
第 15 条の 3 

4 再生利用認定の取消し 第 9 条の 8 第 9 項（第 15 条の 4 の 2 第 3 項におい

て準用する場合を含む。） 
5 広域処理認定の取消し 第 9 条の 9 第 10 項（第 15 条の 4 の 3 第 3 項にお

いて準用する場合を含む。） 
6 無害化処理認定の取消し 第 9 条の 10 第 7 項（第 15 条の 4 の 4 第 3 項にお

いて準用する場合を含む。） 
7 二以上の事業者による処理に係る認定の取

消し 
第 12 条の 7 第 10 項 

8 廃棄物の不適正処理に係る改善命令 第 19 条の 3 
9 廃棄物の不適正処理に係る措置命令 第 19 条の 4 第 1 項（第 19 条の 10 第 1 項において

準用する場合を含む。） 
第 19 条の 4 の 2 第 1 項 
第 19 条の 5 第 1 項（第 19 条の 10 第 2 項において

準用する場合を含む。） 
第 19 条の 6 第 1 項 

 
◇財務体質の健全性 

本契約方式の評価項目である「財務体質の健全性」を単独で満たすためには、下表に掲げ

るすべての基準への適合が必要である。 

表 財務体質の健全性に係る評価 

 基 準 概 要 
1 自己資本比率 申請者が法人である場合には、次の 3 つの基準のすべてに該当すること。 

 直前 3 年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。 
 直前 3 年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比

率が 10%以上であること。 
 前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上

の減価償却の額を加えて得た額が零を超えていること。 
2 経常利益金額等 申請者が法人である場合には、直前 3 年の各事業年度における経常利益金額

等の平均値が零を超えること。 
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3 税・保険料 産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納

していないこと。 
4 維持管理積立金 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積み立て

をしていること。 
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ⅦⅦ．環境に配慮した OA 機器の調達に関するガイドライン 
 

１．環境に配慮した OA 機器調達の必要性と意義 

オフィスにおける電気使用量のうち、コピー機等及びプリンタ等119（以下「OA 機器」とい

う）は、電気使用量の一定程度の割合を占めており120、これらの省エネルギー（省 CO2）は

重要な課題となっている。 
国及び独立行政法人等における OA 機器の契約方法は、以前の契約時と同数の調達台数を

指定した複数年の賃貸借契約が多く、機器が高速化・高機能化する中、必ずしも利用状況や

要求される性能を把握・分析した上で調達されているとは言い難く、また、近年コピー機と

プリンタの役割が近接しており、以前と変わらず両者を分けて調達し続けることにより、機

器が過剰に設置される傾向が見受けられる。このような中、民間企業や地方公共団体のみな

らず、国及び独立行政法人等においても、利用者の適切な作業能率を確保しつつ、OA 機器の

利用実態を把握した上で、設置台数や配置を最適化する、いわゆる「最適配置」を目指す調

達の取組、更には作業能率等について、P-D-C-A による改善の試みが始まっている。 
また、国等を取り巻く厳しい財政事情も踏まえ、OA 機器について、定常的な機器の入れ替

えのみを行うのではなく、必要に応じ利用状況や要求性能、環境負荷の低減、機器の購入及

び賃貸借等の直接費用、消耗品の管理やスペースコスト等の間接費用等、様々な観点を考慮

した上で、調達を行うことも求められている。 
このような背景から、今後国及び独立行政法人等において、一定規模以上の調達を行う際

には、OA 機器の利用実態を事前に把握した上で調達を行うことの意義は大きいと考えられる。 

 

 
119 コピー機等、プリンタ等の定義は、グリーン購入法の基本方針における「コピー機等」（コピー機及び複合機

並びに拡張性のあるデジタルコピー機）及び「プリンタ等」（プリンタ及びプリンタ複合機）である。なお、グ

リーン購入法に基づく基本方針においては分野名称を「画像機器等」としているが、本解説資料においては、こ

れまでの記載との継続性を踏まえ「OA 機器」としている。 
120 三田寺要治ら「オフィスビルにおける OA 機器のエネルギー消費実態」,エネルギー・資源学会第 16 回エネル

ギーシステム・経済・環境コンファレンス講演論文集,pp.15-20（2000）によると、電算機やコピー機、プリンタ等

の OA 機器類による消費電力量は、事務所ビルのエネルギー消費量全体の約 16%である。そのうち、コピー機、

プリンタの消費電力量は、OA 機器類の消費電力量の約 13%を占めている。 
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２．ガイドライン策定の目的 

OA 機器については、その製造から廃棄までのそれぞれのライフステージ（段階）で、様々

な温室効果ガスの排出が認められる。 
❑ 製造段階の材料・部品調達 
❑ 製造段階の工程 
❑ 販売・輸送段階 
❑ 使用段階における電気使用 
❑ 使用段階における用紙使用 
❑ 使用段階におけるメンテナンス 
❑ 廃棄段階 

OA 機器による各段階での温室効果ガスの排出を削減するには、次に示す取組が有効と考え

られる。 

表Ⅶ－2－1 OA 機器の段階別・場面別の主な温室効果ガス排出削減対策 

場面 
段階 調達場面 管理場面 使用場面 

製造・廃棄段階 ･調達台数の削減 
･リユースに配慮した機器

の調達 

  

使用段階（電気） ･標準消費電力量の小さい

機種の調達 
･消費電力量を削減可能な

機能を有する機種の調達 

･消費電力量を削減可能な

設定の活用 
 

･モノクロ印刷の活用 
･帰宅時の電源 OFF（可能

な機種） 

使用段階（用紙） ･用紙使用量を削減可能な

機能を有する機種の調達 
･用紙使用量を削減可能な

設定の活用 
･用紙使用量を削減可能な

設定の活用 
･プレビュー画面による印

刷前の確認 
使用段階 
（メンテナンス） 

･消耗品調達を考慮した機

器の選定 
･グリーン購入法のカート

リッジ等の判断の基準を

満たす機器の調達 

 

上記のとおり、OA 機器による温室効果ガスの排出を削減するためには、OA 機器を調達す

る場面、管理する場面、使用する場面ごとに配慮すべき内容が異なる。 
本ガイドラインは、OA 機器を調達する場面において、調達者が配慮すべき事項を整理する

ことによって、国及び独立行政法人等において OA 機器による温室効果ガスの排出を削減す

ることを目的とする。 
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３．ガイドラインの構成 

OA 機器による温室効果ガスを削減するため、「２．ガイドライン策定の目的」に示したと

おり、調達者は、OA 機器の出力環境確保のための条件を踏まえつつ、様々な点に留意するこ

とが望ましい。 
まず、OA 機器の使用状況の把握、当該事務所が必要とする性能の考え方の整理等、事前に

充分な準備が必要である。その上で、OA 機器の最適配置を実現するため、現状の OA 機器の

レイアウト、機器稼働率、使用状況、出力利用に関する業務形態等について事前に調査（以

下「OA 機器実態調査」という。）を行うことが求められる。OA 機器実態調査の詳細につい

ては、以下の「４．OA 機器実態調査」を参照することが望ましい。 
次に、OA 機器実態調査を受けて、調達者が OA 機器を調達する際、その温室効果ガス排出

量を削減するために、以下の「５．OA 機器を調達する際の留意点」を参照することが望まし

い。また、実際に、環境に配慮した OA 機器を調達する際には、「６．OA 機器を調達する際

に提示すべき項目（仕様書）」に基づき、仕様書を作成することが考えられる。 
さらに、OA 機器を調達後、「７．OA 機器を使用する際の留意点」を考慮した使用がなさ

れることが必要となる。 
なお、調達者は OA 機器を調達する際には、巻末の「チェックリスト」を用いて、自らが

実施しようとしている調達が、環境に配慮した調達となっているか確認することができる。 
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■入札準備

調達台数の設定

仕様書の作成

予定価格の作成

■入札公告・資格審査

入札公告

入札説明会

■事業者決定・契約

入札

開札（事業者決定）

契約

OA機器実態調査の実施

OA機器実態調査の発注
４．　OA機器実態調査

５．　OA機器を調達する際の
　　留意点

６．　OA機器を調達する際に
　　提示すべき項目（仕様書）

７．　OA機器を使用する際の
　　留意点

 

図Ⅶ－3－1 OA 機器調達までの流れと本ガイドラインの該当箇所 
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４．OA 機器実態調査 

４４－－１１  調調査査対対象象 

調査の対象施設は、以下の考え方を踏まえつつ、国及び独立行政法人等が適切に選定する

ことが望ましい。 
❑ 1～2 年後に一定規模以上の機器調達が見込まれる施設、又はフロア 
❑ 機器の配置替えや一部機器の契約期間を調整121することにより、OA 機器の調達

の統一化を図ることが可能である施設、又はフロア 
なお、一定規模以上とは、温室効果ガス排出の削減効果、費用対効果及び調達事務の効率

性等を勘案すると OA 機器 50 台以上が一つの目安となる。 

 
４４－－２２  発発注注側側のの調調査査実実施施体体制制 

OA 機器のうち、コピー機等については総務関連の部署が所管し、プリンタ等については情

報通信関連の部署が所管している場合が多い。OA 機器実態調査は複数の部署が関連した調査

となること、また庁内 LAN を活用した調査が必要となることから、総務関連、情報通信関連
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４４－－３３  調調査査実実施施主主体体 
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施する場合、国及び独立行政法人等自ら実施する場合が想定される。 
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121 契約期間を調整する方法として、現在使用している OA 機器のリース期間を延長し、履行開始日を揃える、あ

るいは OA 機器を調達する際、履行開始時期の不一致への対応も含めた仕様書を作成することが考えられる。 
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表Ⅶ－4－1 調査実施主体別の特徴 

 OA 機器事業者 コンサルティング会社 調達者 
長所 ・OA 機器に関するノウハウを

多く保有しており、適切な

報告をすることが可能であ

る 

・業務基盤全体について調査

が可能である 
・第三者的な視点からの客観

的な報告をすることが可能

である 

・状況に応じて迅速に対応す

ることが可能である 

短所 ・調査後の調達手続きの公平

性の確保に配慮する必要が

ある 

・OA 機器に関する専門性に欠

ける面がある 
・職員の業務量が増加する 
・専門的な職員がいない場合、

最適配置に関する提案を依

頼する必要性が生じる 

 
４４－－４４  調調査査項項目目・・調調査査内内容容 

調査は、現状の OA 機器の配置状況や使用状況等を現地調査等により把握する定量調査、

機器の使用状況、出力環境に関する意識、満足度、意見、要望等を把握する定性調査から構

成されることが望ましい。 

（１）定量調査 

現地調査により機器の基本的な情報と使用状況、配置状況等を把握する。調査を円滑に実

施するため、可能であれば事前に調査対象施設の情報を整理しておくことが望ましい。 

表Ⅶ－4－2 定量調査の調査内容 

調査項目 調査内容 
機器配置状況 
（現地調査） 

設置部局、管理部局、設置場所、メーカー、機種、資産種（リース、買取）、 
契約先、契約期間、ネットワーク接続状況、 
出力機能 （プリンタ機能、スキャナ機能、FAX 機能、コピー機能）、 
機能（フィニッシャー機能、両面印刷機能、集約印刷機能、カラー印刷機能）、 
国庫債務負担行為の状況 

機器使用状況 
（現地調査・使用者

アンケート調査） 

出力枚数（モノクロ、カラー、月間）、FAX 送受信数、スキャナ読込数、 
賃貸借金額、保守金額、機種別機能別使用人数 

レイアウト図 
（現地調査・使用者

アンケート調査） 

レイアウト図、機器ごとの利用者の範囲、機器ごとの配置変換が可能な範囲、

コンセントの位置 

なお、機器別使用人数及び機器ごとの利用者範囲については、OA 機器の使用者に対するア

ンケート調査結果を利用する。 

（２）定性調査 

① アンケート調査（対象：OA 機器の使用者） 

可能な限り幅広い範囲で、OA 機器の使用者を対象にアンケート調査を行い、機器の使用状

況、出力環境に関する意識、満足度、意見、要望等を把握する。 
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表Ⅶ－4－3 アンケート調査の調査内容（対象：OA 機器の使用者） 

出力機能等 調査内容 
コピー機能 ・利用状況（頻度） 

・主に使用している機器 
・利用目的 
・機能利用状況及び利用しない理由（フィニッシャー機能、両面印刷機能、

集約印刷機能、カラー印刷機能） 
・利用満足度（機器速度、台数、操作性、出力品質、機器周辺のスペース、

設置スペース、故障発生頻度、放置文書状況等） 
・課題・要望 

プリンタ機能 ・コピー機と同様の内容 
FAX 機能 ・利用状況（頻度） 

・主に使用している機器 
・利用目的 
・利用満足度（機器速度、台数、操作性、出力品質、機器周辺のスペース、

故障頻度等） 
・課題・要望 

スキャナ機能 ・FAX と同様の内容 
その他 ・利用者の用紙使用の削減に対する意識（普段から心掛けているか等） 

・出力機能別利用者意識（セキュリティ、環境保全、コスト削減等） 
・出力機能別利用者満足度（スペース、美化、機器の発熱等） 
・オフィス環境についての課題・要望 

また、利用者の用紙使用の削減に対する意識、両面印刷等環境負荷低減に有用な機能を活

用しない理由を把握することで、改善策の検討が可能となる。 

② インタビュー調査（対象：OA 機器の管理者） 

機器管理者を対象に、OA 機器の調達状況や管理状況等についてインタビュー調査を実施し、

OA 機器の調達や管理における課題を把握する。 

表Ⅶ－4－4 インタビュー調査の調査内容（対象：OA 機器の管理者） 

調査項目 調査内容 
機器の調達状況 ・OA 機器ごとの契約部署 

・年間の契約本数及び支払い回数 
・OA 機器発注に至る経緯 
・消耗品の発注状況 

機器の管理状況 ・機能設定状況（スリープモード移行時間、両面印刷機能、集約印刷機能、カ

ラー印刷機能） 
・機器使用規則等の普及状況 
・消耗品の管理状況 
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４４－－５５  調調査査結結果果のの活活用用方方法法 

調査結果を活用するため、調査報告書を作成することが望ましい。調査報告書に記載すべ

き内容としては、以下の項目が有用と考えられる。 

表Ⅶ－4－5 調査報告書に記載すべき内容の例 

✓ 調査の概要 
✓ 調査結果 

➢ OA 機器配置状況、利用状況、現状の作業効率 
➢ OA 機器使用者の意見・要望 
➢ OA 機器管理の現状 

✓ OA 機器に関する課題の抽出及び整理 
✓ OA 機器に対する課題への対応策 
✓ 課題への対応策を実現するための目標・具体的手法の提示 

➢ 望ましい機器の配置 
✓ 具体的手法を実現するための取組計画案 

また、OA 機器のうちプリンタ、コピー機、複合機については、稼働率を算定することが望

ましい。稼働率は下式により算定することができる。 
 

稼働率（%）＝月間出力枚数／（1 分間当たりの出力枚数×60 分×7 時間×20 日） 
月間出力枚数  ：OA 機器実態調査の結果 
1 分間当たりの出力枚数 ：カタログ値 

 
最適配置の目安となり得る OA 機器の適正な稼働率は概ね 3%～7%122とされており、他の

機器との統合、高速機への入替や機器の追加を検討する際に参考となる。 
ただし、稼働率は目安であり、実際に OA 機器の統合、高速機への入替や OA 機器の追加

については、ピーク時の稼働状況やオフィスの動線等も考慮する必要があることから、調査

結果とともに専門家の助言を受けることが望ましい。 

 
４４－－６６  調調査査期期間間 

調査期間については、調査規模や調査に携わる人員の状況等により変動が見込まれる。国

が実施した OA 機器実態調査の事例によると、機器の利用状況を把握するための定量調査の

みを実施する場合では 2 ヶ月程度、定量調査に加え定性調査を実施する場合では、概ね 3～4
ヶ月程度を要している。 

 
４４－－７７  調調査査のの仕仕様様 

OA 機器実態調査を OA 機器事業者やコンサルティング会社に発注する際、発注者は可能な

 
122 国の機関の OA 機器調達の仕様書において、稼働率全体として 3%程度を要件としている事例がある。また、

OA 機器事業者に対するヒアリングによると、概ねこの範囲内の稼働率を推奨している。 
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限り、具体的に現状を把握するために必要となる内容を仕様書に提示する必要がある。仕様

書に提示すべき内容としては、以下の項目が考えられる。 

表Ⅶ－4－6 仕様書に提示すべき内容の例 

✓ 調査の背景・目的 
✓ 調査対象 

➢ 調査対象施設 
➢ 調査対象機器123 
➢ 調査対象機器数 

✓ 調査項目 
（利用状況、利用における課題及び課題への対応策、対応策を実現するための手

法等） 
✓ 調査期間 
✓ 調査方法 

➢ 定量調査の実施方法 
➢ アンケート調査の実施方法 
（調査方法、対象数、想定回収率等） 
➢ インタビュー調査の実施方法 
（調査対象者、対象数、対象者の募集方法等） 

✓ 調査内容・調査項目 
➢ 定量調査の調査項目 
（機器ごとの利用状況等） 
➢ アンケート調査の調査項目 
（職員の機器の利用状況、機器利用における満足度と課題等） 
➢ インタビュー調査の調査項目 
（機器の設定状況、機器のマネジメント状況等） 

✓ 調査結果の取りまとめ方法 
✓ 成果物 

次ページに、OA 機器実態調査（定量調査）の仕様書の例を示す。実際に仕様書を作成する

場合においては、調査対象の性質に応じて、適当な部分を参考とすることが望ましい。 

 

 
123 本ガイドラインでは、OA 機器を「コピー機等」及び「プリンタ等」としているが、行政目的によっては、FAX
やスキャナの単体機を相当数使用している場合がある。その場合、FAX やスキャナ単体機も含めて検討を行うこ

とが望ましい。 
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＜OA 機器実態調査（定量調査）の仕様書の例＞ 

１．契約件名 

出力機器の環境調査及び利用実態調査 

２．調査対象機器及び機関 

（１）調査対象機器 ：① 電子複写機（専用機、複合機）   ② プリンタ 
（２）調査対象機関124： ○○○及び管内出先機関 
（３）調査対象数量125：① ○○○   ○台      ② 出先機関    ○台 

３．調査仕様（概要） 

（１）調査範囲と調査項目 
「２．（２）」の各調査対象機関の全課室における出力実績及び出力関連業務を

調査範囲とし、機関ごとに以下の項目による調査を行うものとする。 
  (a) 出力機器及び出力関連業務の現状把握 
  (b) 出力機器及び出力関連業務の現時点の課題抽出及び整理 
  (c) (b)の課題への対応策の提示（複数案） 
  (d) (c)の対応策を実現するための目標・具体的手法 
  (e) (d)の具体的手法を実現するための今後の取組計画案の提示 

（２）成果物 
出力環境及び出力関連業務に関する調査報告書（○部） 

（３）調査報告書の納入期限：○○年○月○日 
（４）調査実施時期：○○年○月から○○年○月まで ○ヶ月 

４．調査仕様（詳細） 

本調査における結果報告は、全て具体的な数値の提示による客観的なデータを元

に行うものとし、グラフ・表形式による分析を行うものとする。 
報告書は「概要版」と「詳細版」を作成する。 
・概要版は詳細版を集約し、A4 判 15 頁以内とする 
・詳細版は客観的データの裏付け等を網羅することとし、既存のデータや分析

結果・傾向を引用する場合は、その出典・計算の考え方を明らかにする（頁

制限なし） 

（１）調査分析を行う際の基本方針としては、各機関における出力機器の配置実態・

利用実態、各部局別の利用傾向等を考慮し、経費の過剰投入を回避することを主

眼とする（発注者側より○○○及び管内出先機関における電子機器等の配置図を

提供する）。この場合、目標年度、削減割合などの明確な指標について、その達成

年限と年度別効果を明らかにするものとする。 
（記載例）取組達成年限：3 ヵ年以内 
・初年度 ：○○千円削減（××%減） 
・次年度 ：○○千円削減（××%減、累計××%減） 

 
124 実際の仕様書では、別添として詳細を提示している。 
125 実際の仕様書では、別添として詳細を提示している。 
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＜OA 機器実態調査（定量調査）の仕様書の例＞ 

１．契約件名 

出力機器の環境調査及び利用実態調査 

２．調査対象機器及び機関 

（１）調査対象機器 ：① 電子複写機（専用機、複合機）   ② プリンタ 
（２）調査対象機関124： ○○○及び管内出先機関 
（３）調査対象数量125：① ○○○   ○台      ② 出先機関    ○台 

３．調査仕様（概要） 

（１）調査範囲と調査項目 
「２．（２）」の各調査対象機関の全課室における出力実績及び出力関連業務を

調査範囲とし、機関ごとに以下の項目による調査を行うものとする。 
  (a) 出力機器及び出力関連業務の現状把握 
  (b) 出力機器及び出力関連業務の現時点の課題抽出及び整理 
  (c) (b)の課題への対応策の提示（複数案） 
  (d) (c)の対応策を実現するための目標・具体的手法 
  (e) (d)の具体的手法を実現するための今後の取組計画案の提示 

（２）成果物 
出力環境及び出力関連業務に関する調査報告書（○部） 

（３）調査報告書の納入期限：○○年○月○日 
（４）調査実施時期：○○年○月から○○年○月まで ○ヶ月 

４．調査仕様（詳細） 

本調査における結果報告は、全て具体的な数値の提示による客観的なデータを元

に行うものとし、グラフ・表形式による分析を行うものとする。 
報告書は「概要版」と「詳細版」を作成する。 
・概要版は詳細版を集約し、A4 判 15 頁以内とする 
・詳細版は客観的データの裏付け等を網羅することとし、既存のデータや分析

結果・傾向を引用する場合は、その出典・計算の考え方を明らかにする（頁

制限なし） 

（１）調査分析を行う際の基本方針としては、各機関における出力機器の配置実態・

利用実態、各部局別の利用傾向等を考慮し、経費の過剰投入を回避することを主

眼とする（発注者側より○○○及び管内出先機関における電子機器等の配置図を

提供する）。この場合、目標年度、削減割合などの明確な指標について、その達成

年限と年度別効果を明らかにするものとする。 
（記載例）取組達成年限：3 ヵ年以内 
・初年度 ：○○千円削減（××%減） 
・次年度 ：○○千円削減（××%減、累計××%減） 

 
124 実際の仕様書では、別添として詳細を提示している。 
125 実際の仕様書では、別添として詳細を提示している。 
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・最終年度：○○千円削減（××%減、累計××%減） 
なお、経費削減・配置台数削減等の対応策については、単に形式的な削減可能

対策を提示するものではなく、一定の職員利用満足度合いが確保されるものでな

ければならない。また、環境負荷低減のため、CO2 削減量などに資する必要があ

ることにも留意するものとする。その際、現状設置されている出力機器の CO2排

出量を推定するか、又はカタログ等の諸元値により論理的に示すことができる

CO2排出量を利用するものとする。 

（２）調査分析を行う場合、各機関の出力環境、出力関連業務の現状把握から最終目

標設定までの間に示すこととなる各指標は、以下の指標を網羅するものとする。 
（本局の場合は部単位とし、事務所等の場合は課単位とする） 
・調査対象機器 1 台当たりの利用職員数 
・調査対象機器の稼働率 
・出力結果（プリントアウト）として 1 頁当たりのコスト 
・1 職員当たりの出力頁枚数（年換算） 
・1 職員当たりの機器の運用コスト（年換算） 
・1 職員当たりの出力関連業務に係る CO2排出量（年換算） 
・各機関の区分ごとの年間調達コスト、リース期間中のトータル調達コスト 

（３）出力実績の調査については、各機関の内部 LAN においてデータ取得ツールな

どの電子機器による測定を原則とする。この場合、LAN に接続している出力機器

で、接続用のポート等が開かれていないものについては、各調査対象機関におい

てその設定・復元作業等を行い、未接続の出力機器については、手作業による測

定とする（各機関において必要な出力実績の提示を受けて集計作業を行うものと

する）。（電子機器の設置においては、必要となる測定機器の諸元等について、あ

らかじめ発注者に申請するものとし、その申請が承諾された範囲で発注者は測定

機器設置について、協力するものとする。） 
なお、当該機器の設置により、通常の行政事務に支障がでる恐れがあることか

ら、当該機器は、原則として次の用件を全て満たさなければならない（但し、各

調査対象機関に申請・承認された場合を除く）。 
①情報取得用のサーバーを調査対象機関内に設置しないこと。 
②職員が使用する PC にソフトウェアをインストールしないこと。 
また、各調査対象機関に申請・承認された場合においても、測定に必要なサー

ビス・ソフトのみを使用し、測定以外の情報は一切収集しないものとする。 

（４）測定は日々の出力枚数を把握し、成果物に適切に反映することとする。測定結

果から導かれる出力機器の「最適性」については、客観的かつ論理的な根拠に基

づき指標・数値等を示し、機器別に最適性を数値により明示するものとする。 
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５．OA 機器を調達する際の留意点 

OA 機器の調達に当たって入札を実施する際、利用者の適切な作業能率を確保しつつ、OA
機器による温室効果ガスを削減するため、調達者が留意すべき点を整理する。 

 
５５－－１１  台台数数のの削削減減 

「１．環境に配慮した OA 機器の調達の必要性と意義」に示したように、OA 機器を過剰に

設置することは、OA 機器の製造・廃棄段階の温室効果ガス排出量増加の要因となることから、

その削減を図るよう努めるものとする。 
台数削減を検討するに当たっては、利用者の適切な作業能率の確保が必要であることから、

現状の OA 機器の導入状況、及び OA 機器実態調査の結果（稼動率、職員の利用状況、執務

スペースの広さ等）を考慮し、統合又は削減できる機器を明らかにし、適切な台数設定を行

う必要がある。 

 
５５－－２２  用用紙紙使使用用のの削削減減 

製造から廃棄までのそれぞれのライフステージ（段階）で、用紙使用による温室効果ガス

排出量の占める割合は大きく126、用紙使用の削減は優先的に取り組むべき事項と考えられる。 
用紙使用の削減には、両面印刷機能や集約印刷機能の使用が効果的である。 
また、パーソナルコンピュータ（PC）で出力指示をした文書を即出力せずに、再度、OA

機器において承認するワンステップの後に出力をする機能（以下「セキュリティプリント機

能127」という。）を活用することも有用と考えられる。この機能を用いることでミスプリン

トを未然に防止できる等不要な出力を削減できることに加え、出力した用紙の置き忘れが少

なくなることから、情報流出対策としても有効な機能といえる。さらに、セキュリティプリ

ント機能で利用するユーザーID とパスワードの管理を簡略化し、認証カードを使用する IC
認証機能もある。ただし、利用者の多い事務所において、IC 認証機能を追加する場合、新た

にサーバーを導入する必要等も生じることがあり、追加的な費用及び作業が発生することに

留意する必要がある。 

 

 
126 「LCA 実務入門」（LCA 実務入門編集委員会 (社)産業環境管理協会，1998））によると 37% 

「LCA の実務」（(社)産業管理協会，2005）OA 機器事業者による独自調査よると 49～57% 
127 「セキュアプリント」「個人認証システム」など OA 機器事業者によって名称が異なる。 

－222－



 

－222－ 

５．OA 機器を調達する際の留意点 

OA 機器の調達に当たって入札を実施する際、利用者の適切な作業能率を確保しつつ、OA
機器による温室効果ガスを削減するため、調達者が留意すべき点を整理する。 

 
５５－－１１  台台数数のの削削減減 

「１．環境に配慮した OA 機器の調達の必要性と意義」に示したように、OA 機器を過剰に

設置することは、OA 機器の製造・廃棄段階の温室効果ガス排出量増加の要因となることから、

その削減を図るよう努めるものとする。 
台数削減を検討するに当たっては、利用者の適切な作業能率の確保が必要であることから、

現状の OA 機器の導入状況、及び OA 機器実態調査の結果（稼動率、職員の利用状況、執務

スペースの広さ等）を考慮し、統合又は削減できる機器を明らかにし、適切な台数設定を行

う必要がある。 

 
５５－－２２  用用紙紙使使用用のの削削減減 

製造から廃棄までのそれぞれのライフステージ（段階）で、用紙使用による温室効果ガス

排出量の占める割合は大きく126、用紙使用の削減は優先的に取り組むべき事項と考えられる。 
用紙使用の削減には、両面印刷機能や集約印刷機能の使用が効果的である。 
また、パーソナルコンピュータ（PC）で出力指示をした文書を即出力せずに、再度、OA

機器において承認するワンステップの後に出力をする機能（以下「セキュリティプリント機

能127」という。）を活用することも有用と考えられる。この機能を用いることでミスプリン

トを未然に防止できる等不要な出力を削減できることに加え、出力した用紙の置き忘れが少

なくなることから、情報流出対策としても有効な機能といえる。さらに、セキュリティプリ

ント機能で利用するユーザーID とパスワードの管理を簡略化し、認証カードを使用する IC
認証機能もある。ただし、利用者の多い事務所において、IC 認証機能を追加する場合、新た

にサーバーを導入する必要等も生じることがあり、追加的な費用及び作業が発生することに

留意する必要がある。 

 

 
126 「LCA 実務入門」（LCA 実務入門編集委員会 (社)産業環境管理協会，1998））によると 37% 

「LCA の実務」（(社)産業管理協会，2005）OA 機器事業者による独自調査よると 49～57% 
127 「セキュアプリント」「個人認証システム」など OA 機器事業者によって名称が異なる。 
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５５－－３３  使使用用時時のの消消費費電電力力のの削削減減 

使用時の消費電力量については、機種ごとの標準消費電力量（TEC 値）128を参考に機種を

選定することで削減が可能となる。OA 機器の TEC 値については標準的な消費電力量となる

ため、OA 機器の利用状況によっては、実態と一致しないことも起こり得るが、機器ごとの消

費電力量を比較する上では、有効な指標となる。 
なお OA 機器の TEC 値による消費電力については、国際エネルギースタープログラムのホ

ームページ129で検索できる。 
また、OA 機器の使用時の消費電力を削減するためには、スリープモードからの復帰時間が

できるだけ早い機種を選定することが有用である130。 

 
５５－－４４  消消耗耗品品のの調調達達・・メメンンテテナナンンススのの効効率率化化 

様々な部局や課ごとに OA 機器の契約を実施している場合、類似する機種であってもメー

カー等が異なることから、トナー等の消耗品やメンテナンスを機器ごとに調達することとな

る。消耗品の調達やメンテナンスによる移動を削減する観点からも、それらに係る事業者を

必要以上に分散させないよう留意する必要がある。 
また、調達者側においても、消耗品の調達やメンテナンスを発注する事務作業を軽減する

効果も見込まれる。 

 
５５－－５５  OA機機器器のの使使用用時時以以外外のの環環境境負負荷荷 

OA 機器の製造段階の温室効果ガス排出量を削減するためには、リユースに配慮した機器131

（以下「リユース機」という。）を調達することも有効である 。 
なお、リユース機については、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合があるため、

 
128 TEC 値とは「Typical Electricity Consumption」の略で、「国際エネルギースタープログラム」に適合するための

基準となる値をいう。具体的には、複写機やプリンタなどの OA 機器における「概念的 1 週間（稼働とスリープ/
オフが繰り返される 5 日間＋スリープ/オフ状態の 2 日間）の消費電力量（TEC 消費電力量）（Wh）を指す。ただ

し、インクジェット技術を用いる OA 機器等では、TEC 値ではなく OM 方法による基準を定めており、調達の際

に留意する必要がある。 
129 https://www.energystar.go.jp/ 
130 「LCA の実務」p.p.103-106（(一社)産業管理協会,2005）によると、OA 機器の利用者の 8 割以上が、スリープ

モードからの復帰時間は 10 秒以下であることが望ましいとしている。復帰時間が 85 秒の機種では、スリープモ

ードへの移行時間を 30 分以下に設定している利用者が 0.3%にとどまるのに対し、復帰時間が 10 秒の機種では、

その割合がおよそ 40%に達しており、スリープモードからの復帰時間が短い機種では、スリープモードが多用さ

れる傾向が示されている。 
131 製造時にリユースを行うシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生

型機」及び「部品リユース型機」を指す。 
1) 「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品

を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。 
2) 「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品質を保証できる部品

を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。 
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調達に当たって、グリーン購入法の特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場

合は、新造機、リユース機を併記することとされている点に、留意する必要がある。 

 
５５－－６６  OA機機器器のの使使用用実実態態のの把把握握 

OA 機器の環境負荷の低減を図るためには、調達段階のみならず使用段階においても継続的

な改善努力を行うことが望ましい。そのためには、機器ごとの用紙使用量やカラー比率132等、

出力状況データの定期的な提供を OA 機器調達の仕様書に提示することが考えられる。 
その際、出力状況データの提供に加え、出力状況を分析し、更なる改善のために効果的と

考えられる対応策や手法についても報告を求めることが望ましい。ただし、出力状況の分析

については、従来の OA 機器調達の仕様に含まれない事項であるため、予定価格を作成する

際、留意する必要がある。 
また、OA 機器の出力状況データは、次の調達を行う際に OA 機器実態調査に代わる資料と

しても活用できる。 

 
５５－－７７  契契約約方方式式 

本ガイドラインの OA 機器の調達においては、最低価格落札方式を用いることを想定して

いる。なお、国において総合評価落札方式を検討する際には、評価項目や評価手法について、

財務省との個別協議が必要となる。 

 
５５－－８８  そそのの他他 

OA 機器実態調査を落札した事業者の調達への参加については、複数の機種・事業者の入札

参加が可能であることを確保する等、公正な競争が担保されるよう留意する必要がある。 

 

 
132 カラー出力枚数の総出力枚数に占める割合 
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調達に当たって、グリーン購入法の特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場

合は、新造機、リユース機を併記することとされている点に、留意する必要がある。 

 
５５－－６６  OA機機器器のの使使用用実実態態のの把把握握 

OA 機器の環境負荷の低減を図るためには、調達段階のみならず使用段階においても継続的

な改善努力を行うことが望ましい。そのためには、機器ごとの用紙使用量やカラー比率132等、

出力状況データの定期的な提供を OA 機器調達の仕様書に提示することが考えられる。 
その際、出力状況データの提供に加え、出力状況を分析し、更なる改善のために効果的と

考えられる対応策や手法についても報告を求めることが望ましい。ただし、出力状況の分析

については、従来の OA 機器調達の仕様に含まれない事項であるため、予定価格を作成する

際、留意する必要がある。 
また、OA 機器の出力状況データは、次の調達を行う際に OA 機器実態調査に代わる資料と

しても活用できる。 

 
５５－－７７  契契約約方方式式 

本ガイドラインの OA 機器の調達においては、最低価格落札方式を用いることを想定して

いる。なお、国において総合評価落札方式を検討する際には、評価項目や評価手法について、

財務省との個別協議が必要となる。 

 
５５－－８８  そそのの他他 

OA 機器実態調査を落札した事業者の調達への参加については、複数の機種・事業者の入札

参加が可能であることを確保する等、公正な競争が担保されるよう留意する必要がある。 

 

 
132 カラー出力枚数の総出力枚数に占める割合 
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６．OA 機器を調達する際に提示すべき項目（仕様書） 

「５．OA 機器を調達する際の留意点」を基に、最低価格落札方式で温室効果ガス排出の少

ない OA 機器を調達するため、仕様書に提示すべき項目を整理する。 
件名、契約期間、借入期間、設置場所、導入台数及び予定使用枚数については、通常の最

低価格落札方式と同様の内容を仕様書に提示することになる。 
実際に国の機関が実施した調達の仕様を基に、環境に配慮した要素を追加した仕様書の例

を提示する。仕様書の例の中の下線部が環境に配慮した要素となる。OA 機器を調達する際に

は、適切な判断のもと、必要に応じて通常の最低価格落札方式の仕様書の項目に下線部の項

目を追加することが望ましい。 

＜OA 機器調達の仕様書の例＞ 

１．契約件名 

デジタルフルカラー複合機（毎分 45 枚機○台）の賃貸借、保守及び消耗品の供給 

２．契約期間 

○年○月○日～○年○月○日 
＜国庫債務負担行為により複数年での契約が望ましい＞ 
＜契約期間の検討に当たっては機器の開発状況を考慮することが望ましい＞ 

３．借入期間 

○台は平成 23 年 5 月 1 日～平成 26 年 4 月 30 日 
○台は平成 24 年 6 月 1 日～平成 26 年 4 月 30 日 
＜国庫債務負担行為により複数年での契約が望ましい＞ 
＜借入期間を調整する方法として、現在リースしている OA 機器のリース期間を延

長、あるいは調達する OA 機器の履行開始時期の不一致への対応が考えられる＞ 

４．共通事項 

グリーン購入法に適合した製品であること 

５．デジタルカラー複合機（毎分 45 枚機）の仕様要件 

（１）OA 機器の性能 
・形式：コンソールタイプ又はデスクトップタイプ 
・解像度：読み取り解像度○dpi 以上、書き込み解像度○dpi 以上 
・諧調：各色とも○階調 
・ウォームアップタイム：室温 20 度において○秒以内 
・複写原稿サイズ：シート、ブックとも最大 A3 サイズ 
・複写サイズ：内蔵トレイにより A3、A4、B4、B5 
・複写倍率：○～○%の範囲で○%刻み 
・連続複写速度：A4 サイズでモノクロが 45 枚/分以上、カラーが 40 枚/分以上 
・給紙方式／給紙容量：4 段以上の内蔵トレイ、各サイズ○枚以上 
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・連続複写枚数：○枚以上 
・原稿送り装置：自動両面原稿送り装置で○枚以上 
・ファーストコピータイム：A4 サイズでモノクロが○秒以内、カラーが○秒以内 
・電源：○V、○A に対応 
・最大消費電力：○kW 以下 
・TEC 値133：○kWh/週以下 
・スリープモードからの復帰時間：○秒以内 

（２）OA 機器の機能 
・ステープル機能：自動ステープル機能で A4 以下 50 枚コーナー（手前・奥・奥斜

1 ヶ所）及びダブル（平行 2 ヶ所） 
・パンチ機能：2 穴をあけられること 
・丁合機能：あり 
・プリント機能：出力解像度○dpi 以上 
・スキャン機能：カラー 
・両面印刷機能：あり134 
・集約印刷機能：片面 2 ページ以上の集約印刷が可能 
・セキュリティプリント機能：出力指示をした文書を複合機において再度確認し出

力する機能を有すること 
（３）消耗品・メンテナンス 

・トナー：交換時にトナーが露出しないカートリッジ又はボルト式の交換機構 
・カートリッジ：グリーン購入法の判断の基準を満たすカートリッジに対応可能 
・定期点検：常時正常な状態で使用できるよう○ヶ月に○回、技術員を機器借入場

所に派遣し、点検・整備を行うこと 
・故障の際の対応：休日を除く日の午前 9 時から午後 5 時の通報に対し機器借り入

れ場所に○時間以内に到着できるよう技術員を配置すること 
・消耗品の供給：トナー及びステープルカートリッジは不足しないようにすること 
・出力状況データの提供：複写・プリント出力状況（カウンタ数、カラー比率等）

を機器ごとに月単位で提供すること 
・出力状況の分析：複写・プリント出力状況を分析し、環境負荷の低減等に向けた

報告を○ヶ月ごとに行うこと 

６．予定使用枚数 

・カラー○枚/月・台、モノクロ○枚/月・台 

なお、リユース機については、新造機、リユース機のいずれでも応札できることを仕様書

 
133 インクジェット技術を用いる OA 機器等では TEC 値ではなく OM 方法による基準を定めており、調達の際に

留意する必要がある。 
134 グリーン購入法では、ipm≧20 のカラー複合機には、自動両面印刷機能が購入時に標準装備されていることを

要件としている。 
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・連続複写枚数：○枚以上 
・原稿送り装置：自動両面原稿送り装置で○枚以上 
・ファーストコピータイム：A4 サイズでモノクロが○秒以内、カラーが○秒以内 
・電源：○V、○A に対応 
・最大消費電力：○kW 以下 
・TEC 値133：○kWh/週以下 
・スリープモードからの復帰時間：○秒以内 

（２）OA 機器の機能 
・ステープル機能：自動ステープル機能で A4 以下 50 枚コーナー（手前・奥・奥斜

1 ヶ所）及びダブル（平行 2 ヶ所） 
・パンチ機能：2 穴をあけられること 
・丁合機能：あり 
・プリント機能：出力解像度○dpi 以上 
・スキャン機能：カラー 
・両面印刷機能：あり134 
・集約印刷機能：片面 2 ページ以上の集約印刷が可能 
・セキュリティプリント機能：出力指示をした文書を複合機において再度確認し出

力する機能を有すること 
（３）消耗品・メンテナンス 

・トナー：交換時にトナーが露出しないカートリッジ又はボルト式の交換機構 
・カートリッジ：グリーン購入法の判断の基準を満たすカートリッジに対応可能 
・定期点検：常時正常な状態で使用できるよう○ヶ月に○回、技術員を機器借入場

所に派遣し、点検・整備を行うこと 
・故障の際の対応：休日を除く日の午前 9 時から午後 5 時の通報に対し機器借り入

れ場所に○時間以内に到着できるよう技術員を配置すること 
・消耗品の供給：トナー及びステープルカートリッジは不足しないようにすること 
・出力状況データの提供：複写・プリント出力状況（カウンタ数、カラー比率等）

を機器ごとに月単位で提供すること 
・出力状況の分析：複写・プリント出力状況を分析し、環境負荷の低減等に向けた

報告を○ヶ月ごとに行うこと 

６．予定使用枚数 

・カラー○枚/月・台、モノクロ○枚/月・台 

なお、リユース機については、新造機、リユース機のいずれでも応札できることを仕様書

 
133 インクジェット技術を用いる OA 機器等では TEC 値ではなく OM 方法による基準を定めており、調達の際に

留意する必要がある。 
134 グリーン購入法では、ipm≧20 のカラー複合機には、自動両面印刷機能が購入時に標準装備されていることを

要件としている。 
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に提示することで、資源循環にも配慮した OA 機器の導入を制限しない仕様書とすることが

できる。 
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７．OA 機器を使用する際の留意点 

７７－－１１  用用紙紙使使用用のの削削減減 

職員が出力する際、行政目的を考慮しながら、両面印刷や集約印刷、セキュリティプリン

ト機能を活用することが望ましい。そのためには、プリンタドライバを両面印刷や集約印刷、

セキュリティプリントにデフォルト設定することが考えられる。 
また、部や課など所属ごとの出力枚数やカラー比率を月別に把握した結果をフィードバッ

クすることで、更なる削減が可能となる。 
なお、出力は最小限として、必要に応じて、データを電子ファイルとするよう心がけるこ

とが望ましい。 

 
７７－－２２  使使用用時時のの消消費費電電力力のの削削減減 

OA 機器の使用段階における消費電力を抑えることを目的に、スリープモードへの移行時間

を最適な設定とすることが望ましい。 
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７７－－１１  用用紙紙使使用用のの削削減減 

職員が出力する際、行政目的を考慮しながら、両面印刷や集約印刷、セキュリティプリン

ト機能を活用することが望ましい。そのためには、プリンタドライバを両面印刷や集約印刷、

セキュリティプリントにデフォルト設定することが考えられる。 
また、部や課など所属ごとの出力枚数やカラー比率を月別に把握した結果をフィードバッ

クすることで、更なる削減が可能となる。 
なお、出力は最小限として、必要に応じて、データを電子ファイルとするよう心がけるこ

とが望ましい。 

 
７７－－２２  使使用用時時のの消消費費電電力力のの削削減減 

OA 機器の使用段階における消費電力を抑えることを目的に、スリープモードへの移行時間

を最適な設定とすることが望ましい。 
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【参考】出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供等業務 

本ガイドラインでは、契約方式として最低価格落札方式を想定しているが、総合評価落札

方式による先進的な事例も出てきている。国土交通省北陸地方整備局では「出力機器等最適

配置調査及び出力サービス提供等業務」（以下「国交省最適配置業務」という。）において、

最適配置等を考慮した機器調達を総合評価落札方式によって実現した135。以下に国交省最適

配置業務の概要、効果及び仕様書の抜粋を示す。 
 

 

１１．．契契約約のの概概要要  

「出力機器等最適配置調査」と「出力サービスの提

供等」に関する業務を組み合わせた役務契約であり、

出力機器等の複合機化、最適配置による温室効果ガス

（CO2）及び消費電力の削減、本局一括調達のスケー

ルメリットを活用したコスト縮減等を目的として、総

合評価落札方式により事業者を決定した。国庫債務負

担行為を活用した 3 ヵ年の契約である。契約期間中、

出力状況をマネジメントし、使用段階においても OA
機器による環境負荷を低減する取組を進めることと

した。 
また、総合評価落札方式により契約を行うに当たっ

ては、別途財務省と契約方式に係る個別協議を行っ

た。 
 

２２．．契契約約にに至至るる流流れれ  

「最適出力環境プロジェクトチーム」を立ち上げ、

庁内で体制を構築し、検討を行った。 
平成 20 年度に OA 機器事業者に委託し実施した

「OA 機器実態調査136」の調査結果（使用状況、配置

図等）を入札参加事業者へ開示し、提案を求める形で

平成 21 年度に「国交省最適配置業務」の入札を実施

した。 
 

３３．．調調達達にによよるる効効果果  

OA 機器137の台数を 1,418 台から 369 台（▲74%）、

温室効果ガス排出量を140t-CO2から23t-CO2（▲83%）、

コストを年間 2 億 7 千万円から 2 億円（▲25%）、契

約件数を 82 件から 1 件に削減した。  

■入札準備

調達条件の設定

仕様書の作成

予定価格の作成

■入札公告・資格審査

入札公告

入札説明会

■事業者決定・契約

入札

開札（事業者決定）

契約

OA機器実態調査の実施

OA機器実態調査の発注

契約方式の検討

財務省協議

 

図 「国交省最適配置業務」契約の流れ 

 
135 http://www.hrr.mlit.go.jp/library/happyoukai/h28/e/E-16.pdf 
136 仕様書の例は p.226～227 参照のこと。 
137 国土交通省では災害時等の緊急通信手段として、FAX を使用している等の理由から FAX を OA 機器の対象に

含めている。 
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４４．．そそのの他他  

「OA 機器実態調査」を落札した事業者の「国交省最適配置業務」入札の参加については、「OA
機器実態調査」の調査結果を入札参加事業者に対して開示することにより、公正な競争が担保される

よう留意している。また、「OA 機器実態調査」の実施時期から「国交省最適配置業務」の入札実施

までに約 10 ヶ月を要しており、この間に組織の改編や OA 機器の配置換えが行われたこともあり、入

札参加事業者が「OA 機器実態調査」の結果のほか、同一条件により最適配置提案が策定できるよう、

所要の調達条件を明示した仕様書の作成に努めている。 
 

５５．．仕仕様様書書（（抜抜粋粋））  

業業務務内内容容  

（１）調査及び最適配置提案 

① 受託者は、契約締結後の現状による調査を実施し、速やかに最適配置提案を行い、委託者の承

諾を得るものとする。なお、丁合、ステープルその他の出力機器等の付加機能については、履行

場所の各フロア単位で調査時における機能を有することを基本として最適配置提案に含むこと

とし、当該費用については、別途協議を行うものとする。 
② 受託者は、業務の履行期間中において出力機器等の使用実績等に基づく調査を行い、随時、最

適配置提案の見直しを行い、委託者の承諾を得るものとする。 
③ 委託者は、①又は②により受託者から提出された最適配置提案を検討のうえ必要と判断した場

合は所要の変更を行うものとし、変更に要する費用については、別途協議を行うものとする。 
④ 最適配置提案の承諾に伴い本業務で使用しないこととした出力機器等は、当該出力機器等の入

替時に引き取るものとし、引き取りに要する費用については、別途協議を行うものとする。 

（２）出力サービスの提供等 

受託者は、（１）により委託者の承諾を受けた提案に基づき、次のサービスの提供等の業務を行

うものとする。 
① 出力機器等の調達（受託者が新たに調達する出力機器等の調達、据付調整、各種設定、撤去等

に要する経費及び委託者が保有又は借受する機器の移動、機種変更、据付調整、撤去及び処分等

に要する費用を含む一切をいう。）にかかる具体的な方法を作成し、実施する。なお、本業務に

かかる出力機器等は製造事業者の別を問わないものとし、当該事業者の有する知的財産権その他

の権利侵害に関する行為があった場合、受託者の責任において問題解決にあたるものとし、委託

者は、その一切に関与しない。 
② 出力機器等の資産管理 

ア）資産管理には全ての履行場所の出力機器等を把握する具体的な実施方法を含むものとす

る。 
イ）全ての出力機器等の使用実績等を把握し、最適な出力環境を提供する。 

③ 出力機器等の運用保守 
ア）全ての履行場所の出力機器等に関する問い合わせ窓口（ヘルプデスク）を設置し、問い合

わせから対応に至る内容、履歴その他の記録を一元的に集約、管理する。 
イ）本業務の履行に必要な消耗品の供給（用紙を除く138。）、在庫管理及び出力機器等の保守

管理（故障、修理等を含む。）にかかる具体的な方法を作成し、実施する。 
ウ）本業務の円滑な実施に当たり、全ての履行場所において出力機器等の操作説明会の開催そ

 
138 本業務に集約できない OA 機器で用紙を使用する可能性があること等の理由による。 
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４４．．そそのの他他  

「OA 機器実態調査」を落札した事業者の「国交省最適配置業務」入札の参加については、「OA
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までに約 10 ヶ月を要しており、この間に組織の改編や OA 機器の配置換えが行われたこともあり、入

札参加事業者が「OA 機器実態調査」の結果のほか、同一条件により最適配置提案が策定できるよう、

所要の調達条件を明示した仕様書の作成に努めている。 
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② 出力機器等の資産管理 

ア）資産管理には全ての履行場所の出力機器等を把握する具体的な実施方法を含むものとす

る。 
イ）全ての出力機器等の使用実績等を把握し、最適な出力環境を提供する。 
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138 本業務に集約できない OA 機器で用紙を使用する可能性があること等の理由による。 
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の他職員向け運用支援トレーニングにかかる具体的な方法を作成し、実施する。 

（３）情報セキュリティ環境の構築（試行） 

履行場所のうち本局（一般執務室）において、通行カードの認証機能を活用した情報セキュリテ

ィ環境の構築を試行することとしており、契約締結後、受託者は（１）③と併せて調査を行うもの

とし、当該調査及び情報セキュリティ環境の構築（試行）に要する費用については、別途協議を行

うものとする。なお、試行状況を勘案のうえ他の履行場所においても試行することがある。 
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◇◇チチ ェェ ッッ クク リリ スス トト 

OA 機器を調達する際、OA 機器による温室効果ガスの削減に向けて配慮することが望ま

しい項目は、以下のとおりである。OA 機器の調達に当たって担当者が、事前に各項目につ

いて検討漏れがないかチェックすることが望ましい。 

【共通項目】 
 配慮事項 参照先 
 グリーン購入法に基づく環境物品等の調達方針を作成している － 
 グリーン購入法に基づく環境物品等の調達方針に基づいた調達を行っている － 
 管理対象にある OA 機器のリストを作成している ４ 
 管理対象にある OA 機器について実態調査を実施している ４ 
 管理対象にある OA 機器の出力状況を把握し、P-D-C-A による改善を行っている ５－６ 
 一定規模以上のまとまった台数による調達を目指し、管理対象にある OA 機器の

調達時期を合わせるよう留意している 
４－１ 

注）参照先が「－」の項目は、関連する記述がガイドライン中にない項目である。 

【台数削減に向けて】 
 配慮事項 参照先 
 管理対象において必要な出力環境を把握している ４ 
 専用プリンタをその他のプリンタと共用することを検討している ５－１ 
 調達しようとしている OA 機器は、管理対象において必要な出力環境を確保する

ため欠かせないものである 
４ 

 調達しようとしている OA 機器の導入は、その利用者の要望に基づいている ４ 
 調達しようとしている OA 機器の周辺に、同様の機能を有する機器がある場合、

その機器への統合を検討している 
４ 

【用紙使用の削減に向けて】 
 配慮事項 参照先 
 両面印刷機能のある OA 機器の調達を検討している ５－２ 
 集約印刷機能のある OA 機器の調達を検討している ５－２ 
 セキュリティプリント機能のある OA 機器の調達を検討している ５－２ 

【使用時の消費電力の削減に向けて】 
 配慮事項 参照先 
 スリープモードからの復帰時間が極力短い機種の調達を検討している ５－３ 
 TEC 値の小さい OA 機器の調達を検討している ５－３ 

【消耗品の調達・メンテナンスの効率化に向けて】 
 配慮事項 参照先 
 グリーン購入法に基づくカートリッジを活用できる OA 機器の調達を検討してい

る 
５－４ 

 消耗品の調達やメンテナンスの効率化を考慮したOA 機器の調達を検討している ５－４ 

【OA機器の使用時以外の環境負荷低減に向けて】 
 配慮事項 参照先 
 リユース機の調達を検討している ５－５ 
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国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関す

る法律（平成十九年法律第五十六号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関

し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めること

により、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続

的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「温室効果ガス等」とは、温室効果ガスその他環境への負荷（環

境基本法（平成五年法律第九十一号）第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下

同じ。）の原因となる物質をいう。 

２ この法律において「国等」とは、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政

法人をいう。 

３ この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成

十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）又は特殊法人（法

律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された

法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第九号の規定の適用

を受けるものをいう。以下同じ。）のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出

資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若し

くは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。 

４ この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成十五年法律第

百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 

５ この法律において「各省各庁の長」とは、財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第二

十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。 

 

（国及び独立行政法人等の責務） 

第三条 国及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギ

ーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要

素をも考慮して、国及び当該独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮

した契約の推進に努めなければならない。 

 

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務） 

第四条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るた

め、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団体にあってはそ

の区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務及び事業に応

じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、当該地方公共団体及び地
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方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めるもの

とする。  

 

（基本方針） 

第五条 国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約

の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 

二 温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき次に掲げる契約における温室効果

ガス等の排出の削減に関する基本的事項 

イ 電気の供給を受ける契約 

ロ 使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約 

三 省エネルギー改修事業（事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電

気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持

保全等（以下この号において「設計等」という。）に要する費用の額以上の額の削減を

保証して、当該設計等を包括的に行う事業をいう。第七条において同じ。）に係る契約

に関する基本的事項 

四 建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、前二号に掲げる契

約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 

五 その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項 

３ 基本方針を定めるに当たっては、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第

百十七号）第二十条第一項に規定する政府実行計画の実施の効果的な推進に資するように

するとともに、エネルギーの安定的な供給に配慮するものとする。  

４ 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等（国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等

にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。）と協議して基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

５ 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、環境大臣が基本方針に定めら

れる契約に係る事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものと

する。 

６ 環境大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ

ばならない。 

７ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（基本方針に基づく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進） 

第六条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である場合

にあっては、その代表者。以下同じ。）は、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガ

ス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

－234－



－235－ 

 

（国の債務負担） 

第七条 国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する

行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。 

 

（締結実績の概要の公表等） 

第八条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅

滞なく、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、

公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。 

２ 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政

法人等の主務大臣を通じて行うものとする。 

 

（環境大臣の要請） 

第九条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約

の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができ

る。  

 

（国による情報の整理等） 

第十条 国は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するため、国及び独

立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結に関する状況等

について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとする。 

 

（地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契

約の推進） 

第十一条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、当該地方公共団体及び地方独立行政法人

における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう

努めるものとする。 

２ 前項の方針は、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独

立行政法人にあってはその事務及び事業に応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮す

る契約の種類について定めるものとする。 

３ 地方公共団体及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基

づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

４ 地方公共団体及び地方独立行政法人は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の

締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとする。 

 

（公正な競争の確保） 
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イ 電気の供給を受ける契約 

ロ 使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約 

三 省エネルギー改修事業（事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電

気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持

保全等（以下この号において「設計等」という。）に要する費用の額以上の額の削減を

保証して、当該設計等を包括的に行う事業をいう。第七条において同じ。）に係る契約

に関する基本的事項 

四 建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、前二号に掲げる契

約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 

五 その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項 

３ 基本方針を定めるに当たっては、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第

百十七号）第二十条第一項に規定する政府実行計画の実施の効果的な推進に資するように

するとともに、エネルギーの安定的な供給に配慮するものとする。  

４ 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等（国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等

にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。）と協議して基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

５ 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、環境大臣が基本方針に定めら

れる契約に係る事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものと

する。 

６ 環境大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ

ばならない。 

７ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（基本方針に基づく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進） 

第六条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である場合

にあっては、その代表者。以下同じ。）は、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガ

ス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 
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第十二条 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関す

る施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公

正な競争の確保に留意するものとする。 

 

（他の施策との調和） 

第十三条 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関す

る施策の策定及び実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するも

のとする。 

２ 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策

の策定及び実施に当たっては、エネルギー政策基本法（平成十四年法律第七十一号）第十

二条第一項に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の

排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（検討等） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

３ 政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格

並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状

況（次項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。）を総合的に評

価して落札者を決定する方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等の

ための技術開発及び電源構成の変更に相当の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

４ 国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約については、当分の間、入札

に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、

当該入札に係る申込みをした者のうちから当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定す

る方式によるものとする。 

 

附 則 （令和三年五月一九日法律第三六号） 抄 
（施行期日） 

第一条  この法律は、令和三年九月一日から施行する。 

 
 
＊環境配慮契約法は、平成 19年 5月 23日公布、11月 22日施行。 
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環境配慮契約関連情報源 
 

環環境境省省 HP https://www.env.go.jp/policy/ga/bp_mat.html 

・環境配慮契約については、上記の環境省ホームページの URL を参照してください。
下記の情報源に係るリンクが設定されており、環境配慮契約の実施・検討に当たっ

て参考になります。 
・下記は令和 8年 1月時点の情報です。情報及び内容は随時更新しています。 
 

地地
方方
公公
共共
団団
体体
のの 

たた
めめ
のの
参参
考考
資資
料料 

地方公共団体のための環境配慮契約導入マニュアル（平成 26年 2月）（環境省） 
地方公共団体のグリーン購入及び環境配慮契約の実施のための取組支援（平成 26～令和 6年度実績） 
地方公共団体における環境配慮契約法取組事例データベース 
地方公共団体の環境配慮契約法に関するアンケート調査結果 

電電気気 

電力供給契約（裾切り方式）における競争参加資格に係る地域ごとの配点例 
電力供給契約（裾切り方式）における仕様書、競争参加資格確認関係書類等の例 

電気の供給を受ける契約に係る裾切り方式未実施機関・施設の公表 
電気事業者別排出係数一覧 
登録小売電気事業者一覧（資源エネルギー庁） 
なっとく！再生可能エネルギー（資源エネルギー庁） 
公的機関のための再エネ調達実践ガイド「気候変動時代に公的機関ができること～「再エネ 100%」への挑戦～」  
一般送配電事業者の供給区域別再エネ電力メニュー販売状況（令和 6年 11月現在） 
PPAモデルによる政府施設への太陽光発電設備導入の手引き 

自自動動車車 

グリーン購入法基本方針（令和 7年 1月変更閣議決定）（自動車部分は 128～134ページ） 
自動車燃費一覧（国土交通省） 
自動車の燃費性能に関する公表（国土交通省） 
グリーン購入法適合車リスト（（一社）日本自動車工業会） 
自動車の調達における総合評価落札方式による入札の実施について（環境会発第

080424002号 平成 20年 4月 24日）（環境省内通知。入札公告・入札説明書の雛形など）  
自動車の総合評価落札方式における予定価格の設定の考え方（環境省） 

船船舶舶 

「運輸部門におけるエネルギーの使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金 
（内航船革新的運行効率化・非化石エネルギー転換推進事業）」に係る補助事業者の公募について  
漁船法による推進期間の馬力数関連（（一社）海洋水産システム協会） 
マリンエンジン排ガス低減自主規制関連（（一社）日本マリン事業協会） 
省エネ機器ハンドブック（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構） 

ESCO 

ESCO事業とは（（一社）ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会） 
官庁施設における ESCO事業導入・実施マニュアル（国土交通省） 
ESCO事業における電気の二酸化炭素排出量削減の原単位についての考え方 
「環境報告ガイドライン（2012年版）」（該当箇所は 143～144ページ）（環境省） 
ESCO導入事例集（環境省） 

建建築築 

公共工事における入札・契約について（国土交通省官庁営繕部ホームページ） 
建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の運用について（最終改正平成 18年 9月 28
日 国地契第 56号 国官技第 185号 国営整第 81号）（国土交通省内通知） 
建築関係の建設コンサルタント業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等につい

て（環境省内通知） 
建築物の維持管理に係る環境配慮契約のチェックリスト 
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第十二条 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関す

る施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公

正な競争の確保に留意するものとする。 

 

（他の施策との調和） 

第十三条 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関す

る施策の策定及び実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するも

のとする。 

２ 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策

の策定及び実施に当たっては、エネルギー政策基本法（平成十四年法律第七十一号）第十

二条第一項に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の

排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（検討等） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

３ 政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格

並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状

況（次項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。）を総合的に評

価して落札者を決定する方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等の

ための技術開発及び電源構成の変更に相当の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

４ 国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約については、当分の間、入札

に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、

当該入札に係る申込みをした者のうちから当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定す

る方式によるものとする。 

 

附 則 （令和三年五月一九日法律第三六号） 抄 
（施行期日） 

第一条  この法律は、令和三年九月一日から施行する。 

 
 
＊環境配慮契約法は、平成 19年 5月 23日公布、11月 22日施行。 
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廃廃棄棄物物 優良産廃処理業者認定制度（環境省） 
産業廃棄物入札参加に必要な申請書類（例）及びチェックリスト（環境省） 

そそ
のの
他他
のの 

参参
考考
情情
報報 

グリーン購入法（環境省） 
温室効果ガス排出量（環境省） 
地球温暖化対策推進本部（政府実行計画等）（首相官邸） 
エネルギー基本計画について（資源エネルギー庁） 
WTO政府調達協定（外務省） 

 

 

環境配慮契約関連資料 
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国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の 

排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針 

（環境配慮契約法基本方針）関連資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8（（2026））年 2月 
 
 

○本冊子は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく

基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。 
○リサイクル適性表示：本冊子は印刷用の紙にリサイクルできます。 
本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、

印刷用の紙へのリサイクルに適した〔Aランク〕のみの資材を用いて作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省 大臣官房環境経済課 製品対策・グリーン契約推進係 

〒100-8975 
 東京都千代田区霞が関 1－2－2 中央合同庁舎第 5号館 25階 

E-mail：ek@env.go.jp 
電話 ：03-5521-8229 

ホームページ：https://www.env.go.jp/policy/ga/index.html 
よくある質問：https://www.env.go.jp/policy/ga/netfaindex.html 

（「「環環境境配配慮慮契契約約  よよくくああるる質質問問」」で検索） 
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